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業務実績の総合評価
総合評価：Ａ

１ 当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等
① 法人からの自己評価等の資料の提出や業務実績等に関するヒアリングをもとに、法人の中期計画項目について評価基準

に基づき評価を行った結果、Ｓ評価となった「食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組」並びに業務実績がなく評価
「 」、「 、 、 、の対象外とした カルタヘナ担保法関係業務 法人の短期借入金について 借入に至った理由及び使途 金額及び金利

返済の見込み 「重要な財産の譲渡又は担保に関する計画」及び「剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充て」、
た結果、当該事業年度に得られた成果」を除く中項目がＡ評価となった。併せて「平成19年度業務実績評価の取組につい
て（平成19年７月14日政策評価・独立行政法人評価委員会（以下「政・独委」という 」を踏まえ 「独立行政法人の中。）） 、
期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針（平成19年７月11日政・独委 」及び「独立行政法）
人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定 」並びに「平成18年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実）
績に関する評価の結果についての意見（平成20年１月31日政・独委 」を踏まえた評価を行った。その結果、法人の業務）
実績、達成度合及び対応状況等を総合的に勘案して、総合評価はＡ評価とする。

② 本部及び地域センターで分担して実施されている業務については、各業務ごとの具体的な業務実績と人員配置や業務に
要した経費等を比較・検討した結果、適切な業務運営であったと評価できる。

③ 平成19年４月１日の３法人統合後、プロジェクトチームの設置によるセンター全体での分析調査の実施や一般管理部門
の要員の削減など、統合メリットを発揮するための取組が認められる。

２ ｓ評価となった項目について
プロジェクトチームの設置については、牛挽肉加工製品及びその表示についての国民の信頼を早急に回復するため、食品

検査部門及び飼料検査部門による「牛挽肉加工品緊急調査プロジェクトチーム」を設置し、飼料中の肉骨粉の動物種を判別
する分析技術を食品の肉種鑑別に活用した緊急調査を迅速に実施するなど、食品表示の監視に貢献したことは、特段の成果
が得られていると評価できる。

３ ｂ評価となった項目について
、 、飼料安全法に基づく立入検査等業務に係る収去品の試験については 試験結果の農林水産大臣への報告するまでの期間が

1,022件中1件の報告が標準報告期間を超えて27日の遅延となった。その要因は、試験結果の報告書の作成の際、誤って入力
データを削除してしまったものであることから、今後、再びこのようなことが起こらないよう、複数の職員により確認等を
徹底することが必要である。

４ 法人が行う事務・事業及び組織形態について
平成19年４月に３法人が統合して発足した農林水産消費安全技術センターが行う事務・事業は “農場から食卓まで”の、

、 、 、 、フードチェーン全体を通じて食の安全と消費者の信頼の確保を技術的側面から貢献することを目的とし 肥料 農薬 飼料
食品等に関する検査・分析業務及びこれらに関する情報の一元的な提供等を実施しているが、近年、食をめぐる様々な課題
が発生する中で、食に対する消費者の信頼を確保するため、フードチェーン全体を通じた取組みが求められており、これら
の業務は今後とも国の施策として極めて重要な事務・事業であると考えられる。

当該事務・事業は、検査内容の漏えい防止の観点から公募等の入札の対象とすることは適当でないこと、また、類似した
業務を行う他の独立行政法人等は存在しないことから、今後ともセンターが行政と密接な連携の下で特定独立行政法人とし
て直接行うことが必要であり、事務・事業及び法人の組織形態の変更は、当面は必要はないと考えられる。

５ 監事監査との連携について
提出された監事監査の監査報告書により、財務諸表及び決算報告書に対する指摘がないことを確認した。来年度以降も監

事監査の結果を踏まえ、適切な評価が実施することとする。

６ 独立行政法人整理合理化計画への対応について
独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）において、各独立行政法人について講ずべき措置とされてい

る事項については、事務及び事業の見直しとして「食品等関係事業」では、国民生活センターと協議して、①PIO-NET（全
国消費生活情報ネットワーク・システム）端末の設置による情報共有、②同センターが実施する商品テストへの技術協力な
ど具体的な連携の在り方について同センターと取り決め、連携に向けた取組を進めるとともに 「組織の見直し」及び「運、
営の効率化及び自律化」では、平成20年度中に神戸センターの新築工事が終了することに合わせて、神戸センター大阪事務

、 、 。所及び岡山事務所の神戸センターへの統合 現神戸センターを売却するための準備を進めるなど 着実に取り組まれている
今後も進捗状況の把握に努め、適切に取り組まれることが期待される。

評 価 項 目 （ 大 項 目 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 Ａ。）

第４ 短期借入金の限度額 －

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 －

第６ 剰余金の使途 －

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ａ
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評価単位ごとの評価シート（総括表）

評 価 項 目 （ 評 価 単 位 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 共通事項
(1) 組織体制の強化 Ａ
(2) 業務運営能力の向上 Ａ
(3) 外部委託（アウトソーシング）による業務の効率化 Ａ
(4) 分析機器等に関する効率化 Ａ
(5) 業務運営の効率化による経費の抑制 Ａ
(6) 人件費の削減 Ａ

２ 業務の重点化・効率化
(1) 生産段階における安全性等の確保に関する業務 Ａ
(2) 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務 Ａ
(3) 情報提供業務 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 共通事項
(1) 食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組 Ｓ
(2) 情報提供業務の一元化及び提供内容の充実 Ａ
(3) 窓口業務の全国における実施 Ａ
(4) 検査・分析能力の継続的向上 Ａ

２ 生産段階における安全性等の確保に関する業務
(1) 肥料関係業務 Ａ
(2) 農薬関係業務 Ａ
(3) 飼料及び飼料添加物関係業務 Ａ
(4) 土壌改良資材関係業務 Ａ

３ 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務
(1) 食品表示監視業務 Ａ
(2) 登録認定機関、認定事業者に対する指導・監督業務 Ａ
(3) J A S規格及び品質表示基準の見直し等に係る業務 Ａ
(4) 農林物資の格付業務 Ａ
(5) 国際規格に係る業務 Ａ
(6) 農林物資の検査技術に関する調査及び研究業務 Ａ
(7) 依頼検査 Ａ
(8) 緊急時の要請に関する業務 Ａ

４ リスク管理に資するための有害物質の分析業務 Ａ
５ カルタヘナ担保法関係業務 －
６ 国際協力業務 Ａ

第３ 予算（人件費の見積もりを含む 、収支計画及び資金計画。）

１ 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組 Ａ
２ 法人運営における資金の配分状況 Ａ
３ 自己収入の増額に係る取組 Ａ

第４ 短期借入金の限度額

１ 法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済の見込み －

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

１ 重要な財産の譲渡又は担保に関する計画 －

第６ 剰余金の使途

１ 剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に得られた成果 －

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画 Ａ
２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む） Ａ
３ 積立金の処分に関する事項 Ａ
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○組織体制の強化 Ａ
(1) 組織体制の強化 【評価指標】

、 （ 「 」中項目の評価は 中項目に係る具体的な項目のうち最小のもの 以下 小項目
という ）の評価結果について、。
達成度合がｓとされた小項目を３点
達成度合がａとされた小項目を２点
達成度合がｂとされた小項目を１点
達成度合がｃとされた小項目を０点
達成度合がｄとされた小項目を－１点

とし、その集計に当たっては、中項目に含まれる小項目の項目数に２を乗じて得
た数を基準とし、原則として、次の３段階評価で行うものとする。
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ
ただし、上記評価の結果、Ａ評価となった中項目にあっては、各小項目の達成

状況及びその他の要因を分析し、必要に応じＳ評価とすることができる。また、
Ｃ評価となった中項目にあっては、要因を分析し、必要に応じＤ評価とすること
ができる。

【評価結果】
◇小項目 １０×２点＝２０点
合計 ２０点（２０/２０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
一般管理部門の要員の削減、検査等業務に従事する要員の全体に占める割合の

向上の実績は年度計画を上回るものであるが、各小項目の達成状況及びその他の
要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合的に勘案した結果、妥当な実績であ
ると考えられることから、Ｓ評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 統合メリットの発現による効率 次のとおり組織運営及び組織体制の整備を行うことにより、検査等業務の効率
的な業務の実施体制の整備 的かつ効果的な推進及び緊急時や繁忙時における機動的で柔軟な業務運営に努め

各分野の専門家からなるプロジ た。
ェクトチームを設置する等によ
り、各検査業務で得られた知見や ○ マネジメントレビューを実施するとともに、その結果に基づき、センター
ノウハウの活用を図るとともに、 の現状の課題である統合メリットの一層の発揮、中期目標・中期計画の確実
スタッフ制を拡大する等により、 な進捗管理及び独立行政法人整理合理化計画への対応等について、理事長か
機動的かつ柔軟な業務運営を行 ら本部の部長及び各地域センター所長に対して指示を行った。
う。

○ 本部の各部及び各地域センターにおいて、一般管理部門及び企画部門を除
【年度計画（抄 】 くすべての部署にスタッフ制を導入した。）
① 統合メリットの発現による効率
的な業務の実施体制の整備 ○ 各分野の専門家からなるプロジェクトチームを次のとおり2件設置し、各

以下により組織運営及び組織体 部門で蓄積された専門的知見を最大限に活用した。
制の整備を行う。

・牛挽肉加工品緊急調査プロジェクトチーム
○ 理事長は現状の課題を認識 ・前作に使用された農薬の残留分析プロジェクトチーム

し、的確な業務運営を行うとと
もに業務の改善を図るため、マ 【特記事項】
ネジメントレビューを実施す 特になし。
る。

○ スタッフ制を拡大し、業務の
進捗状況等に対応して、職員の
業務内容を調整する。

○ 必要に応じて各分野の専門家
からなるプロジェクトチームを
設置する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 内部監査の一体的な実施 次に掲げる措置を講ずることにより、内部監査体制を充実・強化し、業務の改

内部監査体制を充実・強化し、 善及び効率化を図った。
業務の改善及び効率化を図るた

。 、 、め、業務運営（会計を含む ）を ○ 平成18年度に設置した業務監査室を 平成19年度から役員直属の組織とし
横断的に監査する専任の部署を設 業務の信頼性を確保する体制を強化した。
置する等の措置を講じる。

○ 職員に対して内部監査員研修を2回（延べ332名）実施した。
【年度計画（抄 】）
② 内部監査の一体的な実施 ○ 平成20年3月に外部の有識者を含めた業務評価委員会を開催し、平成18年

内部監査体制を充実・強化し、 度における業務実績の評価結果及びこれへの対応状況、平成19年度マネジメ
業務の改善及び効率化を図るた ントレビューの結果、平成19年度の事業の実施状況等について点検・評価を
め、次に掲げる措置を講ずる。 行った。

○ 業務運営を横断的に監査する 【特記事項】
業務監査室を役員直属の組織と 特になし。
する。
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○ 内部監査員研修を実施する。
○ 外部の有識者を含めた業務評

価委員会（仮称）による点検・
評価を行う。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
③ 本部及び地域組織の再編・統合 統合メリットを最大限発揮するとともに、効率的かつ効果的な運営を確保する

3法人の統合後は旧センター神 観点から、本部及び地方組織の役割を踏まえ、管理部門の統合等により、従来の
戸センターと一体的に運営するこ 3本部12地方組織を1本部5地方組織に再編した。また、次に掲げる準備を行うこ
ととなる旧肥飼検大阪事務所及び とにより、大阪事務所及び岡山事務所の神戸センターへの円滑な移転統合に努め
旧センター岡山センターの組織・ た。
業務については、旧センター神戸
センターの庁舎の移転・新築と併 ○ 平成20年度末に予定されている神戸センター新庁舎完成に向け、工程表に
せて、神戸センターの庁舎に移管 則した工事の進捗状況の把握に努めた。
することとし、旧肥飼検大阪事務
所及び旧センター岡山センターの ○ 平成20年3月末をもって岡山事務所の消費安全情報課及び微量物質検査課
事務所については、これらを廃止 を廃止し、神戸センター消費安全情報課及び微量物質検査課にそれぞれの業
する。 務を移管した。

【年度計画（抄 】 【特記事項】）
③ 本部及び地域組織の再編・統合 特になし。

大阪事務所及び岡山事務所の神
戸センターへの移転統合を円滑に
行うため、所要の準備を進め、事
務・事業の効率的かつ効果的な運
営を図る。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
④ 一般管理部門の合理化及び検査 次に掲げる取組を行うことにより、平成18年1月1日を基準として、平成20年1

等業務への重点化 月1日時点における一般管理部門の要員が全体に占める割合（％）を18.4％から
一般管理部門の要員を削減し、 15.4％に3.0ポイント低下させ、検査業務に従事する要員が全体に占める割合を

一般管理部門の要員が全体に占め 67.2％から70.9％に3.7ポイント向上させ、検査検定機関として検査業務への重
る割合を、平成18年1月1日を基準 点化を図った。
として、中期目標期間中に3ポイ
ント程度低下させる。 ○一般管理部門の職員の退職に伴う補充に対応した新規採用は実施しなかっ

また、検査等業務以外の業務の た。
重点化及び効率化を図ることによ
り、検査等業務に従事する要員が ○ 一般管理部門から業務部門へ4名の異動を行った。これに伴い、業務部門
全体に占める割合を、平成18年1 へ異動した一般管理部門の職員4名を対象に、業務部門異動者研修を実施し
月1日を基準として、中期目標期 た。

。間中に2ポイント程度向上させる
○ 肥飼料、農薬等の生産資材や食品等に関する情報を消費者、生産者、事業

【年度計画（抄 】 者等へ一元的に提供できるよう、各部門の担当者を情報提供部門に配置し、）
④ 一般管理部門の合理化及び検査 情報提供の体制を整備した。
等業務への重点化

検査検定機関として検査等業務 【特記事項】
への重点化を図るため、次に掲げ 特になし。
る取組を行う。

○ 一般管理部門の職員の退職に
伴う補充に対応した新規採用を
抑制する。

○ 一般管理部門から業務部門へ
の人事異動を円滑に行うため、
異動する一般管理部門の職員を
対象に必要な研修を実施する。

○ 情報提供業務などの重点化及
び効率化について検討する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○業務運営能力の向上 Ａ
(2) 業務運営能力の向上 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
職員の技術的水準の維持・向上 ○ 職員技術研修中期計画に基づき、研修を次のとおり行った。また、研修企

を図るため、次に掲げる研修及び 画委員会の審議結果を踏まえ、職員技術研修中期計画を改正した。
資格等の取得をセンター全体で計
画的に推進する。 ・専門技術研修及び技術能力向上研修 91回（延べ594名）
① 研修 （うち機器操作研修 15回（延べ 56名 ））

・機器分析研修
・ISO9000審査員研修

② 資格の取得 ○ 職員技術研修中期計画に基づき、ISO9000審査員研修コースを6名に受講さ
・放射線取扱主任者 せ、次のとおり有資格者を確保した。
・Ｘ線作業主任者

・ISO9000審査員研修修了者 47名（新規6名）
また、試験研究機関等との共同

研究の実施等を通じて、検査分析
に関する先進的な技術、知識等の ○ 有資格者の必要なセンターに、放射線取扱主任者又はX線作業主任者を配
導入に努める。 置するとともに、放射線取扱主任者養成研修を6名に受講させ、資格を取得

させた。
【年度計画（抄 】）
① 業務運営能力を向上させ、的確 ・放射線取扱主任者 79名（新規6名)
な検査・分析の実施に資するた ・X線作業主任者 23名（新規0名）
め、次に掲げる取組を行う。

○ 職員技術研修中期計画 仮称 ○ 遺伝子組換え食品の検査技術、安定同位体比測定技術等、最新の分析技術（ ）
に基づき研修を行うとともに、 に関する研修を35回（延べ233名）行った。このうち、研究機関等が実施す
研修企画委員会（仮称）を開催 る研修に4回（9名）受講させた。
し、必要に応じて当該計画の見
直しを行う。

○ ISO9000審査員研修コースを ○ 次のとおり職員を研究機関等に派遣するとともに、大学及び試験研究機関
受講させ、修了試験の合格者を 等との共同研究を18課題実施する等の技術交流を行うことにより、検査分析
確保する。 等に係る先進的な技術、知識等の導入を図った。

○ 放射線取扱主任者又はＸ線作
業主任者を配置するとともに、 ・食品総合研究所 2名
必要に応じて、職員にこれらの ・中央水産研究所 1名
資格を取得させる。

○ 遺伝子組換え食品の検査技 【特記事項】
術、安定同位体比測定技術等の 特になし。
最新の分析技術に関する研修を
行う。

② 検査分析等に係る先進的な技
術、知識等の導入を図るため、必
要に応じて大学及び研究機関等と
の共同研究及び技術交流を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○外部委託（アウトソーシング）による業務の効率化 Ａ
(3) 外部委託（アウトソーシング） 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
による業務の効率化

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
専門技術的知見の必要性が低い ① 外部の専門業者に委託した方が業務運営の効率化に資するものとして、次に

作業等のうち次に掲げる業務につ 掲げる業務についてアウトソーシングを行い、業務の効率化に努めた。
いては、早期にアウトソーシング
を行う。 ・JAS規格見直し業務及び農薬の検査等業務に係るアンケート調査票の発送及

び回答の集計作業
【年度計画（抄 】 ・試薬調製作業）
① 次に掲げる業務については、平 ・専門知識を要しない外国文献の翻訳
成18年度に引き続き、アウトソー ・広報誌の編集及び発送
シングに係る関連規程等に基づき
適切にアウトソーシングを実施す
る。 ② 次に掲げる業務について、情報の取扱いや検査分析業務の信頼性の確保に留

意しつつ、アウトソーシングを実施するとともに、ホームページの運営管理業
○ JAS規格見直し業務及び農薬 務について、他機関における状況の調査を行った。

の検査等業務に係るアンケート
調査票の発送及び回答の集計作 ・肥料の検査等業務に係るアンケート調査票の発送及び回答の集計作業
業

○ 専門技術的知見の必要性が低
い試薬調製作業 ③ 上記以外の業務についてアウトソーシングの可能性を検討した結果、職員が

○ 専門知識を要しない外国文献 行っていたメールマガジン配信管理業務のアウトソーシングを行い、平成19年
の翻訳 7月12日以降の配信作業の効率化を図った。

② 次に掲げる業務については、早
期にアウトソーシングを行うた なお、官民競争入札については、センターが行っている立入検査等の業務は民
め、検討委員会を設置し検討を行 間の事業主体に対する行政処分の前提となるものであることから、被検者からの
い、可能なものについては実施す 隔離が必要であること、さらに、厳正な検査を実施するためには事前に検査内容
る。 等の情報が漏えいしないようにする必要があることから、あらかじめ検査内容等

を公表することとなる公募等による入札の対象とすることは適当でないため実施
○ 肥料の検査等業務に係るアン していない。

ケート調査票の発送及び回答の
集計作業 【特記事項】

○ JAS製品の検査データ並びに 特になし。
肥飼料等の登録、届出情報及び
立入検査結果等のデータの入力

○ ホームページ及び農薬の検索
システムの運営管理
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○分析機器等に関する効率化 Ａ
(4) 分析機器等に関する効率化 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
、 、センターに設置されている分析 分析機器の稼働状況等の調査を行い その結果を踏まえて分析件数を見直す等

機器等については、定期的にその 平成20年度の検査計画の策定に反映させ、分析機器の稼働率の向上を図った。
稼働状況等の調査を行い、その結
果を踏まえた検査計画を策定する また、分析機器の新規購入及び更新に当たっては、稼働状況等の調査結果を踏
ことにより、既存の分析機器等の まえてセンター全体における必要性について十分な検討を行った上で整備方針を
稼働率の向上を図るとともに、分 決定した。この結果、食品等検査部門の所有する冷却遠心分離機及びマイクロウ
析機器等の更新に当たっては、耐 ェーブ試料分解装置を肥飼料検査部門で活用するなど、効率的な運用を行った。
用年数の経過状況等のほか、セン
ター全体における必要性を十分に 【特記事項】
検討する。 特になし。

【年度計画（抄 】）
分析機器等の稼働率の向上を図

るため、その稼働状況等の調査を
行い、次の事業年度の検査計画の
策定に反映させるとともに、分析
機器等の新規購入及び更新に当た
っては、耐用年数の経過状況等の
ほか、センター全体における必要
性を十分に踏まえたものとする。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○業務運営の効率化による経費の抑制 Ａ
(5) 業務運営の効率化による経費の 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
抑制

【評価結果】
◇小項目 ３×２点＝６点
合計 ６点（６/６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
、 、一般管理費の削減 業務経費の削減等の実績は年度計画を上回るものであるが

各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合的
に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
業務運営の効率化による経費の 人件費を除く運営費交付金で行う事業に要した経費について、検査等業務の合

抑制については、各事業年度の人 理化及び効率化を図ること等により、対平成18年度比で一般管理費を3.7％、業
件費を除く運営費交付金で行う事 務経費を5.8％抑制した。
業について、少なくとも対前事業
年度比で一般管理費を3％、業務 さらに、センター全体として、本部及び地方組織の再編・統合に伴う管理部門
経費を1％抑制する。 の合理化及び効率化を行うなど、統合メリットを発現することにより、平成19年

度においては人件費を抑制し、平成18年度予算における一般管理費比で1.5％抑
さらに、統合メリットを発現す 制した。

ることにより、中期目標期間の最
終事業年度において、平成18年度 【特記事項】
予算における一般管理費比で10％ 一般管理費に要した経費は691,371千円であり、前年度の経費718,059千円（旧
相当額の抑制を行う。 3法人合計）に対し3.7％抑制した。

【年度計画（抄 】 業務経費に要した経費は987,711千円であり、前年度の経費1,048,110千円（旧）
人件費を除く運営費交付金で行 3法人合計）に対し5.8％抑制した。

う事業について、少なくとも対前
事業年度比で一般管理費を3％、 平成18年度一般管理費の予算額771,977千円（旧3法人合計）比△1.5%、11,580
業務経費を1％抑制する。 千円の抑制を行った。

さらに、統合メリットを発現す ◆達成度合（一般管理費の抑制） ：123％（3.7％／3％）
ることにより、本事業年度は平成 ◆達成度合（業務経費の抑制） ：580％（5.8％／1％）
18年度予算における一般管理費比 ◆達成度合（統合メリットによる抑制 ：100％（1.5％／1.5％））
で1．5％相当額の抑制を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○人件費の削減 Ａ
(6) 人件費の削減 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
人件費の削減等の実績は年度計画を上回るものであるが、各小項目の達成状況

及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合的に勘案した結果、妥
当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
平成18年度以降の5年間におい 業務の効率化を図り 人員を平成18年1月1日時点の常勤職員722名から688名 平、 （

て、センター全体の人件費（退職 成20年1月1日時点）と34名削減することにより、平成17年度決算額を基準として
金及び福利厚生費（法定福利費及 人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに非常勤職
び法定外福利費）並びに非常勤役 員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ）を4.8％削減した。。
職員給与及び人事院勧告を踏まえ
た給与改定部分を除く ）につい なお、平成19年度において、センターの給与体系は国と同一であったものの、。
て5％以上の削減を行うとともに 国に比べて地域手当の異動保障を受給する者の割合が高かったことから、給与水、
一般管理部門の統合等による管理 準が国と比べて高くなった（ラスパイレス指数100.1）ところであるが、人件費
部門の合理化等の統合メリットを 抑制に向けた人員削減を行っていくに当たり、組織の見直しの際に併せて管理職
発現することにより、更なる人件 数も合理化していくことで、今後解消を図る見通しである。
費の削減を行う。

【特記事項】
【年度計画（抄 】 特になし。）

業務の効率化を図り、人員を削
減することにより、人件費につい
て、平成17年度決算額を基準とし

、て2％以上の削減を行うとともに
一般管理部門の統合等による管理
部門の合理化等の統合メリットを
発現することにより、更なる人件
費の削減を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２ ○生産段階における安全性等の確保に関する業務 Ａ
(1) 生産段階における安全性等の確 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
保に関する業務

【評価結果】
◇小項目 １５×２点＝３０点
合計 ３０点（３０/３０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
肥料取締法に基づく立入検査等の重点化、農薬検査の迅速化、飼料の試験成分

点数等の実績は年度計画を上回るものであるが、各小項目の達成状況及びその他
の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合的に勘案した結果、妥当な実績で
あると考えられることから、Ｓ評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 肥料関係業務 ア 登録申請1,133件に係る調査の質を確保しつ
ア 肥料の検査等業務 つ、結果報告に要する期間を削減するため、次

肥料の登録申請に係る調査の質を確保しつつ、中期目標期間 に掲げる事項に取組み、年間平均で27.7日と目
中に、当該調査結果の報告までの期間を5％削減するための取 標期間に対して7.7％削減し、肥料の安全性の
組を推進する。 確保と食の安全の効率的かつ効果的な推進を図

った。
また、収去品の検査については、中期目標期間中に、成分1

、点当たりに要する分析時間を5％削減するための取組を推進す (ｱ) 登録申請マニュアル及び登録Q&Aを改訂し
る。 要請に基づき配布するとともに、ホームペー

ジに肥料登録申請手続きの概要及び諸手続き
イ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務 等を掲載し、最新情報の活用を促進した。

、肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく立入検査につ (ｲ) 新規に登録申請があった1,133件について
いては、有害成分を含むおそれの高い肥料の生産業者への重点 登録申請書を電子データ（PDF）化し、イン
化を図ることとし、全体の立入検査事業所数に占める割合を、 ターネットVPNを用いて事務所間で情報の共
平成17年度を基準として、中期目標期間中に30％増加させる。 有化を行った。

、また、立入検査時の収去については、有害成分を含むおそれの (ｳ) 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名参加し
高い肥料について重点的に行うこととし、全体の収去点数に占 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の
める割合を、平成17年度を基準として、中期目標期間中に50％ 収集を行った。
増加させる。以上の目標を達成するための取組を推進する。

また、汚泥肥料について有害成分の基準値を
また 立入検査の結果の報告については 中期目標期間中に 超える違反が多数確認されていることから、成、 、 、

農林水産省の指示から報告までに要する期間を、現行の目標期 分の検査結果を迅速に判定するため、次に掲げ
間（40業務日）に対して10％削減させる。 る事項を推進することにより検査等の効率化、

合理化を図り、分析時間を2.0％削減した。
【年度計画（抄 】）
① 肥料関係業務 (ｱ) 収去品の検査については、有害成分ごとに
ア 肥料の検査等業務 集中的に分析・鑑定を行い、成分分析点数と

肥料の登録申請に係る調査の質を確保しつつ、中期目標期間 して12,044点実施した。このうち、汚泥肥料
中に、当該調査結果の報告までの期間を5％削減することがで の原料の溶出試験（51試料、969点）を本部
きるよう、次に掲げる事項を推進する。 で集中して実施した。

(ｲ) ICP質量分析法用標準液の調製のアウトソ
(ｱ) 申請マニュアル及び登録Ｑ＆Ａを改訂し要請に基づき配布 ーシングを実施した。

するとともに、ホームページに掲載した登録申請マニュアル (ｳ) 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名が参加
等の活用促進に努める。 し、最新の分析・鑑定手法に関する文献・報

(ｲ) LAN等を用いて本部及び地方組織で情報を共有化する。 文の収集を行った。
(ｳ) 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 (ｴ) 環境省主催の機器分析研修に職員（3名）

を参加させ、分析技術の高度化に努めた。
また、収去品の検査については、中期目標期間中に、成分1

点当たりに要する分析時間を5％削減することができるよう、 イ 肥料取締法に基づく立入検査については、各
次に掲げる事項を推進する。 月毎の集中検査や集中分析により、効果的かつ

効率的な検査の実施に努めた。また、立入検査
(ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑定を行う。また、汚泥肥 及び立入検査時の収去について、次に掲げる事

料の原料の溶出試験を本部に集中して実施する。 項を推進し、有害成分を含むおそれの高い肥料
(ｲ) アウトソーシングを推進し、業務の合理化を図る。 の生産業者への重点化を図ることにより、汚泥
(ｳ) 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 肥料等の生産事業場への立入検査及び収去点数
(ｴ) 職員の分析技術の高度化に努め、分析・鑑定業務の効率化 の占める割合を平成17年度に対してそれぞれ

を図る。 27.3％及び61.5％増加させ、安全性確保の充実
を図った。

イ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務
肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく立入検査につ (ｱ) 汚泥肥料等の有害成分を含有するおそれの

いては、有害成分を含むおそれの高い肥料の生産業者への重点 高い肥料以外の普通肥料の生産事業場につい
、 、 、 、化を図ることとし 全体の立入検査事業所数に占める割合を ては 過去5か年の立入検査の結果に基づき

平成17年度を基準として、中期目標期間中に30％増加させ 食品工業、化学工業等の副産物を原料に使用
る。また、立入検査時の収去については、有害成分を含むおそ する生産事業場等に対して立入検査の重点化
れの高い肥料について重点的に行うこととし、全体の収去点数 を図ることにより、立入検査件数と収去点数
に占める割合を、平成17年度を基準として、中期目標期間中に を平成17年度に対してそれぞれ15.0％、20.2
50％増加させる。以上の目標を達成するため、次に掲げる事項 ％削減した。
を推進する。 (ｲ) 汚泥肥料等の有害成分を含有するおそれの

高い肥料の生産事業場に対する立入検査件数
(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料以外の と収去点数を平成17年度に対してそれぞれ
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普通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検査の 28.0％、49.5％増加した。
結果に基づき、立入検査の重点化を図ることにより、立入検
査件数と収去点数をいずれも10％以上削減する。 また、立入検査の結果の報告については、検

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料の生産 査等の効率化、合理化を図り、農林水産省の指
事業場に対する立入検査件数と収去点数をそれぞれ15％、25 示から報告までに要する期間を現行の目標期間

（ ） （ ） 。％以上増加する。 40業務日 に対して5％ 2業務日 削減した

また、立入検査の結果の報告については、農林水産省の指示 【特記事項】
から報告までに要する期間を、現行の目標期間（40業務日）に 《普通肥料の生産業者》
対して10％削減させる。 ◆達成度合（立入検査件数）

：150％（15.0％／10％）
◆達成度合（収去点数 ：202％（20.2％／10％））

《有害成分を含むおそれの高い肥料の生産業者》
◆達成度合（立入検査件数）

：186％（28.0％／15％）
◆達成度合（収去点数 ：198％（49.5％／25％））

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 農薬関係業務 平成19年度は、農林水産大臣から継続分を含め

農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP制度に基づ 3,012件（平成18年度比16.2％減）の検査指示が
いて実施することを求めている試験項目の検査について、旧農薬 あった。
検の前中期目標において目標とした検査期間を、中期目標期間中
に更に5％程度短縮することとし、具体的には、次に掲げる目標 このうち、基準設定必要農薬の検査指示は321
期間内に検査を完了させるための措置を講じる。 件（平成18年度比19.3％増）であったが、平成19

年度内に検査が完了した105件のうち、迅速化に
ａ 農薬取締法（昭和23年法律第82号）第3条第1項第4号から第7 係る目標期間である1年4か月以内に検査を完了し

号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準の設 たものは97件（検査完了件数に対する割合：92.4
定が必要な農薬については、1年4か月以内 ％）であった。

ｂ ａ以外の農薬の検査については、10.5か月以内
また、基準設定不要農薬の検査指示は2,691件

【年度計画（抄 】 （平成18年度比19.1％減）であったが、平成19年）
② 農薬関係業務 度内に検査を完了した1,592件のうち、迅速化に

農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP制度に基づ 係る目標期間である10.5か月以内に検査を完了し
いて実施することを求めている試験項目の検査について、旧農薬 たものは1,524件（検査完了件数に対する割合：
検の前中期目標において目標とした検査期間を、中期目標期間中 95.7％）であった。
にさらに5％程度短縮することとし、具体的には、次に掲げる目
標期間内に検査を完了させるための措置を講ずる。 平成18年度に作成したGLP試験成績の信頼性に

係る項目についてチェックリストを活用し、定型
ａ 農薬取締法（昭和23年法律第82号）第3条第1項第4号から第7 的な検査項目の簡略化を図った。

号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準の設
定が必要な農薬については、1年4か月以内 【特記事項】

ｂ ａ以外の農薬の検査については、10.5か月以内 ◆達成度合（基準設定が必要な農薬）
：92.4％（97件／105件）

◆達成度合（基準設定が不要の農薬）
（ ）：95.7％ 1,524件／1,592件

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
③ 飼料及び飼料添加物関係業務 ア 飼料中の飼料添加物、有害物質のモニタリン
ア 飼料中の飼料添加物及び有害物質のモニタリング検査につい グ検査について、試験の精度管理を的確に実施

て、中期目標期間の最終事業年度において試験に従事する職員 しつつ、平成18年度に開発したGC-MS、LC-MSに
1人当たりの試験成分点数を平成17年度の実績に対して5％増加 よる有害物質等の一斉分析法を活用することに
させる。 より、試験に従事する職員1人当たりの分析成

分点数を平成19年度の目標値2,000点に対して
イ 立入検査等については、年間600箇所以上を目途とし、重点 3,541点実施した。

化する検査対象を年度計画に定めて、効率的かつ効果的に検査
を実施する。 イ 立入検査等については、牛海綿状脳症の発生

防止、飼料の有害物質による汚染防止等を目的
立入検査等の結果及び収去対象飼料の試験結果の報告につい としたものに重点化して、624箇所に対して実

ては 現行の報告に要する日数から少なくとも5業務日短縮し 施した。、 、
立入検査結果にあっては立入検査の日から25業務日以内に、ま また、検査の実施に当たっては、各月毎の集
た、収去品の試験結果にあっては試験を終了した日から15業務 中検査や集中分析による、効率的かつ効果的な
日以内に報告する。 検査の実施に努めた。

【年度計画（抄 】 また、立入検査等の結果及び収去対象飼料の）
③ 飼料及び飼料添加物関係業務 試験結果の農林水産大臣への報告については、
ア 飼料中の飼料添加物及び有害物質のモニタリング検査につい 事務処理に係る既存の規程の改訂を行い、イン

て、職員1人当たりの目標とする試験成分点数を年間2,000 ターネットVPNを活用した本部及び各事務所間
点とし、平成17年度の実績に対して5％以上増加させる。 における報告事務の簡素化等を図り、報告に要

する期間の短縮に努めた。
イ 立入検査等については、牛海綿状脳症の発生の防止等に重点

化して、年間600箇所以上を目途とし、効率的かつ効果的に検 【特記事項】
査を実施する。 ◆達成度合（試験成分点数）

（ ）：177％ 3,541点／2,000点
立入検査等の結果及び収去対象飼料の試験結果の報告につい ◆達成度合（立入検査件数）

ては、LAN等を活用して本部及び各地方組織間の報告を簡素化 ：104％（624件／600件）
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
④ 土壌改良資材関係業務 ア 集取品(29点)の検査については、集中的な検
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ア 集取品の検査業務 査と集中試験による迅速化を行い、平成17年度
集取品の検査については、中期目標期間中に、平成17年度を を基準として、集取品1点当たりに要する試験

基準として、集取品1点当たりに要する試験時間を10％削減す 時間を11.8％削減した。
る。

イ 過去5か年間の立入検査結果を踏まえ、表示
イ 地力増進法に基づく立入検査業務 が不適切な製造業者、新規業者等32件に対する

効率的かつ効果的な立入検査を行うため、過去5か年間の立 立入検査業務の重点化を図り、効率的かつ効果
入検査の結果を踏まえ、立入検査業務の重点化を図るととも 的に実施した。
に、立入検査の結果の報告については、集中的な検査等による
迅速化、稟議手続等の合理化等事務処理の効率化を図ることに また、結果の報告については、電子媒体を用
より、中期目標期間中に、農林水産大臣の指示から報告までに いた各地域センターからの報告事務の簡素化等
要する期間を、VA菌根菌資材を除き、30業務日に短縮する。 の事務処理の効率化を図り、平成17年度を基準

として7業務日短縮し33業務日以内に農林水産
【年度計画（抄 】 大臣へ報告した。）
④ 土壌改良資材関係業務
ア 集取品の検査業務 【特記事項】

集取品の検査については、平成17年度を基準として、集取品 ◆達成度合（試験時間の短縮）
1点当たりに要する試験時間を10％削減する。 ：118％（11.8％／10％）

◆達成度合（報告期間の短縮）
（ ）イ 地力増進法に基づく立入検査業務 ：100％ 7業務日／7業務日

効率的かつ効果的な立入検査を行うため、過去5か年間の立
、 、入検査の結果を踏まえ 立入検査業務の重点化を図るとともに

立入検査の結果の報告については、中期目標期間中に、農林水
産大臣の指示から報告までに要する期間を、VA菌根菌資材を除
き、30業務日に短縮するため、稟議手続きの合理化等事務処理
の効率化を図ることにより、現行の目標期間（40業務日）に対
して7業務日短縮する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２ ○農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務 Ａ
(2) 農林水産物等の品質及び表示の 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
適正化に関する業務

【評価結果】
◇小項目 ９×２点＝１８点
合計 １８点（１８/１８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
特定品目に係る重点的な調査の回数等の実績は年度計画を上回るものである

が、各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総
合的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としない
こととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 食品表示監視業務については、 品質表示基準の遵守状況の確認のための検査の実施に当たっては、次のとおり
平成17年度を基準として、検査に アサリ及び食肉加工品の重点的な検査を実施した。
要する時間を中期目標期間中に10
％削減し、検査の効率化を図る。 〔アサリの地域系統群判別〕

・アサリの表示に関する特別調査 52件
【年度計画（抄 】 〔食肉加工品の肉種鑑別〕）
① 食品表示監視業務について、蓄 ・牛挽肉加工品の表示に関する緊急調査 110件
積された専門技術的知見が必要と ・上記以外の食肉加工品の調査 50件
される検査等に重点化を図るた
め、センターの調査研究等によっ また、同一品目の分析試験を集中的に実施する等により、食品表示監視業務に
て得られた成果を活用した特定品 係る検査に要する時間を平成17年度を基準として4.4％削減した｡
目に係る重点的な検査を2回以上
行う。 【特記事項】

◆達成度合（総検査時間の削減 ：110％（4.4％／4％））
また、食品表示監視業務に係る

検査に要する時間を平成17年度を
基準として中期目標期間中に10％
削減するため、分析試験ごとに分
析実施センターの集約化等につい
て検討し、総検査時間を4％程度
削減する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 登録認定機関の登録及びその更 技術上の調査については、次に掲げる取組を行うことにより、調査を行った
新時における調査については、農 436件すべての案件について、農林水産省の調査指示から27業務日以内に報告し
林水産省の調査指示から報告まで た。
の目標期間（30業務日）を中期目
標期間中に10％削減する。 ○ 事務処理の簡素化・合理化等について検討を行い、検査員（調査員又は調

査員補）の資格所有者が調査を実施するための決裁手続きを簡素化する等、
【年度計画（抄 】 基準文書を改正した。）
② 登録認定機関の登録及び登録の
更新時における調査については、 ○ また、検査員に対し、これまでの技術上の調査等の実績を事例演習に反映
中期目標期間中に農林水産省の調 させた研修を2回（26名）実施し、検査員の調査能力の向上を図った。
査指示から報告までの目標期間 3（
0業務日を10％削減することがで 【特記事項】
きるよう、次に掲げる措置を講ず 特になし。
る。

○ 事務処理の簡素・合理化等に
ついて検討を行う。

○ 基準文書を必要に応じて見直
すとともに、検査員への周知徹
底及び教育訓練を行うことによ
り検査員の能力向上を図る。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２ ○情報提供業務 Ａ
(3) 情報提供業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ４×２点＝８点
合計 ８点（８/８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
情報のデータベースや情報シス 各業務により蓄積されたデータベースや情報システムを一元的に管理する体制

テムの的確な管理のための要員を の構築について情報提供推進委員会で検討し、提供可能な情報を把握するため既
平成19年度から配置するととも 存のデータベースを調査するとともに、一元的管理を行うために必要な各データ
に、これらのデータベース等を活 ベースごとの的確な管理のための要員として、管理責任者及び所定の期間内のデ
用した一元的な対応を図るため、 ータ入力状況を確認する進行管理者を配置した。
CIOを設置する等の体制を構築す
る。 CIOを設置し、その指導のもと情報提供推進委員会においてデータベース等の

あり方についての検討を行い、その結果をCIOへ報告するとともに、CIOを委員長
【年度計画（抄 】 とする業務・システム最適化推進委員会を平成20年3月に開催し、データベース）

センターが有する専門的知見を や情報システムの現状について検討した。
活用しつつ、効率的かつ迅速な情
報発信、講習会等を通じた的確な 【特記事項】
情報の提供を行うため、次に掲げ 特になし。
る措置を講ずる。

○ データベースや情報システム
を一元的に管理する体制を構築

、 。し そのための要員を配置する
○ CIOを設置し、その指導のもと

データベースや情報システムの
あり方を検討し、必要な改善を
図る。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組 Ｓ
(1) 食の安全と消費者の信頼の確保 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
に向けた取組

【評価結果】
◇小項目 １×３点＝３点

３×２点＝６点
合計 ９点（９/８＝１１３％）

小項目のうち１項目がｓ評価であったが、各小項目の評価結果を積み上げた評
価はＡ評価であった。
ｓ評価としたプロジェクトチームの設置については、飼料検査部門の有する分

析技術を食品に応用するなど、統合メリットを活用して取り組むことにより、消
費者の信頼の確保に貢献しているものと評価できること、その他の小項目の達成
状況等を総合的に勘案した結果、Ｓ評価とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 食の安全と消費者の信頼の確保に資する観点から特に必要な課 センター全体として取り組むべき課題を次のと
題について検討し、結論を得る。 おり2課題選定するとともに、プロジェクトチー

ムを設置し、調査分析等を効率的かつ効果的に実
【年度計画（抄 】 施した。）
① センター全体として取り組むべき課題を次に掲げるような課題
の中から、年度当初に2課題以上選定するとともに、プロジェク ・牛挽肉加工品緊急調査プロジェクトチーム
トチームを設置し、調査分析等を効率的かつ効果的に実施する。 牛挽肉加工製品及びその表示についての国民

の信頼を早急に回復することを目的として、食
ア 職員の分析能力の向上及び平準化に向けた定期的な技能試験 品検査部門及び飼料検査部門によるプロジェク

の実施方法の検討及び試験結果に基づく研修プログラムの作成 トチームを設置し、飼料検査部門が特許を有す
イ 業務改善プログラムの作成及び当該プログラムに基づく業務 るDNA検査用試薬（プライマー）を含む肉骨粉

の改善 の動物種を判別する分析技術を食品の肉種鑑別
ウ 消費者等の関心が高く、重点的に収集すべき情報に係る収集 に利用するなどの両部門の連携のもと迅速に効

方法の検討 率的かつ効果的な検査を実施した。
エ 情報提供能力の向上のためのプログラムの策定及び当該プロ

グラムに基づく業務の改善 ・前作に使用された農薬の残留分析プロジェクト
オ 肥飼料や農薬に由来する食品中の危害要因に係る情報の収集 チーム

・分析 ポジティブリスト制度が導入された中で、前
カ 肥飼料や農薬の使用実態及び特性を踏まえた食品中の有害物 作の作物に使用した農薬の作物残留に係るリス

質の実態調査 ク低減に資するためのデータを得ることを目的
キ 新たな表示に対応した検査技術や検査方法の改善・改良 として、食品検査部門及び農薬検査部門による
ク アからキまでに掲げるもののほか、食の安全と消費者の信頼 プロジェクトチームを設置し、農薬検査部門が

の確保の観点から特に必要な課題 有する土壌半減期の長い農薬等に関する知見を
活用して分析対象農薬を選定し、両部門の連携
のもと効率的かつ効果的な検査を実施した。

【特記事項】
特になし。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 緊急時において、迅速な検査の実施による被害のまん延の防止 次に掲げる取組を実施することにより、総力を
及び原因の特定を行うための体制を確保する。 あげて検査等を迅速かつ効果的に実施するための

体制を整備した。
【年度計画（抄 】）
② 緊急的にセンター一体となって被害のまん延の防止及び危害原 ア 専門分野や分析機器について検証及び活用方
因の特定に努める必要が生じた場合にあっては、プロジェクトチ 策の検討並びに地方組織を含めた全国組織の連
ームの設置やスタッフ職員の活用など、総力をあげて検査等を迅 携方策を定めた規程を改正し、同規程に基づき
速かつ効果的に実施するため、次に掲げる取組を実施する。 緊急時における指示・連絡体制等の対応マニュ

アルを策定した。
ア リスクに応じて必要となる専門分野や分析機器の検証及び活 イ 連絡体制並びに想定される要因及びその内容

用方策の検討並びに地方組織を含めた全国組織の連携方策及び 別分類ごとに専門的知見を有する職員及び機器
緊急時における指示・連絡体制等の対応マニュアルの策定 を登録した名簿を見直し、更新した。

イ 連絡体制、専門的知見を有する職員及び機器の登録・更新 ウ 情報の収集を行い、緊急の事態の発生に備え
ウ 訓練の実施、緊急時の事例の収集解析、職員の専門的知見の るとともに、想定される調査の内容別分類に係

向上のための研修の実施等の対応能力の向上 る研修を4回（5名）実施した。

また、適切かつ正確な情報を消費者に分かり易く、かつ、迅 また、輸入冷凍ギョウザによる薬物中毒事案の
速に提供し、消費者の被害及び生産者の風評被害の防止、消費 発生時には、消費者相談窓口を土日においても開

、者の不安の解消等を図るため、相談窓口の設置等を必要に応じ 設するなど輸入食品に関する相談400件に対応し
て行う。 寄せられた健康危害に関連する情報20件について

は、保健所、農林水産省、国民生活センター等の
関係機関に対して迅速に情報提供を行い、情報の
共有化に努めた。

【特記事項】
特になし。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○情報提供業務の一元化及び提供内容の充実 Ａ
(2) 情報提供業務の一元化及び提供 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
内容の充実

【評価結果】
◇小項目 １８×２点＝３６点
合計 ３６点（３６/３６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
メールマガジンの発信先の増加、講習会等の開催回数等の実績は年度計画を上

回るものであるが、各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や
対応状況等を総合的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、
Ｓ評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 情報提供業務の一元化及び提供 情報提供業務の一元化、アンケート調査の結果を踏まえ提供内容の充実を図り
内容の充実を図るための取組を実 つつ、以下に掲げる取組などにより的確かつ迅速に情報提供を行った。
施する。

ア 情報提供業務の一元化
【年度計画（抄 】）
① 情報提供業務の一元化を図ると ○ 検査等業務を通じて蓄積した情報を検査等業務の終了後30業務日以内にデ
ともに、提供内容の充実を図りつ ータベースに登録した。
つ、次に掲げる取組等により的確
かつ迅速に情報提供を行う。 ○ 検査等業務及び情報提供業務等に従事する職員を構成員とする情報提供業
ア 情報提供業務の一元化 務推進委員会を毎月1回開催し、ホームページ等における提供情報の的確性

○ 検査等業務を通じて蓄積し 及び分かりやすさ等について検討を行った。
た情報を検査等業務の終了後
30業務日以内にデータベース ○ 情報提供業務部門や相談窓口等に専門的知見を有する職員を配置し、消費
に登録する。 者、生産者、事業者等からの相談に次のとおり適切に対応した。

○ 検査等業務及び情報提供業
務等に従事する職員から成る 消費者相談専用電話等により消費者からの相談3,590件に対応した。
委員会を毎月1回以上開催す 食品表示110番等を通じて収集した不正表示や違法なJASマーク表示に関す
る。 る情報1,347件について、農林水産省関係部局等へ通報する等、迅速かつ的

○ 情報提供業務部門や相談窓 確に対応した。
口等に専門的知見を有する職
員を配置し 消費者 生産者 事業者等からの食品表示、肥飼料等に関する相談27,138件に対応した。、 、 、
事業者等からの相談に適切に

、 、 、対応する。 ○ 食品表示に関する情報 JAS製品の品質に関する情報 遺伝子組換え食品
○ インターネット情報の内容 農産物の残留農薬、肥料、飼料、飼料添加物、土壌改良資材及び農薬の安全

を適宜更新することにより、 性に関する情報や企業、消費者等からの相談事例等を迅速にホームページに
企業、消費者等からの相談事 掲載した。
例等を迅速に提供する。

○ 希望者にメールマガジンを ○ 電子メールマガジンを毎月3回以上、合計49回（延べ配信数201,445通）配
毎月3回以上配信し、併せて 信した。
配信先を中期目標期間中 また、メールマガジンの配信先は平成19年度末時点で4,245となり、平成1
に、平成17年度末を基準と 7年度末（配信先3,421）を基準として24.1％増加させた。
して10％増加させる。

○ 地方公共団体の職員等に対 ○ 消費者、事業者及び地方公共団体職員等に対する講習会及び研修会を36回
する講習会及び研修会は、全 （2,238名）開催した。
センター合わせて30回以上開
催する。 ○ 地方公共団体からの要請に応じて行う講習会（派遣講習）に36回（1,654

○ 地方公共団体等から参加要 名 事業者等から依頼を受けて行う講習会 依頼講習 に298回 約18,200）、 （ ） （
請があった場合には、講習会 名）役職員を講師として派遣するとともに、消費生活展等への出展を12回
等に役職員の派遣等を行う。 （513,276名来場）実施した。

イ 提供内容の充実 イ 外部の有識者を含めた情報提供業務検討・評価委員会を開催し、平成19年度
提供情報の的確性、わかりや の情報提供業務及び平成20年度の計画について評価及び検討を行い、平成20年

すさ等情報提供業務の質の向上 度の改善として、ホームページ上の子供向けのわかりやすい情報コンテンツの
に資する方策を検討するため、 拡充を図ることとした。
外部の有識者を含めた委員会を
開催する。 ウ 提供情報の的確性、分かり易さ等の向上に資するため、利用者に対するアン

。 （ ） 、 、ケート調査による効果測定を実施した 顧客満足度 5段階評価 は 講習会
ウ 提供した情報や提供方法の顧 講師派遣、ホームページ、広報誌等いずれの業務も3.7以上であった。

客満足度をアンケート調査等に
より測定する。 【特記事項】

◆達成度合（メルマガの配信回数） ：136％（49回／36回）
◆達成度合（メルマガ配信先の増加率 ：602％（24.1％／4％））
◆達成度合（講習会の開催回数） ：120％（36回／30回）

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 分析結果等については、データ 分析等結果をデータベース化するとともに、各データベースについて必要な改
ベース化を図る。 善を図ることにより、情報提供に努めた。

肥料の登録情報については、登
録後30業務日以内にこれをデータ 肥料登録1,133件について、登録後30業務日以内に登録情報等のデータベース化
ベース化し、原材料等消費者の関 を行った。
心の高い情報を提供する。
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【特記事項】
【年度計画（抄 】 特になし。）
② 検査等結果をデータベース化す
るとともに、必要な改善を図る。

肥料の登録情報については、登
録後30業務日以内にこれをデータ
ベース化し、原材料等消費者の関
心の高い情報を、迅速かつ確実に
提供する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
③ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加 研修又は講師の派遣を次のとおり行うことにより、肥料、農薬、飼料及び飼料
物並びに土壌改良資材の安全性等 添加物並びに土壌改良資材の安全性等の確保に努めた。
の確保に資するため、研修又は講
師の派遣を行う。 農薬の安全性等の確保に資するための講師派遣について、延べ16件（20名）の

講師派遣依頼があり、そのすべてに対応した。
【年度計画（抄 】）
③ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加 肥料の関連法令に関する知識又は肥料の検査技術等に関する研修及び講師の派
物並びに土壌改良資材の安全性等 遣を計31回実施した。
の確保に資するため、研修又は講
師の派遣を行う。 飼料の関連法令に関する知識又は飼料の試験技術等に関する研修を計30回）実

施した。

【特記事項】
◆達成度合（肥料に関する研修等 ：155％（31回／20回））
◆達成度合（飼料に関する研修等 ：300％（30回／10回））
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○窓口業務の全国における実施 Ａ
(3) 窓口業務の全国における実施 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ３×２点＝６点
合計 ６点（６/６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
窓口業務を全国で実施するため 次に掲げる取組等を行うことにより、関係法令に基づく届出及び登録証等の交

の取組を実施する。 付に係る窓口業務並びに消費者等からの相談窓口業務を全国で実施した。

） 「 」【年度計画（抄 】 関係法令に基づく事務処理内容に係る所要の研修として 窓口業務担当者研修
法令に基づく届出及び消費者等 を10回（40名 、基礎知識に関する研修として「情報提供業務担当者研修」を6回）

からの相談窓口業務を全国で実施 （29名）実施した。
するため、次に掲げる取組等を実
施する。 窓口業務に係る関係規程、対応マニュアルを作成した。

① 関係法令に基づく事務処理内 【特記事項】
容に係る所要の研修 特になし。

② 窓口業務に係る関係規程、対
応マニュアルの作成・見直しを
行う
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○検査・分析能力の継続的向上 Ａ
(4) 検査・分析能力の継続的向上 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ５×２点＝１０点
合計 １０点（１０/１０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
分析技術に関する研修の実施回数等の実績は年度計画を上回るものであるが、

各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合的
に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
検査分析に係る能力及び信頼性 次に掲げる取組を行うことにより、検査分析結果の信頼性の確保に努めた。

の向上を図るため、統合によるス
ケールメリットを活かした取組を ① 実験室間精度管理を5回実施した。
行う。

② 分析技術に関する研修を次のとおり35回（233名）実施した。
、 、また 取組の実施に当たっては

月別の検査業務量の平準化の観点 ・専門技術研修 19回（ 51名）
から 実施時期を適切に設定する ・技術能力向上研修 16回（182名）、 。

【年度計画（抄 】 外部機関が主催する技能試験を14回、センターが主催する技能試験を8回、合）
職員の検査分析技術力の維持・ 計22回実施し、検査に係る分析に従事する職員（延べ206名）に参加させた。

向上を図り、検査分析結果の信頼
性を確保するため、次に掲げる取 ③ 取組の実施に当たっては、月別の業務量の平準化の観点から実施時期の調整
組等を実施する。 を行った。

① 実験室間精度管理を5回以上 【特記事項】
実施する。 ◆達成度合（実験室間精度管理実施回数 ：100％（5回／5回））

② 分析技術に関する研修を20回
以上行う。

③ 取組の実施に当たっては、月
別の検査業務量の平準化の観点
から、適切な実施時期を設定す
る。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○肥料関係業務 Ａ
(1) 肥料関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １４×２点＝２８点
合計 ２８点（２８/２８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 肥料の検査等業務 ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る調査とし
ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る調査 て次のとおり実施した。

(ｱ) 肥料の登録申請に係る調査の質を確保しつつ、中期目標期 (ｱ) 登録申請1,133件に係る調査の質を確保し
、 、間中に、当該調査結果の報告までの期間を、現行の目標期間 つつ 結果報告に要する期間を削減するため

（新規登録申請：30日）に対して5％削減するための取組を 次に掲げる事項等に取組み、年間平均で27.7
推進する。 日と目標期間に対して7.7％削減し、肥料の

(ｲ) 肥料の登録等の申請者に対するアンケートをその都度実施 安全性の確保と食の安全の効率的かつ効果的
し、顧客満足度を測定し、5段階評価で3.5以上の顧客満足度 な推進を図った。
を中期目標期間中に達成する。

ａ 登録申請マニュアル及び登録Q&Aを改訂
イ 収去品の検査 し要請に基づき配布するとともに、ホーム

(ｱ) 収去から分析結果を得るまでの標準処理期間を中期目標期 ページに肥料登録申請手続きの概要及び諸
間中に10％削減する。 手続き等を掲載し、最新情報の活用を促進

(ｲ) 信頼性保証体制の構築等、信頼性の確保に関するシステム した。
を整備する等の取組を行う。 ｂ 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名参加

し、最新の分析・鑑定手法に関する文献・
ウ 肥料及びその原料の分析・鑑定等の受託 報文の収集を行った。

都道府県、農業者等からの肥料等の有害成分等の依頼分析に ｃ 新規に登録申請があった1,133件につい
、 （ ） 、ついては、業務に支障のない範囲内で実施することとし、標準 て 登録申請書を電子データ PDF 化し

処理期間内に適切に処理する。 インターネットVPNを用いて事務所間で情
報の共有化を実施した。

また、標準処理期間内に上記の依頼分析を適切に処理するた
めの取組を行う。 また、原料や材料のデータベース化を引き

続き実施した。
エ 公定規格の改正等に資する調査研究業務

人畜に被害を生ずるおそれのある農産物の生産を防止し、食 (ｲ) 登録申請窓口に来所した申請者等に対し、
品の安全性の確保を万全なものとするため 中期目標期間中に アンケート調査を四半期毎に実施した結果、、 、
中間報告を含め、次に掲げる3課題の調査結果を取りまとめて 平成19年については368件の回答があり、そ
公表するとともに、農林水産省に報告する。 の結果は5段階評価で3.9であった。

、 、また 担当者の研修会を開催するとともに
オ 牛海綿状脳症のまん延の防止に係る業務 「肥料登録業務運営改善マニュアル」を見直

(ｱ) 牛の部位を原料とする肥料について、せき柱等が混合して し、肥料登録申請等の業務における窓口対応
いないことに関し、農林水産大臣から確認検査の指示があっ の質の向上に努めた。
たものについては、適切に検査を実施し、農林水産大臣から
の確認書の交付状況を公表する。 イ 収去品の検査について、次のとおり成分の内

(ｲ) 肥料原料用の肉骨粉等の製造基準適合確認検査を行い、製 容に応じた区分けを行い、標準処理期間内に処
造基準に適合するものであると認めた製造事業場を公表す 理することにより、有害成分を含む肥料の流通
る。 による被害の防止に努めた。

【年度計画（抄 】 ａ 人畜に有害な成分として暫定的に設定し）
① 肥料の検査等業務 た、ひ素、カドミウム、水銀及び鉛の4成分

ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る調査 について2,080点の検査を行い、いずれの成
(ｱ) 肥料の登録申請に係る調査の質を確保しつつ、中期目標期 分も検査週後の10業務日以内に結果を取りま

間中に、当該調査結果の報告までの期間を、現行の目標期間 とめた。
（新規登録申請：30日）に対して5％削減することができる ｂ その他の有害な成分として、ひ素、カドミ
よう、次に掲げる事項等を推進する。 ウム、水銀及び鉛以外の普通肥料の公定規格

に定める有害成分について2,466点の検査を
ａ 登録申請マニュアル及び登録Ｑ＆Ａを改訂し要請に基づき 行い、いずれの成分も検査週後の20業務日以

配布する。 内に結果を取りまとめた。
ｂ 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 ｃ 上記ａ及びｂ以外の成分について7,498点
ｃ LAN等を用いて本部及び地方組織で情報を共有化する。 の検査を行い、いずれの成分も検査週後の30

業務日以内に結果を取りまとめた。
(ｲ) 肥料の登録等の申請者に対するアンケートをその都度実施

し、顧客満足度を測定し、5段階評価で3.5以上の顧客満足度 内部監査手順書を作成し、1センターの内部
を中期目標期間中に達成するため、現状の問題点とアンケー 監査及びマネジメントレビューを行い、内部監
ト内容の改善策を網羅した肥料登録業務運営改善マニュアル 査、外部精度管理、内部品質管理等の結果を評
を作成し、担当職員に配布する。 価した。

内部精度管理に関する肥料試験品質マニュア
また、担当者の研修会を開催するとともに、必要に応じて ル及び文書管理手順書を見直し、試験実施手順

マニュアルの内容の見直しを行う。 書に付随する重金属及び水銀試験標準作業書、
試験機器管理手順書、標準物質管理手順書及び
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イ 収去品の検査 試験品取扱手順書を作成した。
(ｱ) 収去から分析結果を得るまでの標準処理期間を次のとおり 整備した文書管理手順書及び記録管理手順書

定めるとともに、中期目標期間中に当該標準処理期間をそれ に従って、文書及び記録の作成、登録、保管等
ぞれ10％削減する。 を実施した。

ａ 人畜に有害な成分検査週後 10業務日 ウ 都道府県からの依頼分析を1件（窒素全量の
ｂ その他の有害な成分検査週後 20業務日 分析）実施するとともに、標準処理期間内に処
ｃ 有害な成分以外の成分検査週後 30業務日 理し、有害成分を含む肥料の生産・流通の防止

に努めた。
(ｲ) 信頼性保証体制の構築等、信頼性の確保に関するシステム また、標準処理期間内に依頼分析を適切に処

を整備するとともに、次に掲げる取組を実施する。 理するため、次に掲げる事項を実施した。

ａ 内部監査等、評価体制を整備し、内部監査、外部精度管 (ｱ) ICP質量分析法用標準液の調製をアウトソ
理、内部品質管理等の結果を評価する。 ーシングして業務の合理化を図った。

、ｂ 試験実施手順書に付随する標準作業書等を作成する。 (ｲ) 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名参加し
ｃ 整備した文書管理手順書等に従って、文書及び記録の作 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の
成、登録、保管等を実施する。 収集を行い、分析・鑑定業務の効率化を図っ

た。
ウ 肥料及びその原料の分析・鑑定等の受託 (ｳ) 決裁等の事務の簡素化による事務処理の効

都道府県、農業者等からの肥料等の有害成分等の依頼分析に 率化を図った。
ついては、業務に支障のない範囲内で実施することとし、次に
掲げる標準処理期間内に適切に処理する。 エ 肥料施用による農産物への安全性の適正評価

手法を確立し、もって、肥料の安全性規格基準
(ｱ) 化学分析（(ｲ)を除く ） 30業務日 等の改正に資するため、次に掲げる試験・調査。
(ｲ) ダイオキシン類分析 60業務日 を実施した。
(ｳ) 栽培試験（水稲等栽培期間の長い作物を用いた試験は除

く ） 90業務日 ａ 汚泥肥料の連用によるカドミウム等の土壌。
(ｴ) 鑑定（肉骨粉等のエライザ法による場合にあっては、化学 への蓄積、農作物への吸収試験として、大豆

分析として扱う ） 20業務日 へのカドミウム等の吸収・残留試験を実施し。
た。

また、標準処理期間内に上記の依頼分析を適切に処理するた ｂ カドミウムの土壌中における形態の変化に
め、次に掲げる取組を実施する。 関する調査として、肥料を施用した土壌を培

、 、養し 培養日数毎の土壌中のカドミウム全量
(ｱ) アウトソーシングの推進により、検査業務全体の合理化を 有機結合態カドミウム、ク溶性カドミウム、

図る。 水溶性カドミウムを分析し、その変化を調査
(ｲ) 最新の分析・鑑定手法の文献・報文の収集及び改良の取組 した。

を実施する。 ｃ 産業廃棄物中の有害物質の含有実態調査と
(ｳ) 稟議手続きの合理化による事務処理の効率化を図る。 して、建築廃材を原料に使用したたい肥中の

、 。重金属 農薬等を2か月毎に8か月間調査した
エ 公定規格の改正等に資する調査研究業務

人畜に被害を生ずるおそれのある農産物の生産を防止し、食 オ 牛の部位を原料とする肥料について、せき柱
品の安全性の確保を万全なものとするため、肥料の施用による 等が混合していないことに関し、農林水産大臣
農産物への安全性の適正評価手法を確立し、もって、肥料の安 から確認検査の指示があった製造事業場（5事
全性規格基準等の改正に資するため、次に掲げる調査を実施す 業場）については、適切に製造基準適合確認検
る。 査を実施し、農林水産大臣からの確認書の交付

状況をホームページで公表した。
ａ 汚泥肥料の連用によるカドミウム等の土壌への蓄積及び作

物への吸収試験 肥料原料用の肉骨粉等の製造事業場（41事業
ｂ カドミウムの土壌中における形態の変化に関する調査 場）に対して製造基準適合確認検査を実施し、
ｃ 産業廃棄物中の有害物質の含有実態調査 その結果をホームページで公表した。

オ 牛海綿状脳症のまん延防止に係る業務 【特記事項】
(ｱ) 牛の部位を原料とする肥料について、せき柱等が混合して ◆達成度合（標準処理期間内に処理した受託分析

いないことに関し、農林水産大臣から確認検査の指示があっ 件数 ：100％（1件／1件））
たものについては、適切に検査を実施し、農林水産大臣から
の確認書の交付状況を公表する。

(ｲ) 肥料原料用の肉骨粉等の製造基準適合確認検査を行い、製
造基準に適合するものであると認めた製造事業場を公表す
る。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務 立入検査及び立入検査時の収去について、次に

肥料取締法に基づく立入検査については、有害成分を含むおそ 掲げる事項を推進し、有害成分を含むおそれの高
れの高い肥料の生産業者への重点化を図ることとし、中期目標期 い肥料の生産業者への重点化を図ることにより、
間中に、全体の立入検査事業所数に占める割合を、平成17年度を 汚泥肥料等の生産事業場への立入検査及び収去点
基準として、30％増加させる。また、立入検査時の収去について 数の占める割合を平成17年度に対してそれぞれ、
は、有害成分を含むおそれの高い肥料に重点化することとし、中 27.3％及び61.5％増加させ、安全性確保の充実を
期目標期間中に、全体の収去点数に占める割合を、平成17年度を 図った。
基準として、50％増加させるための取組を推進する。

(ｱ) 汚泥肥料等の有害成分を含有するおそれの
また、立入検査の結果の報告については、中期目標期間中に、 高い肥料以外の普通肥料の生産事業場につい

、 、農林水産省の指示から報告までに要する期間を、現行の目標期間 ては 過去5か年の立入検査の結果に基づき
（40業務日）に対して10％短縮させるための取組を推進する。 立入検査の重点化を図ることにより、立入検

査件数と収去点数を平成17年度に対してそれ
【年度計画（抄 】 ぞれ15.0％、20.2％削減した。）
② 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務 (ｲ) 汚泥肥料等の有害成分を含有するおそれの

肥料取締法に基づく立入検査については、有害成分を含むおそ 高い肥料の生産事業場に対する立入検査件数
れの高い肥料の生産業者への重点化を図ることとし、中期目標期 と収去点数を平成17年度に対してそれぞれ2
間中に、全体の立入検査事業所数に占める割合を、平成17年度を 8.0％、49.5％増加した。
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基準として、30％増加させる。
また、立入検査時の収去については、有害成分を含むおそれの 立入検査の結果の報告については、農林水産

高い肥料に重点化することとし、中期目標期間中に、全体の収去 省の指示から報告までに要する期間を短縮する
点数に占める割合を平成17年度を基準として、50％増加させる。 ため、次に掲げる取組を実施したことにより、
このため、次に掲げる事項を推進する。 現行の目標期間（40業務日）に対して 5％（2

業務日）削減した。
(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料以外の普

通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検査の結果 (ｱ) 収去品の検査については、有害成分ごとに
に基づき、立入検査の重点化を図ることにより、立入検査件数 集中的に分析・鑑定を行い、成分分析点数と
及び収去点数を、いずれも10％以上削減する。 して12,044点実施した。検査の効率化を図る

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料の生産事 ため このうち 汚泥肥料の原料の溶出試験 51、 、 （
業場に対する立入検査件数と収去点数を、それぞれ15％、25％ 試料、969点）を本部で集中して実施した。
以上増加する。 (ｲ) ICP質量分析法用標準液の調製のアウトソ

ーシングを実施した。
また、立入検査の結果の報告については、中期目標期間中に、 (ｳ) 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名が参加

農林水産省の指示から報告までに要する期間を、現行の目標期間 し、 最新の分析・鑑定手法に関する文献・
（40業務日）に対して10％短縮させるため、次に掲げる事項を推 報文の収集を行った。
進する。 (ｴ) 立入検査実施計画等について、インターネ

ットVPNへの掲載様式を定め、活用した。
(ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑定を行う。また、汚泥肥料

の原料を本部に集約して溶出試験の分析を実施する。 なお、立入検査の結果、公定規格に定める有
(ｲ) アウトソーシングを推進することにより業務の合理化を図 害成分の基準値を超えた肥料生産業者（3件 、）

る。 その他異物混入など肥料取締法の遵守のために
(ｳ) 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 改善が必要として公表された肥料生産業者等
(ｴ) LAN等の活用により、本部への報告等事務処理の効率化を図 （82件）に対して改善指導を行った。

る。
【特記事項】

特になし。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○農薬関係業務 Ａ
(2) 農薬関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １４×２点＝２８点
合計 ２８点（２８/２８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 農薬の検査等業務 ア 農薬の登録申請に係る検査の実施について

ア 農薬検査の迅速化 は、平成18年度に作成したチェックリストを活
農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP制度に基 用し効率化を図るとともに、次の(ｱ)から(ｶ)ま

づいて実施することを求めている試験項目の検査について、旧 での措置を講じた。
農薬検の前中期目標において目標とした検査期間を、中期目標 平成19年度は、農林水産大臣から継続分を含
期間中に更に5％程度短縮することとし、具体的には、次に掲 め3,012件（平成18年度比16.2％減）の検査指
げる目標期間内に検査を完了させるための措置を講ずる。 示があった。

ａ 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までのいずれかに掲 基準設定必要農薬の検査指示は321件 平成18（
げる場合に該当するかどうかの基準の設定が必要な農薬の検 年度比19.3％増）であったが、平成19年度内に
査については、1年4か月以内 検査が完了した105件のうち、迅速化に係る目

ｂ ａ以外の農薬の検査については、10.5か月以内 標期間である1年4か月以内に検査を完了したも
（ ）のは97件 検査完了件数に対する割合：92.4％

イ 登録農薬データの適正な管理 であった。
登録申請の際に提出される試験成績等の情報の保護を徹底す

るための取組を実施する。 基準設定不要農薬の検査指示は2,691件（平
成18年度比19.1％減）であったが、平成19年度

ウ 適切な技術的指導の実施 内に検査を完了した1,592件のうち、迅速化に
農薬の検査の円滑化及び効率化に資するため、申請内容等に 係る目標期間である10.5か月以内に検査を完了

関する技術的指導を適切に実施する。 したものは1,524件（検査完了件数に対する割
合：95.7％）であった。

エ 新規業務等への適切な対応
新たに見込まれる事項等については、社会情勢を踏まえ、農 (ｱ) 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、そ

林水産大臣からの指示に基づき、適切実施するものとする。 の結果を踏まえ、検査進行管理会議を3か月
毎に行うことにより検査進行状況の定期的点

【年度計画（抄 】 検及び検査の遅延要因把握を行うとともに、）
① 農薬の検査等業務 検査遅延防止のため、毎月1回、各検査担当
ア 農薬検査の迅速化 課において検査進行状況を確認するなどによ

農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP制度に基 り検査の迅速化に努めた。なお、検査に遅延
づいて実施することを求めている試験項目の検査について、旧 は見られなかった。
農薬検の前中期目標において目標とした検査期間を、この中期 (ｲ) 微生物農薬検討会を2回開催し、3件の農薬
目標期間中に更に5％程度短縮することとし、具体的には、次 について検討を行った。開催時期については
に掲げる目標期間内に検査を完了させるため、次の(ｱ)から(ｶ) 登録申請状況を考慮して柔軟に対応した。
までの措置を講ずる。 (ｳ) 農薬使用時安全性検討会を3回開催し、21

件の農薬について検討を行った。開催時期に
ａ 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までのいずれかに掲 ついては登録申請状況を考慮して柔軟に対応

げる場合に該当するかどうかの基準の設定が必要な農薬の検 した。
査については、1年4か月以内 (ｴ) 平成18年度に定めた検査に係る決裁の運用

ｂ ａ以外の農薬の検査については10.5か月以内 を、平成19年度においても文書で役職員に更
なる周知、徹底を図った。

(ｱ) 検査業務の進行管理の充実 (ｵ) 平成18年度に策定した体系的な研修カリキ
登録検査に係る農薬について、検査進行管理表を作成し、 ュラムを見直すとともに、見直されたカリキ

これに基づき概ね3か月に1回の頻度で検査進行管理会議を開 ュラムに基づき13回（80名）の研修を実施し
催し、検査の遅延の要因を分析し、適切な措置を講ずる。ま た。また、内部研修で習得が難しい技術、知
た、検査遅延防止のため、毎月1回、各検査担当課において 識等については9件の外部研修を活用し、19
検査進行状況を確認し、遅延がある場合は適切な措置を講ず 名の職員を参加させた。
る。 (ｶ) 農薬による水質汚濁を未然に防止する観点

(ｲ) 微生物農薬の登録検査の迅速化 及び土壌への農薬の残留に起因する農作物の
微生物農薬検討会を、登録申請状況に応じて柔軟に開催す 汚染を未然に防止する観点から、平成19年4

る。 月2日付で「農薬の登録申請に係る試験成績
(ｳ) 農薬使用者の安全性の確保に係る登録検査の迅速化 について （平成12年農産第8147号農林水産」

農薬使用時安全性検討会を、登録申請状況に応じて柔軟に 省農産園芸局長通知）等が改正されたことを
開催する。 踏まえ、検査マニュアルについて、所要の見

(ｴ) 事務処理の迅速化 直しを行った。
決裁関係規程の一層適切な運用を役職員へ周知する等改善

策を講ずる。 イ 情報機器・媒体も対象として、次に掲げる取
(ｵ) 職員に対する研修の実施 組を行うことにより、登録申請時に提出された

前事業年度に策定した体系的な研修カリキュラムを見直す 試験成績等の情報の保護を徹底した結果、不正
とともに、見直されたカリキュラムに基づいて研修を実施す アクセス等は発生しなかった。
る。

(ｶ) 検査マニュアルの見直し (ｱ) 平成18年度に設置した不正侵入防止装置を
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検査内容の高度化・複雑化に対応するため、必要に応じ、 適正に運用した。
検査マニュアルの見直しを行う。 (ｲ) CIOの統括の下、情報セキュリティに関す

る規程に基づき、LAN上の農薬登録データベ
イ 登録農薬データの適正な管理 ースの適正管理等に努めた。

登録申請時に提出された試験成績等の情報の保護を徹底する (ｳ) CIOの統括の下、LAN上のデータベースを適
ため、情報機器・媒体も対象として、次に掲げる取組を行う。 正に管理した。

(ｱ) データ等の保管場所への不正進入を防止するための措置を ウ 申請内容等に関する技術的指導・助言を適切
適正に運用する。 に実施することにより、農薬の検査の円滑化及

(ｲ) 当該データ等に関する保護マニュアルを適正に運用する。 び効率化に努めた。
(ｳ) CIOの統括の下で、LAN上のデータベースの適正管理等を引 注意事項の変更、処方変更、原体製造場の変

き続き進める。 更、試験成績の受入、容器・包装の変更等の申
請者からの要望による技術的相談について次の

ウ 適切な技術的指導の実施 とおり対応した。平成18年度繰越件数を含む平
農薬の登録検査を円滑に行うため、申請者からの要望による 成19年度の受付件数922件のうち対応が終了し

技術的指導・助言について迅速に対応する等、申請内容等に関 た相談は746件（80.9％）であり、その平均処
する技術的指導・助言を適切に実施する。 理期間は、58日（1.9か月）であった。

エ 新規業務等への適切な対応 エ 新たに見込まれる事項等については、社会情
新たに見込まれる事項等については、社会情勢を踏まえ、農 勢を踏まえ、農林水産省からの要請に基づき、

林水産大臣からの指示に基づき、適切に実施するものとし、次 次の業務に対応した。
の業務に対応する。

(ｱ) 食品衛生法に基づく、残留農薬基準のポジ
(ｱ) 平成18年5月から導入された残留農薬基準のポジティブリ ティブリスト制度への移行に伴う次の技術支

スト化に伴い発生する事項の技術的検討 援要請に適切に対応した。
(ｲ) 生産量の少ない作物への農薬登録の促進

ａ 魚介類に対する残留農薬基準の設定に対
する協力

シジミにおける農薬残留問題に対応した
魚介類の残留農薬基準設定に関し、基準設
定に必要な資料の検討を行うとともに、対
象農薬の資料の妥当性について技術的検討
を行った。

ｂ 土壌処理農薬の土壌・作物残留試験
平成18年度に発生したイチゴ等における

残留農薬基準超過事例の原因究明に資する
ため、土壌・作物残留試験を行い、農薬残
留に影響を与える要因について緊急的に調
査した。

(ｲ) 生産量の少ない農作物への農薬登録の促進
、 、のため 登録に必要な作物残留試験について

試験設計の審査及び助言等を行った（審査5
件、助言5件 。）

【特記事項】
特になし。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② ①の業務に附帯する業務 ア 平成19年度における試験施設への査察は、農
ア 農薬GLP適合確認業務の迅速化 林水産省からの要請に基づき、申請のあった15

GLPの審査・査察に係る体制整備を行うことにより業務の迅 試験施設について実施した。
速化を図り、査察の実施後6週間以内に農林水産省消費・安全
局長に査察結果を報告することができるように措置を講ずる。 また、査察を行った全試験施設について目標

（ 、 ）期間である6週間以内 最大5.4週 平均4.0週
イ 国際調和の推進 に査察結果を報告した。

新たなOECDのテストガイドライン等の策定、外国・地域との
間における農薬GLP制度の相互承認に係る協定及び2国間取決め (ｱ) 査察実施後に開催した評価会議において、
の増加が予想されることから、これらに対して技術的に貢献す 現行マニュアルについて検討を行ったとこ
るため、国との連携・協力の下、取組を実施する。 ろ、改訂を要する事項はなかった。

、(ｲ) 平成19年度15回の査察のうち7回について
ウ 調査研究の重点化 査察の経験が少ない者を7名同行させ実地研

農薬に関する業務に係る調査研究経費中に占める重点化 す 修を行った。また外部機関が主催するGLPに
べき調査研究課題に係る調査研究経費の割合を80％以上とす 関する研究会に延べ8名、GLPに関する内部研
る。 修に6名の職員を参加させ、職員の資質向上

を図った。
【年度計画（抄 】 (ｳ) 平成19年度査察を実施した15試験施設のす）
② ①の業務に附帯する業務 べてについて､目標期間である査察実施後3週
ア 農薬GLP適合確認業務の迅速化 間以内に査察結果を取りまとめ､その結果を

査察実施後6週間以内にGLP適合確認の査察結果を農林水産省 基に､農薬検査部内に設置する評価会議を10
消費・安全局長に報告することができるよう、次に掲げる措置 回開催した。
等を講ずる。 査察実施から会議開催までの平均期間は

1.6週間、最大で2.4週間であった。
(ｱ) 旧農薬検の前中期目標期間中に改訂された現行マニュアル

の適切性について意見聴取を行い、必要に応じて、改訂版を イ 新たなOECDのテストガイドラインの策定等の
作成する。 国際調和業務、外国・地域との間における農薬

(ｲ) 定期的な内部研修を行うとともに 外部機関が主催するGLP GLP制度の相互承認に係る協定及び2国間取決め、
に関する研究会等に職員を積極的に参加させる。 に対して技術的に貢献するため、国との連携・

(ｳ) 査察実施後、速やかに査察結果を取りまとめ、その結果を 協力の下、次に掲げる取組を実施した。
もとに3週間以内に農薬GLP中核職員等からなる評価会議を開
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催し、迅速かつ的確な評価を行う。 (ｱ) OECD農薬作業部会1回に職員を1名派遣し
た。

イ 国際調和の推進 また、農薬残留テストガイドライン専門家
新たなOECDのテストガイドラインの策定等の国際調和業務、 会合に職員2名を、GLP作業部会に職員1名を

外国・地域との間における農薬GLP制度の相互承認に係る協定 専門家として登録し、農薬残留専門家会合1
及び2国間取決めに対して技術的に貢献するため、国との連携 回に職員1名を派遣した。
・協力の下、次に掲げる取組を実施する。 さらに、2件のOECDテストガイドラインに

係る意見を農林水産省及び専門家会合へ提出
(ｱ) OECD農薬作業部会及び同GLP作業部会等の会議に、必要に した。

応じて職員を派遣するほか、国際的な議論に貢献するため、 (ｲ) コーデックス食品規格委員会（Codex Alim
専門家会議に職員を登録する。 entarius Commission 残留農薬部会 Codex） （

(ｲ) コーデックス食品規格委員会（Codex Alimentarius Committee on Pesticide Residues）の会
Commission）残留農薬部会（Codex Committee on Pesticide 議1回に職員を1名派遣し、コーデックス作物
Residues）等の会議に、必要に応じて職員を派遣する。 分類に関する1件の意見を農林水産省へ提出

した。
ウ 調査研究の重点化 この他、FAO主催のマイナー使用における

次のａからｃまでに掲げる調査研究課題に取り組むことと 農薬登録促進国際ハイレベル会合（FAOグロ
し、このうちａ及びｂの調査研究課題に対しては農薬に関する ーバルマイナーユースサミット）1回に役職
業務に係る調査研究経費の80％以上を重点配分する。 員2名を派遣した。

ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン等の国際的枠組の ウ 全調査研究費41百万円のうち、ａ及びｂに該
策定に当たり、これが我が国へ導入された場合の可否の検証 当する調査研究経費は、39百万円であり、全調

ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応した新たな検査開 査研究費の95.1％をこれらに配分した。
発

ｃ その他研究課題 ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン等
の国際的枠組の策定に当たり、これが我が国
へ導入された場合の可否の検証

・水産動植物への影響評価に係るテストガイ
ドラインの開発・検証

・作物残留試験に係るテストガイドラインの
改善・整備

ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応し
た新たな検査手法の開発

・補助成分に含まれる有害成分の検査手法の
開発

ｃ その他研究課題

・農業資材を経由した農薬汚染防止対策
・長期残留性農薬の土壌中での動態把握

【特記事項】
◆達成度合（6週間以内に報告した査察件数）

：100％（15件／15件）
◆達成度合（3週間以内に開催した評価会議の回
数 ：100％（10回／10回））

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
③ 農薬取締法に基づく立入検査及び集取業務 農林水産大臣から指示のあった、28都道府県下

農薬取締法第13条の2及び第15条の3の規定に基づく農薬等の集 の87製造場に対して立入検査を実施するととも
取及び立入検査を行うに当たっては、それらの実施後、その結果 に、検査のため34点の農薬を集取、分析した。
を農林水産大臣に1か月以内に報告するための取組を実施する。

農林水産大臣からの9件（87製造場）の立入検
【年度計画（抄 】 査実施指示に対し、立入検査実施後、大臣への結）
③ 農薬取締法に基づく立入検査及び集取業務 果報告に要した期間は次のアからウの措置を講じ

農薬取締法第13条の2及び第15条の3の規定に基づく農薬等の集 ることにより、すべての検査で目標期間である1
取及び立入検査を行うに当たっては、それらの実施後、検査の結 か月以内（最大24日、平均11.2日）に報告した。
果を農林水産大臣に1か月以内に報告するため、次に掲げる取組
を実施する。 ア 平成19年度においては、マニュアル等の改

訂を要する事項はなかった。
ア マニュアルの改善 イ 立入検査について未経験の職員1名に対し

立入検査マニュアル及び集取マニュアルについて必要に応じ 研修を実施した。
て見直しを行う。 ウ 平成19年度においても文書で役職員に更な

イ 研修の実施等 る周知、徹底を図った。
集取及び立入検査について未経験の職員又は経験数が少ない

職員については、知識及び技術の習得のため、体系的な研修計 【特記事項】
画の中で研修するとともに、立入検査に同行させる。 特になし。

ウ 事務処理の迅速化
決裁関係規程の一層適切な運用を役職員へ周知する等改善策

を講ずる。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○飼料及び飼料添加物関係業務 Ａ
(3) 飼料及び飼料添加物関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １６×２点＝３２点

１×１点＝ １点
合計 ３３点（３３/３４＝９７％）

小項目のうち１項目がｂ評価であったが、各小項目の評価結果を積み上げた評
価はＡ評価であった。
飼料の試験成分点数の実績は年度計画を上回るものであるが、各小項目の達成

度合や対応状況等を総合的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられること
から、Ｓ評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 飼料及び飼料添加物の検査等業務 ア 次に掲げる調査を実施することにより、飼料

ア 飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査 の安全性の向上に努めた。
飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査に

おける情報の収集・提供に当たっては、必要に応じて１(2)の (ｱ) 現在、飼料添加物に指定されている153品目
情報提供業務と連携しつつ、取組を実施するものとする。 のうちビタミン6品目、ミネラル6品目、色素3

品目の計15品目について、諸外国における規
イ モニタリング検査 制状況の情報を入手し、関係する他法令によ

事業年度ごとにモニタリング検査計画を策定し、モニタリ る諸規制の専門的・技術的な内容等の調査を
ング検査を行う。 行い、その結果を取りまとめた。

(ｲ) 飼料添加物の動物試験の実施に関する基準
ウ 飼料の使用に起因する家畜被害の発生時の対応 に基づく検査は申請がなかったため実施しな

被害の拡大等を確実に防止する観点から、農林水産省、都 かった。
道府県等と連携しつつ、機動的かつ柔軟な組織体制をとるな なお、飼料添加物の動物試験の実施に関す
ど、迅速かつ効率的に有害な飼料の流通実態の把握、原因の る基準についてOECD-GLPと飼料添加物GLPの相
究明等を行うため必要な検査等を行う。 違点等を調査し、取りまとめた。

(ｳ) 年度計画に定めた5課題を含め、アジンホス
エ 調査研究 メチル等の12課題（22成分）の分析法の開発

、 「 」飼料の安全性及び品質の改善に関する調査研究のうち専門 又は改良を行い 調査結果を 飼料研究報告
的・技術的事項に重点化し、農林水産省の要請を優先して調 として取りまとめた。
査研究を実施し、調査研究の結果を取りまとめる。

イ モニタリング検査について計画を策定して次
【年度計画（抄 】 に掲げるとおり実施し、飼料の安全性の向上に）
① 飼料及び飼料添加物の検査等業務 努めた。
ア 飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査 飼料中の飼料添加物、飼料又は飼料添加物中

(ｱ) 現在指定されている153品目のうち、15品目について、外 の有害物質、病原微生物、肉骨粉等及び遺伝子
国における規制の状況・情報を入手し、関係する他法令に 組換え体のモニタリング検査については、次の
よる諸規制の専門的・技術的な内容等の調査を実施し、調 とおり実施し、いずれも年度計画に定めた目標
査結果を取りまとめる。 を達成した。

(ｲ) 飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく検査
を行う。 ・飼料及び飼料添加物中の飼料添加物の基準・
また、外国における規制の状況、関係する他法令による 規格適合検査として 606点

規制の専門的・技術的な内容等の調査を行い、当該調査結 ・飼料中の農薬、かび毒、有害金属等の有害物
果を取りまとめる。 質の基準適合検査として 78,911点

(ｳ) 次に掲げる分析法の開発又は改良を実施するとともに、 ・飼料中の病原微生物の基準・規格適合検査と
その結果を取りまとめて公表する。 して 296点
ａ アジンホスメチル等の同時分析法 ・飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定として
ｂ アメトリン等の同時分析法 1,378点
ｃ マラカイトグリーン等の同時分析法
ｄ ナレド等の同時分析法 ウ 飼料の使用に起因する有害畜産物の生産若し
ｅ 低濃度クロラムフェニコールの分析法 くは家畜等の被害発生又は有害な飼料の流通が

確認された場合における被害の拡大等を確実に
イ モニタリング検査 防止する観点から、農林水産省及び都道府県等

モニタリング検査計画を策定し、次に掲げるモニタリング と連携しつつ、スタッフ制を活用して機動的か
検査を行う。 つ柔軟な組織体制をとり、次に掲げる事項につ
(ｱ) 飼料中の飼料添加物、飼料又は飼料添加物中の有害物質 いて迅速かつ適切に対応した。

等のモニタリング検査については、次に掲げるモニタリン
グ検査項目及び成分点数を目標として実施する。 ・エンドファイト毒素による中毒が疑われる事
ａ 飼料及び飼料添加物中の飼料添加物の基準・規格適合 例の原因究明のため、給与した飼料の分析（4
検査として、500点 件、4点）

ｂ 飼料中の農薬、かび毒、有害金属等の有害物質等の基 ・硝酸態窒素による中毒が疑われる事例の原因
、 （ 、 ）準適合検査として、50,000点 究明のため 給与した飼料の分析 1件 4点

ｃ 飼料中の病原微生物の基準・規格適合検査として、250 ・輸入魚粉中からメラミンが検出されたことか
点 ら、緊急にメラミンの分析法の検討及び分析

ｄ 飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定として、1,000点 精度の検証を行い、輸入魚粉の分析（1件、17
点）

ウ 飼料の使用に起因する家畜被害の発生時の対応
被害の拡大等を確実に防止する観点から、農林水産省及び エ 次に掲げる調査を実施し、結果を取りまとめ

都道府県等と連携しつつ、機動的かつ柔軟な組織体制をとる ることにより、飼料の安全性及び品質の向上に
など、迅速かつ適切に有害な飼料の流通実態の把握、原因の 努めた。
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究明等を行うため必要な検査等を行う。
・飼料中のダイオキシン型物質のスクリーニン

エ 調査研究 グ分析手法の開発
農林水産省等からの次に掲げる委託事業等について調査研 ・エンドファイト毒素の牛への影響及び畜産物

究を行うとともに、緊急時等の農林水産省からの要請を優先 残留性の検討
して調査研究を実施し、調査研究の結果を取りまとめる。 ・飼料及び堆肥に残留する除草剤の簡易判定法

と被害軽減対策の確立
(ｱ) 飼料中のダイオキシン型物質のスクリーニング分析手法 ・自給飼料のマイコトキシン汚染実態調査と簡

の開発 易分析方法の確立
(ｲ) エンドスルファイト毒素の牛に対する影響及び畜産物残 ・動物由来たん白質の検出法の開発

留性の解明 ・麦類等のかび毒汚染実態調査
(ｳ) 飼料及び堆肥に残留する除草剤の簡易判定法と被害軽減 ・飼料原料として使用されるソルガム中のゼア

対策の確立 ラレノン及びその代謝物について汚染状況調
(ｴ) 自給飼料のマイコトキシン汚染実態調査と簡易分析法の 査

確立
(ｵ) 動物由来たん白質の検出法の開発 【特記事項】

◆達成度合（試験成分点数 ：156％（81,191点／）
51,750点）

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務 特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示に関

特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示の業務について する業務324件を適正に実施した。さらに、インタ、
適正に実施するとともに、事務処理の効率化により、申請を受 ーネットVPNを活用した事務処理等の効率化により
理した日から20業務日以内に処理する。 申請のあった日から20業務日以内にすべて処理し

た。
【年度計画（抄 】）
② 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務 【特記事項】

特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示の業務について ◆達成度合：100％（324件／324件）、
適正に実施するとともに、事務処理の効率化により申請を受理
した日から20業務日以内に処理する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
③ 飼料について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査 検定実績のある登録検定機関（2機関）に対して

及び指導の業務 分析技術の維持状況を調査するとともに、技術的
検定実績のある登録検定機関に対して毎事業年度1回調査を実 な指導を行うことにより、登録検定機関による検

施するとともに、必要に応じて検定精度の管理等について技術 定業務の適切な実施を推進した。
的指導を行う。

また、共通試料を用いた登録検定機関の技術水
また、登録検定機関を対象として共通試料による共同試験を 準の確認試験を7機関（10事業所）に対して実施す

毎事業年度1回実施し、検定業務に係る技術水準を確認するとと ることにより、検定業務に係る技術水準の維持・
もに必要に応じて検査技術について技術的指導を行う。 向上を図った。

なお、検定機関の登録更新にあたり5機関（7事
【年度計画（抄 】 業所）に対して技術上の調査を実施した。）
③ 飼料について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査
及び指導の業務 【特記事項】

検定実績のある登録検定機関に対して年1回調査を実施すると ◆達成度合（調査を行った登録検定機関数）
ともに、必要に応じて検定精度の管理等について技術的な指導 ：100％（2機関／2機関）
を行う。

また、登録検定機関を対象として共通試料による共同試験を
年1回実施し、検定業務に係る技術水準を確認するとともに、必
要に応じて検査技術について技術的指導を行う。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
④ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する (ｱ) 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の方法
検査等業務 等に関する調査として、次の業務を実施した。

飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の高度化に関する調
査 ａ 牛等用飼料に肉骨粉等が混入することを防
(ｱ) 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造・品質管理の方法 止するため、牛等用飼料等を製造する事業場

等に関する調査を実施し、その管理の高度化に係る技術的 443箇所に対して検査を実施し、肉骨粉等の交
指導を行う。 差汚染防止に係る製造・品質管理の高度化に

(ｲ) 動物由来たん白質、動物性油脂及びペットフードの製造 係る技術的指導を行った。
事業場の製造設備、製造・品質管理の方法等に関する調査 ｂ 抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び
を実施し、製造基準に適合するものであると認めた製造事 飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理
業場を公表する。 に関するガイドラインに基づき、配合飼料20

事業場及び飼料添加物9事業場について確認検
【年度計画（抄 】 査を実施し、製造事業場確認証を発給した。）
④ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する
検査等業務 (ｲ) 動物由来たん白質、動物性油脂及びペットフ

飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の高度化に関する調 ードの製造事業場の設備、製造・品質管理の方
、 。査 法等に関する調査として 次の業務を実施した

(ｱ) 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造・品質管理の方法
等に関する調査を実施し、その管理の高度化に係る技術的 ａ 農林水産大臣の確認を要する動物由来たん
指導を行う。 白質及び動物性油脂を製造するすべての事業

(ｲ) 動物由来たん白質、動物性油脂及びペットフードの製造 場（245箇所）について、製造・品質管理状況
事業場の製造設備、製造・品質管理の方法等に関する調査 を確認し、そのうち新たに大臣確認を受けた

。を実施し、製造基準に適合するものであると認めた製造事 製造事業場19箇所をホームページに公表した
業場を公表する。 ｂ 輸入魚粉等の輸入業者及び輸入先の製造事

業場の管理状況を333件確認した。
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ｃ ペットフード等の製造事業場からの申請に
応じ製造基準適合確認検査を18件実施し、製
造基準に適合すると認められた事業場をホー
ムページに公表した。

【特記事項】
特になし。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
⑤ 飼料安全法に基づく立入検査等業務 ア 立入検査及び質問の結果の報告については、

ア 飼料安全法に基づく立入検査を行うに当たっては、農林水 業務の効率化により立入検査実施後の事務処理
産大臣の指示に従い適正に実施するとともに、立入検査及び 等の迅速化を図り、立入検査の日からすべて30
質問の結果の報告については、立入検査を実施した日から30 業務日以内に農林水産大臣に報告した。
業務日以内に農林水産大臣に報告する。 また、立入検査等の結果の農林水産大臣への

報告については、事務処理に係る既存の規程の
また 農林水産大臣への報告までに要する期間については 改訂を行い、インターネットVPNを活用した本部、 、

中期目標期間の最終事業年度までに事務処理の効率化により5 及び各事務所間における報告事務の簡素化等、
業務日短縮する。 報告に要する期間の短縮に努めた。

イ 収去品の試験結果の報告については、分析・鑑定試験に要 イ 収去品の試験については、標準処理期間（20
する標準処理期間を収去した日から20業務日と定め、当該標 業務日）内にすべて終了した。
準処理期間内に試験を終了するように努めるとともに、試験 なお、収去品の試験結果の農林水産大臣への
が終了した日から20業務日以内に農林水産大臣に報告する。 報告は、1,022件中1,021件について20業務日以

内に報告した。
また 農林水産大臣への報告までに要する期間については また、収去品の試験結果の農林水産大臣への、 、

中期目標期間の最終事業年度までに事務処理の効率化により5 報告については、事務処理に係る既存の規程改
業務日短縮する。 訂を行い、インターネットVPNを活用した本部及

び各事務所間における報告事務の簡素化等、報
【年度計画（抄 】 告に要する期間の短縮に努めた。）
⑤ 飼料安全法に基づく立入検査等業務
ア 飼料安全法に基づく立入検査を行うに当たっては、農林水 【特記事項】

産大臣の指示に従い適正に実施するとともに、立入検査及び ◆達成度合（標準処理期間内に報告したの立入検
質問の結果の報告については、立入検査等を実施した日から3 査件数 ：100％（1,022件／1,022件））
0業務日以内に農林水産大臣に報告する。 ◆達成度合（標準処理期間内に報告した集去品検

査件数 ：99.9％（1,021件／1,022件））
また、農林水産大臣への報告までに要する期間の短縮に資

するため、LAN等を活用して本部及び各地方組織間の報告を電
子媒体で送付することにより簡素化する。

イ 収去品の試験結果の報告については、分析・鑑定試験に要
する標準処理期間を収去した日から20業務日以内と定め、当
該標準処理期間内に試験を終了するように努めるとともに、
試験が終了した日から20業務日以内に農林水産大臣に報告す
る。

また、農林水産大臣への報告までに要する期間の短縮に資
するため、LAN等を活用して本部及び各地方組織間の報告を電
子媒体で送付することにより簡素化する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○土壌改良資材関係業務 Ａ
(4) 土壌改良資材関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 土壌改良資材の検査等業務 土壌改良資材の品質に関する表示の内容が実際の品質と一致しているか否かに

土壌改良資材の品質に関する表 ついての検査を32件実施し、品質に関する表示の適正化を図った。
示の適正化を図るため、当該品質
に関する表示の内容が実際の品質 【特記事項】
と一致しているか否かについての 特になし。
検査を実施する。

【年度計画（抄 】）
① 土壌改良資材の検査等業務

土壌改良資材の品質に関する表
示の適正化を図るため、当該品質
に関する表示の内容が実際の品質
と一致しているか否かについての
検査を実施する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 地力増進法に基づく立入検査業 地力増進法に基づく立入検査については、過去5か年間の立入検査結果を踏ま

務 え、表示が不適切な製造業者、新規業者等32件に対する立入検査業務の重点化を
地力増進法に基づく立入検査を 図り、効率的かつ効果的に実施した。また、結果の報告については、電子媒体を

行うに当たっては、農林水産大臣 用いた各地域センターからの報告事務の簡素化を行い、平成17年度を基準として
の指示に従い適正に実施するとと 7業務日短縮し33業務日以内に農林水産大臣へ報告した。
もに、立入検査の結果の報告につ
いては、中期目標期間中に、農林 【特記事項】
水産大臣の指示から報告までに要 特になし。

、 、する期間を VA菌根菌資材を除き
30業務日に短縮する。

【年度計画（抄 】）
② 地力増進法に基づく立入検査業
務

地力増進法に基づく立入検査を
行うに当たっては、農林水産大臣
の指示に従い適正に実施するとと
もに、立入検査の結果の報告につ
いては、農林水産大臣の指示から
報告までに要する期間を、VA菌根
菌資材を除き 現行の目標期間 4、 （
0業務日）に対して、7業務日短縮
するため、集中的な検査と同資材
の集中試験による迅速化ととも
に、稟議手続きの合理化等事務処
理の効率化を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○食品表示監視業務 Ａ
(1) 食品表示監視業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ９×２点＝１８点
合計 １８点（１８/１８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
食品表示の真正性の検査件数、重点的な調査の回数等の実績は年度計画を上回

るものであるが、各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対
応状況等を総合的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ
評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
食品表示の監視業務について 食品表示の監視業務については、科学的手法を用いた食品表示の真正性の検査

は、科学的手法を用いた食品表示 を加工食品について5,370件、生鮮食品について685件、合計6,055件実施した。
の真正性の検査を、毎事業年度6, その結果、加工食品については、不適正な表示が認められた370件について、
000件以上行う。 製造業者等に対して文書による是正指導を行うとともに、農林水産省による行政

（ ） 、 。指導が必要と思われる重大な不適合 116件 について 農林水産省に報告した
その結果、偽装の疑いが生じた また、生鮮食品については、不適正な表示が認められた55件について、検査結

場合には、農林水産省からの指示 果を農林水産省に報告した。
に基づき、立入検査等を実施し、
立入検査等の終了後原則3業務日 ア 消費者の関心の高い品目について、次のとおり本部及び各地域センターで
以内に報告する。 一斉に重点的な検査を5回行った。

【年度計画（抄 】 〔農林水産省関係部局と連携して行った調査〕）
食品表示の監視業務について ・アサリの表示に関する特別調査 52件

は、科学的手法を用いた食品表示 ・牛挽肉加工品の表示に関する緊急調査 110件
の真正性の検査6,000件以上を適 ・牛肉及び牛肉加工品の表示に関する特別調査
切に実施するため、次に掲げる措 牛肉 157件
置等を講ずる。 牛肉加工品 82件

〔センターが独自で行った調査〕
ア 消費者の関心の高い品目を対 ・はちみつの表示に関する重点調査 304件

象とした重点的な検査を4回以 ・食肉加工品の表示に関する重点調査 218件
上行う。

イ 遺伝子組換えに係る表示が行われている食品の検査については、501件実
イ 遺伝子組換えに係る表示が行 施した。

われている食品の検査について
は、500件以上の検査を適切に 検査の結果、組換え遺伝子が検出されたもの等156件のうち、分別生産流
行う。 通管理の実施状況等の調査を155件行った。さらに、可能な範囲において、

原料農産物を入手し、遺伝子組換え体の混入率について検査分析を行った。
ウ 食品の産地表示に関する検査 以上の調査の結果、不適切な管理が認められた案件はなかった。

については、600件以上を適切
に行う。 ウ 食品の産地表示に関する検査については、911件実施した （乾しいたけ等。

加工食品471件、アサリ等生鮮品440件）
エ 食品表示の真正性の検査の結

果、偽装の疑いが生じ、立入検 その結果、不適正な表示が認められた加工食品25件について、製造業者等
査等を農林水産省からの指示に に対して文書による是正指導を行うとともに、農林水産省による行政指導が
より実施する場合には、適切に 必要と思われる重大な不適合（26件）について、農林水産省に報告した。
実施するととともに、立入検査 また、不適正な表示が認められた生鮮食品46件について、検査結果を農林
等の終了後原則3業務日以内に 水産省に報告した。
報告するために、次に掲げる措
置を講ずる。 エ 農林水産省からの指示等に基づき、食品表示監視業務に係る立入検査等を

適切に実施するとともに、次に掲げる取組を行った。
○ 立入検査等を行うに当たって

は、立入検査等に関する基準文 ○ 基準文書に基づき、立入検査を2件（4事業所 、任意調査を112件（157）
書に基づき厳正に実施する。 事業所 、計114件（161事業所）実施し、すべての案件について3業務日以）

○ 立入検査等の終了後の報告が 内に報告した。
3業務日を超えた場合には、そ
の都度その原因を究明し、以後 ○ また、立入検査等のほか、農林水産省が指示又は指導を行った事業者に
の立入検査等の業務改善に活用 対する改善状況の確認調査を25件（29事業所）実施し、都道府県からの要
する。 請により、19件（21事業所）の立入検査等に協力した。

【特記事項】
（ ） （ ）◆達成度合 食品の真正性の検査件数 ：100.9％ 6,055件／6,000件

◆達成度合（重点的な調査の実施回数） ：125％（5回／4回）
◆達成度合（遺伝子組換え食品の検査件数） ：100.2％（501件／500件）
◆達成度合（産地表示に係る検査件数） ：151.8％（911件／600件）
◆達成度合（3日以内に報告した立入検査等件数 ：100％（114件／114件））
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○登録認定機関、認定事業者に対する指導・監督業務 Ａ
(2) 登録認定機関、認定事業者に対 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
する指導・監督業務

【評価結果】
◇小項目 １１×２点＝２２点
合計 ２２点（２２/２２＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
ISO／IEC17011に基づく調査のための有資格者の養成、格付品検査件数及び立

会調査件数の実績は年度計画を上回るものであるが、各小項目の達成状況及びそ
の他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合的に勘案した結果、妥当な実
績であると考えられることから、Ｓ評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 登録認定機関の登録及びその更 次に掲げる措置を講ずることにより、JAS法に基づきセンターが行う技術上の
新の申請時における調査について 調査及び定期的調査を適切に実施した。
は 「ISO/IEC17011適合性評価機、
関の認定を行う機関に対する一般 ○ ISO/IEC17011に基づく業務執行体制を維持するとともに 「登録認定機関等、
要求事項」に基づき実施し、農林 の調査等業務に係る要員の資格基準」及び「技術委員会設置運営要領」等の基
水産省からの調査指示から報告ま 準文書の見直しを行った。
での目標期間（30業務日）内に結
果を報告する。 ○ 技術上の調査を実施し、進行管理を的確に行うことにより、調査を行った

436件すべてについて目標期間（30業務日）内に農林水産省へ調査結果を報告
また、登録認定機関が引き続き した。

登録基準に適合しているか否かを
確認するための定期的な調査につ ○ 定期的調査を立会調査及び格付品検査と連動してすべての対象機関である
いては、原則として登録認定機関 113機関（133事業所）に対して各1回実施した。

、ごとに毎事業年度1回以上実施し
必要に応じて是正のための指導及 ○ 格付品検査の結果、不適合の疑義が生じた案件について、適合性確認のため
び追加調査を行う。 現地調査を9件実施した。

【年度計画（抄 】 ○ 登録認定機関等に対する事業所調査の結果、軽微な問題点については、現地）
① 登録認定機関が引き続き登録基 で指摘を行うとともに、不適合が認められた80機関に対しては、文書により是
準に適合しているか否かを確認す 正指導を行った。
るための定期的な調査を適切に実
施するため、次に掲げる措置等を 【特記事項】
講ずる。 ◆達成度合（3日以内に報告した技術上の調査件数 ：100％（436件／436件））

（ ） （ ）◆達成度合 定期的調査を実施した機関数 ：100％ 113機関／113機関
○ 適切に技術上の調査及び定期

的調査を遂行するため 「ISO/I、
EC17011適合性評価機関の認定
を行う機関に対する一般要求事
項」に基づく業務執行体制を維
持し、基準文書を必要に応じて
見直す。

○ 農林水産省からの調査指示か
ら報告までの目標期間（30業務
日）内に結果を報告するため、
調査の進行管理を的確に行う。

○ 定期的調査は、登録認定機関
の認定を行う事業所における調
査をすべての対象機関につい
て、原則として1回以上行う。

○ 事業所調査において適正でな
い事項を認めた場合には、当該
登録認定機関に対して是正のた
めの指導を行う。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 技術上の調査及び定期的調査に 次に掲げる措置を講ずることにより、技術上の調査及び定期的調査の質の向上
おけるデータの質の向上を図るた を図った。
めの措置を講ずる。 ア ISO9000審査員研修コースを6名に受講させ、ISO／IEC17011に基づく調査

のための有資格者を養成した （総数47名）。
【年度計画（抄 】）
② 技術上の調査及び定期的調査に イ ISO/IEC17011等に関する調査員内部研修を、新たに対象者となった者及
おけるデータの質の向上を図るた び前回の受講時から2年を過ぎた者等を対象に、計2回（26名）実施し、技術
め、次に掲げる措置を講ずる。 上の調査及び定期的調査を行う職員としての資格要件を満たす職員を確保す

るとともに、調査技術の維持・向上を図った。
ア ISO/IEC17011に基づく調査の

ための有資格者を、4名以上養 【特記事項】
成する ◆達成度合（要請した有資格者数 ：150％（6名／4名））

イ ISO/IEC17011等に関する内部
研修を実施する
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【中期計画（抄 】 【事業報告】）
③ 登録認定機関に対する定期的調 登録認定機関が適切に認定事業者を指導しているか否かを確認するための検査
査においては、登録認定機関によ 等を次のとおり実施した。
り認定された認定事業者が行う格
付に対する登録認定機関の指導が ア 格付品検査を各登録認定機関の認定事業者数等を勘案して726件実施し、
適切に行われているか否か確認す 不適合があった36件については、関係する登録認定機関に対して文書により
るための検査等を行う。 是正指導を行った。

【年度計画（抄 】 さらに、農林水産省からの要請に基づき、構造用集成材について10件及び有）
③ 登録認定機関の認定事業者が行 機加工食品について11件、計21件（不適合はなし）の格付品検査を実施した。
う格付に対する指導を適切に実施 有機農産物の認定生産行程管理者に係る調査の一環として、有機農産物の残
しているか否かを確認するための 留農薬分析を286件（不適合はなし）実施した。
JAS製品の検査（格付品検査）及
び登録認定機関が適正に認定に関 イ 立会調査を各登録認定機関の認定事業者数等を勘案して417件実施し、不
する業務を行っているか否かを確 適合があった43件については、関係する登録認定機関に対して文書により是
認するための認定等の業務実施現 正指導を行った。
場に立ち会って行う実施状況調査
（立会調査）を行う。 また 農林水産省からの協力要請により JAS法に基づく経過措置による旧JAS、 、

法上の認定事業者に対する確認調査を1件実施した。
ア 格付品検査は、700件以上の

検査を実施する。 さらに、農林水産省からの要請に基づく特別調査を、有機農産物の登録認定
イ 立会調査は、350件以上の調 機関に対する立会調査（55件）及び事業所調査（41件）時に実施した （この。

査を実施する。 特別調査件数は立会調査及び事業所調査件数の内数である ）。

【特記事項】
◆達成度合（格付品検査件数 ：103.7％（726件／700件））
◆達成度合（立会調査件数） ：119％（417件／350件）

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
④ 違法なJASマークの表示の疑い 農林水産省からの指示等に基づき、立入検査を適切に実施するとともに、立入
が生じた場合には、農林水産省か 検査等の終了後3業務日以内に報告するため、次に掲げる取組を行った。

、 、らの指示に基づき 登録認定機関
認定事業者に対し立入検査又は任 基準文書に基づき、立入検査を3件（4事業所 、任意調査を24件（39事業所 、） ）
意調査を実施し、立入検査等の終 計27件（43事業所）実施し、すべての案件について、3業務日以内に報告した。

。了後原則3業務日以内に報告する
また、立入検査等のほか、農林水産省が指示又は指導を行った事業者に対する

【年度計画（抄 】 改善状況の確認調査を9件（9事業所）実施し、都道府県からの要請により、1件）
④ 違法なJASマークの表示の疑い （3事業所）の立入検査等に協力した。
が生じ、登録認定機関及び認定事

、 。業者に対する立入検査等を実施す 立入検査等の終了後の報告は すべての案件について3業務日以内に報告した
る場合には、適切に実施するとと
もに、立入検査等の終了後原則3 【特記事項】
業務日以内に報告する。 ◆達成度合：100％（27件／27件）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○JAS規格及び品質表示基準の見直し等に係る業務 Ａ
(3) JAS規格及び品質表示基準の見 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
直し等に係る業務

【評価結果】
◇小項目 ５×２点＝１０点
合計 １０点（１０/１０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① JAS規格の見直しに当たっては ア 消費者等に対するアンケート又はヒアリングによる利用実態調査を、次のと、

調査、検査等を行い、それらの結 おり実施した。
果を反映させた見直し内容の素案
を取りまとめる。 ・消費者団体 11品目（21規格）

・実需者 11品目（24規格）
【年度計画（抄 】 ・製造業者等 14品目（28規格））
① JAS規格の見直しに当たっては ・流通業者等 11品目（24規格）、
次に掲げる調査、検査等を行い、
それらの結果を反映させた見直し イ 市販品検査を、次の品目について、計448件実施した。
内容の素案を取りまとめる。

・飲食料品 11品目（21規格、398件）
ア JAS規格利用状況及び見直し ・林産物 2品目（ 6規格、 50件）

に関する要望を把握するための
アンケート等による調査 ウ 国際規格に対応する市販品の品質実態に関する調査を次の品目について実施

イ 市販品検査（1規格当たり概 した。
ね20件以上）

ウ JAS規格と国際規格の整合性 ・飲食料品 4品目（ 4規格、 78件）
を確認するための、国際規格及
び市販品の品質実態に関する調 エ 消費者団体に対する説明会を4回、消費者団体及び業界団体等をメンバーと
査 したワーキンググループを13回開催した。

エ 見直しに対する意見を聴取す
るための消費者説明会やワーキ オ 分析法及び格付サンプリング法について情報収集を行うとともに、妥当性確
ンググループによる検討会 認試験及び従来手法と新たな手法の同等性確認試験を実施した。

オ 分析法及び格付サンプリング また、妥当性確認検討委員会を8回開催し、分析方法の妥当性確認試験設計
法の妥当性確認 及びその試験結果並びにサンプリング手法の妥当性について検討を行った。

【特記事項】
◆達成度合（市販品検査を20件以上実施した規格数 ：100％（9規格／9規格））

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
② 品質表示基準の見直しに当たっ 農林水産省から要請のあった品質表示基準について、次に掲げる見直しに係る
ては、調査、検査等を行い、それ 調査及び検査等を実施し、15基準について意見書を作成し、農林水産省へ報告し
らの結果を反映した見直し内容の た。
素案を作成する。

ア 製造業者に対するヒアリングを7基準について行った。
【年度計画（抄 】）
② 品質表示基準の見直しに当たっ イ 市販品検査を、7基準について計340件実施した。
ては、次に掲げる調査、検査等を
行い、それらの結果を反映させた ウ 国際規格に対応する市販品の品質実態に関する調査を3基準（177件）につ
見直し内容の素案を取りまとめ いて実施した。
る。

エ 消費者団体に対する説明会を4回、消費者団体及び業界団体等をメンバー
ア 品質表示基準認知の状況及び としたワーキンググループを4回開催した。

見直しに関する要望を把握する
ためのアンケート等による調査 【特記事項】

イ 市販品検査（1基準ごとに概 ◆達成度合（市販品検査を20件以上実施した基準数 ：100％（5基準／5基準））
ね20件以上）

ウ 品質表示基準と国際規格の整
合性を確認するための、国際規
格及び市販品の品質実態に関す
る調査

エ 見直しに対する意見を聴取す
るための消費者説明会やワーキ
ンググループによる検討会
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○農林物資の格付業務 Ａ
(4) 農林物資の格付業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
センターが自ら行う生糸の格付 センターが自ら行う生糸の格付業務については、基準文書に従い適正に16件実

業務については、基準文書に従い 施した。
適正に行う また、検査の結果については厳正に管理した。

【年度計画（抄 】 【特記事項】）
センターが自ら行う生糸の格付 特になし。

業務については、基準文書に従い
適正に実施する。

また、検査結果については厳正
に管理する
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○国際規格に係る業務 Ａ
(5) 国際規格に係る業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
ISO（国際標準化機構）のTC34、 次に掲げる措置を講ずることにより、国際規格に我が国の意見を反映させるよ

TC89/SC3及びTC218の国内審議団 う努めた。
体として国際標準作成に関する活 ① ISO（国際標準化機構）のTC34（食品専門委員会）等の国内審議団体事務

、 、動を行うため、必要に応じて外部 局として 国内委員会等の開催及び国際会議への職員の派遣を行うとともに
有識者等からなる委員会を設置 各委員会で検討されている案件についての情報の収集を行い、委員へ提供す
し、情報の収集、国内の意見集約 る等、国際標準作成に資するための活動を行った。
等行う。

② 農林水産省からの国際会議への対応要請に備え、国際的に流通している食
【年度計画（抄 】 品等の海外における製造技術、国際規格、各国規格等に関する情報を収集、）

国際規格に我が国の意見を反映 整理するとともに、Codexに提案されている国際規格案について、当該規格
させるため、次に掲げる措置等を 案の品質要件及び分析法を検討するため、市販品の調査分析を次のとおり行
講ずる。 い、結果を取りまとめ、農林水産省に報告した。

① ISO 国際標準化機構 のTC34 ・発酵大豆ペースト（Fermented soybean paste（注1 ） 75件（ ） 、 ）
TC89/SC3及びTC218の国内審議 ・非発酵大豆製品（Non-Fermented soybean products（注2 ）47件）
団体として国際標準作成に関す 注1：みそに相当
る活動を行うため、必要に応じ 注2：豆腐、油揚げ等に相当
て外部有識者等からなる委員会
を設置し、情報の収集、国内の 【特記事項】
意見集約等を行う。 特になし。

② 農林水産省から各種の国際会
議への対応要請に備え、国際規
格及び各国規格等に関する情報
の収集、国際的に流通している
食品等の品質及び表示の調査分
析を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○農林物資の検査技術に関する調査及び研究業務 Ａ
(6) 農林物資の検査技術に関する調 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
査及び研究業務

【評価結果】
◇小項目 ４×２点＝８点
合計 ８点（８/８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
調査研究課題数の実績は年度計画を上回るものであるが、各小項目の達成状況

及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合的に勘案した結果、妥
当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
① 農林物資の検査技術に関する調 ① 農林物資の検査技術に関する調査及び研究については、現在必要とされてい
査及び研究については、現在必要 る偽装表示の取締りのための検査技術の開発に重点化を図った。
とされている偽装表示の監視・取
締りのための検査技術の開発に重 また、16課題について、試験研究機関等と共同で調査研究を実施するととも
点化する。 に、他機関で開発された判別技術の導入を行うことにより、調査研究の水準の

また、課題の選定・評価に当た 向上を図った。
っては、外部有識者からの客観的
な意見を踏まえて行い、毎事業年 調査研究を次のとおり24課題実施した。このうち中期目標に定められた3分
度20課題以上実施する。 野に関する課題は22課題（うち生鮮食品13課題、加工食品6課題、遺伝子組換

え食品3課題）であり、全課題に占める割合を91.7％とした。
② 調査研究の成果については、毎
事業年度1回以上の公開発表会を ア 生鮮食品については 「無機分析による生鮮農産物の原産国スクリーニン、
開催するとともに、調査研究報告 グ判別法の開発」等、13課題実施した。
書、インターネット等により広く イ 加工食品については 「超高感度エネルギー分散型蛍光X線分析装置を用い、
一般に公開する。 た食品のスクリーニング産地判別の簡易・迅速測定法の検討」等、6課題実

施した。
【年度計画（抄 】 ウ 遺伝子組換え食品については 「農産物からの遺伝子組換え体の検知技術） 、
① 農林物資の検査技術に関する調 の開発＜新規承認組換え農産物の検知技術＞」等、3課題実施した。
査及び研究については、現在必要
とされている偽装表示の取締りの 外部の有識者を含む調査研究総合評価委員会を平成20年3月に開催し、平成1
ための検査技術の開発に重点化を 9年度調査研究成果の評価を行うとともに、平成20年度の調査研究課題として2
図るとともに、次に掲げる措置等 3課題を選定した。
を講ずる。

② 次に掲げる措置を講ずることにより、調査研究の成果を積極的に公表した。
○ 農林物資の検査技術に関する

調査研究課題は20課題以上と 平成18年度の調査研究の成果について「食品関係等調査研究報告第31号」を
し、そのうち中期目標に示され 作成し、公表するとともに、調査研究結果の概要をホームページに掲載した。
た次に掲げる3分野等の偽装表 また、公開調査研究発表会を平成19年11月に開催し 「DNA分析による国産牛、
示の監視・取締りのための検査 と豪州産牛の判別法の検討 等11課題について発表した 外部からの参加者82」 。（
技術の開発に関する課題が全課 名）
題に占める割合を80％以上とす
る。 【特記事項】

◆達成度合（実施した調査研究課題数 ：120％（24課題／20課題））
・生鮮食品については、タマネ

ギの原産地、ブリ等の種等の
判別技術

・加工食品については、魚肉練
り製品等の原材料表示の真正
性、昆布等の原料原産地等の
判別技術

・遺伝子組換え食品について
は、新たに遺伝子組換えに係
る表示が義務付けられた、又
は表示の義務付けが見込まれ
る新規承認組換え農産物につ
いての遺伝子組換え体の検知
技術

○ 外部の有識者を含めた調査研
究総合評価委員会（仮称）を開
催する。

② 調査研究の成果を積極的に公表
するため、調査研究報告書を作成

、 、し 関係機関へ配布するとともに
インターネット等により広く一般
に公表する。

また、公開発表会を開催する。

評価単位ごとの評価シート
（○中項目）
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評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○依頼検査 Ａ
(7) 依頼検査 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
、 、 （ ）製造業者等から依頼された農林 基準文書の見直しを行うとともに 製造業者等から依頼された 林産物 1件

物資の検査を適切に行うため、基 及び生糸（46件）に係る依頼検査を基準文書に基づき適切に実施した。
準文書を作成するとともに、依頼 また、依頼者の機密保持を図るため、検査結果の厳正な管理を行った。
者の機密保持を図るため検査結果
の厳正な管理を行う。 【特記事項】

特になし。
【年度計画（抄 】）

製造業者等から依頼された農林
物資の検査を適切に行うため、基
準文書を作成するとともに、必要
に応じて見直しを行う。

また、依頼者の機密保持を図る
ため検査結果の厳正な管理を行
う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○緊急時の要請に関する業務 Ａ
(8) 緊急時の要請に関する業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
独立行政法人農林水産消費安全 次に掲げる措置を講ずることにより、農林水産大臣から要請のあったときに、

技術センター法（平成11年法律第 迅速かつ的確に対応する体制を整備した。
183号）第12条の規定に基づく緊
急時の調査等については、機動的 要請が想定される事案ごとに研究論文及び分析方法等の情報の蓄積と整理を引
かつ柔軟な組織体制をとるなど、 き続き行い、情報管理体制の充実に努めた。
最優先で迅速かつ的確に実施し、
その結果を速やかに農林水産大臣 想定される要因及びその内容別分類ごとに専門的知見を有する職員及び機器を
に報告する。 登録した名簿を見直し、更新した。

【年度計画（抄 】 平成19年度については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条）
農林水産大臣から独立行政法人 の規定に基づく農林水産大臣からの緊急時の調査、分析又は検査の要請はなかっ

農林水産消費安全技術センター法 た。
（平成11年法律第183号）第12条
の規定に基づき、農林水産大臣か 【特記事項】
ら要請があったときに、迅速かつ 農林水産大臣からの要請に基づく緊急調査については実績がないため、評価し
的確に対応することができるよ ない。
う、次に掲げる措置を講ずる。

○ 活用する可能性の高い研究論
文等を整理し、データを効率的
に検索できる情報管理体制を維
持するとともに、緊急要請に迅
速に対応できるよう要請が想定
される事案についてそれぞれの
専門家を登録し、必要に応じて
見直す。

○ プロジェクトチームを設置す
る等により、他の業務に優先し
て要請された調査、分析又は検
査の迅速かつ正確な実施に努め
るとともに、調査結果を速やか
に報告する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－４ ○リスク管理に資するための有害物質の分析業務 Ａ
リスク管理に資するための有害 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

物質の分析業務
【評価結果】
◇小項目 ４×２点＝８点
合計 ８点（８/８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
(1) 農林水産省が行うリスク管理に ○ 農林水産省が行う食品の安全性に関するリスク管理について、有害化学物質
資するための有害物質の分析につ の分析に当たっては、次に掲げる措置を講ずることにより、的確な実施に努め
いては 農林水産省が策定する サ た。、 「
ーベイランス・モニタリング計
画」に含まれる有害化学物質・品 農林水産省が策定する「サーベイランス・モニタリング年次計画」に含まれ
目についての実態調査を優先的に る有害化学物質・品目についての実態調査を優先的に実施した。
実施する。

〔農産物〕
【年度計画（抄 】 ・残留農薬 2,038検体）
(1) 農林水産省が行う食品の安全性 ・かび毒（注1） 210検体
に関するリスク管理について、そ 注1：デオキシニバレノール（DON 、ニバレノール及びゼアラレノン）
の的確な実施に資するため、有害
化学物質の分析に当たっては、次 〔飼料〕
に掲げる措置を講ずる。 ・かび毒（注2） 1,137検体

・有害金属（注3） 783検体
○ 農林水産省が策定する「サー ・残留農薬 662検体

ベイランス・モニタリング計 ・ダイオキシン類 37検体
画」に含まれる有害化学物質・ 注2：オクラトキシンA、アフラトキシン類、ゼアラレノン及びDON
品目についての実態調査を優先 注3：カドミウム、無機ヒ素、水銀及び鉛
的に実施する。

○ 新たに顕在化したリスクに機 ○ 新たに顕在化したリスクで、センターが対応すべき事案はなかった。
動的に対応し得るよう、必要に
応じて対象有害化学物質及び実 【特記事項】
施検体数の調整を図るものとす ◆達成度合（農産物 ：100％（2,248件／2,248件））
る。 ◆達成度合（飼 料 ：120％（2,619件／2,180件））

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
(2) その際、検査等業務に従事する 農薬が残留するおそれの高い作物について、次のとおり有害物質の分析を行う
職員から成るプロジェクトチーム ことにより、生産現場等におけるリスク低減策の支援等に寄与した。
を毎事業年度設置し、各検査等業
務の有する生産資材の特性や使用 ○ 前作の作物に使用した農薬の作物残留に係るリスク低減に資するためのデ
実態等の情報を活用しつつ、4件 ータを得ることを目的として、食品検査業務及び農薬検査業務に従事する職
以上の課題について、中期目標期 員からなる「前作に使用された農薬の残留分析プロジェクトチーム」を設置
間中にテーマを設定して実施す し、検査等業務を行う各部門が有するデータを活用して、分析対象や分析方
る。 法等を選定した。

【年度計画（抄 】 ○ 生産現場におけるリスク低減対策の支援に資するよう、農林水産省が策定）
(2) 次に掲げる課題など比較的リス した「平成19年度食品の安全性に関する有害物質のサーベイランス・モニタ
クが高いおそれのある農産物等に リング年次計画」に基づく国産野菜の残留農薬分析の実施に当たっては、通
ついて、1テーマ以上を設定して 常の検査に加え、農薬検査部門が有する土壌半減期の長い農薬等に関する知
次により有害物質の分析を行う。 見を活用して選定した分析対象農薬を、食品検査部門において効率的かつ効

果的に101件分析した。
○ 検査等業務に従事する職員か

らなるプロジェクトチームを設 【特記事項】
置し、分析対象や分析方法等の 特になし。
選定を行う。

○ 肥料、農薬、飼料、及び飼料
添加物並びに土壌改良資材の特
性や使用実態等を踏まえつつ、
農林水産省が策定する「サーベ
イランス・モニタリング計画」
に基づき実施するものとする。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－５ ○カルタヘナ担保法関係業務 －
カルタヘナ担保法関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
、 、遺伝子組換え生物等の使用等の 次に掲げる措置を講ずることにより カルタヘナ担保法第32条の規定に基づき

規制による生物の多様性の確保に 同条第2項の農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去を的確に
関する法律 平成15年法律第97号 実施する体制を整備した。（ ）
第32条第1項の規定に基づき、同
条第2項の農林水産大臣の指示に なお、農林水産大臣から立入り、質問、検査及び収去の指示はなかった。
従い、立入り、質問、検査及び収
去を的確に実施し、その結果を速 立入検査等の要員の資格を規定する等の改正を行った。
やかに農林水産大臣に報告する。

農林水産大臣からカルタヘナ担保法第31条第1項の規定に基づき収去した遺伝
【年度計画（抄 】 子組換え生物等の検査の依頼はなかった。）

遺伝子組換え生物等の使用等の
規制による生物の多様性の確保に 【特記事項】
関する法律 平成15年法律第97号 実績がないため、評価しない。（ 。

「 」 。）以下 カルタヘナ担保法 という
第32条第1項の規定に基づき、同
条第2項の農林水産大臣の指示に
従い、立入り、質問、検査及び収
去を的確に実施するため、次に掲
げる措置を講ずる。

また、立入り、質問、検査及び
収去を実施した場合には、その結
果を速やかに農林水産大臣に報告
する。

○ 立入検査等を行うための規程
等を必要に応じて見直す。

○ 農林水産大臣からカルタヘナ
担保法第31条第1項の規定に基
づき収去した遺伝子組換え生物
等の検査の依頼があった場合は
適切に実施する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－６ ○国際協力業務 Ａ
国際協力業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
可能な範囲において、センター 国際協力機構等からの国際技術協力等の要請を踏まえ、次の取組を行った。

の技術力を活用した専門家の海外
派遣及び海外からの研修生の受入 国際協力機構（JICA）から技術団員の派遣要請があり、職員を1回（1名）派遣
れを行う。 した。

【年度計画（抄 】 JICAから技術協力専門家の派遣要請があり、役職員を講師として2回（2名）派）
農林水産省等の関係機関からの 遣した。

国際技術協力等の要請について
は、可能な範囲において、開発途 JICA等からの要請により海外からの研修員を受入れ、JAS制度、日本の飼料安
上国等からの技術支援要請に対応 全制度、食品及び飼料等の分析技術等に関する研修を7回（延べ16か国、46名）
するため、国内活動及び専門家の 実施した。
海外派遣を行うとともに、海外か
らの研修員の受入れを行う。 また、環境省環境調査研修所の主催する海外研修生指導者研修及び国際獣疫事

務局（OIE）の主催する獣医行政実績評価研修にそれぞれ役職員（2名）を派遣し
また、必要に応じて独立行政法 た。

人国際協力機構の主催する研修等
に職員を派遣する。 【特記事項】

特になし。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ ○経費（業務経費及び一般管理費）削減に係る取組 Ａ
経費（業務経費及び一般管理費 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

人件費）節減に係る取組
【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
平成19年度においても予算の執行を適切に行い、平成18年度に引き続き、業務

【年度計画（抄 】 経費、一般管理費の削減に取り組んだ。）
本事業年度の予算（人件費の見

積もりを含む 、収支計画及び資 執行に当たって、30万円以上の入札及び契約に係る文書にあっては、決裁終了。）
金計画は、別表1、2及び3に定め 後に監事に回付するよう関係規程類を改正し、入札及び契約を適正に実施した。
るとおりとする。 また、契約に係る情報の公表について、契約事務取扱規程を改正し、国と同じ様

式により公表した。

【特記事項】
特になし。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ ○法人運営における資金の配分状況 Ａ
法人運営における資金の配分状 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

況
【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
年度当初及び年度途中において必要に応じた予算配布を行うことにより、適切

【年度計画（抄 】 かつ効果的な資金配分を行った。）
本事業年度の予算（人件費の見

積もりを含む 、収支計画及び資 【特記事項】。）
金計画は、別表1、2及び3に定め 特になし
るとおりとする。



- 44 -

評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ ○自己収入の増額に係る取組 Ａ
自己収入の増額にかかる取組 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
自己収入（JAS法に基づく格付 自己収入（JAS法に基づく格付業務及び飼料安全法に基づく特定飼料の検定業

業務及び飼料安全法に基づく特定 務に係る収入等を除く ）について、講師派遣の要請に積極的に対応する等の自。
飼料の検定業務に係る収入等を除 己収入の増額のための取組を行った結果 平成19年度予算額を上回る自己収入 9,、 （
く ）を平成18年度予算を基準と 086,496円）を得た。。
して、毎事業年度1％以上の増額
を図る。 なお、センターは運営費交付金を主な財源として運営しており、これによって

は利益は生じない。この他、検査・検定手数料、講習事業収入等により当期利益
【年度計画（抄 】 が生じているが、これは通常の業務範囲内での利益計上である。このため、中期）

平成18年度予算を基準として、 目標期間終了後、運営費交付金残額と合わせた利益金は、国庫に返納することと
1％以上の自己収入（JAS法に基づ して、特に目的積立金として申請していない。
く格付業務及び飼料安全法に基づ
く特定飼料の検定業務に係る収入 【特記事項】
等を除く ）の増額を図るための ◆達成度合：200.6％（9,086千円／4,529千円）。
取組を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第４ ○法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済 －
法人の短期借入金について、借 の見込み

入に至った理由及び使途、金額及 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
び金利、返済の見込み

【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
平成18年度：7億円 運営費交付金の受入れの遅延等の短期借入を行う事案はなかった。
平成19年度～平成22年度：13億円

【特記事項】
（想定される理由） 実績がないため、評価しない。
・運営費交付金の受入れが遅延
・公務災害及び通勤災害が発生し

た場合の災害補償費の借入れ
・神戸センターの移転・新築の

際、現庁舎の跡地の売却収入が
発生するまでの間、一時的に資
金が不足した場合に業務活動に
充当する経費及び移転

・新築等に係る経費の借入れ

【年度計画（抄 】）
平成19年度：13億円

（想定される理由）
・運営費交付金の受入れが遅延
・公務災害及び通勤災害が発生し

た場合の災害補償費の借入れ
・神戸センターの移転新築の際、

現庁舎の跡地の売却収入が発生
するまでの間、一時的に資金が
不足した場合に業務活動に充当
する経費及び移転新築等に係る
経費の借入れ
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第５ ○重要な財産の譲渡又は担保に関する計画 －
重要な財産の譲渡又は担保に関 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

する計画
【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
神戸センターの移転・新築に伴 重要な財産の譲渡及び担保に供する事案はなかった。

い不要となる現庁舎及び土地につ
いては処分する。その際、有利な なお、センターが所有する重要な資産として、庁舎及びその敷地、ほ場を所有
売却を図ることができるよう、十 しているが、庁舎については、センターが実施するすべての検査等業務に、ほ場
分に検討を行う。なお、現庁舎等 については、肥料の公定規格の改正等に資する調査研究業務に使用している。
を処分したことによる当該売却収
入については、移転新築費用の一 これらの資産は、引き続き事務・事業に必要な資産であり、遊休資産にはなっ
部に充当する。 ていない。

なお、当該売却収入が発生する
までの間、一時的に資金が不足し 【特記事項】
た場合には、短期借入れを実施す 実績がないため、評価しない。
ることとし、当該短期借入れの担
保として現庁舎の土地及び建物を
供する。

【年度計画（抄 】）
神戸センターの移転・新築に伴

い不要となる現庁舎及び土地の処
分については、有利な売却を図る
ことができるよう、十分に検討を
行う。

なお、当該売却収入が発生する
までの間、一時的に資金が不足し
た場合には、短期借入れを実施す
ることとし、当該短期借入れの担
保として現庁舎の土地及び建物を
供する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第６ ○剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に －
剰余金の使途について、中期計 得られた成果

画に定めた使途に充てた結果、当 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
該事業年度に得られた成果

【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
検査検定業務に係る業務運営の 剰余金を使用する事案はなかった。

効率化及び業務の質の向上を図る
ための分析機器の購入の経費に充 なお、利益剰余金（34,399,080円）は生じているが、これは、検査・検定手数
当する。 料、講習事業収入等の他、前中期目標期間繰越積立金（自己収入取得資産の減価

償却費、棚卸し資産等に充当したものの残額 、積立金によるものである。）
【年度計画（抄 】）

検査検定業務に係る業務運営の 【特記事項】
効率化及び業務の質の向上を図る 実績がないため、評価しない。
ための分析機器の購入の経費に充
当する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－１ ○施設及び設備に関する計画 Ａ
施設及び設備に関する計画 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
老朽化が著しく耐震上問題のあ 本部（農薬検査部）の農薬散布棟改修工事及び仙台センターの検査設備等改修

。 、 、る神戸センターの現庁舎につい 工事を実施した また 神戸センター新庁舎建築工事においては進行管理に努め
て、移転・新築することとし、併 平成20年度の竣工に向け3か年度計画の2年目として基礎工事及び躯体工事を実施
せて新築時に大阪及び岡山の両事 した。
務所の業務を移管し、これらの事
務所を廃止する。 さらに、平成19年度補正予算により措置された本部及び福岡センターの遺伝子

分析検査設備拡充工事に着手した。
また、業務実施上の必要性及び

既存の施設・設備の老朽化等に伴 【特記事項】
う施設及び設備の整備・改修等を 特になし。
計画的に行う。

【年度計画（抄 】）
平成20年度の竣工に向け神戸セ

ンター新庁舎の建設を行うととも
に、業務実施上の必要性及び既存
の施設・設備の老朽化等に伴う施
設及び設備の整備・改修等を計画
的に行う。

本部：農薬散布棟改修工事
仙台：検査設備等改修工事
神戸：新庁舎建設工事
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－２ ○職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む ） Ａ。
職員の人事に関する計画（人員 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

及び人件費の効率化に関する目標
を含む ） 【評価結果】。

◇小項目 ３×２点＝６点
合計 ６点（６/６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
、 、 、 、(1) 方針 食品 肥飼料 農薬の各検査等業務間の人事交流に努めるとともに 一般管理

食品、肥飼料、農薬の各検査等 企画調整、情報提供の各業務に適正な人員配置を行うことにより、業務の適切か
業務間の人事交流に努めるととも つ効率的な実施の確保に努めた。
に、共通部門である一般管理、企
画調整、情報提供の各業務に適正 【特記事項】
な人員配置を行う。 特になし。

【年度計画（抄 】）
(1) 方針

食品、肥飼料、農薬の各検査等
業務間の人事交流に努めるととも
に、共通部門である一般管理、企
画調整、情報提供の各業務に適正
な人員配置を行う。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
(2) 人材の確保についての計画 農林水産行政との連携を図り、センターの業務に必要な人材を確保した。

消費・安全局を中心とした行政
部局との円滑な人事交流を行う。 農林水産省消費・安全局等と人事交流（転出42名、転入54名）を実施した。

また、業務を遂行する上で必要
とされる分析の基礎的能力、農林 農学、水産等の試験区分の国家公務員試験等の合格者の中から5名を採用し、
水産物や食品及び生産資材に関す 必要な人材を確保した。
る専門的知識等を有する農学、化
学等及び行政の試験区分の国家公 採用情報については、インターネット等を活用した広報活動を行い、優秀な人
務員試験合格者を中心として採用 材の確保に努めた。
する。

【特記事項】
【年度計画（抄 】 特になし。）
(2) 人材の確保・育成

センターの業務に必要な人材を
確保するため、次に掲げる措置を
講ずる。

○ 人事交流については、農林水
産省の行政部局等と計画的に実
施する。

○ 分析の基礎的能力、農林水産
物や食品、生産資材の専門的知
識等を有する農学、化学等及び
行政の試験区分の国家公務員試
験合格者等から採用する。

○ インターネット等を活用した
広報活動により、優秀な人材の
確保に努める。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－３ ○積立金の処分に関する事項 Ａ
積立金の処分に関する事項 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況やその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的に

勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないことと
する。

【中期計画（抄 】 【事業報告】）
前期中期目標期間繰越積立金 前中期目標期間中の繰越積立金は、計画に基づき前中期目標期間中に支払って

は、前期中期目標期間中に自己収 いる前払費用等の平成19年度相当額（18,299,747円）を取り崩した。
入財源で取得し、当期中期目標期
間へ繰り越した有形固定資産の減 【特記事項】
価償却等に要する費用に充当す 特になし。
る。

【年度計画（抄 】）
前期中期目標期間中の繰越積立

金は、前期中期目標期間中に自己
収入財源で取得し、当期中期目標
期間へ繰り越した有形固定資産の
減価償却等に要する費用に充当す
る。
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補足資料
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの平成１９事業年度業務実績評価指標

評価指標欄の記号はそれぞれ、大項目◎、中項目○、小項目◇である。

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標及び評価方法等 事業報告及び特記事項 評価

第２ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 ◎業務運営の効率化に関する
する事項 する目標を達成するため する目標を達成するため 目標を達成するためとるべ Ａ

とるべき措置 とるべき措置 き措置 中項目の総数 ：９
評価指標：大項目に含まれる 評価Ｓの中項目数：０×３点＝０点

各中項目の評価点数の合計 評価Ａの中項目数：９×２点＝18点
評価方法：各中項目の評価結 評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点

果の点数を 評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点
Ｓ評価：3点、Ａ評価：2点 評価Ｄの中項目数：０×-1点＝０点
Ｂ評価：1点、Ｃ評価：0点 合 計 18点
Ｄ評価：-1点 (18／18＝100％)

とし、中項目の項目数に
2を乗じて得た数を基準値 【特記事項】
として、基準値に対する中 当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等
項目の評価点数の合計数値 ① 法人からの自己評価等の資料の提出や業務
の割合をもって次の区分に 実績等に関するヒアリングをもとに、法人の

「 」、より評価を行う。 中期計画項目である １(1) 組織体制の強化
Ａ：90％以上 「１(2) 業務運営能力の向上 「１(3) 外部」、
Ｂ：50％以上90％未満 委託による業務の効率化 「１(4) 分析機器」、
Ｃ：50％未満 等に関する効率化 「１(5) 業務運営の効率」、

」、「 」、化による経費の抑制 １(6) 人件費の削減
ただし、上記評価の結果、 「２(1) 生産段階における安全性等の確保に

Ａ評価となった場合には、各 関する業務 「２(2) 農林水産物等の品質及」、
中項目の達成状況及びその他 び表示の適正化に関する業務」及び「２(3)
の要因を分析し、必要に応じ 情報提供業務」について評価基準に基づき評
Ｓ評価とすることができる。 価を行った結果、すべての中項目についてＡ

また、Ｃ評価となった場合 評価になったことから、大項目の評価はＡと
には、要因を分析し、必要に する。なお、中項目の評価については、各小
応じＤ評価とすることができ 項目の達成状況及びその他の要因を分析した
る。 結果、Ｓ評価とする項目はなかった。

評価を行うに当たっては、 ② 「１(1) 組織体制の強化」においては、理
次の留意事項を併せて記載す 事長は、法人に与えられた使命・課題を的確
るものとする。 に認識し、社会的ニーズに対応して的確かつ
・当該評価を行うに至った経 柔軟に業務運営を行うため、各分野の専門家

緯、特殊事情等 からなるプロジェクトチームを設置して各分
・中期計画に掲げられた具体 野で得られた知見やノウハウの活用や、緊急

的取組内容以外の評価すべ 時や繁忙時に機動的かつ柔軟に職員を配置す
き業績 るスタッフ制の拡大を行うとともに、業務運

・予期せぬ重大な社会情勢の 営を横断的に監査する業務監査室を役員直属
変動に即応して特定の業務 の組織とするなど、業務の信頼性を確保する
を優先して行ったため、予 ための取組を積極的に行っている努力が認め
定していた業務を中止し、 られる。
又はその業務量を減らさざ また、近年の食をめぐる様々な課題に対応
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るを得なかった場合にあっ するため、一般管理部門から業務部門への人
ては、その経緯及び実施し 事異動等により検査等業務に従事する要員を
た特定の業務の内容 増加させるなど、検査検定機関として検査等

（以下、大項目の評価に当た 業務への重点化を図るとともに、国の施策、
っては、本項目の評価指標、 社会情勢の変化に機動的かつ柔軟に対応でき
評価方法を用いる ） る体制を構築するなど重点化が適切に行われ。

ていると認められる。
なお、３法人の統合後、法令、社会的規範

を遵守し、倫理、良識に従って行動すること
「 」 、を明記した 行動理念 を策定するとともに

法令、社会的規範や内部規程の遵守状況の確
認のみならず、法人の業務改善活動の重要な
取組として内部監査を実施するなど、コンプ
ライアンス体制の整備に向けた取組がなされ
ている。その結果については、理事長が行う
マネジメントレビューに反映しており、今後
も理事長の指導の下、的確な業務運営が期待
される。
「 」 、③ １(2) 業務運営能力の向上 においては

職員技術研修中期計画に基づき研修を行うと
ともに、先進的な検査分析技術等の導入を図
るため、研究機関等への職員の派遣や、共同
研究を実施する事による技術交流を実施して
いる。

④ 「１(3) 外部委託による業務の効率化」に
おいては、平成18年度に引き続き、JAS規格見
直し業務及び農薬の検査等業務に係るアンケ
ート調査票の発送及び回答の集計作業、専門
技術的知見の必要性が低い試薬調製作業、専
門知識を要しない外国文献の翻訳及び広報誌
の編集及び発送についてアウトソーシングを
実施するとともに、新たに肥料の検査等業務
に係るアンケート調査票の発送及び回答の集
計作業、メールマガジン配信管理業務につい
てアウトソーシングを実施し、更なる業務の
効率化が図られていた。

⑤ 「１(6) 人件費の削減」においては、業務
の効率化を図ることにより、人員を平成18年
１月１日時点から34名削減することにより、
平成17年度決算額を基準として4.8％削減する
など節減に取り組んでいた。

なお、平成19年度においても、給与水準が
、 、国と比べて100.1と高くなっているが これは

給与体系は国と同一であったものの、国に比
べて地域手当の異動保障を受給する者の割合
が高くなったことは理解できる。今後、管理
職数の合理化を図ることにより更なる給与水
準の適正化が図られることが期待される。

⑥ 「２(1) 生産段階における安全性等の確保
に関する業務」においては、生産資材の安全
性を確保するため国の政策や社会情勢の変化
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に対応し、肥料取締法に基づく立入検査等に
ついて有害成分を含むおそれの高い生産事業
場に重点化を図るとともに、農薬検査におい
ては目標期間内に検査を完了させ、また、飼
料の一人当たりの試験成分点数を増加させる
など、各業務とも重点化・効率化が適切に図
られていた。

⑦ 「２(2) 農林水産物等の品質及び表示の適
正化に関する業務」においては、食に対する
消費者の信頼性の確保のため国の政策や社会
情勢の変化に対応し、センターが有する分析
技術を活用した特定品目に係る重点的な調査
を４回実施するとともに、リスク管理に資す
るための有害物質の分析時間の短縮を図るな
ど、各業務とも重点化・効率化が適切に図ら
れていた。

⑧ 「２(3) 情報提供業務」においては、一元
的管理を行うために必要な各データベースご
との的確な管理のための要員として管理責任
者及び所定の期間内のデータ入力状況を確認
する進行管理者を配置するとともに、新たにC
IOを設置し、その指導のもと、データベース
のあり方について検討を行うなど、業務の効
率化に向けた取組が実施されていた。

１ 共通事項 １ 共通事項 １ 共通事項
食の安全と消費者の信頼

の確保に資するため、管理
部門の効率化、検査・分析
能力の向上等の統合メリッ
トを発揮しつつ、業務運営
の効率化を図ることとし、
以下の取組を実施する。

(1) 組織体制の強化 (1) 組織体制の強化 (1) 組織体制の強化 ○組織体制の強化
評価指標：中項目に含まれる Ａ

各小項目の評価点数の合計 指標の総数 ：10
評価方法：各小項目の評価結 評価ｓの指標数：０×３点＝０点

果の点数を 評価ａの指標数：10×２点＝20点
ｓ評価：3点、ａ評価：2点 評価ｂの指標数：０×１点＝０点
ｂ評価：1点、ｃ評価：0点 評価ｃの指標数：０×０点＝０点
ｄ評価：-1点 評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

とし、小項目の項目数に 合 計 20点
2を乗じて得た数を基準値 (20／20＝100％)
として、基準値に対する小

項目の評価点数の合計数値
の割合をもって次の区分に
より評価を行う。

Ａ：90％以上
Ｂ：50％以上90％未満
Ｃ：50％未満
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ただし、上記評価の結果、
Ａ評価となった場合には、各
小項目の達成状況及びその他
の要因を分析し、必要に応じ
Ｓ評価とすることができる。

また、Ｃ評価となった場合
には、要因を分析し、必要に
応じＤ評価とすることができ
る。
（以下、中項目の評価に当た
っては、本項目の評価指標、
評価方法を用いる ）。

① 統合メリットの発現によ ① 統合メリットの発現によ ① 統合メリットの発現によ 【業務実績報告書の記述】
る効率的な業務の実施体制 る効率的な業務の実施体制 る効率的な業務の実施体制 次のとおり組織運営及び組織体制の整備を行
の整備 の整備 の整備 うことにより、検査等業務の効率的かつ効果的

理事長の指導の下、統合 検査等業務を効率的かつ 検査等業務を効率的かつ な推進及び緊急時や繁忙時における機動的で柔
メリットを発揮させ、検査 効果的に推進するため、各 効果的に推進するため及び 軟な業務運営に努めた。
等業務を効率的かつ効果的 分野の専門家からなるプロ 緊急時や繁忙時において機
に推進するための組織体制 ジェクトチームを設置する 動的で柔軟な業務運営がで
を整備する。 等により、各検査業務で得 きるよう、以下により組織

られた知見やノウハウの活 運営及び組織体制の整備を
用を図るとともに、緊急時 行う。
や繁忙時において検査等に
従事する職員を重点的に投 ○ 理事長は独立行政法人 ◇理事長は、法人の課題を的 【業務実績報告書の記述】
入することができるよう、 農林水産消費安全技術セ 確に認識している。 平成18年度の業務実績の評価結果、平成19年
スタッフ制を拡大する等に ンター 以下 センター ｓ：的確に認識し、経営戦略 度の業務の進捗状況、内部監査・苦情処理の結 ａ（ 「 」
より、機動的かつ柔軟な業 という ）の現状の課題 の決定と実行において特に 果等を踏まえ、マネジメントレビューを実施す。
務運営を行う。 を認識し、的確な業務運 優れた成果が得られた るとともに、その結果に基づき、センターの現

営を行うとともに業務の ａ：的確に認識している 状の課題である統合メリットの一層の発揮、中
改善を図るため、農林水 ｃ：認識が充分とは言えない 期目標・中期計画の確実な進捗管理及び独立行
産省独立行政法人評価委 ｄ：認識していない 政法人整理合理化計画への対応等について、理
員会の評価結果の通知を 事長から本部の部長及び各地域センター所長に
受けた後、マネジメント 対して指示を行った。
レビューを実施する。

なお、実施に当たって 【その他の特記事項】
は、センターが業務の信 理事長は、業務運営の効率化と業務の質の向
頼性を確保するために行 上を図り、肥飼料や農薬等の生産資材、食品等
う内部監査や苦情処理等 ◇理事長は、マネジメントレ に関する専門技術的知見と行政ノウハウを駆使
の結果を踏まえるものと ビューを実施する等、リーダ して、農場から食卓までの一連の過程（フード
する。 ーシップを発揮した的確な業 チェーン）を対象に食の安全と消費者の信頼の ａ

務運営を行った 確保に資するため、食品安全行政の推進等を技
ｓ：的確な業務運営を行い、 術的側面から担い、農林水産大臣から指示され

業務運営の改善において特 た中期目標に基づく中期計画を達成するととも
に優れた成果が得られた に、整理合理化計画策定への対応や３法人の統

ａ：的確な業務運営を行った 合に伴う統合メリットの一層の発揮が法人の課
ｃ：一部の業務運営おいて、 題であると認識している。

的確さに欠けるところが見
られた マネジメントレビューの実施に当たっては、

ｄ：的確な業務運営を行わな センターが業務の信頼性を確保するために行う
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かった 内部監査や苦情処理等の結果を踏まえ実施し
た。

○ 本部の各部及び各地域 ◇本部の各部及び各地域セン 【業務実績報告書の記述】
センターの業務部門に、 ターに業務量を勘案してスタ 本部の各部及び各地域センターにおいて、一
緊急時や繁忙時において ッフ職員を配置することによ 般管理部門及び企画部門を除くすべての部署に ａ
検査等に従事する職員を り、機動的で柔軟な業務運営 スタッフ制を導入した。
重点的に投入することが を行った。 また、各課長の指示により、業務の進捗状況
できるようスタッフ制を ｓ：行い、特に優れた成果が 等に対応して、スタッフ職員の業務内容を調整
拡大し、業務の進捗状況 得られた した。
等に対応して、職員の業 ａ：行った
務内容を調整する。 ｃ：行わなかった 機動的な人員配置の強化 中期計画第1の2(1)【 （

ｄ：行わず、その要因は法人 の②ア(ｳ)）に関する業務実績報告書の記述】
の著しく不適切な対応にあ 魚介類に対する残留農薬基準の設定に対する
った 協力及び農薬の疑いのある資材（疑義資材）の

分析に関して、職員を機動的に配置した。

【その他の特記事項】
「中期計画第1の2(1)の②ア(ｳ)機動的な人員

配置の強化（21ページ 」については、当指標）
において評価する。

○ 各検査業務で得られた ◇プロジェクトチームを設置 【業務実績報告書の記述】
専門的知見の最大限の活 することにより、検査等業務 各分野の専門家からなるプロジェクトチーム
用等を図るため、必要に を効率的かつ効果的に行っ を次のとおり2件設置し、各部門で蓄積された ａ
応じて各分野の専門家か た。 専門的知見を最大限に活用した。
らなるプロジェクトチー ｓ：行い、特に優れた成果が
ムを設置する。 得られた ・牛挽肉加工品緊急調査プロジェクトチーム

ａ：行った ・前作に使用された農薬の残留分析プロジェ
ｃ：行わなかった クトチーム
ｄ：行わず、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあ
った

② 内部監査の一体的実施 ② 内部監査の一体的な実施 ② 内部監査の一体的な実施 【業務実績報告書の記述】
業務運営 会計を含む 内部監査体制を充実・強 内部監査体制を充実・強 次に掲げる措置を講ずることにより、内部監（ 。）

を横断的に監査する内部監 化し、業務の改善及び効率 化し、業務の改善及び効率 査体制を充実・強化し、業務の改善及び効率化
査体制の充実・強化を図 化を図るため 業務運営 会 化を図るため、次に掲げる を図った。、 （
る。 計を含む ）を横断的に監 措置を講ずる。。

査する専任の部署を設置す
る。 ○ 業務運営（会計を含 ◇業務運営を横断的に監査す 【業務実績報告書の記述】

む ）を横断的に監査す る専任の部署を設置し、内部 平成18年度に設置した業務監査室を、平成19。
る業務監査室を役員直属 監査を実施した。 年度から役員直属の組織とし、業務を継続的に ａ
の組織とする。 ｓ：実施し、特に優れた成果 改善し、業務の信頼性を確保する体制を強化し

が得られた た。
ａ：実施した
ｃ：実施しなかった 【その他の特記事項】
ｄ：実施せず、その要因は法 業務の効率的な実施を図るため、平成18年度

人の著しく不適切な対応に に実施したすべての業務を対象とした業務運営
あった の横断的な内部監査を平成19年7月から同年10

月に実施した。
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内部監査で抽出した不適合118件及び改善推
奨事項101件に対しては、必要な是正処置等を
実施し、業務の改善及び効率化を図った。

また、担当する職員の監 ○ 監査能力の維持・向上 ◇監査能力の維持・向上を図 【業務実績報告書の記述】
査能力の向上を図るため、 を図るため、内部監査員 るため、内部監査員研修を1 職員に対して内部監査員研修を2回（延べ332
内部監査員研修を毎事業年 研修を実施する。 回以上実施した。 名）実施した。 ａ
度1回以上実施する。 ｓ：1回以上以上実施し、特

に優れた成果が得られた 【その他の特記事項】
ａ：1回以上実施した 内部監査員となるための資格基準として、過
ｃ：実施しなかった 去3年以内の内部監査員研修の受講を義務付け
ｄ：実施せず、その要因は法 ている。

人の著しく不適切な対応に
あった

さらに、外部の有識者を ○ 業務運営の改善を定期 ◇外部の有識者を活用した業 【業務実績報告書の記述】
活用した業務運営の改善を 的に行うため、第2四半 務評価委員会を開催し、業務 平成20年3月に外部の有識者を含めた業務評
定期的に行う。 期終了後を目途に外部の 運営の改善を行った。 価委員会を開催し、平成18年度における業務実 ａ

有識者を含めた業務評価 ｓ：開催し、業務運営の改善 績の評価結果及びこれへの対応状況、平成19年
委員会（仮称）による点 を行い、特に優れた成果が 度マネジメントレビューの結果、平成19年度の
検・評価を行う。 得られた 事業の実施状況等について点検・評価を行っ

ａ：開催し、業務運営の改善 た。
を行った、又は改善の必要 なお、従来、業務評価委員会は8月の農林水
はなかった 産省独立行政法人評価委員会における前事業年

ｃ：開催せず、又は必要な改 度の評価結果を踏まえて行うマネジメントレビ
善を行わなかった ュー後の第3四半期に実施していたが、前事業

ｄ：開催せず、又は必要な改 年度の評価の後追いではなく、より早く業務改
善を行わず、その要因は法 善に着手できるよう独立行政法人評価委員会の
人の著しく不適切な対応に 評価に先立ち、当該年度の事業の実施状況につ
あった いて意見を伺うとともに、プロジェクト課題の

評価及び次年度の課題選定に係る意見を伺うた
め、開催時期を第4四半期とした。

【外部の有識者を含む委員会の設置（中期計画
第2の1(1)の①）に関する業務実績報告書の記
述】
外部の有識者を含む業務評価委員会を平成20

年3月に開催し、平成19年度の取組内容の評価
を行うとともに、平成20年度のプロジェクト課
題についての意見等を傾聴した。

【その他の特記事項】
「中期計画第2の1(1)の①外部評価委員会の

設置（34ページ 」については、当指標におい）
て評価する。

③ 本部及び地方組織の再編 ③ 本部及び地方組織の再編 ③ 本部及び地方組織の再編 ◇同一地方組織を同一庁舎に 【業務実績報告書の記述】
・統合 ・統合 ・統合 移転するため、大阪事務所及 平成19年4月の3法人の統合に伴い、統合メリ

統合メリットを最大限発 統合メリットを発揮させ 大阪事務所及び岡山事務 び岡山センター事務所の神戸 ットを最大限発揮するとともに、効率的かつ効 ａ
揮するとともに、効率的か るため、3法人の統合後は 所の神戸センターへの移転 センターへの移転統合作業を 果的な運営を確保する観点から、本部及び地方
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、 、つ効果的な運営を確保する 旧センター神戸センターと 統合を円滑に行うため、所 行った。 組織の役割を踏まえ 管理部門の統合等により
観点から、本部及び地方組 一体的に運営することとな 要の準備を進め、事務・事 ｓ：計画どおり行い、特に優 従来の3本部12地方組織を1本部5地方組織に再
織の役割を踏まえ、管理部 る旧肥飼検大阪事務所及び 業の効率的かつ効果的な運 れた成果が得られた 編した。また、次に掲げる準備を行うことによ
門等の合理化を含む再編・ 旧センター岡山センターの 営を図る。 ａ：計画どおり行った り、大阪事務所及び岡山事務所の神戸センター
統合を行う。 組織・業務については、旧 ｂ：概ね計画どおり行った への円滑な移転統合に努めた。

具体的には、3法人の統 センター神戸センターの庁 ｃ：行わなかった
合時において管理部門の統 舎の移転・新築 と併せ ｄ：行わず、その要因は法人 平成20年度末に予定されている神戸センター（注）

合等により1本部5地方組織 て、神戸センターの庁舎に の著しく不適切な対応にあ 新庁舎完成に向け、工程表に則した工事の進捗
に再編したこと を踏ま 移管することとし、旧肥飼 った 状況の把握に努めた。（注）

え 更に中期目標期間中に 検大阪事務所及び旧センタ 【平成20年度までの指標】、 、
可能な限り同一地方組織を ー岡山センターの事務所に 神戸センター新庁舎完成後は、大阪事務所及
同一庁舎に移転するよう努 ついては、これらを廃止す び岡山事務所を移転し、一体的に運営すること
めることとする。 る。なお、これらの廃止に から、大阪事務所が入居している大阪合同庁舎

際しては、あらかじめ、利 第2号館別館及び岡山事務所が入居している岡
(注) 本部（独立行政法人農 用者等に周知徹底し、業務 山第2合同庁舎の各合同庁舎管理官庁と、退去
林水産消費技術センター の円滑な引継ぎ等を行うこ に伴う原状回復工事内容等の打ち合わせを行っ
（以下「旧センター」とい ととする。 た。
う 本部 旧肥飼検本部 (注) 旧センター神戸センタ。） 、 、
旧農薬検及び旧センター横 ーの現庁舎については、老 神戸センターへの移転統合に先立ち、平成20
浜センター 5地方組織 札 朽化と耐震上の問題から、 年3月末をもって岡山事務所の消費安全情報課） （
幌センター（旧センター小 平成20年度を目途に移転・ 及び微量物質検査課を廃止し、神戸センター消
樽センター及び旧肥飼検札 新築する予定である。 費安全情報課及び微量物質検査課にそれぞれの
幌事務所 、仙台センター 業務を移管した。廃止に当たっては、同事務所）
（旧センター仙台センター の管轄区域内における情報提供業務及びリスク
及び旧肥飼検仙台事務所 管理に係る分析業務に支障が生じないよう、各）、
名古屋センター（旧センタ センター・事務所間の業務分担の整理・見直し
ー名古屋センター及び旧肥 等必要な措置を講じた。
飼検名古屋事務所 、神戸）
センター（旧センター神戸 【その他の特記事項】
センター、旧肥飼検大阪事 移転統合作業にあたり神戸センター総務課に
務所及び旧センター岡山セ 移転対策係を設置して大阪及び岡山事務所の移
ンター）及び福岡センター 転について円滑に行えるよう対策を講じてい
（旧センター門司センター る。
及び旧肥飼検福岡事務所）

④ 一般管理部門の合理化及 ④ 一般管理部門の合理化及 ④ 一般管理部門の合理化及 ◇一般管理部門の要員が全体 【業務実績報告書の記述】
び検査等業務への重点化 び検査等業務への重点化 び検査等業務への重点化 に占める割合を、平成18年1 次に掲げる取組を行うことにより、平成18年

③の本部及び地方組織の 新規採用を抑制するとと 検査検定機関として検査 月1日を基準として、各事業 1月1日（注）を基準として、平成20年1月1日時 ａ
再編・統合と併せて一般管 もに、一般管理部門から業 等業務への重点化を図るた 年度ごとの計画値を達成し 点における一般管理部門の要員が全体に占める
理部門の統合など合理化を 務部門への人事異動により め、平成18年1月1日を基準 た （各事業年度ごとの計画 割合（％）を18.4％から15.4％に3.0ポイント。
図るとともに、業務部門へ 一般管理部門の要員を削減 として、一般管理部門の要 値：中期計画開始時からの経 低下させ、検査業務に従事する要員が全体に占
の振替等により、一般管理 し、一般管理部門の要員が 員が全体に占める割合を低 過年数に0.6ポイントを乗じ める割合を67.2％から70.9％に3.7ポイント向
部門の要員が全体に占める 全体に占める割合を、平成 下させ、検査等業務に従事 て得られる増加率 ） 上させ、検査検定機関として検査業務への重点。
割合を、平成18年1月1日を 18年1月1日を基準として、 する要員が全体に占める割 ｓ：計画値の達成度合は100 化を図った。
基準として、中期目標期間 中期目標期間中に3ポイン 合を向上させるため、トッ ％以上であり、特に優れた
中に3ポイント程度低下さ ト程度低下させる。 プマネジメントにより、組 成果が得られた 注：独立行政法人通則法第60条の規定による

。 、せる。 なお、一般管理部門から 織活動の責任と権限を明確 ａ：計画値の達成度合は90％ 常勤職員数の国会報告基準日である なお
また、検査検定機関とし 業務部門への人事異動を円 化した上で適切な人員配置 以上であった 平成18年1月1日における職員数は旧3法人

て検査等業務への重点化を 滑に行うため、一般管理部 を行うとともに、次に掲げ ｂ：計画値の達成度合は50％ の職員数を合算したものである。
図るため、一般管理部門の 門の職員を対象に必要な研 る取組を行う。 以上90％未満であった
合理化と併せて検査等業務 修を実施する。 ○ 一般管理部門の職員の ｃ：計画値の達成度合は50％ 一般管理部門の職員の退職に伴う補充に対応
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以外の業務の重点化及び効 また、検査検定機関とし 退職に伴う補充に対応し 未満であった した新規採用は実施しなかった。
率化を図ることにより、検 て検査等業務への重点化を た新規採用を抑制する。 ｄ：計画値の達成度合は50％
査等業務に従事する要員が 図るため、一般管理部門の ○ 一般管理部門から業務 未満であり、その要因は法 本部及び地方組織の再編・統合と併せて一般
全体に占める割合を、平成 合理化と併せて情報提供業 部門への人事異動を円滑 人の著しく不適切な対応に 管理部門の統合など合理化を図り、一般管理部
18年1月1日を基準として、 務など検査等業務以外の業 に行うため、異動する一 あった 門から業務部門へ4名の異動を行った。これに
中期目標期間中に2ポイン 務の重点化及び効率化を図 般管理部門の職員を対象 伴い、業務部門へ異動した一般管理部門の職員

、 。ト程度向上させる。 ることにより、検査等業務 に必要な研修を実施す ◇検査等業務に従事する要員 4名を対象に 業務部門異動者研修を実施した
に従事する要員が全体に占 る。 が全体に占める割合を、平成
める割合を、平成18年1月1 ○ 情報提供業務などの重 18年1月1日を基準として、各 情報提供業務などの重点化及び効率化につい ａ
日を基準として、中期目標 点化及び効率化について 事業年度ごとの計画値を達成 て検討し、肥飼料、農薬等の生産資材や食品等
期間中に2ポイント程度向 検討する。 した （各事業年度ごとの計 に関する情報を消費者、生産者、事業者等へ一。
上させる。 画値：中期計画開始時からの 元的に提供できるよう、各部門の担当者を情報

、 。経過年数に0.4ポイントを乗 提供部門に配置し 情報提供の体制を整備した
じて得られる増加率 ）。
ｓ：計画値の達成度合は100 【その他の特記事項】
％以上であり、特に優れた 本部の総務課、人事課及び会計課並びに地域
成果が得られた センターの総務課を一元化することにより効率

ａ：計画値の達成度合は90％ 化を図った。
以上であった

ｂ：計画値の達成度合は50％ 達成度合：250％（3.0％／1.2％）
以上90％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は50％ 平成19年4月に3法人を統合し、本部において
未満であった 「肥飼料安全検査部」及び「農薬検査部」を設

ｄ：計画値の達成度合は50％ 置することにより、検査部門の業務について組
未満であり、その要因は法 織体制の再編・強化をした。
人の著しく不適切な対応に
あった 達成度合：462％（3.7％／0.8％）

【業務実績報告書の記述】
次の取組を実施することにより、内部統制の

目的の一つであるコンプライアンス体制を整備
した。

法令、社会的規範を遵守し、倫理、良識に従
って行動することを明記した「行動理念」を策
定し役職員に周知徹底を図った。

法令、社会的規範や内部規程の遵守状況の確
認のみならず、法人の業務改善活動の重要な取
組として内部監査を実施し、その結果について
は、理事長が行うマネジメントレビューに反映
した。

内部監査、マネジメントレビュー等の業務改
善活動は、外部有識者を含めた業務評価委員会
において点検・評価を受けた。

(2) 業務運営能力の向上 (2) 業務運営能力の向上 (2) 業務運営能力の向上 ○業務運営能力の向上
Ａ

指標の総数 ：２
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
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評価ａの指標数：２×２点＝４点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

科学技術の進歩に対応し 科学技術の進歩に対応し ① 業務運営能力を向上さ 【業務実績報告書の記述】
つつ的確な検査・分析の実 つつ的確な検査・分析の実 せ、的確な検査・分析の実 次に掲げる資格の取得又は研修等を行うこと
施に資するよう、職員の技 施に資するよう、職員の技 施に資するため、次に掲げ により、職員の技術的水準の向上による業務運
術水準の維持・向上を図る 術的水準の維持・向上を図 る取組を行う。 営能力の向上を図った。
ための研修及び資格の取得 るため、次に掲げる研修及
をセンター全体で計画的に び資格等の取得をセンター ○ 職員の技術的水準の向 ◇職員の技術的水準の維持・ 【業務実績報告書の記述】
推進するとともに、先進的 全体で計画的に推進する。 上及び資格等の取得を計 向上を図るための研修及び資 職員技術研修中期計画に基づき、研修を次の
な技術、知識等の導入に努 ① 研修 画的に実施するため、別 格の取得を計画的に行った。 とおり行った。 ａ
める。 ・機器分析研修 に定める職員技術研修中 ｓ：計画的に行い、特に優れ また、研修企画委員会の審議結果を踏まえ、

・ISO9000審査員研修 期計画（仮称）に基づき た成果が得られた 職員技術研修中期計画を改正した。
② 資格の取得 研修を行うとともに、研 ａ：計画的に行った

・放射線取扱主任者 修企画委員会（仮称）を ｂ：計画的に行わなかった ・専門技術研修及び技術能力向上研修
・Ｘ線作業主任者 開催し、必要に応じて当 ｃ：行わなかった 91回（延べ594名）

該計画の見直しを行う。 ｄ：行わず、その要因は法人 （うち機器操作研修 15回（延べ56名 ））
○ 職員技術研修中期計画 の著しく不適切な対応にあ

仮称 に基づき ISO9000 った 職員技術研修中期計画に基づき、ISO9000審（ ） 、
審査員研修コースを受講 査員研修コースを6名に受講させ、次のとおり
させ、修了試験の合格者 有資格者を確保した。
を確保する。

（ ）○ 放射線を利用した分析 ・ISO9000審査員研修修了者 47名 新規6名
・測定機器を適切に取り
扱うため、放射線取扱主 有資格者の必要なセンターに、放射線取扱主
任者又はＸ線作業主任者 任者又はX線作業主任者を配置するとともに、
を配置するとともに、必 放射線取扱主任者養成研修を6名に受講させ、
要に応じて、職員にこれ 資格を取得させた。
らの資格を取得させる。 なお、新たにX線作業主任者の資格を取得さ

○ 職員の技術力の向上を せる必要はなかった。
図るため、遺伝子組換え
食品の検査技術、安定同 ・放射線取扱主任者 79名 新規6名)（

（ ）位体比測定技術等の最新 ・X線作業主任者 23名 新規0名
の分析技術に関する研修
を行う。 遺伝子組換え食品の検査技術、安定同位体比

測定技術等、最新の分析技術に関する研修を35
回（延べ233名）行った。このうち、研究機関
等が実施する研修に4回（9名）受講させた。

また、試験研究機関等と ② 科学技術の進歩に対応 ◇検査分析等に係る先進的な 【業務実績報告書の記述】
の共同研究の実施等を通じ し、検査分析等に係る先進 技術、知識等の導入を図るた 次のとおり職員を研究機関等に派遣するとと
て、検査分析に関する先進 的な技術、知識等の導入を め、必要に応じて大学、試験 もに、大学及び試験研究機関等との共同研究を ａ
的な技術、知識等の導入に 図るため、必要に応じて大 研究機関等との共同研究等を 18課題実施する等の技術交流を行うことによ
努める。 学及び研究機関等との共同 行った。 り、検査分析等に係る先進的な技術、知識等の

研究及び技術交流を行う。 ｓ：行い、特に優れた成果が 導入を図った。
得られた

ａ：行った ・食品総合研究所 2名
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ｃ：行わなかった ・中央水産研究所 1名
ｄ：行わず、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあ
った

(3) 外部委託（アウトソーシ (3) 外部委託（アウトソーシ (3) 外部委託（アウトソーシ ○外部委託（アウトソーシン
ング）による業務の効率化 ング）による業務の効率化 ング）による業務の効率化 グ）による業務の効率化 Ａ

評価方法：中項目に含まれる 指標の総数 ：１
小項目数が1項目の場合は 評価ｓの指標数：０×３点＝０点、
当該小項目の評価結果を中 評価ａの指標数：１×２点＝２点
項目の評価結果とする。 評価ｂの指標数：０×１点＝０点

評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

専門技術的知見の必要性 専門技術的知見の必要性 ① 次に掲げる業務について ◇専門技術的知見の必要性が 【業務実績報告書の記述】
が低い作業等のうち次に掲 が低い作業等のうち次に掲 は 平成18年度に引き続き 低い作業等のアウトソーシン 「アウトソーシング実施規程」に基づき、外、 、
げる業務については、早期 げる業務については、早期 アウトソーシングに係る関 グを推進した。 部の専門業者に委託した方が業務運営の効率化 ａ
にアウトソーシングを行 にアウトソーシングを行 連規程等に基づき適切にア ｓ：計画どおり推進し、特に に資するものとして、次に掲げる業務について
う。また、次に掲げる業務 う。また、次に掲げる業務 ウトソーシングを実施す 優れた成果が得られた アウトソーシングを行い、業務の効率化に努め
以外についても、アウトソ 以外についても、アウトソ る。 ａ：計画どおり推進した た。
ーシングを行う方が効率的 ーシングを行う方が効率的 ○ JAS規格見直し業務及 ｂ：概ね計画どおり推進した
な業務を整理し、当該業務 な業務を整理するため、検 び農薬の検査等業務に係 ｃ：計画どおり推進できなか ・JAS規格見直し業務及び農薬の検査等業務
のアウトソーシングを推進 討を行う。 るアンケート調査票の発 った に係るアンケート調査票の発送及び回答の
する。 ① JAS規格見直し業務並 送及び回答の集計作業 ｄ：計画どおり推進できず、 集計作業
① アンケート調査票の発 びに肥料及び農薬の検査 ○ 専門技術的知見の必要 その要因は法人の著しく不 ・試薬調製作業

送及び回答の集計作業 等業務に係るアンケート 性が低い試薬調製作業 適切な対応にあった ・専門知識を要しない外国文献の翻訳
② 専門技術的知見の必要 調査票の発送及び回答の ○ 専門知識を要しない外 ・広報誌の編集及び発送

性が低い試薬調製作業等 集計作業 国文献の翻訳
③ JASマークの付された ② 専門技術的知見の必要

農林物資（以下「JAS製 性が低い試薬調製作業等 ② 次に掲げる業務について 次に掲げる業務について、情報の取扱いや検
品」という ）の検査デ ③ JASマークの付された は、情報の取扱いや検査分 査分析業務の信頼性の確保に留意しつつ、アウ。
ータ、肥飼料等の登録及 農林物資（以下「JAS製 析業務の信頼性の確保に留 トソーシングを実施するとともに、ホームペー
び届出情報並びに立入検 品」という ）の検査デ 意しつつ、早期にアウトソ ジの運営管理業務について、他機関における状。
査結果等の入力 ータ並びに肥飼料等の登 ーシングを行うため、検討 況の調査を行った。

④ ホームページの運営管 録、届出情報及び立入検 委員会を設置し検討を行
理及び農薬検索システム 査結果等のデータの入力 い、可能なものについては ・肥料の検査等業務に係るアンケート調査票
の運営管理 ④ ホームページ及び農薬 実施する。 の発送及び回答の集計作業

⑤ 専門知識を要しない外 の検索システムの運営管 ○ 肥料の検査等業務に係
国文献の翻訳 理 るアンケート調査票の発

⑤ 専門知識を要しない外 送及び回答の集計作業
国文献の翻訳 ○ JAS製品の検査データ
このため、次に掲げる規 並びに肥飼料等の登録、

程等を整備する。 届出情報及び立入検査結
ア 業務外部委託規程 果等のデータの入力
イ 委託（入札）仕様書 ○ ホームページ及び農薬
ウ 委託先（業者）選定基 の検索システムの運営管

準 理

③ ①及び②以外の業務につ ①及び②以外の業務についてアウトソーシン
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いても 効率化を図るため グの可能性を検討した結果、職員が行っていた、 、
アウトソーシングの可能性 メールマガジン配信管理業務のアウトソーシン
を検討する。 グを行い、平成19年7月12日以降の配信作業の

効率化を図った。

なお、官民競争入札については、センターが
行っている立入検査等の業務は民間の事業主体
に対する行政処分の前提となるものであること
から、被検者からの隔離が必要であること、さ
らに、厳正な検査を実施するためには事前に検
査内容等の情報が漏えいしないようにする必要
があることから、あらかじめ検査内容等を公表
することとなる公募等による入札の対象とする
ことは適当でないため実施していない。

【その他の特記事項】
平成18年度に策定した「アウトソーシング実

施要領」について見直しを行い、必要な改正を
行った。

(4) 分析機器等に関する効率 (4) 分析機器等に関する効率 (4) 分析機器等に関する効率 ○分析機器等に関する効率化
化 化 化 Ａ

指標の総数 ：２
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：２×２点＝４点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

センターに設置されてい センターに設置されてい 分析機器等の稼働率の向 ◇全センターの分析機器の稼 【業務実績報告書の記述】
る分析機器等については、 る分析機器等については、 上を図るため、その稼働状 働状況の調査を行い、次年度 分析機器の稼働状況等の調査を行い、その結
その稼働状況等を踏まえ、 定期的にその稼働状況等の 況等の調査を行い、次の事 の検査計画の策定に反映させ 果を踏まえて分析件数を見直す等、平成20年度 ａ
その有効活用及び効率的な 調査を行い、その結果を踏 業年度の検査計画の策定に た。 の検査計画の策定に反映させ、分析機器の稼働
運用を図るとともに、その まえた検査計画を策定する 反映させる。 ｓ：反映し、特に優れた成果 率の向上を図った。
更新に当たっては、センタ ことにより、既存の分析機 が得られた
ー全体における必要性を踏 器等の稼働率の向上を図 ａ：反映させた
まえた精査を行う。 る。 ｃ：反映させなかった

ｄ：反映せず、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

また、分析機器等の更新 また、分析機器等の新規 ◇分析機器等の更新に当たっ 【業務実績報告書の記述】
に当たっては、耐用年数の 購入及び更新に当たって ては、センター全体としての 分析機器の新規購入及び更新に当たっては、
経過状況等のほか、センタ は、耐用年数の経過状況等 必要性を検討した上で更新し 分析試験業務担当課から要求のあった機器につ ａ
ー全体における必要性を十 のほか、センター全体にお た。 いて、稼働状況等の調査結果を踏まえてセンタ
分に検討する。 ける必要性を十分に踏まえ ｓ：十分に検討した上で更新 ー全体における必要性について十分な検討を行

たものとする。 し、特に優れた成果が得ら った上で整備方針を決定した。この結果、食品
れた 等検査部門の所有する冷却遠心分離機及びマイ

ａ：十分に検討した上で更新 クロウェーブ試料分解装置を肥飼料検査部門
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した で、肥飼料検査部門の所有する吸光マイクロプ
ｃ：十分に検討せず更新した レートリーダー及び蛍光X線分析装置を食品等
ｄ：十分に検討せず更新し、 検査部門でそれぞれ活用するなど、効率的な運

その要因は法人の著しく不 用を行った。
適切な対応にあった

(5) 業務運営の効率化による (5) 業務運営の効率化による (5) 業務運営の効率化による ○業務運営の効率化による経
経費の抑制 経費の抑制 経費の抑制 費の抑制 Ａ

指標の総数 ：３
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：３×２点＝６点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ６点
(６／６＝100％)

業務運営の効率化による 業務運営の効率化による 上記(1)～(4)に掲げる措 ◇人件費を除く運営費交付金 【業務実績報告書の記述】
経費の抑制については、各 経費の抑制については、各 置により、人件費を除く運 で行う事業について、新規事 人件費を除く運営費交付金で行う事業に要し
事業年度の人件費を除く運 事業年度の人件費を除く運 営費交付金で行う事業につ 業分その他特別の事情による た経費について、検査等業務の合理化及び効率 ａ
営費交付金で行う事業につ 営費交付金で行う事業につ いて、少なくとも対前事業 増加分を除き、一般管理費を 化を図ること等により、対平成18年度比（注）
いて、少なくとも対前事業 いて、検査業務等の合理化 年度比で一般管理費を3％ 対前年度比で3％抑制した。 で一般管理費を3.7％、業務経費を5.8％抑制し、
年度比で一般管理費を3％ と効率化を図り、少なくと 業務経費を1％抑制する。 ｓ：計画値の達成度合は100 た。、
業務経費を1％抑制する。 も対前事業年度比で一般管 ％以上であり、特に優れた

理費を3％、業務経費を1％ 成果が得られた 注：平成18年度における一般管理費及び業務
抑制する。 ａ：計画値の達成度合は100 経費は、旧3法人の一般管理費及び業務経

％以上であった 費をそれぞれ合算したものである。
ｂ：計画値の達成度合は70％

以上100％未満であった 【その他の特記事項】
ｃ：計画値の達成度合は70％ 一般管理費に要した経費は691,371千円であ

未満であった り、前年度の経費718,059千円（旧3法人合計）
ｄ：計画値の達成度合は70％ に対し3.7％抑制した。

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に 達成度合：123％（3.7％／3％）
あった

、業務経費に要した経費は987,711千円であり
◇人件費を除く運営費交付金 前年度の経費1,048,110千円（旧3法人合計）に
で行う事業について、新規事 対し5.8％抑制した。
業分その他特別の事情による ａ
増加分を除き、業務経費を対 達成度合：580％（5.8％／1％）
前年度比で1％抑制した。
ｓ：計画値の達成度合は100

％以上であり、特に優れた
成果が得られた

ａ：計画値の達成度合は100
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は70％
以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は70％
未満であった

ｄ：計画値の達成度合は70％
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未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

さらに、3法人の統合後 さらに、センター全体と さらに、センター全体と ◇統合メリットを発現するこ 【業務実績報告書の記述】
においては、センター全体 して、本部及び地方組織の して、本部及び地方組織の とにより、年度計画に定めら センター全体として、本部及び地方組織の再
として、管理部門等の効率 再編・統合に伴う一般管理 再編・統合に伴う一般管理 れた一般管理費比相当額の経 編・統合に伴う管理部門の合理化及び効率化、 ａ
化を行い、統合メリットを 部門の統合等による管理部 部門の統合等による管理部 費を抑制した。 検査等業務の重点化及び業務間の連携・調整の
発現することにより、中期 門の合理化及び効率化、検 門の合理化及び効率化、検 ｓ：計画値の達成度合は100 実施による効率化を行うなど、統合メリットを
目標期間の最終事業年度に 査等業務の重点化及び業務 査等業務の重点化及び業務 ％以上であり、特に優れた 発現することにより、平成19年度においては人
おいて、平成18年度予算に 間の連携・調整の実施によ 間の連携・調整の実施によ 成果が得られた 件費を抑制し、平成18年度予算における一般管
おける一般管理費比で10% る効率化を行うなど、統合 る効率化を行うなど、統合 ａ：計画値の達成度合は100 理費比で1.5％抑制した。
相当額の抑制を行う。 メリットを発現することに メリットを発現することに ％以上であった

より、中期目標期間の最終 より、中期目標期間の最終 ｂ：計画値の達成度合は70％ 【その他の特記事項】
事業年度において、平成18 事業年度において、平成18 以上100％未満であった 平成18年度一般管理費の予算額771,977千円
年度予算における一般管理 年度予算における一般管理 ｃ：計画値の達成度合は70％ （旧3法人合計）比△1.5%、11,580千円の抑制
費比で10％相当額の抑制を 費比で10％相当額の抑制を 未満であった を行った。
行う。 行うため、本事業年度は平 ｄ：計画値の達成度合は70％

成18年度予算における一般 未満であり、その要因は法 達成度合：100％（1.5％／1.5％）
管理費比で1．5％相当額の 人の著しく不適切な対応に
抑制を行う。 あった

(6) 人件費の削減 (6) 人件費の削減 (6) 人件費の削減 ○人件費の削減
Ａ

指標の総数 ：２
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：２×２点＝４点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

簡素で効率的な政府を実 簡素で効率的な政府を実 業務の効率化を図り、人 ◇人件費について、退職金及 【業務実績報告書の記述】
現するための行政改革の推 現するための行政改革の推 員を削減することにより、 び福利厚生費並びに非常勤職 業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1日
進に関する法律（平成18年 進に関する法律（平成18年 人件費（退職金及び福利厚 員給与及び人事院勧告を踏ま 時点（注）の常勤職員722名から688名（平成20 ａ
法律第47号）に基づき、平 法律第47号）に基づき、平 生費（法定福利費及び法定 えた給与改定部分を除き、平 年1月1日時点）と34名削減することにより、平
成18年度以降の5年間にお 成18年度以降の5年間にお 外福利費）並びに非常勤職 成17年度を基準として、各事 成17年度決算額を基準として人件費（退職金及
いて、センター全体の人件 いて、センター全体の人件 員給与及び人事院勧告を踏 業年度ごとの削減計画値を達 び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）
費（退職金及び福利厚生費 費（退職金及び福利厚生費 まえた給与改定部分を除 成した （各事業年度ごとの 並びに非常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえ。
（法定福利費及び法定外福 （法定福利費及び法定外福 く ）について、平成17年 削減計画値：中期計画開始時 た給与改定部分を除く ）を4.8％削減した。。 。
利費）並びに非常勤役職員 利費）並びに非常勤役職員 度決算額を基準として2％ からの経過年数に1％を乗じ
給与及び人事院勧告を踏ま 給与及び人事院勧告を踏ま 以上の削減を行うととも て得られる削減率 ） 注：独立行政法人通則法第60条の規定による。

。） 。） 。 、えた給与改定部分を除く えた給与改定部分を除く に、(5)の1.5％相当額の抑 ｓ：計画値の達成度合は100 常勤職員数の国会報告基準日である なお
について5％以上の削減を について5％以上の削減を 制を行うに当たり、一般管 ％以上であり、特に優れた 平成18年1月1日における職員数は旧3法人
行うとともに、(5)の10％ 行うとともに、(5)の10％ 理部門の統合等による管理 成果が得られた の職員数を合算したものである。
相当額の抑制を行うに当た 相当額の抑制を行うに当た 部門の合理化等の統合メリ ａ：計画値の達成度合は100
り、一般管理部門の統合等 り、一般管理部門の統合等 ットを発現することによ ％以上であった なお、平成19年度において、センターの給与
による管理部門の合理化等 による管理部門の合理化等 り、更なる人件費の削減を ｂ：計画値の達成度合は70％ 体系は国と同一であったものの、国に比べて地
の統合メリットを発現する の統合メリットを発現する 行う。 以上100％未満であった 域手当の異動保障を受給する者の割合が高かっ
ことにより、更なる人件費 ことにより、更なる人件費 ｃ：計画値の達成度合は70％ たことから、給与水準が国と比べて高くなった
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削減を行う。 の削減を行う。 未満であった （ラスパイレス指数100.1）ところであるが、
ｄ：計画値の達成度合は70％ 人件費抑制に向けた人員削減を行っていくに当

未満であり、その要因は法 たり、組織の見直しの際に併せて管理職数も合
人の著しく不適切な対応に 理化していくことで、今後解消を図る見通しで
あった ある。

また、国家公務員の給与 また、国家公務員の給与 また、国家公務員の給与 ◇国家公務員の給与構造改革 また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人
構造改革に併せ、人事院勧 構造改革に併せ、人事院勧 構造改革に併せ、人事院勧 に合わせ、人事院勧告を踏ま 事院勧告及び「経済財政運営と構造改革に関す
告を踏まえた給与体系の見 告を踏まえて、役職員の給 告を踏まえて、役職員の給 えて、役職員の給与について る基本方針2006」を踏まえ、平成18年度におい ａ
直しを進める。更に 「経 与について必要な見直しを 与について必要な見直しを 必要な見直しを行った。 て見直した俸給表を引き続き職員給与規程に適、
済財政運営と構造改革に関 進める。更に 「経済財政 進める。更に 「経済財政 ｓ：行い、特に優れた成果が 用するとともに、地域手当の支給割合の改定等、 、
する基本方針2006 （平成1 運営と構造改革に関する基 運営と構造改革に関する基 得られた を行い、人件費改革を進めた。」
8年7月7日閣議決定）に基 本方針2006 （平成18年7月 本方針2006 （平成18年7月 ａ：行った」 」
づき、国家公務員の給与構 7日閣議決定）に基づき、 7日閣議決定）に基づき、 ｃ：行わなかった。 【人員に関する指標（中期計画第7の2(2)）に
造改革を踏まえ、人件費改 国家公務員の給与構造改革 国家公務員の給与構造改革 ｄ：行わず、その要因は法人 関する業務実績報告書の記述】
革を平成23年度まで継続す を踏まえ、人件費改革を平 を踏まえ、人件費改革を進 の著しく不適切な対応にあ 業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1日
る。 成23年度まで継続する。 めるものとする。 った 時点（注）の常勤職員722名から688名（平成20

年1月1日時点）と34名削減することにより、平
成17年度決算額を基準として人件費（退職金及
び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）
並びに非常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえ
た給与改定部分を除く ）を4.8％削減した。。

注：独立行政法人通則法第60条の規定による
。 、常勤職員数の国会報告基準日である なお

平成18年1月1日における職員数は旧3法人
の職員数を合算したものである。

【その他の特記事項】
平成19年度における退職金及び福利厚生費

（法定福利費及び法定外福利費）並びに非常勤
職員給与を除く人件費は4,689百万円であり、

（ ）平成17年度の人件費4,887百万円 旧3法人合計
に対し、4.1％削減した。

上記の削減率4.1％のほか、人件費の削減率
の算出の際、対象外とされた人事院勧告を踏ま
えた給与改定部分に相当する比率0.7％を加算
した結果、平成19年度における人件費の削減率
は4.8％となった。

中期計画第7の2(2)の人員に関する指標 126「 （
ページ 」については、当指標において評価す）
る。

達成度合：240％（4.8％／2％）

２ 業務の重点化・効率化 ２ 業務の重点化・効率化 ２ 業務の重点化・効率化

(1) 生産段階における安全性 (1) 生産段階における安全性 (1) 生産段階における安全性 ○生産段階における安全性等
等の確保に関する業務 等の確保に関する業務 等の確保に関する業務 の確保に関する業務 Ａ
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指標の総数 ：15
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：15×２点＝30点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 30点
(30／30＝100％)

① 肥料関係業務 ① 肥料関係業務 ① 肥料関係業務

ア 肥料の検査等業務 ア 肥料の検査等業務 ア 肥料の検査等業務 ◇検査等の効率化・合理化を 【業務実績報告書の記述】
調査結果の報告につい 再生資源の利用促進に 再生資源の利用促進に 図ることにより、肥料の新規 登録申請1,133件に係る調査の質を確保しつ

ては、肥料の安全性の確 より、汚泥等有害成分を より、汚泥等有害成分を 登録申請に係る調査結果の報 つ、結果報告に要する期間を削減するため、次
保の効率的かつ効果的な 含むおそれの高い肥料の 含むおそれの高い肥料の 告に要する現行の目標期間 3 に掲げる事項に取組み、年間平均で27.7日と目（
推進に資するため、その 銘柄の登録申請数が依然 銘柄の登録申請数が依然 0日）を5％削減した。 標期間に対して7.7％削減し、肥料の安全性の
申請に係る調査の質を確 として高水準で推移する として高水準で推移する ｓ：達成度合は100％以上で 確保と食の安全の効率的かつ効果的な推進を図
保しつつ 業務の効率化 ことが見込まれる中で、 ことが見込まれる中で、 あり、特に優れた成果が得 った。、 、
職員の資質の向上等を図 肥料の安全性の確保と食 肥料の安全性の確保と食 られた
ることにより、中期目標 の安全の効率的かつ効果 の安全の効率的かつ効果 ａ：達成度合は90％以上であ
期間中に、農林水産大臣 的な推進に資するため、 的な推進に資するため、 った
の指示から報告までに要 その申請に係る調査の質 その申請に係る調査の質 ｂ：達成度合は50％以上90％
する期間を、現行の目標 を確保しつつ、中期目標 を確保しつつ、中期目標 未満であった
期間（新規登録申請：30 期間中に、当該調査結果 期間中に、当該調査結果 ｃ：達成度合は50％未満であ
日）に対して5％削減す の報告までの期間を5％ の報告までの期間を5％ った
る。 削減することができるよ 削減することができるよ ｄ：達成度合は50％未満であ

う、次に掲げる事項を推 う、次に掲げる事項を推 り、その要因は法人の著し
進する。 進する。 く不適切な対応にあった

【中期目標終了時（平成22年
(ｱ) 登録申請マニュアル及 (ｱ) 登録申請に関する問合 度）の指標】 登録申請マニュアル及び登録Q&Aを改訂し、

び登録Ｑ＆Ａの改訂・配 せ事務の合理化を図るた 要請に基づき配布するとともに、ホームページ
布並びにこれらのホーム め、その申請マニュアル に肥料登録申請手続きの概要及び諸手続き等を
ページへの掲載を行うと 及び登録Ｑ＆Ａを改訂し 掲載し、最新情報の活用を促進した。
ともに、職員の問い合わ 要請に基づき配布すると また、窓口業務に係る職員10名に対して接遇

、 。せ対応能力の向上を図る ともに、ホームページに 研修を実施し 問合せ対応能力の向上を図った
ことにより、肥料の登録 掲載した登録申請マニュ
申請に関する問い合わせ アル等の活用促進に努め
事務の合理化を図る。 る。

また、併せて接遇研修
等を実施し職員の問合せ
対応能力の向上を図る。

(ｲ) 肥料用原材料のデータ (ｲ) 新たな製法による銘柄 新規に登録申請があった1,133件について、
ベースを、LANを用いて の登録申請があった場合 登録申請書を電子データ（PDF）化し、インタ
本部及び地方組織で共有 には、LAN等を用いて本 ーネットVPNを用いて事務所間で情報の共有化
化することにより、登録 部及び地方組織で情報を を行った。
申請時における安全性の 共有化し、登録申請時に また、新たな製法の肥料の原料や材料のデー
可否の判断の迅速化を図 おける安全性の可否の判 タベース化を引き続き行い 原料47件 材料151、 、
る。 断の迅速化を図るととも 件を集積した。

に、肥料用原材料のデー
タベース化を引き続き行



- 16 -

う。

(ｳ) 最新の分析・鑑定手法 (ｳ) 分析・鑑定業務の効率 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名参加し、
の導入に努め、分析・鑑 化等を図るため、最新の 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収
定業務の効率化等を図 分析・鑑定手法に関する 集を行った。
る。 文献・報文の収集を行

う。

また、収去品の検査に また、平成12年度から また、平成12年度から ◇収去品の検査について、検 【業務実績報告書の記述】
ついては、重金属等肥料 汚泥肥料の検査を始めた 汚泥肥料の検査を始めた 査等の効率化・合理化を図る 平成12年度から汚泥肥料の検査を始めたとこ
中に含まれる有害成分の ところであるが、安全性 ところであるが、安全性 ことにより、平成17年度を基 ろであるが、安全性に係る有害成分の基準値を
含有量等の分析を重点的 に係る有害成分の基準値 に係る有害成分の基準値 準として、有害成分1点当た 超える違反が多数確認されるとともに、輸入肥
に行うとともに、分析技 を超える違反が多数確認 を超える違反が多数確認 りに要する分析時間を5％削 料においても同様な事例が認められる中、これ
術の高度化、分析技術の されるとともに、輸入肥 されるとともに、輸入肥 減した。 ら成分の検査結果を迅速に判定するため、次に
向上、分析機器の有効活 料についても同様な事例 料についても同様な事例 ｓ：達成度合は100％以上で 掲げる事項を推進することにより検査等の効率

、 、 。用及び効率的な運用を図 が認められる中で、これ が認められる中で、これ あり、特に優れた成果が得 化 合理化を図り 分析時間を2.0％削減した
ること等により、中期目 ら成分の検査結果を迅速 ら成分の検査結果を迅速 られた
標期間中に、成分1点当 に判定することが求めら に判定することが求めら ａ：達成度合は90％以上であ
たりに要する分析時間 れている。このため、中 れている。このため、中 った
を、平成17年度を基準と 期目標期間中に、成分1 期目標期間中に、成分1 ｂ：達成度合は50％以上90％
して5％削減する。 点当たりに要する分析時 点当たりに要する分析時 未満であった

間を5％削減することが 間を5％削減することが ｃ：達成度合は50％未満であ
できるよう、次に掲げる できるよう、次に掲げる った
事項を推進する。 事項を推進する。 ｄ：達成度合は50％未満であ

り、その要因は法人の著し
(ｱ) 有害成分ごとに集中的 (ｱ) 有害成分ごとに集中的 く不適切な対応にあった 収去品の検査については、有害成分ごとに集

に分析・鑑定を行うこと に分析・鑑定を行うこと 【中期目標終了時（平成22年 中的に分析・鑑定を行い、成分分析点数として
等により、検査の効率化 等により検査の効率化を 度）の指標】 12,044点実施した。このうち、汚泥肥料の原料
を図る。 図る。また、汚泥肥料の の溶出試験（51試料、969点）を本部で集中し

原料の溶出試験を本部に て実施した。
集中して実施する。

(ｲ) 専門技術的知見の必要 (ｲ) 専門技術的知見の必要 ICP質量分析法用標準液の調製のアウトソー
性が低い作業等について 性が低い作業等について シングを実施した。
アウトソーシングを推進 整理・検討することによ
することにより、業務の り、アウトソーシングを
合理化を図る。 推進し、業務の合理化を

図る。

、(ｳ) 最新の分析・鑑定手法 (ｳ) 分析・鑑定業務の効率 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名が参加し
の導入等分析技術の高度 化を図るため、最新の分 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収
化に努め、分析・鑑定業 析・鑑定手法に関する文 集を行った。
務の効率化を図る。 献・報文の収集を行う。

(ｴ) 機器分析研修等を積極 (ｴ) 機器分析研修等を積極 環境省主催の機器分析研修に職員（3名）を
的に受講させ、職員の分 的に受講させ、職員の分 参加させ、分析技術の高度化に努めた。
析技術の向上に努め、分 析技術の高度化に努め、
析・鑑定業務の効率化を 分析・鑑定業務の効率化
図る。 を図る。
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さらに、調査研究等業 さらに、調査研究等業 さらに、調査研究等業 ◇肥料に関連する調査研究業 【業務実績報告書の記述】
務については、肥料中の 務については、次に掲げ 務については、次に掲げ 務について、肥料の施用によ 調査研究等業務について、肥料の施用による
人畜に被害を生じさせる る分野を始め、肥料の施 る分野を始め、肥料の施 る人畜に有害な農産物の生産 人畜に有害な農産物の生産の未然防止と国民の ａ
農産物が生産されるおそ 用による人畜に有害な農 用による人畜に有害な農 の未然防止及び国民の健康の 健康の確保に資する分野に重点化し、次の調査
れのある有害成分の評価 産物の生産の未然防止及 産物の生産の未然防止と 確保に資する分野に重点化し 研究等を行った。
手法の開発等安全性の確 び国民の健康の確保に資 国民の健康の確保に資す た （農林水産省から要請の。
保に資する分野に重点化 する分野に重点化する。 る分野に重点化する。 あった事項については、最重 ・汚泥肥料の連用によるカドミウム等の土壌
する。 (ｱ) 産業廃棄物や汚泥を原 (ｱ) 産業廃棄物や汚泥を原 点課題とした ） への蓄積及び作物への吸収試験。

料とした肥料の経年施用 料とした肥料の経年施用 ｓ：重点化し、特に優れた成 ・カドミウムの土壌中における形態の変化に
による有害成分の土壌へ による有害成分の土壌へ 果が得られた 関する調査
の蓄積量や農産物への残 の蓄積量や農産物への残 ａ：重点化した ・産業廃棄物中の有害物質の含有実態調査
留量の調査等、公定規格 留量の調査等、公定規格 ｃ：重点化しなかった ・汚泥肥料中の重金属の分析法の検討
の設定の検討に資する調 の設定の検討に資する調 ｄ：重点化せず、その要因は
査 査 法人の著しく不適切な対応

(ｲ) 肥料中の有害成分の適 (ｲ) 肥料中の有害成分の適 にあった
正な評価手法の開発 正な評価手法の開発

なお、農林水産省から なお、農林水産省から なお、農林水産省からの要請があった、肥料
要請のあった事項につい 要請のあった事項につい 中のメラミンの定量法及び定性法の開発につい
ては、最重点課題として ては、最重点課題として ては、最重点課題として対応し、ホームページ
対応する。 対応する。 に掲載した。

イ 肥料取締法に基づく立 イ 肥料取締法に基づく立 イ 肥料取締法に基づく立 【業務実績報告書の記述】
入検査、質問及び収去等 入検査、質問及び収去等 入検査、質問及び収去等 肥料取締法に基づく立入検査については、各
業務 業務 業務 月毎の集中検査や集中分析により、効果的かつ
肥料取締法（昭和25年 肥料取締法（昭和25年 肥料取締法（昭和25年 効率的な検査の実施に努めた。また、立入検査

法律第127号）に基づく 法律第127号）に基づく 法律第127号）に基づく 及び立入検査時の収去について、次に掲げる事
立入検査については、有 立入検査については、有 立入検査については、有 項を推進し、有害成分を含むおそれの高い肥料
害成分を含むおそれの高 害成分を含むおそれの高 害成分を含むおそれの高 の生産業者への重点化を図ることにより、汚泥
い肥料の生産業者への重 い肥料の生産業者への重 い肥料の生産業者への重 肥料等の生産事業場への立入検査及び収去点数
点化を図ることとし、中 点化を図ることとし、全 点化を図ることとし、全 の占める割合を平成17年度に対してそれぞれ
期目標期間中に、全体の 体の立入検査事業所数に 体の立入検査事業所数に 27.3％及び61.5％増加させ、安全性確保の充実
立入検査事業所数に占め 占める割合を、平成17年 占める割合を、平成17年 を図った。
る割合を、平成17年度を 度を基準として、中期目 度を基準として、中期目
基準として、30％増加さ 標期間中に30％増加させ 標期間中に30％増加させ 表１ 有害成分を含むおそれの高い肥料の
せる。また、立入検査時 る。また、立入検査時の る。また、立入検査時の 全体の立入検査事業所及び収去点数に
の収去については、有害 収去については、有害成 収去については、有害成 占める割合
成分を含むおそれの高い 分を含むおそれの高い肥 分を含むおそれの高い肥 H19 H17 増減率
肥料を重点的に行うこと 料について重点的に行う 料について重点的に行う 実績 実績
とし 中期目標期間中に こととし、全体の収去点 こととし、全体の収去点 立入検査件数 45.7％ 35.9％ 27.3％、 、
全体の収去点数に占める 数に占める割合を、平成 数に占める割合を、平成 収去点数 30.2％ 18.7％ 61.5％
割合を、平成17年度を基 17年度を基準として、中 17年度を基準として、中
準として、50％増加させ 期目標期間中に50％増加 期目標期間中に50％増加
る。 させる。以上の目標を達 させる。以上の目標を達

成するため、次に掲げる 成するため、次に掲げる
事項を推進する。 事項を推進する。

(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分 (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分 ◇汚泥肥料等、有害成分を含 【業務実績報告書の記述】
を含有するおそれが高い を含有するおそれの高い 有するおそれの高い肥料以外 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高
肥料以外の普通肥料の生 肥料以外の普通肥料の生 の普通肥料の生産事業場に対 い肥料以外の普通肥料の生産事業場について ａ
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産事業場については、過 産事業場については、過 する立入検査件数を年度計画 は、過去5か年の立入検査の結果に基づき、食
去5か年の立入検査の結 去5か年の立入検査の結 に基づいて削減した。 品工業、化学工業等の副産物を原料に使用する
果に基づき、食品工業、 果に基づき、食品工業、 ｓ：計画値の達成度合は100 生産事業場等に対して立入検査の重点化を図る
化学工業等の副産物を原 化学工業等の副産物を原 ％以上であり、特に優れた ことにより、立入検査件数と収去点数を平成17

、 。料に使用する生産事業場 料に使用する生産事業場 成果が得られた 年度に対してそれぞれ15.0％ 20.2％削減した
等に対して立入検査の重 等に対して立入検査の重 ａ：計画値の達成度合は100
点化を図ることにより、 点化を図ることにより、 ％以上であった 表２ 汚泥肥料等以外の普通肥料の立入検
立入検査件数と収去点数 立入検査件数と収去点数 ｂ：計画値の達成度合は70％ 査件数及び収去点数
を中期目標期間中にいず をいずれも10％以上削減 以上100％未満であった H19 H17 増減率
れも30％以上削減すると するとともに、 ｃ：計画値の達成度合は70％ 実績 実績
ともに、 未満であった 立入検査件数 369件 434件 △15.0％

ｄ：計画値の達成度合は70％ 収去点数 733点 919点 △20.2％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に 【その他の特記事項】
あった 《立入検査件数》

達成度合：150％（15.0％／10％）
◇汚泥肥料等、有害成分を含
有するおそれの高い肥料以外 《収去点数》
の普通肥料の生産事業場に対 達成度合：202％（20.2％／10％） ａ
する収去点数を年度計画に基
づいて削減した。
ｓ：計画値の達成度合は100

％以上であり、特に優れた
成果が得られた

ａ：計画値の達成度合は100
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は70％
以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は70％
未満であった

ｄ：計画値の達成度合は70％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分 (ｲ) 汚泥肥料等、有害成分 ◇汚泥肥料等、有害成分を含 【業務実績報告書の記述】
を含有するおそれの高い を含有するおそれの高い 有するおそれの高い肥料の生 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高
肥料の生産事業場に対す 肥料の生産事業場に対す 産事業場に対する立入検査件 い肥料の生産事業場に対する立入検査件数と収 ａ
る立入検査件数と収去点 る立入検査件数と収去点 数を年度計画に基づいて増加 去点数を平成17年度に対してそれぞれ28.0％、
数を 中期目標期間中に 数をそれぞれ15％、25％ した。 49.5％増加した。、 、
それぞれ30％、50％以上 以上増加する。 ｓ：計画値の達成度合は100
増加させることとする。 ％以上であり、特に優れた 表３ 汚泥肥料等の立入検査件数及び収去

成果が得られた 点数
ａ：計画値の達成度合は100 H19 H17 増減率

％以上であった 実績 実績
ｂ：計画値の達成度合は70％ 立入検査件数 311件 243件 28.0％

以上100％未満であった 収去点数 317点 212点 49.5％
ｃ：計画値の達成度合は70％

未満であった 【その他の特記事項】
ｄ：計画値の達成度合は70％ 《立入検査件数》

未満であり、その要因は法 達成度合：186％（28.0％／15％）
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人の著しく不適切な対応に
あった 《収去点数》

達成度合：198％（49.5％／25％）
◇汚泥肥料等、有害成分を含
有するおそれの高い肥料の生
産事業場に対する収去点数を ａ
年度計画に基づいて増加し
た。
ｓ：計画値の達成度合は100

％以上であり、特に優れた
成果が得られた

ａ：計画値の達成度合は100
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は70％
以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は70％
未満であった

ｄ：計画値の達成度合は70％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

立入検査の結果の報告 また、立入検査の結果 また、立入検査の結果 ◇検査等の効率化・合理化を 【業務実績報告書の記述】
については、中期目標期 の報告については、中期 の報告については、農林 図ることにより、現行の目標 立入検査の結果の報告については、次に掲げ

、 、間中に、農林水産大臣の 目標期間中に、農林水産 水産省の指示から報告ま 期間（40業務日）を基準とし る事項を推進することにより 検査等の効率化
指示から報告までに要す 省の指示から報告までに でに要する期間を、現行 て、 立入検査の結果の報告 合理化を図り、農林水産省の指示から報告まで
る期間を、現行の目標期 要する期間を、現行の目 の目標期間（40業務日） に要する期間を10％削減し に要する期間を現行の目標期間（40業務日）に
間（40業務日）に対して 標期間（40業務日）に対 に対して10％削減させる た。 対して5％（2業務日）削減した。
10％削減する。 して10％削減させるた ため、次に掲げる事項を ｓ：達成度合は100％以上で

め、次に掲げる事項を推 推進する。 あり、特に優れた成果が得
進する。 られた

ａ：達成度合は90％以上であ
(ｱ) 有害成分ごとに集中的 (ｱ) 有害成分ごとに集中的 った 立入検査において収去した汚泥肥料の原料の

に分析・鑑定を行うこと に分析・鑑定を行うこと ｂ：達成度合は50％以上90％ 溶出試験（51試料、969点）を本部に集中して
により、検査の効率化を により、検査の効率化を 未満であった 実施した。
図る。 図る。また､汚泥肥料の ｃ：達成度合は50％未満であ

原料の溶出試験を本部に った
集中して実施する。 ｄ：達成度合は50％未満であ

り、その要因は法人の著し
(ｲ) 専門技術的知見の必要 (ｲ) 専門技術的知見の必要 く不適切な対応にあった ICP質量分析法用標準液の調製のアウトソー

性が低い作業等について 性が低い作業等について 【中期目標終了時（平成22年 シングを実施した。
アウトソーシングを推進 整理・検討することによ 度）の指標】
することにより、業務の り、アウトソーシングを
合理化を図る。 推進し、業務の合理化を

図る。

、(ｳ) 最新の分析・鑑定手法 (ｳ) 分析・鑑定業務の効率 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名が参加し
の導入に努め、分析・鑑 化等を図るため、最新の 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収
定業務の効率化を図る。 分析・鑑定手法に関する 集を行った。

文献・報文の収集を行
う。
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(ｴ) LANの活用により、本 (ｴ) 本部への報告等事務処 立入検査実施計画等について、インターネッ
部への報告等事務処理の 理の効率化を図るため トVPNへの掲載様式を定め、活用した。

。効率化を図る。 LAN等の活用を実施する

② 農薬関係業務 ② 農薬関係業務 ② 農薬関係業務

ア 農薬の検査等業務 ア 農薬の検査等業務 ア 農薬の検査等業務 【業務実績報告書の記述】
農薬の登録申請に係る 農薬の登録申請に係る 農薬の登録申請に係る 農薬の登録申請に係る検査の実施について

検査の実施については、 検査の実施については、 検査の実施については、 は、GLP制度に基づいて実施することを求めて
GLP (Good Laboratory GLP (Good Laboratory GLP (Good Laboratory いる試験項目の検査について、当該試験の信頼
Practice：優良試験所規 Practice：優良試験所規 Practice：優良試験所規 性に係る検査項目等について平成18年度に作成
範)制度に基づいて実施 範)制度に基づいて実施 範)制度に基づいて実施 したチェックリストを活用し効率化を図るとと
することを求めている試 することを求めている試 することを求めている試 もに、次の措置を講じた。
験項目について、当該試 験項目の検査について、 験項目の検査について、
験の信頼性に係る検査を 当該試験の信頼性に係る 当該試験の信頼性に係る
定型化することにより、 検査項目等の定型化を図 検査項目等の定型化を図
検査精度の維持を図りつ る等、効率的かつ効果的 る等、効率的かつ効果的
つ検査を効率的かつ効果 に実施することにより、 に実施することにより、
的に実施することとす 旧農薬検の前中期目標に 独立行政法人農薬検査所
る。これにより、旧農薬 おいて目標とした検査期 （以下「旧農薬検」とい
検の前中期目標において 間を、中期目標期間中に う ）の前中期目標にお。
目標とした検査期間を、 更に5％程度短縮するこ いて目標とした検査期間
中期目標期間中に更に5 ととし、具体的には、次 を、中期目標期間中にさ
％程度短縮することと に掲げる目標期間内 らに5％程度短縮するこ（注）

し、具体的には、次に掲 に検査を完了させるた ととし、具体的には、次
（ ）げる目標期間内 に検 め、次の(ｱ)から(ｴ)まで に掲げる目標期間内 注（注）

査を完了させる。 の措置を講じる。 に検査を完了させるた
め、次の(ｱ)から(ｴ)まで
の措置を講ずる。

(ｱ) 農薬取締法（昭和23年 ａ 農薬取締法（昭和23 ａ 農薬取締法（昭和23 ◇検査項目の重点化及び検査 【業務実績報告書の記述】
法律第82号）第3条第1項 年法律第82号）第3条 年法律第82号）第3条 業務の進行管理の充実を図る 平成19年度は、農林水産大臣から継続分を含
第4号から第7号までのい 第1項第4号から第7号 第1項第4号から第7号 ことにより、農薬取締法に係 め3,012件（平成18年度比16.2％減）の検査指 ａ
ずれかに掲げる場合に該 までのいずれかに掲げ までのいずれかに掲げ る基準設定が必要な農薬につ 示があった。
当するかどうかの基準の る場合に該当するかど る場合に該当するかど いて、目標期間内（1年4ヶ月
設定が必要な農薬の検査 うかの基準の設定が必 うかの基準の設定が必 以内）に検査を完了させた。 このうち、基準設定必要農薬の検査指示は
については、1年4か月以 要な農薬については、 要な農薬については、 ｓ：達成度合は100％以上で 321件（平成18年度比19.3％増）であったが、
内 1年4か月以内 1年4か月以内 あり、特に優れた成果が得 平成 19年度内に検査が完了した105件のうち、

(ｲ) (ｱ)以外の農薬の検査 ｂ ａ以外の農薬の検査 ｂ ａ以外の農薬の検査 られた 迅速化に係る目標期間である1年4か月以内に検
については、10.5か月以 については、10.5か月 については、10.5か月 ａ：達成度合は90％以上であ 査を完了したものは97件（検査完了件数に対す
内 以内 以内 った る割合： 92.4％）であった。

（注）検査の過程で追加試験 （注）検査の過程で追加試験 （注）検査の過程で追加試験 ｂ：達成度合は50％以上90％ 基準必要農薬で目標を達成できなかった8件
成績等の提出が必要な場合 成績等の提出が必要な場合 成績等の提出が必要な場合 未満であった は、同じ有効成分で先行して申請している農薬
における当該追加試験成績 における当該追加試験成績 における当該追加試験成績 ｃ：達成度合は50％未満であ がある場合においては、当該農薬の残留農薬基
等が提出されるまでの期間 等が提出されるまでの期間 等が提出されるまでの期間 った 準が告示（あるいは確定）されるまでの間は、
及び登録申請された農薬の 及び登録申請された農薬の 及び登録申請された農薬の ｄ：達成度合は50％未満であ 関係資料を農林水産省に送付できないこととな
ＡＤＩ（Acceptable Daily ＡＤＩ（Acceptable Daily ＡＤＩ（Acceptable Daily り、その要因は法人の著し っているためである。

Intake：体重1kg当たり Intake：体重1kg当たりの Intake：体重1Kg当たりの く不適切な対応にあった
の1日摂取許容量）等が設 1日摂取許容量）等が設定 1日摂取許容量）等が設定 また、基準設定不要農薬の検査指示は2,691
定されるまでに要する期間 されるまでに要する期間 されるまでに要する期間 ◇検査項目の重点化及び検査 件（平成18年度比19.1％減）であったが、平成
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は、検査期間に含まないも は、検査期間に含まないも は、検査期間に含まないも 業務の進行管理の充実を図る 19年度内に検査を完了した1,592件のうち、迅
のとする。 のとする。 のとする。 ことにより、農薬取締法に係 速化に係る目標期間である10.5か月以内に検査 ａ

る基準設定が必要な農薬以外 を完了したものは1,524件（検査完了件数に対
の農薬について、目標期間内 する割合：95.7％）であった。
（10.5ヶ月以内）に検査を完 基準設定不要農薬で目標を達成できなかった
了させた。 68件は、防除現場での混乱を防止し、円滑な防
ｓ：達成度合は100％以上で 除指導を行うため、異なる時期の申請について

あり、特に優れた成果が得 登録時期を合わせる必要があったこと等による
られた ものであった。

ａ：達成度合は90％以上であ
った 表４ 平成19年度における目標期間の達成

ｂ：達成度合は50％以上90％ 状況
未満であった 基準 指示件 検査完 目標達 目標達成

）ｃ：達成度合は50％未満であ 数 注 了件数 成件数 率 注２
った １）

ｄ：達成度合は50％未満であ 必要 321 105 97 92.4％
り、その要因は法人の著し 不要 2,691 1,592 1,524 95.7％
く不適切な対応にあった 注１）平成19年度＋継続分。

注２）対検査完了件数比。

その他、1,129件の農薬について再登録に係
る検査を行った。

【その他の特記事項】
《基準設定が必要な農薬》
達成度合：92.4％（97件／105件）

《基準設定が不要な農薬》
達成度合：95.7％（1,524件／1,592件）

(ｱ) 検査項目の重点化 (ｱ) 検査項目の重点化 ◇GLP試験成績の信頼性に係 【業務実績報告書の記述】
GLP試験成績の信頼性に GLP試験成績の信頼性に る検査項目を重点化したチェ 平成18年度に作成したGLP試験成績の信頼性
係る項目についてチェッ 係る項目について前事業 ックリストを活用して農薬の に係る項目についてチェックリストを活用し、 ａ
クリストを作成し、農薬 年度に作成したチェック 登録申請に係る検査を効率的 定型的な検査項目の簡略化を図った。
の登録申請に係る検査を リストを活用する。 かつ効果的に実施した。
効率的かつ効果的に実施 ｓ：効率的かつ効果的に実施
する。 し、特に優れた成果が得ら

れた
(ｲ) 検査業務の進行管理の (ｲ) 検査業務の進行管理の ａ：効率的かつ効果的に実施 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、その

充実 充実 した 結果を踏まえ、検査進行管理会議を3か月毎（5
検査を行うに当たり、 登録検査に係る農薬に ｂ：効率的かつ効果的に実施 ・8・11・2月）に行うことにより検査進行状況

検査進行管理表に基づき ついて、検査進行管理表 しなかった事例があった の定期的点検及び検査の遅延要因把握を行うと
各検査の進捗状況を総合 を作成し、これに基づき ｃ：実施しなかった ともに、検査遅延防止のため、毎月1回、各検
的かつ定期的に点検し、 概ね3ヶ月に1回の頻度で ｄ：実施せず、その要因は法 査担当課において検査進行状況を確認するなど
検査の遅延の要因を分析 検査進行管理会議を開催 人の著しく不適切な対応に により検査の迅速化に努めた。なお、検査に遅
して、検査の迅速化を図 し、検査の遅延の要因を あった 延は見られなかった。
る。 分析し、適切な措置を講 さらに、
具体的には、 ずる。 ａ 現状を分析し、現行システムの改良すべき
ａ 検査全体の進捗状況 また、検査遅延防止の 点を明らかにした。
を検査職員全員が随時 ため、毎月1回、各検査 ｂ 四半期ごとに検査が完了した農薬について
把握できるよう、LAN 担当課において検査進行 検査期間を検査指示から食品安全委員会送付
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システムを改良する。 状況を確認し、遅延があ までの検査期間及び全検査期間別に把握、整
ｂ 農薬取締法第3条第1 る場合は適切な措置を講 理を行った。
項第4号から第7号まで ずる。さらに、
のいずれかに掲げる場 ａ 検査進行状況の把握
合に該当するかどうか 及び管理の効率化を図
の基準の設定が必要な るため、現状を分析の
農薬の検査について 上システム化を検討す
は、 る。

(a) 農林水産大臣からの ｂ 検査進行状況の把握
検査指示から、基準の 及び遅延の要因分析に
設定等を行う厚生労働 資するため、検査期間
省、環境省及びリスク を検査指示から食品安
評価を行う食品安全委 全委員会送付までの検
員会に対して必要な資 査期間及び全検査期間
料を送付するまで 別に把握、整理する。

(b) 農林水産大臣からの
検査指示から、同大臣
に対する検査結果の報
告までの検査期間につ
いて、きめ細かく検査
の進捗状況を把握し、
検査期間の削減を図
る。

(ｳ) 機動的な人員配置の強 (ｳ) 機動的な人員配置の強 魚介類に対する残留農薬基準の設定に対する
化 化 協力及び農薬の疑いのある資材（疑義資材）の
検査の進行状況を踏ま 機動的な人員配置を行 分析に関して、職員を機動的に配置した。

え、必要に応じて検査職 うため、本事業年度から
員を機動的に配置する。 拡充されたスタッフ制を

、 、活用し 部長及び課長は
必要に応じて職員の業務
内容を調整する。

(ｴ) 職員に対する研修のカ (ｴ) 職員に対する研修の実 登録検査に要求される毒性及び残留性等に関
リキュラムの策定及び研 施 する高度の専門知識の涵養を行うため、平成18
修の実施 前事業年度に策定した 年度に策定した体系的な研修カリキュラムを見
業務内容の高度化及び 体系的な研修カリキュラ 直すとともに、見直されたカリキュラムに基づ

専門化に対応しつつ、検 ムを見直すとともに、見 き13回（80名）の研修を実施した。また、内部
査の迅速化を図るため、 直されたカリキュラムに 研修で習得が難しい技術、知識等については9
新たに体系的な研修カリ 基づいて研修を実施す 件の外部研修を活用し、19名の職員を参加させ
キュラムを策定し、これ る。 た。
に基づく研修を実施す
る。 【その他の特記事項】

(ｲ)及び(ｴ)の取組内容は 中期計画第2の2(2)「
の①農薬の検査等業務（61ページ 、(ｳ)の取）」
組内容は「中期計画第1の1(1)の①統合メリッ
トの発現による効率的な業務の実施体制の整備
（5ページ 」において評価するため、当指標に）
おいては評価しない。

イ アの業務に附帯する業 イ アの業務に附帯する業 イ アの業務に附帯する業 ◇農薬関係業務に係る調査研 【業務実績報告書の記述】
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務 務 務 究費のうち、中期目標に掲げ 全調査研究費41百万円のうち、ａ及びｂに該
調査研究等、これまで 調査研究等、これまで 調査研究等、これまで られた調査研究課題に係る調 当する調査研究経費は、39百万円であり、全調 ａ

附帯業務として実施して 附帯業務として実施して 附帯業務として実施して 査研究経費の割合を80％以上 査研究費の95.1％をこれらに配分した。
きた業務については、検 きた業務については、検 きた業務については、検 とした。
査検定を主たる業務とし 査検定を主たる業務とし 査検定を主たる業務とし ｓ：計画値の達成度合は100 ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン
て実施する法人にふさわ て実施する法人にふさわ て実施する法人にふさわ ％以上であり、特に優れた 等の国際的枠組の策定に当たり、これが我
しいものに特化・重点化 しいものに特化・重点化 しいものに特化・重点化 成果が得られた が国へ導入された場合の可否の検証
する。 する(具体的措置は、第 する（具体的措置は、第 ａ：計画値の達成度合は100 ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応

２の２(2)の②のウにお ２の２(2)の②のウにお ％以上であった した新たな検査手法の開発
いて後述)。 いて後述 。 ｂ：計画値の達成度合は70％ ｃ その他研究課題）

以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％ 【研究費の重点配分（中期計画第2の2(2)の②

未満であった ウ(ｱ)）に関する業務実績報告書の記述】
ｄ：計画値の達成度合は70％ 全調査研究費41百万円のうち、ａ及びｂに該

未満であり、その要因は法 当する調査研究経費は、39百万円であり、全調
人の著しく不適切な対応に 査研究費の95.1％をこれらに配分した。
あった

【その他の特記事項】
「中期計画第2の2(2)の②ウ(ｱ)研究費の重点

配分（69ページ 」については、当指標におい）
て評価する。

達成度合：118％（95.1％／80％）

③ 飼料及び飼料添加物関係 ③ 飼料及び飼料添加物関係 ③ 飼料及び飼料添加物関係
業務 業務 業務

ア 飼料中の飼料添加物及 ア 飼料中の飼料添加物及 ア 飼料中の飼料添加物及 ◇分析法の改良等による分析 【業務実績報告書の記述】
び有害物質のモニタリン び有害物質のモニタリン び有害物質のモニタリン 業務の効率化を図ることによ 飼料中の飼料添加物、有害物質のモニタリン
グ検査業務 グ検査について、試験に グ検査について、試験に り、職員1人当たりの試験成 グ検査について、試験の精度管理を的確に実施 ａ
分析試験業務の効率化 従事する職員1人当たり 従事する職員1人当たり 分点数を年度計画に基づき実 しつつ、平成18年度に開発したGC-MS、LC-MSに

を図り、中期目標期間中 の試験成分点数を増加さ の試験成分点数を増加さ 施した。 よる有害物質等の一斉分析法を活用することに
に、試験に従事する職員 せるために当該事業年度 せるために、試験の精度 ｓ：達成度合は100％以上で より、試験に従事する職員1人当たりの分析成
1人当たりの試験成分点 中に取り組むべき課題及 管理を的確に実施しつつ あり、特に優れた成果が得 分点数を平成19年度の目標値2,000点に対して
数を平成17年度の実績に び職員1人当たりの目標 平成18年度に導入された られた 3,541点実施した。
対して少なくとも5％増 とする試験成分点数を年 ポジティブリスト制度に ａ：達成度合は90％以上であ
加させ、もって輸入飼料 度計画に定め、分析法の 対応し、GC-MS、LC-MSに った 【その他の特記事項】
等のモニタリング検査を 改良、分析技術の高度化 よる一斉分析法の開発及 ｂ：達成度合は50％以上90％ 達成度合：177％（3,541点／2,000点）
充実・強化する。 等による分析業務の効率 び収去品分析への適用に 未満であった

化を図り、中期目標期間 より分析業務の効率化を ｃ：達成度合は50％未満であ
の最終事業年度において 図り、職員1人当たりの った
試験に従事する職員1人 目標とする試験成分点数 ｄ：達成度合は50％未満であ
当たりの試験成分点数を を年間2,000点とし、平 り、その要因は法人の著し
平成17年度の実績に対し 成17年度の実績に対して く不適切な対応にあった
て5％増加させる。 5％以上増加させる。

また、モニタリング検 また、モニタリング検 また、モニタリング検 ◇モニタリング検査、分析法 【業務実績報告書の記述】
査については、輸入飼料 査については、輸入飼料 査については、輸入飼料 の開発・改良、調査研究等業 モニタリング検査については、飼料等による
中の有害物質の混入等、 中の有害物質の混入等、 中の有害物質の混入等、 務については、飼料等の安全 家畜等への被害を未然に防止する観点から、飼 ａ
飼料等の安全性に関する 飼料の安全性に関する課 飼料の安全性に関する課 性に関する課題に重点化して 料原料の大部分を占める輸入飼料を中心とした
課題を勘案し、検査の必 題を勘案し、検査の必要 題を勘案し、検査の必要 実施した。 飼料中の有害物質等に重点化し、飼料等の安全
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要性に応じて重点化して 性に応じて重点化して実 性に応じて重点化して実 ｓ：重点化し、特に優れた成 性の確保の充実を図った。
実施する。 施する。 施する。 果が得られた
さらに、分析法の開発 さらに、分析法の開発 さらに、分析法の開発 ａ：重点化した さらに、分析法の開発・改良、調査研究等業

・改良、調査研究等の業 ・改良、調査研究等の業 ・改良、調査研究等業務 ｃ：重点化しなかった 務については、農林水産省からの要請や飼料等
務については、飼料等の 務については、飼料の安 については、飼料の安全 ｄ：重点化せず、その要因は の安全性に関する課題を勘案し、重点化して10
安全性に関する課題を勘 全性に関する課題を勘案 性に関する課題を勘案 法人の著しく不適切な対応 課題（20成分）について実施した。
案し、毎事業年度、適正 し、かつ、飼料分析基準 し、かつ、飼料分析基準 にあった これらの分析法は 「飼料分析基準検討会」、
な評価を図りつつ、重点 検討会等における適正な 検討会等における適正な において学識経験者による評価を受けた上で農
化して実施する。 評価を図りつつ、効率的 評価を図りつつ、効率的 林水産省に報告した。

に重点化して実施する。 に重点化して実施する。

イ 飼料の安全性の確保及 イ 飼料の安全性の確保及 イ 飼料の安全性の確保及 【業務実績報告書の記述】
び品質の改善に関する法 び品質の改善に関する法 び品質の改善に関する法 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する
律 昭和28年法律第35号 律 昭和28年法律第35号 律 昭和28年法律第35号 法律（以下「飼料安全法」という ）第57条第1（ 。 （ 。 （ 。 。
以下「飼料安全法」とい 以下「飼料安全法」とい 以下「飼料安全法」とい 項の規定に基づく立入検査等については、次に
う ）に基づく立入検査 う ）に基づく立入検査 う ）第57条第1項の規定 掲げる事項を実施した。。 。 。
等業務 等業務 に基づく立入検査等につ

いては、次に掲げる事項
を実施する。

(ｱ) 検査の重点化 (ｱ) 検査の重点化 (ｱ) 検査の重点化 ◇飼料安全法に基づく立入検 【業務実績報告書の記述】
各事業年度における飼 立入検査等について 立入検査等について 査等について、重点化する検 立入検査等については、農林水産省から示さ

料の流通状況を勘案し は、年間600箇所以上を は、牛海綿状脳症の発生 査対象を定めた上で、効果的 れた「平成19年度飼料等立入検査等実施の方針 ａ
て、輸入飼料中の動物由 目途とし、各事業年度に の防止、飼料の有害物質 かつ効率的に検査等を600箇 について（平成19年1月24日付け18消安第11337

）」 、来たん白、安全性未確認 おける飼料の流通状況を による汚染防止、未承認 所以上実施した。 号農林水産省消費・安全局長通知 に基づき
遺伝子組換え体を含むお 勘案して、重点化する検 遺伝子組換え体の流通防 ｓ：計画値の達成度合は100 牛海綿状脳症の発生防止、飼料の有害物質によ
それのある飼料、農薬が 査対象を年度計画に定め 止等に重点化して飼料倉 ％以上であり、特に優れた る汚染防止、未承認遺伝子組換え体の流通防止
残留しているおそれのあ て、効率的かつ効果的に 庫、サイロ、飼料等製造 成果が得られた 等を目的としたものに重点化して、624箇所に
る飼料等のよりリスクの 検査を実施する。 事業場等に、年間600箇 ａ：計画値の達成度合は100 対して実施した。
高い飼料等に検査対象を 所以上を目途とし、効率 ％以上であった また、検査の実施に当たっては、各月毎の集
重点化して効率的かつ効 的かつ効果的に検査を実 ｂ：計画値の達成度合は70％ 中検査や集中分析による、効率的かつ効果的な
果的に実施する。 施する。 以上100％未満であった 検査の実施に努めた。

ｃ：計画値の達成度合は70％
未満であった 【その他の特記事項】

ｄ：計画値の達成度合は70％ 達成度合：104％（624件／600件）
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

(ｲ) 検査結果報告の迅速化 (ｲ) 検査結果報告の迅速化 (ｲ) 検査結果報告の迅速化 ◇事務手続きの見直し等によ 【業務実績報告書の記述】
立入検査等の結果及び 立入検査等の結果及び 立入検査等の結果及び り、飼料安全法に基づく立 立入検査等の結果及び収去対象飼料の試験結

収去対象飼料の試験結果 収去対象飼料の試験結果 収去対象飼料の試験結果 入検査等の結果を25業務日 果の農林水産大臣への報告については、事務処
の報告については、事務 の報告については、事務 の報告については、農林 以内に農林水産大臣へ報告 理に係る既存の規程の改訂を行い、インターネ
手続の見直し等を行い、 手続の見直し等を行い、 水産大臣への報告に要す した。 ットVPNを活用した本部及び各事務所間におけ
中期目標期間中に、現行 中期目標期間中に、現行 る期間を短縮することが ｓ：達成度合は100％であり る報告事務の簡素化等を図り、報告に要する期、
の報告に要する日数から の報告に要する日数から できるよう、LAN等を活 特に優れた成果が得られた 間の短縮に努めた。
少なくとも5業務日短縮 少なくとも5業務日短縮 用して本部及び各地方組 ａ：達成度合は90％以上であ
し、立入検査結果にあっ し、立入検査結果にあっ 織間の報告を簡素化す った
ては立入検査の日から25 ては立入検査の日から25 る。 ｂ：達成度合は50％以上90％
業務日以内に、また、収 業務日以内に、また、収 未満であった
去品の試験結果にあって 去品の試験結果にあって ｃ：達成度合は50％未満であ
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は試験を終了した日から は試験を終了した日から った
15業務日以内に報告す 15業務日以内に報告す ｄ：達成度合は50％未満であ
る。 る。 り、その要因は法人の著し

く不適切な対応にあった
【中期目標終了時（平成22年

度）の指標】

◇事務手続きの見直し等によ
り、飼料安全法に基づく収去
品の試験結果を15業務日以内
に農林水産大臣へ報告した。

、ｓ：達成度合は100％であり
特に優れた成果が得られた

ａ：達成度合は90％以上であ
った

ｂ：達成度合は50％以上90％
未満であった

ｃ：達成度合は50％未満であ
った

ｄ：達成度合は50％未満であ
り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

【中期目標終了時（平成22年
度）の指標】

④ 土壌改良資材関係業務 ④ 土壌改良資材関係業務 ④ 土壌改良資材関係業務

ア 集取品の検査業務 ア 集取品の検査業務 ア 集取品の検査業務 ◇集取品の検査について、集 【業務実績報告書の記述】
集取品の検査について 集取品の検査について 集取品の検査について 中的な検査等による迅速化等 集取品(29点)の検査については、集中的な検

は、集中的な検査を行う は、集中的な検査等によ は、集中的な検査等によ を図ることにより、平成17年 査と集中試験による迅速化を行い、平成17年度 ａ
こと等により、中期目標 る迅速化等を図り、中期 る迅速化を図り、平成17 度を基準として、集取品1点 を基準として、集取品1点当たりに要する試験
期間中に、平成17年度を 目標期間中に、平成17年 年度を基準として、集取 当たりに要する試験時間を10 時間を11.8％削減した。
基準として、集取品1点 度を基準として、集取品 品1点当たりに要する試 ％削減した。
当たりに要する試験時間 1点当たりに要する試験 験時間を10％削減する。 ｓ：達成度合は100％以上で 表５ 集取品1点当たりに要する試験時間
を約10％削減する。 時間を10％削減する。 あり、特に優れた成果が得 H19実績 H17実績 増減率

られた 試験時間 7.85時間 8.90時間 △11.8％
ａ：達成度合は90％以上であ

った 【その他の特記事項】
ｂ：達成度合は50％以上90％ 達成度合：118％（11.8％／10％）

未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であ

った
ｄ：達成度合は50％未満であ

り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

イ 地力増進法（昭和59年 イ 地力増進法（昭和59年 イ 地力増進法（昭和59年 ◇地力増進法基づく立入検査 【業務実績報告書の記述】
法律第34号）に基づく立 法律第34号)に基づく立 法律第34号)に基づく立 について、表示が不適切な製 過去5か年間の立入検査結果を踏まえ、表示
入検査業務 入検査業務 入検査業務 造業者、新規業者等に重点化 が不適切な製造業者、新規業者等32件に対する ａ
地力増進法に基づく立 効率的かつ効果的な立 効率的かつ効果的な立 した。 立入検査業務の重点化を図り、効率的かつ効果

入検査については、表示 入検査を行うため、過去 入検査を行うため、過去 ｓ：重点化し、特に優れた成 的に実施した。
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が不適切な製造業者、新 5か年間の立入検査の結 5か年間の立入検査の結 果が得られた
規業者等に重点化を図る 果を踏まえ、表示が不適 果を踏まえ、表示が不適 ａ：重点化した
とともに、立入検査の結 切な製造業者、新規業者 切な製造業者、新規業者 ｃ：重点化しなかった
果の報告については、中 等に対する立入検査業務 等に対する立入検査業務 ｄ：重点化せず、その要因は
期目標期間中に、農林水 の重点化を図るととも の重点化を図るととも 法人の著しく不適切な対応
産大臣の指示から報告ま に、立入検査の結果の報 に、立入検査の結果の報 にあった
でに要する期間を、VA菌 告については、集中的な 告については、中期目標
根菌資材を除き、30業務 検査等による迅速化、稟 期間中に、農林水産大臣 ◇地力増進法基づく立入検査 【業務実績報告書の記述】
日に短縮する。 議手続等の合理化等事務 の指示から報告までに要 について、現行の目標期間 結果の報告については、電子媒体を用いた各

処理の効率化を図ること する期間を、VA菌根菌資 40業務日 を基準として 地域センターからの報告事務の簡素化等の事務 ａ（ ） 、
により、中期目標期間中 材を除き、30業務日に短 立入検査の結果の報告に要 処理の効率化を図り、平成17年度を基準として
に、農林水産大臣の指示 縮するため、稟議手続き する期間を年度計画に基づい 7業務日短縮し33業務日以内に農林水産大臣へ
から報告までに要する期 の合理化等事務処理の効 て短縮した。 報告した。

、間を、VA菌根菌資材を除 率化を図ることにより、 ｓ：達成度合は100％であり
き 30業務日に短縮する 現行の目標期間（40業務 特に優れた成果が得られた 【その他の特記事項】、 。

日）に対して7業務日短 ａ：達成度合は90％以上であ 達成度合：100％（7業務日／7業務日）
縮する。 った

ｂ：達成度合は50％以上90％
未満であった

ｃ：達成度合は50％未満であ
った

ｄ：達成度合は50％未満であ
り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

(2) 農林水産物等の品質及び (2) 農林水産物等の品質及び (2) 農林水産物等の品質及び ○農林水産物等の品質及び表
表示の適正化に関する業務 表示の適正化に関する業務 表示の適正化に関する業務 示の適正化に関する業務 Ａ

指標の総数 ：９
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：９×２点＝18点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 18点
(18／18＝100％)

① 食品表示監視業務につい ① 食品表示監視業務につい ① 品質表示基準の遵守状況 ◇食品監視業務について、セ 【業務実績報告書の記述】
ては、国（地方農政局 、 ては、国、地方公共団体等 の確認のための食品表示の ンターの有する農林物資の分 品質表示基準の遵守状況の確認のための検査）
地方公共団体等との役割分 との役割分担を踏まえ、セ 監視業務（以下「食品表示 析技術等を活用した重点的な の実施に当たっては、試験研究機関等と連携し ａ
担を踏まえ、センターの有 ンターの有するDNA解析技 監視業務」という ）につ 検査を実施した。 て実施したセンターの調査研究の成果を活用。
する農林物資の分析技術と 術及び微量成分の検査分析 いて、農林水産物、飲食料 ｓ：実施し、特に優れた成果 し、次のとおりアサリ及び食肉加工品の重点的
その活用によって蓄積され 技術等の食品等に関する分 品及び油脂 以下 食品等 が得られた な検査を実施した。（ 「 」
た専門技術的知見が必要と 析技術とその活用によって という ）に関する分析技 ａ：実施した。
される検査等に重点化を図 蓄積された専門技術的知見 術とその活用によって蓄積 ｃ：実施しなかった 〔アサリの地域系統群判別〕
るとともに、平成17年度を が必要とされる検査等に重 された専門技術的知見が必 ｄ：実施せず、その要因は法 ・アサリの表示に関する特別調査
基準として、検査に要する 点化を図るとともに、検査 要とされる検査等に重点化 人の著しく不適切な対応に 52件
時間を中期目標期間中に10 の方法又は工程の見直し、 を図るため、センターの調 あった 〔食肉加工品の肉種鑑別〕
％削減し、検査の効率化を 新たな検査方法の導入等に 査研究等によって得られた ・牛挽肉加工品の表示に関する緊急調査
図る。 よる効率的な検査の実施に 成果を活用した特定品目に 110件

より、平成17年度を基準と 係る重点的な検査を2回以 ・上記以外の食肉加工品の調査 50件（注）
して、検査に要する時間を 上行う。
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中期目標期間中に10％削減 注：食肉加工品に関する調査としては、
し、検査の効率化を図る。 110件の緊急調査以外に2回（300件）実

施したが、そのうち、センターの調査研
究の成果を活用したDNA分析によるもの
が50件で、他は既存のエライザ分析を活
用した。

【その他の特記事項】
達成度合：200％（4回／2回）

また、食品表示監視業務 ◇食品表示監視業務につい 【業務実績報告書の記述】
に係る検査に要する時間を て、効率的な検査の実施によ 同一品目の分析試験を集中的に実施する等に
平成17年度を基準として中 り 平成17年度を基準として より、食品表示監視業務に係る検査に要する時 ａ、 、
期目標期間中に10％削減す 各事業年度ごとの削減計画値 間を平成17年度を基準として4.4％削減した｡
るため、前事業年度に引き を達成した （各事業年度ご。
続き、分析試験ごとに分析 との削減計画値：中期計画開 【その他の特記事項】
実施センターの集約化等に 始時からの経過年数に2％を 達成度合：110％（4.4％／4％）
ついて検討し、総検査時間 乗じて得られる削減率 ）。
を4％程度削減する。 ｓ：計画値の達成度合は100

％以上であり、特に優れた
成果が得られた

ａ：計画値の達成度合は90％
以上であった

ｂ：計画値の達成度合は50％
以上90％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は50％
未満であった

ｄ：計画値の達成度合は50％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

② 農林物資の検査技術に関 ② 農林物資の検査技術に関 ② 農林物資の検査技術に関 ◇全調査研究課題のうち、食 【業務実績報告書の記述】
する調査及び研究業務につ する調査及び研究業務につ する調査及び研究の重点化 品表示の真正性確認に係る課 平成19年度中に実施した調査研究課題24課題
いては、食品表示の真正性 いては、食品表示の真正性 を図るため、全調査研究課 題の比率は全体の80％であっ のうち 表示の真正性確認に係る調査研究を22 ａ、

、 。確認に係る調査及び研究を 確認に係る調査及び研究を 題のうち、表示の真正性確 た。 課題実施し 全体に占める比率を91.7％とした
重点的に行うため、表示の 重点的に行うため、表示の 認に係る調査及び研究課題 ｓ：計画値の達成度合は100
真正性確認に係る調査及び 真正性確認に係る調査及び の比率を全体の80％以上と ％以上であり、特に優れた また、調査及び研究については、引き続き本
研究課題の比率を全体の80 研究課題の比率を全体の80 するとともに、調査及び研 成果が得られた 部、横浜事務所及び神戸センターに集約して行
％以上とするとともに、そ ％以上とするとともに、各 究については本部（横浜事 ａ：計画値の達成度合は100 った。
の実施体制の強化を図る。 地方組織で実施していた調 務所を含む ）及び神戸セ ％以上であった なお、年度途中に追加して実施すべき課題は。

査及び研究を本部及び特定 ンターに集約して行う。 ｂ：計画値の達成度合は70％ 生じなかった。
の地方組織に集約して行 なお、年度途中で実施す 以上100％未満であった
う。 べき課題が発生した場合に ｃ：計画値の達成度合は70％ 【その他の特記事項】

は、この割合に留意し、必 未満であった ［食品表示の真正性確認に係る課題の内訳］
要に応じて課題の調整を行 ｄ：計画値の達成度合は70％ ・生鮮食品の判別技術 13課題
う。 未満であり、その要因は法 ・加工食品の原材料の判別技術 6課題

人の著しく不適切な対応に ・遺伝子組換え食品の分析技術 3課題
あった

達成度合：114％（91.7％／80％）
◇各地域センターで実施して
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いた調査及び研究を本部及び
特定の地域センターに集約し ａ
た。
ｓ：集約し、特に優れた成果

が得られた
ａ：集約した
ｃ：集約しなかった
ｄ：集約せず、その要因は法

人の著しく不適切な対応に
あった

③ 登録認定機関の登録及び ③ 登録認定機関の登録及び ③ 登録認定機関（登録外国 ◇登録認定機関の技術上の調 【業務実績報告書の記述】
その更新時における調査に その更新時における調査に 認定機関を含む。以下同 査に係る報告の目標期間を中 技術上の調査については、次に掲げる取組を
ついては、農林水産省の調 ついては、検査員の能力向 じ ）の登録及び登録の更 期目標期間中に10％削減する 行うことにより、調査を行った436件すべての ａ。
査指示から報告までの目標 上と適切な進行管理によ 新時における調査 以下 技 ための取組を行った。 案件について、農林水産省の調査指示から27業（ 「
期間（30業務日（ただし、 り、農林水産省の調査指示 術上の調査」という ）に ｓ：計画どおり行い、特に優 務日以内に報告した。。
申請者に対し、照会、追加 から報告までの目標期間 3 ついては、中期目標期間中 れた成果が得られた（
・補足資料等が必要とさ 0業務日（ただし、申請者 に農林水産省の調査指示か ａ：計画どおり行った 事務処理の簡素化・合理化等について検討を
れ、事務処理を行うことが に対し、照会、追加・補足 ら報告までの目標期間（30 ｂ：概ね計画どおり行った 行い、検査員（調査員又は調査員補）の資格所
できなかった等の期間を除 資料等が必要とされ、事務 業務日（ただし、申請者に ｃ：計画どおり行わなかった 有者が調査を実施するための決裁手続きを簡素
く。以下同じ ）を中期目 処理を行うことができなか 対し、照会、追加・補足資 ｄ：計画どおり行わず、その 化する等、技術上の調査に係る基準文書を改正。）
標期間中に10％削減する。 った等の期間を除く。第２ 料等が必要とされ、事務処 要因は法人の著しく不適切 した。

の３において同じ ）を中 理を行うことができなかっ な対応にあった また、検査員に対し、これまでの技術上の調。）
期目標期間中に10％削減す た等の期間については除 【平成21年度までの指標】 査等の実績を事例演習に反映させた研修を2回
る。 く。第２の３において同 （26名）実施し、検査員の調査能力の向上を図

じ ）を10％削減すること ◇登録認定機関の技術上の調 った。。）
ができるよう、次に掲げる 査に係る報告をの目標期間 3（
措置を講ずる。 0業務日）を10％削減した。 【その他の特記事項】
○ 目標期間の削減を図る ｓ：達成度合は100％であり 目標期間を削減するための取組を行った結、

ため、事務処理の簡素・ 特に優れた成果が得られた 果、報告までの事務処理日数は、最大で27日と
合理化等について検討を ａ：達成度合は90％以上であ なった。
行う。 った

○ 登録認定機関の技術上 ｂ：達成度合は50％以上90％
の調査に係る基準文書を 未満であった
必要に応じて見直すとと ｃ：達成度合は50％未満であ
もに、検査員への周知徹 った
底及び教育訓練を行うこ ｄ：達成度合は50％未満であ
とにより検査員の能力向 り、その要因は法人の著し
上を図る。 く不適切な対応にあった

【中期目標終了時（平成22年
度）の指標】

④ 農林水産省が行うリスク ④ 農林水産省が行うリスク ④ 農林水産省が行うリスク ◇リスク管理のための有害物 【業務実績報告書の記述】
管理に資するための有害物 管理に資するための有害物 管理に資するための有害物 質の分析業務について、効率 次に掲げる取組を行うことにより、農林水産
質の分析業務については、 質の分析業務については、 質の分析業務については、 的な分析の実施等により、平 省が行うリスク管理に資するための有害物質の ａ
平成17年度を基準として、 同一品目の集中的な実施、 平成17年度を基準として、 成17年度を基準として、各事 分析業務の効率化に努めた。
試料の分析に要する時間を 分析の作業工程の最適化等 試料の分析に要する時間を 業年度ごとの削減計画値を達
中期目標期間中に10％削減 による効率的な分析の実施 中期目標期間中に10％削減 成した （各事業年度ごとの 厚生労働省が通知している一斉試験法の果。
し、年間を通じた均等な業 により、平成17年度を基準 するため、厚生労働省が通 削減計画値：中期計画開始時 実、野菜等への適用、個別に分析していた農薬
務の実施に努め、効率化を として、試料の分析に要す 知している一斉試験法の果 からの経過年数に2％を乗じ の同試験法への一体化等について検討した結
図る。 る時間を中期目標期間中に 実、野菜等への適用、個別 て得られる削減率 ） 果、試験法が妥当であることが確認されたため。
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10％削減する。 に分析していた農薬の同試 ｓ：計画値の達成度合は100 適用し、残留農薬の分析に要する時間を平成17
験法への一体化等について ％以上であり、特に優れた 年度を基準として5.0％削減した。
検討し、試料の分析に要す 成果が得られた
る時間を4％程度削減する ａ：計画値の達成度合は90％。

以上であった
ｂ：計画値の達成度合は50％

以上90％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は50％

未満であった
ｄ：計画値の達成度合は50％

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

また、月別の分析業務量 また、分析要員に対する ◇月別の分析件数等を平準化 分析要員の教育訓練、技能試験等の実施時期
を平準化することにより、 教育訓練との実施時期の調 することにより業務の効率化 を年度始め頃に調整し、月別の業務量の平準化
業務の効率化を図る。 整を図り、月別の分析業務 を図った。 を図った。 ａ

量を平準化することによ ｓ：効率化を図り、特に優れ
り、業務の効率化を図る。 た成果が得られた

ａ：効率化を図った
ｃ：効率化を図らなかった
ｄ：効率化を図らず、その要

因は法人の著しく不適切な
対応にあった

また、分析対象の選定や さらに、分析対象の選定 さらに、比較的リスクが ◇農林水産省が行うリスク管 分析対象農薬の選定に当たっては、国内の登
分析の実施に当たっては、 や分析の実施に当たって 高いおそれのある農産物等 理に資するための有害物質の 録農薬が400～500種類に及ぶことから、比較的
生産資材の検査等業務との は、生産資材の特性や使用 の分析を戦略的かつ重点的 分析業務について、戦略的か リスクの高いおそれのある農薬を重点的に実施 ａ
連携を図った上で、戦略的 実態、センターの有する残 に実施するため、分析対象 つ重点的に実施した。 するため、農薬検査部門が有する農薬の使用量
かつ重点的に行うものとす 留農薬等のデータ等の情報 や分析方法等の選定に当た ｓ：実施し、特に優れた成果 等に関する情報に基づき120種類程度に絞り込
る。 に基づき、検査等業務が連 っては、検査等業務を行う が得られた み、農林水産省関係部局と緊密に連携しつつ、

携して検討した上で、比較 各部門が有するデータ等の ａ：実施した 食品検査部門において実施計画を策定し、適切
的リスクが高いおそれのあ 情報に基づき、農林水産省 ｃ：実施しなかった に実施した。
る農作物等を対象に、戦略 関係部局と緊密に連携しつ ｄ：実施せず、その要因は法
的かつ重点的に実施する。 つ、検査関係各部門の協力 人の著しく不適切な対応に 【その他の特記事項】

の下、実施計画を策定し、 あった 分析種のしぼり込みに当たっては、農薬の使
適切に実施する。 用頻度、製造量等を勘案して、選定した。

達成度合：125％（5.0％／4％）

⑤ 生糸のJAS規格による格 ⑤ 生糸のJAS規格による格 ⑤ 生糸のJAS規格による格 ◇一部の業務を除き、生糸の 【業務実績報告書の記述】
付業務については、平成21 付業務については、平成21 付業務については、神戸セ 格付業務を神戸センターに集 生糸のJAS規格による格付業務については、
年2月28日限りで廃止し、 年2月28日限りで廃止し、 ンターへの業務の集約（受 約することにより、要員及び 神戸センターへの集約により不要となった横浜 ａ
当該業務に係る要員及び経 同日までの経過措置期間中 付、サンプリング等の業務 経費の合理化を図った。 事務所の格付検査のための設備の段階的な撤去
費の合理化を図る。 は、受付、サンプリング等 を除く ）により不要とな ｓ：合理化を図り、特に優れ 等を行った。。

の一部の業務を除き、格付 る横浜事務所の格付検査の た成果が得られた 撤去等を行った専有部分の一部については、
業務を神戸センターに集約 ための設備については、段 ａ：合理化を図った 合同庁舎管理官庁と返還工事内容の確認を経
することにより、要員及び 階的に撤去等を行う。 ｃ：合理化を図らなかった て、平成20年3月31日付けで専有面積の返還申
経費の合理化を図る。 また、撤去等を行い不要 ｄ：合理化を図らず、その要 請を行い、平成20年度から合同庁舎負担金の軽

となった専有部分について 因は法人の著しく不適切な 減が図られることとなった。
は、早期に合同庁舎へ返還 対応にあった
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し経費の合理化が図られる 【その他の特記事項】
よう、合同庁舎管理官庁と 平成20年度末の移転を目途に建設を進めてい
必要な調整を実施する。 る神戸センター新庁舎には当該検査施設を設置

せず、予定どおり平成21年2月28日をもって当
該業務を廃止することとしている。

(3) 情報提供業務 (3) 情報提供業務 (3) 情報提供業務 ○情報提供業務
Ａ

指標の総数 ：４
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：４×２点＝８点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ８点
(８／８＝100％)

食品等の品質及び表示、 ① 食品等の品質及び表示、 ① センターが有する専門的 【業務実績報告書の記述】
肥料、農薬、飼料及び飼料 肥料、農薬、飼料及び飼料 知見を活用しつつ、食品等 次に掲げる措置を講ずることにより、センタ
添加物並びに土壌改良資材 添加物並びに土壌改良資材 の品質及び表示、肥料、農 ーが有する専門的知見を活用しつつ、食品等の
の品質及び安全性等に係る の品質及び安全性等に関す 薬、飼料及び飼料添加物並 品質及び表示、肥料、農薬、飼料及び飼料添加
情報提供業務について、そ る情報を一元的に収集・発 びに土壌改良資材の品質及 物並びに土壌改良資材の品質及び安全性等、食
の一元化を図るとともに、 信するため、検査及び調査 び安全性等、食の安全と消 の安全と消費者の信頼の確保に関する情報を重
食の安全と消費者の信頼の 並びに法令に基づく業務と 費者の信頼の確保に関する 点的に収集・整理し、インターネットによる効
確保の観点から重点化を図 の連携を図りつつ、これら 情報を重点的に収集・整理 率的かつ迅速な情報発信、講習会等を通じた的
る。 の業務により作成された情 し、インターネット（ホー 確な情報の提供に努めた。

報のデータベースや情報シ ムページ及びメールマガジ
ステムの的確な管理のため ンを含む。以下同じ ）に。
の要員を平成19年度から配 よる効率的かつ迅速な情報
置するとともに、これらの 発信、講習会等を通じた的
データベース等を活用した 確な情報の提供を行うた
一元的な対応を図るため、 め、次に掲げる措置を講ず
CIO（Chief Information る。
Officer：情報化統括責任
者）を設置する等の体制を ○ 食品等、肥料、農薬、 ◇得られた情報をセンター業 各業務により蓄積されたデータベースや情報
構築する。 飼料及び飼料添加物並び 務情報化システム等により迅 システムを一元的に管理する体制の構築につい

に土壌改良資材の検査及 速に集積・整理し、一元的に て情報提供推進委員会で検討し、提供可能な情 ａ
び調査の結果や、肥料取 管理する体制を構築した、又 報を把握するため既存のデータベースを調査す
締法、農薬取締法、飼料 は定期的な見直しを行い、必 るとともに、一元的管理を行うために必要な各
安全法及び地力増進法に 要な改善を行った。 データベースごとの的確な管理のための要員と
基づく業務により蓄積さ ｓ：必要な改善を行い、特に して、管理責任者及び所定の期間内のデータ入
れたデータベースや情報 優れた成果が得られた 力状況を確認する進行管理者を配置した。
システムを一元的に管理 ａ：必要な改善を行った、又
する体制を構築し、その は改善の必要がなかった
ための要員を配置する。 ｃ：必要な改善を行わなかっ

た
ｄ：必要な改善を行わず、そ

の要因は法人の著しく不適
切な対応にあった

○ CIO Chief Information ◇情報のデータベースや情報 CIOを設置し、その指導のもと情報提供推進（
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Officer：情報化統括責 システムの的確な管理のため 委員会においてデータベース等のあり方につい
任者）を設置し、その指 の要員（CIOを含む ）を配置 ての検討を行い、その結果をCIOへ報告すると ａ。
導のもとデータベースや した。 ともに、CIOを委員長とする業務・システム最
情報システムのあり方を ｓ：配置し、特に優れた成果 適化推進委員会を平成20年3月に開催し、デー
検討し、必要な改善を図 が得られた タベースや情報システムの現状について検討し
る。 ａ：配置した た。

ｃ：配置しなかった また、センター業務情報化システムのプログ
ｄ：配置せず、その要因は法 ラムについて、入力フォームの変更等の必要な

人の著しく不適切な対応に 改善を実施した。
あった

【その他の特記事項】
理事（総合調整・食品等検査担当）をCIOと

することを業務・システム最適化推進委員会設
置・運営要領で明記した。

② 食の安全と消費者の信頼 ② 食の安全と消費者の信頼 【業務実績報告書の記述】
の確保の観点から情報提供 の確保の観点から情報提供 次に掲げる措置を講ずることにより、食の安
を行う内容の重点化を図る を行う内容の重点化を図る 全と消費者の信頼の確保の観点から情報提供を
ため、情報提供業務により ため、次に掲げる措置を講 行う内容の重点化を図った。
収集・整理する情報につい ずる。
ては、必要に応じて外部の
有識者を含む委員会におい ○ 外部の有識者を含む委 ◇報提供業務により収集・整 外部の有識者を含む情報提供業務検討・評価
て検討・評価を行うととも 員会を設置し、次の事業 理する情報について、外部の 委員会を平成20年3月に開催し、平成19年度の
に、消費者、生産者及び事 年度に重点的に収集・整 有識者を含む委員会において 情報提供業務の実施状況を点検・評価した。そ ａ
業者等に対するアンケート 理する情報分野を検討す 検討・評価を行った。 の結果、平成20年度に重点的に収集・整理する
調査の実施により、随時、 る。また、この委員会に ｓ：行い、特に優れた成果が 情報分野として、話題性の高い情報に重点化す
提供内容等の見直しを図 おいて、情報の収集、整 得られた るとともに、また、センターにおいて実施した
る。 理、提供に関する業務の ａ：行った 業務をPRすべきとの指摘を受け、提供情報にあ

実施状況を点検・評価 ｃ：行わなかった たっては、センターとしての取組を可能な限り
し、必要な改善を図る。 ｄ：行わず、その要因は法人 関連づけて提供する等の改善を図ることとし

の著しく不適切な対応にあ た。
った

○ 消費者、生産者及び事 ◇消費者、生産者及び事業者 消費者、生産者及び事業者等の関心事項を把
業者等の関心の高い情報 等の関心の高い情報を重点的 握するためのアンケート調査等を、次のとおり
を重点的に収集するため に収集するためのアンケート 実施した。 ａ
のアンケート調査等を実 調査等を実施した。
施し、随時、提供内容の ｓ：実施し、特に優れた成果 ・ホームページ、広報誌及びメ－ルマガジン

、 。見直しを図る。 が得られた の利用者に対し アンケート調査を行った
ａ：実施した ・ホームページに関する意見要望等を随時受
ｃ：実施しなかった け付けるコンテンツを引続き設置した。
ｄ：実施せず、その要因は法 ・講習会及び研修会の課題等の選定に資する

人の著しく不適切な対応に ため、センターが開催する講習会の際に、
あった アンケート調査を行った。

第３ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する ◎サービスその他業務の質の
サービスその他の業務の サービスその他の業務の サービスその他の業務の 向上 Ａ
質の向上に関する事項 質の向上に関する目標を 質の向上に関する目標を 中項目の総数 ：18

達成するためとるべき措 達成するためとるべき措 評価Ｓの中項目数：１×３点＝３点
置 置 評価Ａの中項目数：17×２点＝34点

評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点
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評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点
評価Ｄの中項目数：０×-1点＝０点

合 計 37点
(37／36＝103％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

① 法人からの自己評価等の資料の提出や業務
実績等に関するヒアリングをもとに、法人の
中期計画項目である「１(1) 食の安全と消費
者の信頼の確保に向けた取組 「１(2) 情報」、
提供業務の一元化及び提供内容の充実 「１」、
(3) 窓口業務の全国における実施 「１(4)」、
検査・分析能力の継続的向上 「２(1) 肥料」、
関係業務 「２(2) 農薬関係業務 「２(3)」、 」、
飼料及び飼料添加物関係業務 「２(4) 土壌」、
改良資材関係業務 「３(1) 食品表示監視業」、
務 「３(2) 登録認定機関、認定事業者に対」、
する指導・監督業務 「３(3) JAS規格及び品」、
質表示基準の見直し等に係る業務 「３(4)」、
農林物資の格付業務 「３(5) 国際規格に係」、
る業務 「３(6) 農林物資の検査技術に関す」、
る調査及び研究業務 ３(7) 依頼検査 ３」、「 」、「
(8) 緊急時の要請に関する業務 「４ リス」、
ク管理に資するための有害物質の分析業務」
及び「６ 国際協力業務」について評価基準
に基づき評価を行った結果、Ｓ評価となった
「１(1) 食の安全と消費者の信頼の確保に向
けた取組」及び業務実績がなく評価の対象外
とした「５ カルタヘナ担保法関係業務」を
除く中項目についてはＡ評価となったことか
ら、大項目の評価はＡ評価とする。

② 「１(1) 食の安全と消費者の信頼の確保に
向けた取組」においては、牛挽肉加工製品及
びその表示についての国民の信頼を早急に回
復することを目的として、食品検査部門及び
飼料検査部門によるプロジェクトチームを設
置し、飼料検査部門が特許を有するDNA検査用
試薬（プライマー）を含む肉骨粉の動物種を
判別する分析技術を食品の肉種鑑別に利用す
るなど、両部門の連携のもと迅速に効率的か
つ効果的に検査を実施したことは高く評価で
きる。

③ 「１(2) 情報提供業務の一元化及び提供内
容の充実」及び「１(3) 窓口業務の全国にお
ける実施」においては、情報提供部門や相談
窓口等に肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並
びに土壌改良資材の品質及び安全性に関して
専門的知見を有する職員を配置し、消費者、
生産者、事業者等からの相談に適切に対応す
るとともに、ホームページやメールマガジン
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の活用や講習会を開催するなど、積極的な情
報提供のための取組が認められたが、引き続
き分かりやすい形での情報提供を推進される
ことが期待される。

④ 「２(1) 肥料関係業務」においては、肥料
取締法に基づく立入検査及び収去品の検査に
ついては、有害成分を含むおそれが高い事業
場へ重点化するための取組を実施するととも
に、公定規格の改正に資する調査研究を実施
するなど、肥料の安全性の確保に関する業務
を適正に実施していた。

⑤ 「２(2) 農薬関係業務」においては、農薬
検査を目標期間内に完了させるための取組、G
LP査察適合確認業務、国際調和関係業務を実
施するとともに、残留農薬基準のポジティブ
リスト化等に対応するなど、農薬の安全性の
確保に関する業務を適正に実施している。

⑥ 「２(3) 飼料及び飼料添加物関係業務」に
おいては、飼料の試験成分について年度計画

、に定めた成分点数を適切に実施するとともに
調査研究について農林水産省からの要請を優
先して実施するなど、飼料の安全性の確保に
関する業務を適正に実施している。

なお、収去品の試験結果の報告について、
標準処理期間を超えた事例が１件見られた。

、 、今後 再びこのようなことが起こらないよう
。複数の職員による確認等の徹底が必要である

⑦ 「３(1) 食品表示監視業務」においては、
科学的手法を用いた食品表示の真正性の検査
を6,000件以上するとともに、消費者の関心の
高い重点的な調査を５回実施している。検査
を通じて疑義が生じた場合は、農林水産省と
連携しつつ立入検査等を実施し、その結果に
ついてはすべて３日以内に報告されており、
手順書の改善などによる業務運営の改善効果
が認められる。

⑧ 「３(2) 登録認定機関、認定事業者に対す
る指導・監督業務」においては、登録認定機
関に対する定期的調査をすべての機関に年１
回実施するとともに、調査を通じて不適合の
疑義が生じた場合には、必要に応じて是正の
ための指導及び追加調査を実施するなど、JAS

。規格制度に関する業務を適正に実施している

１ 共通事項 １ 共通事項 １ 共通事項
センターは、農場から食

卓までの一連の過程を対象
に、検査等業務を一体的に
実施することにより、技術
を通じて食の安全と消費者
の信頼の確保に貢献する機
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関として、統合メリットを
発揮し、国民に対して提供
するサービスの質の向上に
努めることとし、以下の取
組を実施する。

(1) 食の安全と消費者の信頼 (1) 食の安全と消費者の信頼 (1) 食の安全と消費者の信頼 ○食の安全と消費者の信頼の
の確保に向けた取組 の確保に向けた取組 の確保に向けた取組 確保に向けた取組 Ｓ

検査等業務に関する知見 食の安全と消費者の信頼 新たなリスクへの対応な 指標の総数 ：４
やノウハウの結集、検査等 の確保に資するため、①か どセンター全体として取り 評価ｓの指標数：１×３点＝３点
職員や分析機器の機動的か ら③までの取組を行う。 組む課題の解決を図る場合 評価ａの指標数：３×２点＝６点
つ重点的な投入など、統合 や、緊急時における迅速な 評価ｂの指標数：０×１点＝０点
メリットを最大限活用し、 食品の安全性の確保等に資 評価ｃの指標数：０×０点＝０点
食の安全と消費者の信頼の するため、次に掲げる事項 評価ｄの指標数：０×-1点＝０点
確保に資するため、以下の について適切な取組を行 合 計 ９点
取組を実施する。 う。 (９／８＝113％)

【業務実績報告書の記述】
次に掲げる事項について適切な取組を行うこ

とにより、新たなリスクへの対応などセンター
全体として取り組む課題の解決を図る場合や、
緊急時における迅速な食品の安全性の確保等に
努めた。

① 食の安全と消費者の信頼 ① 食の安全と消費者の信頼 ① 食の安全と消費者の食に ◇食の安全と消費者の信頼の 【業務実績報告書の記述】
の確保に資するため、次に の確保に資するため、中期 対する信頼性を確保する観 確保に資するためにセンター 食の安全と消費者の食に対する信頼性を確保
掲げる4つの分野を対象に8 目標期間中に次に掲げるよ 点から、センター全体とし として取り組むべき課題を選 する観点から、センター全体として取り組むべ ｓ
課題を設定し、センターが うな8課題について検討し て取り組むべき課題を次に 定し、調査分析等を効率的か き課題を次のとおり2課題選定し、専門技術的、
有する知見やノウハウを結 結論を得る。 掲げるような課題の中か つ効果的に実施した。 知見を有する職員から構成するプロジェクトチ
集し、改善・解決を図るも ら、年度当初に2課題以上 ｓ：効率的かつ効果的に実施 ームを設置し、調査分析等を効率的かつ効果的
のとする。 選定し、専門技術的知見を し、特に優れた成果が得ら に実施した。
ア 検査・分析能力の向上 有する職員から構成するプ れた
イ 情報提供能力の強化 ロジェクトチームを設置 ａ：効率的かつ効果的に実施 ・牛挽肉加工品緊急調査プロジェクトチーム
ウ 生産資材由来のリスク し、調査分析等を効率的か した 牛挽肉加工製品及びその表示についての

の低減 つ効果的に実施する。 ｃ：効率的かつ効果的に実施 国民の信頼を早急に回復することを目的と
エ 食品表示等の信頼性の また、外部の有識者を含 しなかった して、食品検査部門及び飼料検査部門によ

向上 む委員会を設置し、取組内 ｄ：効率的かつ効果的に実施 るプロジェクトチームを設置し、飼料検査
容の評価改善を図る。 せず、その要因は法人の著 部門が特許を有するDNA検査用試薬（プラ

ア 職員の分析能力の向上 ア 職員の分析能力の向上 しく不適切な対応にあった イマー）を含む肉骨粉の動物種を判別する
及び平準化に向けた定期 及び平準化に向けた定期 分析技術を食品の肉種鑑別に利用するな
的な技能試験の実施方法 的な技能試験の実施方法 ど、両部門の連携のもと迅速に効率的かつ
の検討及び試験結果に基 の検討及び試験結果に基 効果的な検査を実施した。
づく研修プログラムの作 づく研修プログラムの作
成 成 ・前作に使用された農薬の残留分析プロジェ

イ 検査結果の信頼度を向 イ 検査結果の信頼度を向 クトチーム
上させるための業務改善 上させるための業務改善 ポジティブリスト制度が導入された中
プログラムの作成及び当 プログラムの作成及び当 で、前作の作物に使用した農薬の作物残留
該プログラムに基づく業 該プログラムに基づく業 に係るリスク低減に資するためのデータを
務の改善 務の改善 得ることを目的として、食品検査部門及び

ウ 海外における生産資材 ウ 海外における生産資材 農薬検査部門によるプロジェクトチームを
に係るリスク管理情報や に係るリスク管理情報や 設置し、農薬検査部門が有する土壌半減期
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農薬等の安全性に係る情 農薬等の安全性に係る情 の長い農薬等に関する知見を活用して分析
報等、消費者等の関心が 報等消費者等の関心が高 対象農薬を選定し、両部門の連携のもと効
高く、重点的に収集すべ く、重点的に収集すべき 率的かつ効果的な検査を実施した。
き情報に係る収集方法の 情報に係る収集方法の検
検討 討 また、外部の有識者を含む業務評価委員会を

エ 広報誌、メールマガジ エ 広報誌、メールマガジ 平成20年3月に開催し、平成19年度の取組内容
ン等の情報提供媒体の活 ン等の情報提供媒体の活 の評価を行うとともに、平成20年度のプロジェ
用方策やプレゼンテーシ 用方策やプレゼンテーシ クト課題についての意見等を傾聴した。
ョン方法等に関する情報 ョン方法等に関する情報
提供能力の向上のための 提供能力の向上のための 【その他の特記事項】
プログラムの策定及び当 プログラムの策定及び当 外部の有識者を含む委員会の設置 は 中「 」 、「
該プログラムに基づく業 該プログラムに基づく業 期計画第1の1(1)の②内部監査の一体的な実施
務の改善 務の改善 （6ページ 」において評価するため、当指標に）

オ 肥飼料や農薬に由来す オ 肥飼料や農薬に由来す おいては評価しない。
る食品中の危害要因に係 る食品中の危害要因に係
る情報の収集・分析 る情報の収集・分析

カ 肥飼料や農薬の使用実 カ 肥飼料や農薬の使用実
態及び特性を踏まえた食 態及び特性を踏まえた食
品中の有害物質の実態調 品中の有害物質の実態調
査 査

キ 有機農産物の表示等の キ 有機農産物の表示等の
新たな表示に対応した検 新たな表示に対応した検
査技術や検査方法の改善 査技術や検査方法の改善
・改良 ・改良

ク アからキまでに掲げる ク アからキまでに掲げる
もののほか、食の安全と もののほか、食の安全と
消費者の信頼の確保の観 消費者の信頼の確保の観
点から特に必要な課題 点から特に必要な課題

上記の課題の取組に当た
っては、外部の有識者を含
む委員会を設置し、毎事業
年度、取組内容の評価・改
善を図るとともに、専門技
術的知見を有する職員によ
り構成されるプロジェクト
チームの設置等により、各
業務の連携・調整を図りつ
つ、効率的・効果的に実施
する。

② 肥料、農薬、飼料及び飼 ② 緊急時において、迅速な ② 緊急的にセンター一体と 【業務実績報告書の記述】
料添加物並びに土壌改良資 検査の実施による被害のま なって被害のまん延の防止 次に掲げる取組を実施することにより、緊急
材への有害な物質等の混入 ん延の防止及び原因の特定 及び危害原因の特定に努め 的にセンター一体となって被害のまん延の防止
等が原因となって食品への を行うための体制を確保す る必要が生じた場合にあっ 及び危害原因の特定に努める必要が生じた場合
汚染が懸念される場合や、 るため、次に掲げる取組を ては、プロジェクトチーム にあっては、プロジェクトチームの設置やスタ
食品中の有害な物質の汚染 実施する。 の設置やスタッフ職員の活 ッフ職員の活用などを行い、検査等に係る知見
の原因がこれらの資材にあ 用などを行い、検査等に係 やノウハウの結集を図りつつ、総力をあげて検
ることが懸念される場合に る知見やノウハウの結集を 査等を迅速かつ効果的に実施するための体制を
は、食の安全を確保するた 図りつつ、総力をあげて検 整備した。
め、センターの総力を挙げ 査等を迅速かつ効果的に実
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て検査を迅速かつ効果的に 施するため、次に掲げる取
実施し、被害のまん延防止 組を実施する。
及び原因の特定に努める。

ア リスクに応じて必要と ア リスクに応じて必要と ◇緊急時に迅速かつ効率的に 【業務実績報告書の記述】
なる専門分野や分析機器 なる専門分野や分析機器 検査を実施するためのマニュ リスクに応じて必要となる専門分野や分析機
の検証及び活用方策の検 の検証及び活用方策の検 アルを策定するとともに、必 器について検証及び活用方策の検討並びに地方 ａ
討並びに地方組織を含め 討並びに地方組織を含め 要に応じて改正を行った。 組織を含めた全国組織の連携方策を定めた規程
た全国組織の連携方策及 た全国組織の連携方策及 ｓ：策定し、又は必要な改正 を改正し、同規程に基づき緊急時における指示
び緊急時における指示・ び緊急時における指示・ を行い、特に優れた成果が ・連絡体制等の対応マニュアルを策定した。
連絡体制等の対応マニュ 連絡体制等の対応マニュ 得られた
アルの策定 アルの策定 ａ：策定し、又は必要な改正

を行い、若しくは改正の必
要はなかった

ｃ：策定せず、又は必要な改
正を行わなかった

ｄ：策定せず、又は必要な改
正を行わず、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

イ 対応マニュアルに基づ イ 対応マニュアルに基づ ◇連絡体制、専門的知見を有 【業務実績報告書の記述】
く連絡体制、専門的知見 く連絡体制、専門的知見 する職員及び機器を登録する 対応マニュアルに基づき、連絡体制並びに想
を有する職員及び機器の を有する職員及び機器の とともに、必要の応じて更新 定される要因及びその内容別分類ごとに専門的 ａ
登録・更新 登録・更新 した。 知見を有する職員及び機器を登録した名簿を見

ｓ：登録し、又は必要な更新 直し、更新した。
を行い、特に優れた成果が
得られた 【その他の特記事項】

ａ：登録し、又は必要な更新 当該登録職員数は平成19年度末現在で延べ48
を行い、若しくは更新の必 名である。
要はなかった

ｃ：登録せず、又は必要な更
新を行わなかった

ｄ：登録せず、又は必要な更
新を行わず、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

ウ 対応マニュアルに基づ ウ 対応マニュアルに基づ ◇緊急時に迅速かつ効率的に 【業務実績報告書の記述】
、 、く訓練の実施、緊急時の く訓練の実施、緊急時の 検査を実施するための対応能 対応マニュアルに基づき 情報の収集を行い

事例の収集・解析、職員 事例の収集解析、職員の 力の向上を図った。 緊急の事態の発生に備えるとともに、想定され ａ
の専門的知見の向上のた 専門的知見の向上のため ｓ：向上を図り、特に優れた る調査の内容別分類に係る研修を4回（5名）実
めの研修の実施等の対応 の研修の実施等の対応能 成果が得られた 施した。
能力の向上 力の向上 ａ：向上を図った

ｃ：向上を図らなかった
また、適切かつ正確な ｄ：向上を図らず、その要因 また、輸入冷凍ギョウザによる薬物中毒事案

情報を消費者に分かり易 は法人の著しく不適切な対 の発生時には、消費者相談窓口を土日において
く かつ 迅速に提供し 応にあった も開設するなど輸入食品に関する相談400件に、 、 、
消費者の被害及び生産者 対応し、寄せられた健康危害に関連する情報20
の風評被害の防止、消費 件については、保健所、農林水産省、国民生活
者の不安の解消等を図る センター等の関係機関に対して迅速に情報提供
ため、相談窓口の設置等 を行い、情報の共有化に努めた。
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を必要に応じて行う。

③ ①及び②以外について ③ ①及び②以外について ③ ①及び②以外について 【業務実績報告書の記述】
も、個々の業務の実施に当 も、個々の業務の実施に当 も、個々の業務の実施に当 上記以外の個々の業務の実施に当たって、連
たっては、必要に応じて連 たっては、必要に応じて連 たっては、必要に応じて連 携・調整を図る必要のある事案は生じなかっ
携・調整を図ることによ 携・調整を図ることによ 携・調整を図ることによ た。
り、質の向上に努めるもの り、質の向上に努めるもの り、質の向上に努める。
とする。 とする。

(2) 情報提供業務の一元化及 (2) 情報提供業務の一元化及 (2) 情報提供業務の一元化及 ○情報提供業務の一元化及び
び提供内容の充実 び提供内容の充実 び提供内容の充実 提供内容の充実 Ａ

指標の総数 ：18
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：18×２点＝36点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 36点
(36／36＝100％)

① 情報提供業務について ① 情報提供業務の一元化及 ① 情報提供業務の一元化を 【業務実績報告書の記述】
、 、 、は、利用者の利便性を向上 び提供内容の充実を図るた 図り、また、消費者、生産 情報提供業務の一元化を図り また 消費者

させるため、消費者、生産 め、次に掲げる取組を実施 者、事業者等の関心を把握 生産者、事業者等の関心を把握するために行っ
者及び事業者を対象に、農 する。 するために行ったアンケー たアンケート調査の結果を踏まえ提供内容の充
場から食卓までの一連の過 ト調査の結果を踏まえ提供 実を図りつつ、次に掲げる取組により的確かつ
程における食品に関する情 内容の充実を図りつつ、次 迅速に情報提供を行った。
報を一元的に提供する。 に掲げる取組により的確か

つ迅速に情報提供を行う。

ア 情報提供業務の一元化 ア 情報提供業務の一元化 ◇検査等業務の終了後30業務 【業務実績報告書の記述】
情報の一元的な提供を ○ 食品表示の監視業務な 日以内に結果等をデータベー 食品表示の監視業務などJAS法関係業務、肥

果等のデータベース化、 土壌改良資材の検査等業 スに登録した。 料、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の ａ
検査等業務及び情報提供 務並びに農薬の登録業務 ｓ：達成度合は100％であり 検査等業務並びに農薬の登録業務等を通じて蓄、
業務等に従事する職員か 等を通じて蓄積した情報 特に優れた成果が得られた 積した情報を検査等業務の終了後30業務日以内
ら成る委員会を毎月1回 を検査等業務の終了後30 ａ：達成度合は90％であった にデータベースに登録した。
以上開催する等により、 業務日以内にデータベー ｂ：達成度合は50％以上90％
検査等業務で得られた情 スに登録する。 未満であった 【登録後30業務日以内のデータベース化（中期
報を適切に収集・整理す ｃ：達成度合は50％未満であ 計画第2の1(2)の②）に関する業務実績報告書
るとともに、情報提供業 った の記述】
務部門や相談窓口等に、 ｄ：達成度合は50％未満であ 肥料の原材料等消費者の関心の高い情報を迅
肥料、農薬、飼料及び飼 り、その要因は法人の著し 速かつ確実に提供することを目的として、肥料
料添加物並びに土壌改良 く不適切な対応にあった 登録1,133件について、登録後30業務日以内に
資材の品質及び安全性等 登録情報等のデータベース化を行うとともに、
に関して専門的知見を有 ホームページにデータ提供している旨を掲載
する職員を配置する。 し、関係者からの要望に応じてデータを223件

提供した。

【その他の特記事項】
「中期計画第2の1(2)の②登録後30業務日以

（ ）」 、内のデータベース化 44ページ については
当指標において評価する。



- 38 -

肥料の登録情報については、登録後30業務日
以内に肥料原料47件及び材料151件をデータベ
ース化した。

○ 幅広い情報の収集・整 ◇検査等業務及び情報提供業 【業務実績報告書の記述】
理・分析を行い、必要な 務等に従事する職員から成る 検査等業務及び情報提供業務等に従事する職
取組を進めるため、検査 委員会を毎月1回以上開催し 員を構成員とする情報提供業務推進委員会を毎 ａ

、 、 、等業務及び情報提供業務 た。 月1回開催し ホームページ メールマガジン
等に従事する職員から成 ｓ：毎月1回以上開催し、特 広報誌等における提供情報の的確性及び分かり
る委員会を毎月1回以上 に優れた成果が得られた やすさ等について検討を行った。
開催する。 ａ：毎月1回以上開催した

ｃ：毎月1回以上開催しなか
った

ｄ：毎月1回以上開催せず、
その要因は法人の著しく不
適切な対応にあった

○ 情報提供業務部門や相 ◇消費者相談及び企業相談に 【業務実績報告書の記述】
、 、談窓口等に肥料、農薬、 迅速かつ的確に対応した。 情報提供業務部門や相談窓口等に肥料 農薬

飼料及び飼料添加物並び ｓ：迅速かつ的確に対応し、 飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の品質 ａ
に土壌改良資材の品質及 特に優れた成果が得られた 及び安全性等に関して専門的知見を有する職員
び安全性等に関して専門 ａ：迅速かつ的確に対応した を配置し、これらと併せて食品の品質及び表示
的知見を有する職員を配 ｂ：迅速かつ的確に対応しな 等に関する消費者、生産者、事業者等からの相
置し、これらと併せて食 かった事例があった 談に次のとおり適切に対応した。
品の品質及び表示等に関 ｃ：迅速かつ的確に対応しな
する消費者、生産者、事 かった 消費者相談専用電話及び食品表示110番を活
業者等からの相談に適切 ｄ：迅速かつ的確に対応せ 用するとともに、消費生活展等において消費者
に対応する。 ず、その要因は法人の著し 相談窓口を開設し、消費者からの相談3,590件

○ 製造業者等からの食品 く不適切な対応にあった に対応した。
表示等に関する相談に対 また、食品表示110番等を通じて収集した不
応するとともに、本部、 正表示や違法なJASマーク表示に関する情報
名古屋及び神戸の各セン 1,347件について、事務処理手順書に基づき農
ターに設置した食品表示 林水産省関係部局等へ通報する等、迅速かつ的
に関する一元的相談窓口 確に対応した。
を適切に運営する。

事業者等からの食品表示、肥飼料等に関する
相談27,138件に対応した。

・肥 料 6,928件
・飼料及び飼料添加物 1,550件
・土壌改良資材 98件
・食 品 18,562件

計 27,138件

（社）日本食品衛生協会と連携して設置して
いる3か所の食品表示に関する一元的相談窓口
を適切に運営し、食品表示等に関する企業相談
件数のうち2,196件の相談に対応した。

【農薬の安全性等に関する情報提供の推進（年
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度計画第2の2(2)の②のエ(ｲ)のｂ）に関する業
務実績報告書の記述】
ホームページの「ご意見・お問い合わせ」の

「農薬の登録情報等に関するお問い合わせ」の
コーナーにおいて消費者、生産者、事業者等か
らの問い合わせ143件（平成19年度計138件及び
平成18年度未回答の5件）のうち140件（対象外
の3件を除く）について適切に回答した。
問い合わせがあってから回答までの期間は2

週間以内と定め、期間内に回答した問い合わせ
は133件（95.0％）であった。

【その他の特記事項】
「専門的知見を有する職員の配置」は 「中、

期計画第7の2職員の人事に関する計画（125ペ
ージ 」において評価するため、当指標におい）
ては評価しない。
「年度計画第2の2(2)の②エ(ｲ)農薬の安全性

等に関する情報提供の推進（71ページ 」につ）
いては、当指標において評価する。

また、情報の提供に当 ○ インターネット情報の ◇ホームページ上の情報等を 【業務実績報告書の記述】
たっては、利用者のアク 内容を適宜更新すること 最新情報に常時更新した。 食品表示に関する情報、JAS製品の品質に関
セスを改善するため、ホ により、食品表示に関す ｓ：更新し、特に優れた成果 する情報、遺伝子組換え食品、農産物の残留農 ａ
ームページの適宜更新、 る情報、JAS製品の品質 が得られた 薬、肥料、飼料、飼料添加物、土壌改良資材及
メールマガジンの配信先 に関する情報、遺伝子組 ａ：常時更新した び農薬の安全性に関する情報や企業、消費者等
の拡大（中期目標期間中 換え食品、農産物の残留 ｂ：更新の頻度が低かった からの相談事例等を迅速にホームページに掲載
に、平成17年度末を基準 農薬、肥料、飼料、飼料 ｃ：更新しなかった した。
として10％増加）及び毎 添加物、土壌改良資材及 ｄ：更新せず、その要因は法 （更新回数 244回、アクセス回数 657,896回）
事業年度36回以上の発信 び農薬の安全性に関する 人の著しく不適切な対応に
等、ホームページやメー 情報や企業、消費者等か あった 〔ホームページの主な掲載内容〕
ルマガジンの積極的な活 らの相談事例等を迅速に ・行政情報（報道発表、パブリックコメント
用を図るとともに、広報 提供する。 情報、JAS規格、食品表示等）
誌を毎事業年度6回以上 また、インターネット ・食に関わる情報（Q&A、相談事例、個別リ
発信し、最新の情報を提 を通じた食の安全と消費 スク情報、国際規格関係情報、キッズペー
供できるように努める。 者の信頼確保に関する意 ジ、相談窓口等）

見交換会として「電子フ ・食品等検査関係情報（調査研究報告、分析
ォーラム」を3回以上開 マニュアル、事業者の取組等）
催する。 ・肥飼料検査関係情報（各種申請手続き、検

査結果の公表等）
・農薬検査関係情報（登録・失効情報、農薬

、 、登録情報検索システム 農薬登録申請関係
GLP適合確認申請等）

・センター情報（イベント情報、刊行物等）
・公表事項（独立行政法人通則法に基づく公

表事項、調達情報等）

また、ホームページ上で、食の安全と消費者
の信頼確保に関する意見交換の場としての電子

、 。フォーラムを 次の3テーマについて開催した
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・知っていますか？賞味期限と消費期限
・もっともっと知りたい！有機食品
・漬物いろいろ、好きですつけもの

【農薬の安全性等に関する情報提供の推進（年
度計画第2の2(2)の②のエ(ｲ)のａ）に関する業
務実績報告書の記述】
平成18年5月より開始した農薬登録情報（登

録番号、用途（殺虫、殺菌、除草等 、農薬の）
、 、 、 、種類 農薬の名称 作物名 適用病害虫雑草名

使用目的、使用時期、使用液量、本剤の使用回
数、使用方法、適用場所等全17項目）が一覧可
能なダウンロード形式でのデータ提供を平成19
年度も引き続き実施し、農薬に関する情報提供
の推進を図った。

平成19年4月から平成20年3月までにダウンロ
ードページに対するアクセス数は計48,140件、
月平均4,012件あり、ダウンロードされた農薬
情報については、基本情報が月平均2,070件、
詳細情報は月平均1,232件であった。

また、ダウンロードデータの二次利用（私的
使用又は引用等著作権法上認められた行為以外
の引用、転載、複製、改変等（再配信を含む）
及び商業目的での利用）の要望が13件あった。

【農薬の安全性等に関する情報提供の推進（年
度計画第2の2(2)の②のエ(ｲ)のｃ）に関する業
務実績報告書の記述】
各四半期ごとに寄せられた質問、意見のとり

まとめを行い、ホームページの「ご意見・お問
い合わせ」の「農薬の登録情報等に関するお問
い合わせ」のコーナーの「よくある質問」を追
加・更新した。
また次の要望に対応した。

(a) 農薬登録情報のダウンロード形式での
、 、データ提供は Excel形式で行っているが

Excel以外の形式でも提供して欲しい旨要
望があったので、平成19年11月よりcsv形
式ファイルについてもダウンロード形式で
の提供を行うよう対応した。

(b) 農薬の毒性に関する試験の適正実施に
ついて（平成11年10月1日付11農産第6283
号農林水産省農産園芸局長通知）の英訳を
ホームページの「農薬検査関係」のコーナ
ーに掲載した。

(c) 農薬取締法（昭和23年7月1日法律第82
号）の英訳をホームページの「農薬検査関
係」のコーナーに掲載した。
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(d) 国内のGLP試験施設の要望に応じて、国
内農薬GLP適合確認施設一覧をホームペー
ジの「農薬検査関係」のコーナーに掲載し
た。

(e) 食品安全委員会において評価された21
農薬の資料概要をホームページの「農薬検
査関係」のコーナーに掲載した。

【その他の特記事項】
「年度計画第2の2(2)の②エ(ｲ)農薬の安全性

等に関する情報提供の推進（71ページ 」につ）
いては、当指標において評価する。

○ 食品安全委員会等のリ ◇希望者にメールマガジンを 【業務実績報告書の記述】
スク評価機関の動向や食 36回以上配信した。 電子メールマガジンを毎月3回以上、合計49
品の安全と消費者の信頼 ｓ：計画値の達成度合は100 回（延べ配信数201,445通）配信した。 ａ
の確保に関する情報の提 ％以上であり、特に優れた
供を迅速に行うため、希 成果が得られた 〔メールマガジンの主な掲載内容〕
望者にメールマガジンを ａ：計画値の達成度合は100 ・食品の安全と消費者の信頼確保に関する情
毎月3回以上配信し、併 ％以上であった 報
せて配信先を中期目標期 ｂ：計画値の達成度合は70％ ・行政情報（報道発表、パブリックコメント
間中に、平成17年度末を 以上100％未満であった 情報等）
基準として10％増加させ ｃ：計画値の達成度合は70％ ・消費者向けイベント情報
ることができるよう、そ 未満であった
の拡大に努める。また、 ｄ：計画値の達成度合は70％ 【その他の特記事項】
行政情報、各種調査結果 未満であり、その要因は法 達成度合：136％（49回／36回）
及びセンター活動状況等 人の著しく不適切な対応に
についても情報提供を行 あった
う。

◇平成17年度末を基準とし 【業務実績報告書の記述】
て、メールマガジンの配信先 メールマガジンの案内チラシを講習会、消費
を増加させた （各事業年度 生活展等の際に配布するなどPR活動に努めた結 ａ。

、 、ごとの評価基準値：中期計画 果 配信先は平成19年度末時点で4,245となり
開始時からの経過年数に2％ 平成17年度末 配信先3,421 を基準として24.1（ ）
を乗じて得られる増加率 ） ％増加させた。。
ｓ：基準値の達成度合は100

％以上であり、特に優れた 【その他の特記事項】
成果が得られた 達成度合：602％（24.1％／4％）

ａ：基準値の達成度合は90％
以上であった

ｂ：基準値の達成度合は50％
以上90％未満であった

ｃ：基準値の達成度合は50％
未満であった

ｄ：基準値の達成度合は50％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

○ 広報誌を6回以上発行 ◇広報誌を6回以上発行した 【業務実績報告書の記述】。
する。 ｓ：計画値の達成度合は100 広報誌「新・大きな目小さな目」を6回（毎
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％以上であり、特に優れた 回6,500部）発行し、地方公共団体の消費生活 ａ
成果が得られた センター等に配布した。

ａ：計画値の達成度合は100
％以上であった 〔広報誌の主な掲載内容〕

ｂ：計画値の達成度合は70％ ・肥料、農薬、飼料等及び土壌改良資材等に
以上100％未満であった 関する情報

ｃ：計画値の達成度合は70％ ・食のQ＆A（消費者相談事例 、表示のQ&A）
未満であった ・行政情報

ｄ：計画値の達成度合は70％ ・食と農のサイエンス
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に 【その他の特記事項】
あった 達成度合：100％（6回／6回）

○ 本部及び地方組織に設 【業務実績報告書の記述】
置した「消費者の部屋」 本部及び各地域センターに設置している「消
又は「消費者コーナー」 費者の部屋」又は「消費者コーナー」において
を活用して、展示物等に 常設展示を行うとともに、本部においては、さ
よる情報提供や利用者の いたま新都心インフォメーションセンターを活
相談等への対応を行うと 用し、消費者に対する情報提供に努めた。
ともに、啓発の目的を明 また、期間を定めて、食品の表示等をテーマ
確にした特別展示を行 とした特別展示を、本部及び各地域センターで
う。 14回（来場者 1,321名）実施した。

さらに、センターの有 ○ 地方公共団体の職員等 ◇センターが有する専門技術 【業務実績報告書の記述】
する専門技術的知見を活 に対する講習会及び研修 的知見を活用した講習会及び 食品の表示、検査分析技術等の専門技術的知
用した講習会及び研修会 会は、企業相談の実績を 研修会を30回以上開催した。 見を活用した内容を中心として、消費者、事業 ａ
を、毎事業年度30回以上 踏まえた食品の表示、検 ｓ：計画値の達成度合は100 者及び地方公共団体職員等に対する講習会及び
開催するとともに、地方 査分析技術等の専門技術 ％以上であり、特に優れた 研修会を、次のとおり36回（2,238名）開催し
公共団体等からの依頼に 的知見を活用した内容の 成果が得られた た。
基づく講習会への講師派 ものを中心に必要に応じ ａ：計画値の達成度合は100
遣については、センター て適時適切に、全センタ ％以上であった ・食品品質等知見活用講習会

（ ）の有する専門技術的知見 ー合わせて30回以上開催 ｂ：計画値の達成度合は70％ 10回 635名
を活用することができる する。 以上100％未満であった ・食品等リスク情報共有化講習会

（ ）ものについて積極的に実 ｃ：計画値の達成度合は70％ 9回 704名
施する。 未満であった ・地方公共団体職員等研修会

（ ）ｄ：計画値の達成度合は70％ 8回 130名
未満であり、その要因は法 ・技術講習会

（ ）人の著しく不適切な対応に 8回 709名
あった ・消費者被害防止講習会

（ ）1回 60名
（この他、飼料製造管理者資格取得講習会
1回（ 93名 ））

【その他の特記事項】
達成度合：120％（36回／30回）

○ 地方公共団体等から消 ◇地方公共団体等から依頼さ 【業務実績報告書の記述】
費者啓発に係る取組等へ れた講習会等への講師派遣に 地方公共団体からの要請に応じて行う講習会
の参加要請があった場合 ついて、センターが有する専 （派遣講習）に36回（1,654名参加 、事業者等 ａ）
には、地方公共団体等の 門技術的知見が活用できる講 から依頼を受けて行う講習会 依頼講習 に298（ ）
取組を支援するため、講 習会等へ職員等を派遣した。 回（約18,200名参加）役職員を講師として派遣
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習会等に役職員の派遣等 ｓ：派遣し、特に優れた成果 するとともに、消費生活展等への出展を12回
センターの有する専門技 が得られた （513,276名来場）実施した。
術的知見を活用した対応 ａ：派遣した
を行う。 ｃ：派遣しなかった 地方公共団体等からの参加要請に応じて、各

ｄ：派遣せず、その要因は法 種研修会及び連絡会議等に職員を45回派遣し、
人の著しく不適切な対応に 事業者等からの要請に応じて、委員会等に役職
あった 員を委員として40回派遣した。

、 、また 他機関の研究所等からの依頼に応じて
残留農薬分析等についての受入研修等を10回
（63名参加）行った。

また、生産資材に由来す イ 提供内容の充実 イ 提供内容の充実 ◇的確に情報を収集・整理 【業務実績報告書の記述】
る有害な物質等のリスクに 肥料、農薬、飼料及び ○ 提供情報の的確性、わ し、わかりやすく情報提供す 外部の有識者を含めた情報提供業務検討・評
関する正しい理解や、食品 飼料添加物並びに土壌改 かりやすさ等情報提供業 るために、外部の有識者を含 価委員会を平成20年3月に開催し、平成19年度 ａ
の成分や原材料等に由来す 良資材の検査結果、これ 務の質の向上に資する方 む委員会を開催した。 の情報提供業務及び平成20年度の計画について
る品質及び表示に関する信 らの生産資材に関する国 策を検討するため、外部 ｓ：開催し、特に優れた成果 評価及び検討を行った結果、子供にもわかりや
頼の確保の観点から、幅広 内外の規制等の情報、食 の有識者を含めた委員会 が得られた すい情報提供をすべきとの指摘を受け、平成20
くかつ適切に収集した情報 品等の検査結果並びに品 を開催し、検討結果は情 ａ：開催した 年度の改善として、ホームページ上の子供向け
をわかりやすく提供するな 質及び表示、遺伝子組換 報提供業務の改善に活用 ｃ：開催しなかった のわかりやすい情報コンテンツの拡充を図るこ
ど、内容の充実を図ること え食品、農産物の残留農 する。 ｄ：開催せず、その要因は法 ととした。
とする。 薬、生産資材の安全性等 ○ 消費者相談に迅速かつ 人の著しく不適切な対応に

の情報など、消費者の関 的確に対応するため、農 あった
心が高く、生産者等に対 林水産省消費者の部屋、
する生産資材の適正な利 地方農政局、消費生活セ
用方法等の啓発に資する ンター等関係機関と緊密
情報を適切に収集・整理 に連携する。
するため、外部の有識者
を含む委員会の開催によ ○ 消費者、生産者及び事 ◇相談事例集の作成・更新、 【業務実績報告書の記述】
るニーズの把握・検討、 業者等からの相談への対 職員の研修等、消費者、生産 消費者相談において消費者被害情報を受け付
収集分野の設定・評価を 応の質の向上を図るた 者及び事業者等からの相談へ けた場合には、保健所、農林水産省、国民生活 ａ
行う。 め、これに対応する専門 の対応の質の向上を図るため センター等に連絡する等、迅速に対応した。
また、わかりやすく情 技術的知見を有する者を の取組を行った。 相談業務に従事する職員に対して情報提供業

報提供を行うため、上記 養成するための研修を行 ｓ：取組を行い、特に優れた 務担当者研修を6回（29名）実施した。
の委員会等により資料の うとともに、受け付けた 成果が得られた
内容や作成方法等に関し 相談を整理し、重要な事 ａ：取組を行った 受け付けた相談を整理し、またホームページ
て毎事業年度、検討・評 例を相談事例集に収録 ｂ：取組は不十分であった に掲載している相談事例集の内容を精査した結
価を行う。 し、相談対応マニュアル ｃ：取組を行わなかった 果 「企業相談事例集」に掲載している有機農、

さらに、迅速かつ的確 の改善と併せてその充実 ｄ：取組を行わず、その要因 産物の格付実績を平成18年度の実績に更新する
に相談に対応するため、 を図る。 は法人の著しく不適切な対 とともに 「食のQ&A」に消費者相談の事例7件、
相談事例集の作成・更 応にあった を追加掲載した。
新、相談対応に関する基 消費者相談対応マニュアル及び企業相談対応
準文書に基づく適切な対 マニュアルの充実を図るため見直しを行った
応、職員の研修等を実施 が、改正を要する事項はなかった。
する。

【その他の特記事項】
消費者相談事例集の見直しを行い、平成18年

度に受け付けた相談2,234件の中から13件の事
例を追加するとともに、平成19年度に受け付け
た相談3,590件の中から16件を消費者相談事例
集に掲載する候補事例として選定した。
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さらに、こうした取組の ウ 以上の取組により、ア ウ 情報提供業務の改善を ◇提供情報等に関する情報提 【業務実績報告書の記述】
質的な向上を図るため、ア ンケート調査結果等によ 図るため、次の業務にお 供の形態ごとの顧客満足度が 提供情報の的確性、分かり易さ等の向上に資
ンケート調査等の実施によ り顧客満足度を測定し、 いて提供した情報や提供 5段階評価で3.5以上であっ するため、講習会、研修会、講師派遣、ホーム ａ
り、提供した情報や提供方 5段階評価で中期目標期 方法の顧客満足度をアン た。 ページ、広報誌等の業務について、利用者に対
法について顧客満足度を測 間中の各事業年度を通じ ケート調査等により測定 ｓ：3.5以上であり、特に優 するアンケート調査による効果測定を実施し
定し、5段階評価で3．5以 て3.5以上の顧客満足度 する。 れた成果が得られた た。顧客満足度（5段階評価）は、次のとおり
上の顧客満足度を確保す を目標とし、個別の講習 また、個別の講習会等 ａ：3.5以上であった であった。
る。 会等において、顧客満足 において顧客満足度が5 ｃ：3.5未満であった

度が3.5未満の場合には 段階評価で3.5未満の場 ｄ：3.5未満であり、その要 ・各種講習会及び研修会、
情報提供の方法の見直し 合には、情報提供の方法 因は法人の著しく不適切な 食品品質等知見活用講習会 3.9
等、必要な改善措置を講 の見直し等の必要な改善 対応にあった 食品等リスク情報共有化講習会 4.0
ずる。 措置を速やかに講ずる。 地方公共団体職員等研修会 4.4

・各種講習会及び研修会 技術講習会 3.7
・講師派遣 消費者被害防止講習会 3.9
・ホームページ ・講師派遣
・メールマガジン 派遣講習 4.8
・広報誌 依頼講習 4.7

・ホームページ 3.9
・メールマガジン 4.1
・広報誌 3.9

また、個別の講習会等において顧客満足度が
3.5未満であった5件の講習会及び講師派遣につ
いては原因究明を行い、今後は事前に対象者の
レベル・会場の状況等を十分に把握しておく等
の改善処置を講ずることとした。

② 肥料及び農薬の登録結 ② 肥料及び農薬の登録結 ② 肥料及び農薬の登録結 ◇肥料及び農薬の登録結果、 【業務実績報告書の記述】
、 、 、 、果、食品、肥料、農薬、飼 果、食品、肥料、農薬、飼 果、食品、肥料、農薬、飼 食品、肥料、農薬、飼料及び 肥料及び農薬の登録結果 食品 肥料 農薬

料及び飼料添加物並びに土 料及び飼料添加物並びに土 料及び飼料添加物並びに土 飼料添加物並びに土壌改良資 飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材中の有 ａ
壌改良資材中の有害な物質 壌改良資材中の有害な物質 壌改良資材中の有害な物質 材中の有害な物質等の分析結 害な物質等の分析結果等について、検査等結果
等の分析結果等について 等の分析結果等について 等の分析結果等について、 果等について、検査等結果を をデータベース化するとともに、各データベー
は、消費者、生産者及び事 は、消費者、生産者及び事 消費者、生産者及び事業者 データベース化するととも スについて必要な改善を図ることにより、消費
業者への情報提供に資する 業者への情報提供に資する への情報提供を効果的に行 に、必要な改善を行った。 者、生産者及び事業者への効果的な情報提供に
観点から、データベース化 観点から、農薬登録情報検 うため、検査等結果をデー ｓ：行い、特に優れた成果が 努めた。
を図る。 索システム、センター業務 タベース化するとともに、 得られた

情報化システム等によりデ 必要な改善を図る。 ａ：行った
ータベース化を図る。 ｃ：行わなかった

ｄ：行わず、その要因は法人
このうち、肥料の登録情 このうち、肥料の登録情 また、肥料の登録情報に の著しく不適切な対応にあ 肥料の原材料等消費者の関心の高い情報を迅

報等については、登録後30 報については、登録後30業 ついては、登録後30業務日 った 速かつ確実に提供することを目的として、肥料
業務日以内にデータベース 務日以内にこれをデータベ 以内にこれをデータベース 登録1,133件について、登録後30業務日以内に
化する。 ース化し、要望に応じてそ 化し、要望に応じてその原 登録情報等のデータベース化を行うとともに、

の原材料等消費者の関心の 材料等消費者の関心の高い ホームページにデータ提供している旨を掲載
高い情報を迅速かつ確実に 情報を、迅速かつ確実に提 し、関係者からの要望に応じてデータを223件
提供する。 供する。 提供した。

【その他の特記事項】
「登録後30業務日以内のデータベース化」に

ついては 「中期計画第2の1(2)の①ア情報提供、
業務の一元化（37ページ 」において評価する）
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ため、当指標においては評価しない。
肥料の収去品の検査結果及び土壌改良資材の

集取品の検査結果については、情報提供の要望
はなかった。

③ 肥料、農薬、飼料及び飼 ③ 肥料、農薬、飼料及び飼 ③ 肥料、農薬、飼料及び飼 ◇農薬、土壌改良資材の安全 【業務実績報告書の記述】
料添加物並びに土壌改良資 料添加物並びに土壌改良資 料添加物並びに土壌改良資 性等の確保に資するための研 研修又は講師の派遣を次のとおり行うことに
材の安全性等の確保に資す 材の安全性等の確保に資す 材の安全性等の確保に資す 修又は講師の派遣を必要に応 より、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに ａ
るため 都道府県等の職員 るため、研修又は講師の派 るため、研修又は講師の派 じて行った。 土壌改良資材の安全性等の確保に努めた。、 、
検査関係機関、製造業者等 遣を行う。このうち、 遣を行う。このうち、 ｓ：行い、特に優れた成果が
に対して、法令に関する知 得られた 農薬の安全性等の確保に資するための講師派
識又はこれらの資材の検査 ａ：行った 遣について、東京都、京都府 （社）日本植物、
技術等に関する研修又は講 ｂ：必要な研修等を行わなか 防疫協会ほか8団体、農林水産省横浜植物防疫
師の派遣を行う。特に、 った事例があった 所などから延べ16件（20名）の講師派遣依頼が
ア 農薬については、農薬 ｃ：行わなかった あり、そのすべてに対応した。

の検査に係る技術的協力 ｄ：行わず、その要因は法人
及び農薬取締法第2条第1 の著しく不適切な対応にあ なお、土壌改良資材に関する製造業者及び分
項に規定する特定農薬の った 析業者等を対象とした研修又は講師派遣の要請
指定に係る検討等につい はなかった。

、 、て 国からの要請に対し
適切に対応する。 ア 肥料の取締りを行う都 ア 肥料の取締りを行う都 ◇肥料の取締りを行う都道府 【業務実績報告書の記述】

イ 飼料については、飼料 道府県職員、生産業者等 道府県職員の検査技術の 県職員、生産業者等を対象と 都道府県職員、生産業者等に対して法令に関
製造管理者講習会を2年 を対象とした法令に関す 向上、生産業者等におけ した法令に関する知識又は肥 する知識又は肥料の検査技術等に関する研修及 ａ
に1回以上実施するとと る知識又は肥料の検査技 る肥料の安全性管理技術 料の検査技術等に関する研修 び講師の派遣を計31回（法令関係21回（1,013
もに、国、関連団体等が 術等に関する研修及び講 の向上等を図るため、法 及び講師の派遣を20回以上実 名）及び検査技術関係10回（193名 ）実施し、）
行う事業計画検討委員会 師の派遣については毎事 令に関する知識又は肥料 施した。 肥料の取締りを行う都道府県職員の法令に関す
等へ参画し、専門的・技 業年度20回以上実施す の検査技術等に関する研 ｓ：計画値の達成度合は100 る知識及び検査技術の向上と、生産業者等にお
術的見地からの協力を行 る。 修及び講師の派遣を合わ ％以上であり、特に優れた ける肥料の安全性管理技術の向上等を図った。
う。 せて20回以上実施する。 成果が得られた

ａ：計画値の達成度合は100 【その他の特記事項】
％以上であった 達成度合：155％（31回／20回）

ｂ：計画値の達成度合は70％
以上100％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は70％
未満であった

ｄ：計画値の達成度合は70％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

イ 飼料の検査関係機関又 イ 飼料の検査関係機関又 ◇飼料の検査関係機関又は飼 【業務実績報告書の記述】
は飼料製造業者等の担当 は飼料製造業者等の担当 料製造業者等の担当者に対す 飼料の検査関係機関又は飼料製造業者等の担
者に対する法令に関する 者に対して法令に関する る法令に関する知識又は試験 当者に対して法令に関する知識又は飼料の試験 ａ
知識又は試験技術等の研 知識又は試験技術等の研 技術等の研修を10回以上実施 技術等に関する研修を30回 法令関係26回 943（ （
修については、毎事業年 修を10回以上実施する。 した。 名）及び試験技術等の研修4回（15名 ）実施し）
度10回以上実施する。 ｓ：計画値の達成度合は100 た。

さらに、 ％以上であり、特に優れた また、都道府県等の要請に応じ、飼料の安全
成果が得られた 性の確保等に関する各種会議（19回）へ講師を

ａ：計画値の達成度合は100 延べ23名派遣した。
％以上であった

ｂ：計画値の達成度合は70％ 【その他の特記事項】
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以上100％未満であった 達成度合：300％（30回／10回）
ｃ：計画値の達成度合は70％

未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

ウ 農薬取締法第2条第1項 ウ 農薬取締法第2条第1項 ◇特定農薬の指定に係る検討 【業務実績報告書の記述】
に規定する特定農薬の指 に規定する特定農薬の指 については、農林水産大臣か 平成19年度においては該当がなかった。
定に係る検討について 定に係る検討について らの指示に基づく期限内に適 －
は、農林水産大臣からの は、農林水産大臣からの 切に報告した。 【その他の特記事項】
指示に基づく期限内に適 指示に基づく期限内に適 ｓ：達成度合は100％であり 登録農薬の指定に係る検討については、実績、
切に報告する。 切に行いその結果を報告 特に優れた成果が得られた がないため、評価しない。

する。 ａ：達成度合は90％以上であ
った

ｂ：達成度合は50％以上90％
未満であった

ｃ：達成度合は50％未満であ
った

ｄ：達成度合は50％未満であ
り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

エ 飼料製造管理者講習会 エ 飼料製造管理者講習会 ◇飼料製造管理者講習会の実 【業務実績報告書の記述】
については、2年に1回以 の受講希望者数を勘案し 施及び国等が行う事業検討委 受講希望者調査を実施し、その結果を基に飼
上実施するとともに 国 て 必要に応じ実施する 員会等への参画・協力を必要 料製造管理者資格取得講習会を1回（93名）行 ａ、 、 、 。
関連団体等が行う事業検 に応じて行った。 った。
討委員会等への参画につ ｓ：行い、特に優れた成果が また、国、関連団体等が行う事業検討委員会
いては、専門的・技術的 得られた 等へ延べ83回参画し、専門的・技術的見地から
見地からの協力を行う。 ａ：行った の協力を行った。

ｂ：必要な協力等を行わなか
った事例があった

ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあ
った

なお、研修等を実施した なお、研修等を実施した なお、必要に応じて研修 ◇研修等の内容に関するアン 【業務実績報告書の記述】
際には、必要に応じて研修 際には、必要に応じて研修 受講者、会議主催者等に対 ケート等を実施することによ 研修等について適宜アンケートを実施し、そ
の受講者等に対して、研修 受講者、会議主催者等に対 して研修等の内容に関する り、研修等の内容の改善を図 の結果を基に必要な改善を図った。なお、顧客 ａ
等の内容に関するアンケー して、研修又は講義の内容 アンケートを実施し、その った。 満足度（5段階評価）は3.7以上であった。
トを実施し、その結果を評 についてアンケート等を実 結果を評価・分析すること ｓ：アンケート等を実施し、
価・分析することにより、 施し、その結果を評価・分 により、研修又は講義の内 必要な改善を行い、特に優
研修等の内容の改善を図 析することにより、研修又 容の改善を図る。 れた成果が得られた。
る。 は講義の内容の改善を図 ａ：アンケート等を実施し、

る。 必要な改善を行った、又は
改善の必要がなかった。

ｂ：アンケート等を実施しな
かった事例があった、又は
必要な改善を行わなかった



- 47 -

事例があった。
ｃ：アンケート等を実施しな

かった、又は必要な改善を
行わなかった。

ｄ：アンケート等を実施せ
ず、又は必要な改善を行わ
ず、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

(3) 窓口業務の全国における (3) 窓口業務の全国における (3) 窓口業務の全国における ○窓口業務の全国における実
実施 実施 実施 施 Ａ

指標の総数 ：３
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：３×２点＝６点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ６点
(６／６＝100％)

肥料取締法 農薬取締法 窓口業務を全国で実施す 肥料取締法 農薬取締法 【業務実績報告書の記述】、 、 、 、
飼料安全法等の法令に基づ るため、次に掲げる取組を 飼料安全法等の法令に基づ 次に掲げる取組を行うことにより、肥料取締
く届出及び登録証等の交付 実施する。 く届出及び登録証等の交付 法、農薬取締法、飼料安全法の法令に基づく届
に係る窓口業務について に係る窓口業務並びに消費 出及び登録証等の交付に係る窓口業務並びに消
は、事業者等の利便性を向 者等からの相談窓口業務を 費者等からの相談窓口業務を全国で実施した。
上させるため、本部及び全 全国で実施するため、次に
国の地方組織において処理 掲げる取組を実施する。
する。また、消費者等から
の食品表示等に関する相談 ① 関係法令に基づく事務 ① 関係法令に基づく事務 ◇関係法令に基づく事務処理 【業務実績報告書の記述】
窓口を、全国の地方組織に 処理内容に係る所要の研 処理内容に係る所要の研 内容に係る所要の研修、食品 本部及び各地域センターの全窓口業務担当者
設置する。 修、食品表示に関する研 修、食品表示に関する研 表示に関する研修等を行っ に対し、関係法令に基づく事務処理内容に係る ａ

修等を行う。 修等を行う。 た。 所要の研修として「窓口業務担当者研修」を10
ｓ：行い、特に優れた成果が 回（40名）実施するとともに、相談対応業務に

得られた 従事する職員に対し、食品表示、肥料、飼料、
ａ：行った 農薬等の基礎知識に関する研修として「情報提
ｃ：行わなかった 供業務担当者研修」を6回（29名）実施した。
ｄ：行わず、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあ
った

② ホームページ等を活用 ② 関係団体や関係者の利 ◇窓口業務の設置状況につい 【業務実績報告書の記述】
して関係団体や関係者へ 便性の向上等について、 て、ホームページ等を活用し 次の届出の受付や登録証等の交付及び消費者
の周知を図る。 ホームページ等を活用し て関係団体や関係者への周知 等からの相談をすべての窓口で対応する旨をホ ａ

て周知を図る。 を図った。 ームページ等を活用して周知した。
ｓ：図り、特に優れた成果が

得られた ・肥料登録証・仮登録証の交付
ａ：図った ・農薬登録票の交付
ｃ：図らなかった ・農薬取締法第6条第2項の規定に基づく農薬
ｄ：図らず、その要因は法人 登録申請書記載事項の変更に係る届出

の著しく不適切な対応にあ ・飼料製造管理者届出事項変更届出のうち飼
った 料又は飼料添加物の種類及び名称の変更に
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係る届出

③ 窓口業務に係る関係規 ③ 窓口業務に係る関係規 ◇窓口業務に係る規程類の作 【業務実績報告書の記述】
程の整備、対応マニュア 程、対応マニュアルの作 成、苦情等に対する改善方策 窓口業務に係る関係規程、対応マニュアルを
ルの作成、職員から成る 成・見直しを行うととも 等の検討等を行うことによ 作成した。なお、窓口業務に関する苦情等はな ａ
委員会において苦情等が に、苦情等があった場合 り、継続的に業務運営の改善 かった。
あった場合の改善方策等 には、必要に応じ業務改 を図った。
の検討等を行うことによ 善委員会（仮称）におい ｓ：図り、特に優れた成果が 【その他の特記事項】
り、継続的に業務運営の て、改善方策等の検討等 得られた 窓口業務に係る苦情が寄せられた場合は、適
改善を図る。 を行う。また、処理結果 ａ：図った 切に対処し、その結果を業務改善委員会で審議

等については、センター ｃ：図らなかった し、センター業務の品質マネジメントシステム
全体で情報を共有し、マ ｄ：図らず、その要因は法人 の改善に活用することとしている。
ネジメントレビューに反 の著しく不適切な対応にあ
映させるものとする。 った

(4) 検査・分析能力の継続的 (4) 検査・分析能力の継続的 (4) 検査・分析能力の継続的 ○検査・分析能力の継続的向
向上 向上 向上 上 Ａ

指標の総数 ：５
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：５×２点＝10点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 10点
(10／10＝100％)

検査等業務の実施に当た 検査分析に係る能力及び 職員の検査分析技術力の 【業務実績報告書の記述】
り、検査分析機関としての 信頼性の向上を図るため、 維持・向上を図り、検査分 次に掲げる取組を行うことにより、職員の検
国際基準を導入するととも 分析機関としての国際標準 析結果の信頼性を確保する 査分析能力の維持・向上を図り、検査分析結果
に、統合によるスケールメ であるISO/IEC17025及び ため、センターが行う検査 の信頼性を確保に努めた。
リットを活かし、 GLPの考え方による業務管 分析業務全般について ISO、
① 分析の精度管理 理体制の確立、維持・改善 /IEC17025及びGLPの考え方 分析試験業務運営委員会を1回、本部及び各
② 分析精度を向上させる を図り、検査分析業務に関 に基づく分析試験業務管理 地域センターで分析試験業務管理委員会を33回

ための分析手法の開発及 する基準文書に基づき、分 を導入するため、引き続き 開催し、分析試験業務内部監査の結果をもとに
び妥当性の確認 析機器及び試薬等の維持管 関係規程、管理手順書等を した分析試験業務に係るマニュアル類の改正及

③ 分析技術及び分析能力 理、記録等を適正に行うと 整備するとともに、次に掲 び機器整備等、分析試験業務の管理に必要な事
を向上させるための研修 ともに、統合によるスケー げる取組を実施する。 項を審議し決定した。
及び技能試験 ルメリットを活かし、

④ 高度な技術を必要とす
る分析等を、個々の検査 ① ISO/IEC17025（しょう ① しょうゆのアルコール ◇認定されたISO/IEC17025の 【業務実績報告書の記述】
等業務におけるノウハウ ゆアルコール分測定）の 分の測定及び遺伝子組換 要求事項への適合性の維持又 しょうゆのアルコール分の検査分析及び遺伝
・知見を共有化しつつ、 認定を維持するため、マ え大豆の定性分析につい は認定の対象範囲を拡大し 子組換え大豆の定性分析について、ISO／IEC ａ
組織横断的に一体的に実 ニュアルに基づく適正な て、ISO/IEC17025の要求 た。 17025の要求事項への適合性を維持するととも
施し、検査・分析能力を 実験室の管理や分析を行 事項への適合性を維持す ｓ：維持、又は拡大し、特に に、品質システムの継続的な改善に取組み、認
継続的に向上する。 うとともに、認定範囲の るとともに、システムの 優れた成果が得られた 定継続の承認を受けた。なお、認定範囲の拡大

、 、なお、①は実験室間精 拡大を検討する。 継続的な改善に取り組 ａ：維持、又は拡大した について検討した結果 平成19年度においては
度管理を毎事業年度5回 む。さらに、認定範囲の ｃ：維持しなかった 取得済みの認定について品質システムの充実を
以上、②の分析手法の開 拡大について検討する。 ｄ：維持せず、その要因は法 図ることとし、拡大しないこととした。
発及び改良は中期目標期 人の著しく不適切な対応に
間中に30課題、③の研修 あった
は毎事業年度20回、③の
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技能試験は毎事業年度5 ② 分析の精度管理のた ② 分析精度の確認のた ◇実験室間精度管理を5回以 【業務実績報告書の記述】
回以上、実施する。 め、外部機関又はセンタ め、外部機関又はセンタ 上実施した。 センター主催による実験室間精度管理を5回

ー主催による実験室間精 ー主催による実験室間精 ｓ：計画値の達成度合は100 実施し、一部を除き満足な結果が得られた。な ａ
度管理を毎事業年度5回 度管理を5回以上実施す ％以上であり、特に優れた お、満足な結果が得られなかったセンターに対
以上実施し、その結果に るとともに、不満足な結 成果が得られた しては、原因究明のため分析機器及び分析方法
基づき必要な措置を講ず 果であった場合には、原 ａ：計画値の達成度合は100 等について確認する等の必要な是正処置を実施
る。 因を究明のうえ再試験、 ％以上であった した。

当該実験室の担当職員に ｂ：計画値の達成度合は70％
対する教育訓練等の必要 以上100％未満であった 【その他の特記事項】
な措置を講ずる。 ｃ：計画値の達成度合は70％ 達成度合：100％（5回／5回）

未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

③ 分析手法の開発又は改 ③ 分析手法の開発又は改 ◇有害成分に関する分析方 【業務実績報告書の記述】
良については、中期目標 良については、地方組織 法、基準・規格の改善に対応 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に資
期間中に、有害成分に関 を活用して、有害成分に する分析方法等の開発又は改 するため分析法を10課題（20成分）について開 ａ

、 、する分析方法、基準・規 関する分析方法、基準・ 良を妥当性確認を併せて年度 発又は改良するとともに 妥当性の確認を行い
格の改善に対応する分析 規格の改善に対応する分 計画に基づき実施した。 結果を取りまとめた。
方法等30課題以上実施す 析方法等5課題以上を実 ｓ：計画値の達成度合は100
るとともに、妥当性の確 施し、併せて妥当性の確 ％以上であり、特に優れた 【その他の特記事項】
認については、地方組織 認を行う。 成果が得られた 達成度合：200％（10課題／5課題）
を活用する。 ａ：計画値の達成度合は100

％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％

以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％

未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

④ 分析技術及び分析能力 ④ 分析技術及び分析能力 ◇高度な分析技術に係る研修 【業務実績報告書の記述】
の向上を図るため、分析 の向上を図るため、分析 を含め、分析技術に関する研 分析担当者に対して分析技術に関する研修を
担当者に対して分析技術 担当者に対して分析技術 修を20回以上行った。 次のとおり35回（233名）実施した。 ａ
に関する研修を毎事業年 に関する研修を20回以上 ｓ：計画値の達成度合は100
度20回以上行うととも 行うとともに、外部機関 ％以上であり、特に優れた ・専門技術研修 19回（ 51名）
に、外部機関又はセンタ 又はセンターが主催する 成果が得られた ・技術能力向上研修 16回（182名）
ーが主催する技能試験を 技能試験を5回以上実施 ａ：計画値の達成度合は100
毎事業年度5回以上実施 し、検査に係る分析に従 ％以上であった また、分析試験業務以外の業務に関する専門
し、検査に係る分析に従 事する職員を参加させ ｂ：計画値の達成度合は70％ 的な知識の習得を図るための研修を56回（361
事する職員を参加させ る。なお、技能試験の結 以上100％未満であった 名）実施した。
る。 果が不満足であった場合 ｃ：計画値の達成度合は70％

には、原因を究明のうえ 未満であった 外部機関が主催する技能試験を14回、センタ
、 、再試験、当該職員に対す ｄ：計画値の達成度合は70％ ーが主催する技能試験を8回 合計22回実施し

る教育訓練等の必要な措 未満であり、その要因は法 検査に係る分析に従事する職員（延べ206名）
、 。置を講ずる。 人の著しく不適切な対応に に参加させ 一部を除き満足な結果が得られた

あった なお、満足な結果が得られなかった試験者に対
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して原因究明を行った結果、センターで使用し
ている分析法（検量線の作成方法）に問題があ
ることが判明したため、分析法を変更する等の
必要な措置を実施した。

⑤ 高度な技術を必要とす ⑤ 高度な技術を必要とす 高度な技術を必要とするDNA等の分析につい
るダイオキシン類やDNA るダイオキシン類やDNA ては、一層の技術力の向上を図るための研修を
等の分析については、一 等の分析については、一 DNA分析に従事する職員に対して1回（2名）実
層の技術力の向上を図る 層の技術力の向上を図る 施し、専門スタッフを育成した。
ため、必要な研修を実施 ための研修を実施し、専
し、専門スタッフを育成 門スタッフを育成する。 【その他の特記事項】
する。 達成度合：175％（35回／20回）

⑥ 試験研究機関との共同 ⑥ 試験研究機関との共同 ◇試験研究機関との共同研究 【業務実績報告書の記述】
研究や人事交流等を実施 研究や人事交流等を実施 や人事交流等を実施すること 調査研究の年度計画に基づき試験研究機関と
し、計画的な人材の育成 し、計画的な人材育成を により、計画的な人材の育成 の共同研究を18課題実施するとともに、共同研 ａ
を行う。 行う。 を行った。 究のための人事交流として次のとおり職員を駐

ｓ：行い、特に優れた成果が 在させ、人材育成を行った。
得られた

ａ：行った ・食品総合研究所 2名
ｃ：行わなかった ・中央水産研究所 1名
ｄ：行わず、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあ 【大学、試験研究機関等との共同試験等（中期
った 計画第2の3(6)の①）に関する業務実績報告書

の記述】
16課題について、試験研究機関等と共同で調

査研究を実施するとともに、次の2課題につい
て、他機関で開発された判別技術の導入を行う
ことにより、調査研究の水準の向上を図った。

・畜産物の食品表示のための科学的分析法の
妥当性確認

・FRIP法を用いた魚介類の簡易種判別法の検
討

【その他の特記事項】
「中期計画第2の3(6)の①大学、試験研究機

（ ）」 、関等との共同試験等 104ページ については
当指標において評価する。

また、これらの取組の実 また、これらの取組の実 ⑦ 上記①から⑥の取組の 【業務実績報告書の記述】
施に当たっては、センター 施に当たっては、月別の検 実施に当たっては、月別 上記の取組の実施に当たっては、月別の業務
全体で検査・分析業務を平 査業務量の平準化の観点か の検査業務量の平準化の 量の平準化の観点から実施時期の調整を行っ
準化させるよう留意するも ら、実施時期を適切に設定 観点から、適切な実施時 た。
のとする。 する。 期を設定する。

２ 生産段階における安全性 ２ 生産段階における安全性 ２ 生産段階における安全性
等の確保に関する業務 等の確保に関する業務 等の確保に関する業務

(1) 肥料関係業務 (1) 肥料関係業務 (1) 肥料関係業務 ○肥料関係業務
Ａ
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指標の総数 ：14
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：14×２点＝28点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 28点
(28／28＝100％)

① 肥料の検査等業務 ① 肥料の検査等業務 ① 肥料の検査等業務

ア 肥料の登録又は仮登録 ア 肥料の登録又は仮登録 ア 肥料の登録又は仮登録 ◇肥料の新規登録申請に係る 【業務実績報告書の記述】
の申請に係る調査 の申請に係る調査 の申請に係る調査 調査結果の報告に要する期間 登録申請1,133件に係る調査の質を確保しつ

(ｱ) 調査結果の報告につい (ｱ) 再生資源の利用促進に (ｱ) 再生資源の利用促進に を削減するための取組を行っ つ、結果報告に要する期間を削減するため、次 ａ
ては、肥料の安全性の確 より、汚泥等有害成分を より、汚泥等有害成分を た。 に掲げる事項に取組み、年間平均で27.7日と目
保の効率的かつ効果的な 含むおそれの高い肥料の 含むおそれの高い肥料の ｓ：計画どおり実施し、特に 標期間に対して7.7％削減し、肥料の安全性の
推進に資するため、その 登録申請数が依然として 登録申請数が依然として 優れた成果が得られた 確保と食の安全の効率的かつ効果的な推進を図
申請に係る調査の質を確 高水準で推移すると見込 高水準で推移すると見込 ａ：計画どおり実施した った。
保しつつ 業務の効率化 まれる中で、肥料の安全 まれる中で、肥料の安全 ｂ：概ね計画どおり実施した、 、
職員の資質の向上等を図 性の確保と食の安全の効 性の確保と食の安全の効 ｃ：計画どおり実施できなか
ることにより、中期目標 率的かつ効果的な推進に 率的かつ効果的な推進に った
期間中に、農林水産大臣 資するため、その申請に 資するため、その申請に ｄ：計画どおり実施できず、
の指示から報告までに要 係る調査の質を確保しつ 係る調査の質を確保しつ その要因は法人の著しく不
する期間を、現行の目標 つ、中期目標期間中に、 つ、中期目標期間中に、 適切な対応にあった
期間（新規登録申請：30 当該調査結果の報告まで 当該調査結果の報告まで
日）を5％削減する。 の期間を、現行の目標期 の期間を、現行の目標期

（ ） （ ）間 新規登録申請：30日 間 新規登録申請：30日
に対して5％削減するこ に対して5％削減するこ
とができるよう、次に掲 とができるよう、次に掲
げる事項を推進する。 げる事項を推進する。

ａ 登録申請マニュアル ａ 登録申請に関する問 登録申請マニュアル及び登録Q&Aを改訂し要
及び登録Ｑ＆Ａの改訂 い合わせ事務の合理化 請に基づき配布するとともに、ホームページに
・配布並びにこれらの を図るため、登録申請 肥料登録申請手続きの概要及び諸手続き等を掲
ホームページへの掲載 マニュアル及び登録Ｑ 載し、最新情報の活用を促進した。
を行うとともに、職員 ＆Ａを改訂し要請に基
の問い合わせ対応能力 づき配布するととも
の向上を図ることによ に、ホームページに掲
り、肥料の登録申請に 載した登録申請マニュ
関する問い合わせ事務 アル等の活用促進に努
の合理化を図る。 める。

また、併せて接遇研 また、窓口業務に係る職員10名に対して接遇
、 。修等を実施し、職員の 研修を実施し 問合せ対応能力の向上を図った

問い合わせ対応能力の なお、平成19年度の問合わせ件数は6,928件で
向上を図る。 あった。

ｂ 最新の分析・鑑定手 ｂ 分析・鑑定業務の効 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名参加し、
法の導入に努め、分析 率化等を図るため、最 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収
・鑑定業務の効率化を 新の分析・鑑定手法に 集を行った。
図る。 関する文献・報文の収



- 52 -

集を行う。

ｃ 肥料用原材料のデー ｃ 新たな製法による銘 新規に登録申請があった1,133件について、
タベースを、LANを用 柄の登録申請があった 登録申請書を電子データ（PDF）化し、インタ
いて本部及び地方組織 場合には、LAN等を用 ーネットVPNを用いて事務所間で情報の共有化
間で共有化することに いて本部及び地方組織 を実施した。
より、登録申請時にお で情報を共有化するこ また、新たな製法の肥料の原料や材料のデー
ける安全性の可否の判 とにより、登録申請時 タベース化を引き続き行い 原料47件 材料151、 、
断の迅速化を図る。 における安全性の可否 件を集積した。

の判断の迅速化を図る
とともに、肥料用原材
料のデータベースの作
成を引き続き行う。

(ｲ) 業務運営の改善を図る (ｲ) 業務運営の改善を図る (ｲ) 業務運営の改善を図る ◇肥料の登録等に係る職員の 【業務実績報告書の記述】
ため、肥料の登録等の申 ため、肥料の登録等の申 ため、肥料の登録等の申 窓口対応等について、顧客満 登録申請窓口に来所した申請者等に対し、職
請者に対するアンケート 請者に対するアンケート 請者に対するアンケート 足度が5段階評価で3.5以上を 員の窓口対応等についてアンケート調査を四半 ａ
を実施し、職員の窓口対 をその都度実施し、職員 をその都度実施し、職員 達成するための取組を行っ 期毎に実施した結果、平成19年については368
応等についての顧客満足 の窓口対応等についての の窓口対応等についての た。 件の回答があり、その結果は5段階評価で3.9で
度を測定し、5段階評価 顧客満足度を測定し、5 顧客満足度を測定し、5 ｓ：計画どおり実施し、特に あった。
で3.5以上の顧客満足度 段階評価で3.5以上の顧 段階評価で3.5以上の顧 優れた成果が得られた
を中期目標期間中に達成 客満足度を中期目標期間 客満足度を中期目標期間 ａ：計画どおり実施した
する。 中に達成する。 中に達成するため、現状 ｂ：概ね計画どおり実施した

このため、現状の問題 の問題点とアンケート内 ｃ：計画どおり実施できなか
点とアンケート内容の改 容の改善策を網羅した肥 った
善策を網羅した業務運営 料登録業務運営改善マニ ｄ：計画どおり実施できず、
改善マニュアル（仮称） ュアルを作成し、担当職 その要因は法人の著しく不
を作成し、担当職員に配 員に配布する。 適切な対応にあった
布する。 【平成21年度までの指標】

また、毎事業年度、担 また、担当者の研修会 ◇肥料の登録等に係る職員の また、担当者の研修会を開催するとともに、
「 」 、当者の研修会を開催する を開催するとともに、必 窓口対応等について、業務運 肥料登録業務運営改善マニュアル を見直し

とともに、必要に応じて 要に応じてマニュアルの 営の改善を図るための取組を 肥料登録申請等の業務における窓口対応の質の
マニュアルの内容の見直 内容の見直しを行う。 行うことにより、顧客満足度 向上に努めた。
しを行う。 が5段階評価で3.5以上であっ

た。 【その他の特記事項】
ｓ：3.5以上であり、特に優 肥料登録窓口の設置場所がわかりにくいとの

、 、 、れた成果が得られた 指摘を踏まえ 建物 事務室内の位置について
ａ：3.5以上であった ホームページ上に案内図を掲載した。
ｃ：3.5未満であった
ｄ：3.5未満であり、その要

因は法人の著しく不適切な
対応にあった

【中期目標終了時（平成22年
度）の指標】

(ｳ) 仮登録肥料に係る肥効 (ｳ) 仮登録肥料に係る肥効 (ｳ) 仮登録肥料に係る肥効 ◇仮登録肥料に係る肥効試験 【業務実績報告書の記述】
試験について申請者の利 試験について申請者の利 試験については、施肥設 について、試験開始から1年 仮登録の申請で平成19年度内に試験結果を取
便等に供するため、原則 便等に供するため、原則 計、土壌条件等を考慮し 以内に試験結果を取りまと りまとめるべきものはなかった。 －
として1年以内に試験結 として1年以内に試験結 た計画的な試験の推進に め 農林水産大臣に報告した なお、平成19年度に仮登録肥料の申請を4件、 。
果を取りまとめ、農林水 果を取りまとめ、農林水 より、一層の迅速化を図 ｓ：計画どおり実施し、特に 受付けた。
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産大臣の設定する肥料の 産大臣の設定する肥料の り、本事業年度に開始し 優れた成果が得られた
公定規格に関する基礎資 公定規格に関する基礎資 た試験について、原則と ａ：計画どおり実施した 【その他の特記事項】
料として農林水産大臣に 料として農林水産大臣に して1年以内に試験結果 ｂ：概ね計画どおり実施した 実績がないため、評価しない。
報告する。 報告するものとし、当該 を取りまとめ、20年度末 ｃ：計画どおり実施できなか

試験について 施肥設計 までに農林水産大臣に報 った、 、
土壌・気象条件等を考慮 告することができるよう ｄ：計画どおり実施できず、
し、計画的な試験の推進 にする。 その要因は法人の著しく不
により、一層の迅速化を 適切な対応にあった
図るものとする。

イ 収去品の検査 イ 収去品の検査 イ 収去品の検査 ◇収去品の検査について、収 【業務実績報告書の記述】
(ｱ) 有害成分を含む肥料の (ｱ) 有害成分を含む肥料の (ｱ) 有害成分を含む肥料の 去から分析結果を得るまでの 収去品の検査について、次のとおり成分の内

流通による被害の発生防 流通による被害の発生防 流通による被害の発生の 標準処理期間を削減するため 容に応じた区分けを行い、標準処理期間内に処 ａ
止に資するため、成分の 止に資するため、成分の 防止に資するため、成分 の取組を実施した。 理することにより、有害成分を含む肥料の流通
内容に応じて収去から分 内容に応じて収去から分 の内容に応じて収去から ｓ：計画どおり実施し、特に による被害の防止に努めた。
析結果を得るまでの標準 析結果を得るまでの標準 分析結果を得るまでの標 優れた成果が得られた
処理期間を定め、中期目 処理期間を次のとおり定 準処理期間を次のとおり ａ：計画どおり実施した ａ 人畜に有害な成分として暫定的に設定し
標期間中に当該標準処理 め、中期目標期間中に当 定めるとともに、中期目 ｂ：概ね計画どおり実施した た、ひ素、カドミウム、水銀及び鉛の4成
期間を10％削減する。 該標準処理期間をそれぞ 標期間中に当該標準処理 ｃ：計画どおり実施できなか 分について2,080点の検査を行い、いずれ

れ10％削減する。 期間をそれぞれ10％削減 った の成分も検査週後の10業務日以内に結果を
ａ 人畜に有害な成分 する。 ｄ：計画どおり実施できず、 取りまとめた。
検査週後 10業務日 なお 「人畜に有害な その要因は法人の著しく不 ｂ その他の有害な成分として、ひ素、カド、

ｂ その他の有害な成分 成分」としては、特定普 適切な対応にあった ミウム、水銀及び鉛以外の普通肥料の公定
検査週後 20業務日 通肥料が指定されるまで 【平成21年度までの指標】 規格に定める有害成分について2,466点の

ｃ 有害な成分以外の成 の間 ひ素 カドミウム 検査を行い、いずれの成分も検査週後の20、 、 、
分 水銀及び鉛を暫定的に定 ◇収去品の検査について、収 業務日以内に結果を取りまとめた。
検査週後 30業務日 める。 去から分析結果を得るまでの ｃ 上記ａ及びｂ以外の成分について7,498

ａ 人畜に有害な成分 標準処理期間を10％削減し 点の検査を行い、いずれの成分も検査週後
検査週後 10業務日 た。 の30業務日以内に結果を取りまとめた。

ｂ その他の有害な成分 ｓ：達成度合は100％以上で
検査週後 20業務日 あり、特に優れた成果が得 成分の内容に応じて収去から分析結果を得る

ｃ 有害な成分以外の成 られた までの期間を中期目標期間中に削減するため、
分 ａ：達成度合は90％以上であ 汚泥肥料中の重金属（カドミウム、鉛、ニッケ
検査週後 30業務日 った ル及びクロム）の分析法について改良を行うと

ｂ：達成度合は50％以上90％ ともに、それらの方法における信頼性の確保の
未満であった 調査・検討を実施し、分析・鑑定検査の迅速化

ｃ：達成度合は50％未満であ に努めた。
った

ｄ：達成度合は50％未満であ
り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

【中期目標終了時（平成22年
度）の指標】

(ｲ) 分析結果の内部監査等 (ｲ) 分析結果の内部監査等 (ｲ) 分析結果の内部監査等 ◇分析結果の内部監査等を含 【業務実績報告書の記述】
を含む精度管理の向上を を含む精度管理の向上を を含む精度管理の向上を む精度管理の向上を図るため 分析結果について、次に掲げる事項を実施す
図るための取組を実施す 図るため、信頼性保証体 図るため、信頼性保証体 の取組を実施した。 ることにより内部監査等を含む精度管理の向上 ａ
る。 制の構築等、信頼性の確 制の構築等、信頼性の確 ｓ：計画どおり実施し、特に を図った。

保に関するシステムを整 保に関するシステムを整 優れた成果が得られた
備するとともに、次に掲 備するとともに、次に掲 ａ：計画どおり実施した
げる取組を行う。 げる取組を実施する。 ｂ：概ね計画どおり実施した
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ｃ：計画どおり実施できなか
ａ 内部監査、マネジメ ａ 内部監査、マネジメ った 内部監査手順書を作成し、1センターの内部

ントレビュー等、評価 ントレビュー等、評価 ｄ：計画どおり実施できず、 監査及びマネジメントレビューを行い、内部監
体制の整備 体制を整備し、内部監 その要因は法人の著しく不 査、外部精度管理、内部品質管理等の結果を評

査、外部精度管理、内 適切な対応にあった 価した。
部品質管理等の結果を
評価する。

ｂ センター内の測定結 ｂ センター内の測定結 内部精度管理に関する肥料試験品質マニュア
果の評価方法等、内部 果の評価方法等、内部 ル及び文書管理手順書を見直し、試験実施手順
精度管理に関する手順 精度管理に関する手順 書に付随する重金属及び水銀試験標準作業書、
書の見直し・整備 書の見直し・整備のた 試験機器管理手順書、標準物質管理手順書及び

め、試験実施手順書に 試験品取扱手順書を作成した。
付随する標準作業書、
試験機器管理手順書、
標準物質管理手順書及
び試験品取扱手順書を
作成する。

ｃ 文書管理及び記録管 ｃ 整備した文書管理手 整備した文書管理手順書及び記録管理手順書
理に関する手順書の見 順書及び記録管理手順 に従って、文書及び記録の作成、登録、保管等
直し・整備 書に従って、文書及び を実施した。

記録の作成、登録、保
管等を実施する。

ウ 肥料及びその原料の分 ウ 肥料及びその原料の分 ウ 肥料及びその原料の分 ◇都道府県、農業者等からの 【業務実績報告書の記述】
析・鑑定等の受託 析・鑑定等の受託 析・鑑定等の受託 肥料等の有害成分等の依頼分 都道府県からの依頼分析を1件（窒素全量の
有害成分を含む肥料の 有害成分を含む肥料の 有害成分を含む肥料の 析について、標準処理期間内 分析）実施するとともに、標準処理期間内に処 ａ

生産・流通の防止に資す 生産・流通の防止に資す 生産・流通の防止に資す に適切に処理した。 理し、有害成分を含む肥料の生産・流通の防止
るため、都道府県、農業 るため、都道府県、農業 るため、都道府県、農業 ｓ：達成度合は100％であり に努めた。、
者等からの依頼を受け 者等からの肥料等の有害 者等からの肥料等の有害 特に優れた成果が得られた
て、肥料等の有害成分に 成分等の依頼分析につい 成分等の依頼分析につい ａ：達成度合は90％以上であ 【その他の特記事項】
係る分析を実施すること ては、ア、イ及びオ並び ては、業務に支障のない った 分析に要した期間は、7業務日であった。
とし、センターにおいて に③の業務に支障のない 範囲内で実施することと ｂ：達成度合は50％以上90％
検査の内容に応じて標準 範囲内で実施することと し、次に掲げる標準処理 未満であった 達成度合：100％（1件／1件）
処理期間内に適切に処理 し、次に掲げる標準処理 期間内に適切に処理す ｃ：達成度合は50％未満であ
する。 期間内に適切に処理す る。 った

る。 (ｱ) 化学分析 (ｲ)を除く ｄ：達成度合は50％未満であ（ 。）
(ｱ) 化学分析 ｲ を除く 30業務日 り、その要因は法人の著し（（ ） 。）

30業務日 (ｲ) ダイオキシン類分析 く不適切な対応にあった
(ｲ) ダイオキシン類分析 60業務日

60業務日 (ｳ) 栽培試験（水稲等栽培
(ｳ) 栽培試験（水稲等栽培 期間の長い作物を用いた

期間の長い作物を用いた 試験は除く ） 90業務日。
試験を除く ） 90業務日 (ｴ) 鑑定（肉骨粉等のエラ。

(ｴ) 鑑定（肉骨粉等のエラ イザ法による場合にあっ
イザ法による場合にあっ ては、化学分析として扱
ては、化学分析として扱 う ）20業務日。
う ）20業務日。

また、標準処理期間内 また、標準処理期間内 ◇標準処理期間内に依頼分析 【業務実績報告書の記述】
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に上記の依頼分析を適切 に上記の依頼分析を適切 を適切に処理するために必要 標準処理期間内に依頼分析を適切に処理する
に処理するため、次に掲 に処理するため、次に掲 な取組を行った。 ため、次に掲げる事項を実施した。 ａ
げる取組を行う。 げる取組を実施する。 ｓ：計画どおり実施し、特に

優れた成果が得られた
(ｱ) 専門技術的知見の必要 (ｱ) 専門技術的知見の必要 ａ：計画どおり実施した ICP質量分析法用標準液の調製をアウトソー

性が低い作業等に係るア 性が低い作業等に係るア ｂ：概ね計画どおり実施した シングして業務の合理化を図った。
ウトソーシングの推進に ウトソーシングの推進に ｃ：計画どおり実施できなか
より、検査業務全体の合 より、検査業務全体の合 った
理化を図る。 理化を図る。 ｄ：計画どおり実施できず、

その要因は法人の著しく不
(ｲ) 最新の分析・鑑定手法 (ｲ) 分析・鑑定手法の効率 適切な対応にあった 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名参加し、

の導入に努め、分析・鑑 化等を図るため、最新の 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収
定業務の効率化を図る。 分析・鑑定手法の文献・ 集を行い、分析・鑑定業務の効率化を図った。

報文の収集及び改良の取
組を実施する。

(ｳ) 稟議手続の合理化によ (ｳ) 稟議手続きの合理化に 決裁等の事務の簡素化による事務処理の効率
る事務処理の効率化を図 よる事務処理の効率化を 化を図った。
る。 図る。

エ 公定規格の改正等に資 エ 公定規格の改正等に資 エ 公定規格の改正等に資
する調査研究業務 する調査研究業務 する調査研究業務
肥料の安全性の確保に 調査研究の実施に当た

資するため、肥料に含ま っては、必要に応じて４
れる有害成分の評価手法 のリスク管理のための有
について、毎事業年度、 害物質の分析業務等と連
適正な評価を図りつつ、 携を図りつつ、次のとお
有害成分を含有する肥料 り行う。
の連用による有害成分の
土壌蓄積等、3課題を設 (ｱ) 人畜に被害を生ずるお (ｱ) 人畜に被害を生ずるお ◇肥料の施用による農産物へ 【業務実績報告書の記述】
定し、調査研究の結果を それのある農産物の生産 それのある農産物の生産 の安全性の適正評価手法を確 人畜に被害を生じるおそれのある農産物の生
取りまとめて公表すると を防止し、食品の安全性 を防止し、食品の安全性 立又は実用化し、若しくは結 産を防止し、食品の安全性確保を万全なものと ａ
ともに、速やかに検査・ の確保を万全なものとす の確保を万全なものとす 果が次年度の調査研究に活用 するため、肥料施用による農産物への安全性の
分析業務に導入する。 るため、肥料の施用によ るため、肥料の施用によ できる成果が得られた。 適正評価手法を確立し、もって、肥料の安全性

る農産物への安全性の適 る農産物への安全性の適 ｓ：達成し、特に優れた成果 規格基準等の改正に資するため、次に掲げる試
正評価手法を確立し、も 正評価手法を確立し、も が得られた 験・調査を実施した。
って肥料の安全性規格基 って、肥料の安全性規格 ａ：達成した
準等の改正に資するた 基準等の改正に資するた ｂ：概ね達成した
め、カドミウム含有肥料 め、次に掲げる調査を実 ｃ：達成されなかった
等の連用による土壌への 施する。 ｄ：達成されず、その要因は
カドミウムの蓄積等、肥 法人の著しく不適切な対応
料の安全性に関する課題 にあった
を中心に調査を行い、毎
事業年度開催される外部
の有識者を構成員とする
委員会の評価を踏まえ、
適正な見直しを図りつ
つ、中期目標期間中に、
間報告を含め、次に掲げ
る3課題の調査結果を取
りまとめて公表するとと
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もに、農林水産省に報告
する。

ａ 有害成分を含有する ａ 汚泥肥料の連用によ 汚泥肥料の連用によるカドミウム等の土壌へ
肥料の連用によるカド るカドミウム等の土壌 の蓄積、農作物への吸収試験として、大豆への
ミウム等有害成分の土 への蓄積及び作物への カドミウム等の吸収・残留試験を実施した。こ
壌への蓄積及び作物の 吸収試験 の成果を基に平成20年度も大豆を用いたカドミ
吸収に関する調査 ウム等の吸収・残留調査を行うこととしてい

る。

ｂ 有害成分の土壌中に ｂ カドミウムの土壌中 カドミウムの土壌中における形態の変化に関
、 、おける変化及び作物吸 における形態の変化に する調査として 肥料を施用した土壌を培養し

収の相関に関する調査 関する調査 培養日数毎の土壌中のカドミウム全量、有機結
合態カドミウム、ク溶性カドミウム、水溶性カ
ドミウムを分析し、その変化を調査した。この
成果を基に平成20年度も引き続き当該調査を行
うこととしている。

ｃ 肥料の原料に使用さ ｃ 産業廃棄物中の有害 産業廃棄物中の有害物質の含有実態調査とし
れるおそれのある産業 物質の含有実態調査 て、建築廃材を原料に使用したたい肥中の重金
廃棄物等に含まれる有 属、農薬等を2か月毎に8か月間調査した。この
害物質に関する調査 成果を基に平成20年度もたい肥中の重金属、農

薬等の追跡調査を行うこととしている。

(ｲ) 肥料の安全性の確保に (ｲ) 肥料の安全性の確保に ◇有害成分の評価方法や、検 【業務実績報告書の記述】
資するための肥料等に含 資するための肥料等に含 査の迅速化・信頼性の確保に 肥料の安全性の確保に資するための肥料等に
まれる有害成分の評価方 まれる有害成分の評価方 資する観点及び最新の科学的 含まれる有害成分の評価方法や、検査の迅速化 ａ
法や、検査の迅速化・信 法や、検査の迅速化・信 知見に基づく分析・鑑定手法 ・信頼性の確保に資する観点から、次に掲げる
頼性の確保に資する観点 頼性の確保に資する観点 の調査・検討を実施し、外部 調査・検討を行った。
及び最新の科学的知見に から、次に掲げる調査・ の有識者を加えた委員会の評
基づく分析・鑑定手法の 検討を実施する。 価を踏まえた見直しを行っ
調査・検討を実施し、毎 た。
事業年度開催される外部 ａ 汚泥肥料中の重金属 ｓ：計画どおり行い、特に優 汚泥肥料中のカドミウム、鉛、ニッケル及び
の有識者を構成員とする の分析法の検討 れた成果が得られた クロムの分析法について、測定時間の短縮を目
委員会の評価を踏まえ、 ａ：計画どおり行った 的とした改良を行い、あわせて分析法の信頼性
適正な見直しを図りつ ｂ：概ね計画どおり行った の確保の調査・検討を実施した。
つ、調査結果を取りまと ｃ：計画どおり行わなかった
める。 ｄ：計画どおり行わず、その
なお、農林水産省から ｂ 汚泥肥料中の窒素の 要因は法人の著しく不適切 汚泥肥料中の窒素の定量法について、燃焼法

要請のあった課題につい 定量法の比較検討 な対応にあった による窒素全量の定量法により測定時間の短縮
ては、他の調査に優先し を目的とした改良を行い、あわせて信頼性の確
て対応し、指定された期 保の調査・検討を実施した。
間内に報告する。

ｃ 肥料中の亜りん酸の 肥料中の亜りん酸の定量法について、王水酸
定量法の検討 化法を検討し測定時間の短縮を目的とした改良

を行い、あわせて信頼性の確保の調査・検討を
実施した。

ｄ 肥料中のダイオキシ 肥料中のダイオキシンの定量法の抽出方法に
ンの抽出方法の比較検 ついて、高速溶媒抽出装置を用いて測定時間の
討 短縮を目的とした改良を行った。
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また、調査を効率的か また、学識経験者等7名による「肥料等技術
つ的確に実施するため、 検討会」を平成20年3月に開催し、調査結果の
外部の有識者を構成員と 評価を行うとともに、平成20年度の調査計画の
する肥料等技術検討会を 検討を行い、調査の効率的かつ的確な実施に努
開催し、本事業年度に実 めた。
施した調査結果の評価と
ともに、次の事業年度の 【その他の特記事項】
調査計画の検討を行う。 年度計画以外に、測定時間の短縮を目的とし

なお、農林水産省から て以下の検討を行った。
要請のあった課題につい
ては、他の調査に優先し ・汚泥肥料の予備乾燥する試料調整方法の検
て対応し、指定された期 討
間内に報告する。 ・汚泥肥料の水分試験法の信頼性の確保の調

査・検討
・ICP-AESによる肥料成分分析法の検討

オ 牛海綿状脳症のまん延 オ 牛海綿状脳症のまん延 オ 牛海綿状脳症のまん延 ◇牛海綿状脳症のまん延を防 【業務実績報告書の記述】
の防止に係る業務 の防止に係る業務 の防止に係る業務 止するための取組を行った。 我が国において牛海綿状脳症が発生したこと
牛海綿状脳症のまん延 我が国において牛海綿 我が国において牛海綿 ｓ：計画どおり行い、特に優 を踏まえ、牛海綿状脳症の発生防止を万全なも ａ

を防止するため、肥料用 状脳症が発生したことを 状脳症が発生したことを れた成果が得られた のとするため、
の肉骨粉等の家畜用飼料 踏まえ、牛海綿状脳症の 踏まえ、牛海綿状脳症の ａ：計画どおり行った
への誤用・流用の防止等 発生の防止を万全なもの 発生の防止を万全なもの ｂ：概ね計画どおり行った
の観点から、肥料原料用 とするため、 とするため、 ｃ：計画どおり行わなかった
の肉骨粉等について製造 ｄ：計画どおり行わず、その
基準適合確認検査を行 (ｱ) 牛の部位を原料とする (ｱ) 牛の部位を原料とする 要因は法人の著しく不適切 牛の部位を原料とする肥料について、せき柱
い、製造基準に適合する 肥料について、せき柱等 肥料について、せき柱等 な対応にあった 等が混合していないことに関し、農林水産大臣
ものであると認めた製造 が混合していないことに が混合していないことに から確認検査の指示があった製造事業場（5事
事業場を公表する。 関し、農林水産大臣から 関し、農林水産大臣から 業場）については、適切に製造基準適合確認検

確認検査の指示があった 確認検査の指示があった 査を実施し、農林水産大臣からの確認書の交付
ものについては、適切に ものについては、適切に 状況をホームページで公表した。
検査を実施し、農林水産 検査を実施し、農林水産
大臣からの確認書の交付 大臣からの確認書の交付
状況を公表する。 状況を公表する。

(ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家 (ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料への誤用・流
畜用飼料への誤用・流用 畜用飼料への誤用・流用 用防止等の観点から、肥料原料用の肉骨粉等の
防止等の観点から、肥料 防止等の観点から、肥料 製造事業場（41事業場）に対して製造基準適合
原料用の肉骨粉等の製造 原料用の肉骨粉等の製造 確認検査を実施し、その結果をホームページで
基準適合確認検査を行 基準適合確認検査を行 公表した。
い、製造基準に適合する い、製造基準に適合する
ものであると認めた製造 ものであると認めた製造
事業場を公表する。 事業場を公表する。

② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務

ア 標準試料の配布 有害成分を含む肥料の生 有害成分を含む肥料の生 ◇標準試料を作成し、必要に 【業務実績報告書の記述】
有害成分を含む肥料の 産・流通の防止に資するた 産・流通の防止に資するた 応じて新たな標準試料を作成 有害成分を含む肥料の生産・流通の防止に資

生産・流通の防止に資す め、肥料分析の正確性及び め、肥料分析の正確性及び し、又は作成した試料を適切 するため、肥料分析の正確さ及び精度の維持に ａ
るため、肥料分析の正確 精度の維持に必要な標準試 精度の維持に必要な標準試 に保管した。 必要な標準試料として平成18年度に作成した2
性及び精度の維持に必要 料を2年に1回作成して保管 料として2種類の肥料認証 ｓ：試料を作成し、又は試料 種類の標準試料（高度化成肥料及び普通化成肥
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な標準試料を2年に1回作 する。 標準物質を適切に保管す を適切に保管し、特に優れ 料）の保管管理を適切に実施した。
成して保管する。 る。 た成果が得られた

ａ：試料を作成した、又は試 【その他の特記事項】
料を適切に保管した 従来から作成している標準試料とは異なる成

ｃ：必要な試料を作成しなか 分の標準試料については、平成22年度までに作
った、又は試料の保管が不 成することとしている。
適切であった

ｄ：必要な試料を作成せず、
又は試料の保管が不適切で
あり、その要因は法人の著
しく不適切な対応にあった

また、標準試料の配布 また 標準試料の配布は また 標準試料の配布は ◇標準試料の配布について、 【業務実績報告書の記述】、 、 、 、
は、申請を受理した日か 稟議手続の合理化、発送資 稟議手続の合理化、発送資 申請を受理した日から7業務 標準試料の配布は、部内決裁の簡素化と発送
ら7業務日以内に行う。 材の常備等により、処理の 材の常備等により、処理の 日以内に行った。 資材の常備等、処理の迅速化を図り申請のあっ ａ

迅速化を図り、申請を受理 迅速化を図り、申請を受理 ｓ：達成度合は100％であり た38本について、申請を受理した日から7業務、
した日から7業務日以内に した日から7業務日以内に 特に優れた成果が得られた 日以内に行った。
行う。 行う。 ａ：達成度合は90％以上であ
さらに、従来から作成し った 【その他の特記事項】

ている標準試料とは異なる ｂ：達成度合は50％以上90％ 達成度合：100％（38本／38本）
成分の標準試料について、 未満であった
作成の可否を検討し、必要 ｃ：達成度合は50％未満であ
であれば同様に作成する。 った

ｄ：達成度合は50％未満であ
り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

③ 肥料取締法に基づく立入 ③ 肥料取締法に基づく立入 ③ 肥料取締法に基づく立入
検査、質問及び収去等業務 検査、質問及び収去等業務 検査、質問及び収去等業務

ア 肥料取締法に基づく立 ア 肥料取締法に基づく立 ア 肥料取締法に基づく立 ◇肥料取締法に基づく立入検 【業務実績報告書の記述】
入検査については、有害 入検査については、有害 入検査については、有害 査については、有害成分を含 肥料取締法に基づく立入検査については、各
成分を含むおそれの高い 成分を含むおそれの高い 成分を含むおそれの高い むおそれの高い肥料の生産業 月毎の集中検査や集中分析による、効果的かつ ａ
肥料の生産業者に重点化 肥料の生産業者への重点 肥料の生産業者への重点 者に重点化するための取組を 効率的な検査の実施に努めた。また立入検査及
することとし、中期目標 化を図ることとし、中期 化を図ることとし、中期 行った。 び立入検査時の収去について、次に掲げる事項
期間中に、全体の立入検 目標期間中に、全体の立 目標期間中に、全体の立 ｓ：計画どおり実施し、特に を推進し、有害成分を含むおそれの高い肥料の
査事業所数に占める割合 入検査事業所数に占める 入検査事業所数に占める 優れた成果が得られた 生産業者への重点化を図ることにより、汚泥肥
を、平成17年度を基準と 割合を、平成17年度を基 割合を、平成17年度を基 ａ：計画どおり実施した 料等の生産事業場への立入検査及び収去点数の
して、30％増加させる。 準として、30％増加させ 準として、30％増加させ ｂ：概ね計画どおり実施した 占める割合を平成17年度に対してそれぞれ、
また、立入検査時の収去 る。また、立入検査時の る。 ｃ：計画どおり実施できなか 27.3％及び61.5％増加させ、安全性確保の充実
については、有害成分を 収去については、有害成 また、立入検査時の収 った を図った。
含むおそれの高い肥料に 分を含むおそれの高い肥 去については、有害成分 ｄ：計画どおり実施できず、
重点化することとし、中 料に重点化することと を含むおそれの高い肥料 その要因は法人の著しく不 表１ 有害成分を含むおそれの高い肥料の
期目標期間中に、全体の し、中期目標期間中に、 に重点化することとし、 適切な対応にあった 全体の立入検査事業所及び収去点数に
収去点数に占める割合 全体の収去点数に占める 中期目標期間中に、全体 占める割合（再掲）
を、平成17年度を基準と 割合を、平成17年度を基 の収去点数に占める割合 H19 H17 増減率
して、50％増加させる。 準として、50％増加させ を平成17年度を基準とし 実績 実績

る。このため、次に掲げ て、50％増加させる。こ 立入検査件数 45.7％ 35.9％ 27.3％
る事項を推進する。 のため、次に掲げる事項 収去点数 30.2％ 18.7％ 61.5％

を推進する。
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(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分 (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高
を含有するおそれの高い を含有するおそれの高い い肥料以外の普通肥料の生産事業場について
肥料以外の普通肥料の生 肥料以外の普通肥料の生 は、過去5か年の立入検査の結果に基づき、食
産事業場については、過 産事業場については、過 品工業、化学工業等の副産物を原料に使用する
去5か年の立入検査の結 去5か年の立入検査の結 生産事業場等に対して立入検査の重点化を図る
果に基づき、食品工業、 果に基づき、食品工業、 ことにより、立入検査件数と収去点数を平成17

、 。化学工業等の副産物を原 化学工業等の副産物を原 年度に対してそれぞれ15.0％ 20.2％削減した
料に使用する生産事業場 料に使用する生産事業場
等に対して立入検査の重 等に対して立入検査の重 表２ 汚泥肥料等以外の普通肥料の立入検
点化を図ることにより、 点化を図ることにより、 査件数及び収去点数（再掲）
立入検査件数及び収去点 立入検査件数及び収去点 H19 H17 増減率
数を 中期目標期間中に 数を、いずれも10％以上 実績 実績、 、
いずれも30％以上削減す 削減するとともに、 立入検査件数 369件 434件 △15.0％
るとともに、 収去点数 733点 919点 △20.2％

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分 (ｲ) 汚泥肥料等、有害成分 汚泥肥料等の有害成分を含有するおそれの高
を含有するおそれの高い を含有するおそれの高い い肥料の生産事業場に対する立入検査件数と収
肥料の生産事業場に対す 肥料の生産事業場に対す 去点数を平成17年度に対してそれぞれ28.0％、
る立入検査件数及び収去 る立入検査件数と収去点 49.5％増加した。
件数を、中期目標期間中 数を、それぞれ15％、25
に、それぞれ30％、50％ ％以上増加する。 表３ 汚泥肥料等の立入検査件数及び収
以上増加させることとす 去点数（再掲）
る。 H19 H17 増減率

実績 実績
立入検査件数 311件 243件 28.0％
収去点数 317点 212点 49.5％

【その他の特記事項】
なお、立入検査の結果、公定規格に定める有

害成分の基準値を超えた肥料生産業者（3件 、）
その他異物混入など肥料取締法の遵守のために
改善が必要として公表された肥料生産業者等
（82件）に対して改善指導を行った。

立入検査の結果の報告 また、立入検査の結果 また、立入検査の結果 ◇立入検査の結果の報告に要 【業務実績報告書の記述】
については、中期目標期 の報告については、中期 の報告については、中期 する期間を短縮するための取 また、立入検査の結果の報告については、農
間中に、農林水産大臣の 目標期間中に、農林水産 目標期間中に、農林水産 組を行った。 林水産省の指示から報告までに要する期間を短 ａ
指示から報告までに要す 省の指示から報告までに 省の指示から報告までに ｓ：計画どおり実施し、特に 縮するため、次に掲げる取組を実施したことに
る期間を、現行の目標期 要する期間を、現行の目 要する期間を、現行の目 優れた成果が得られた より、現行の目標期間（40業務日）に対して 5
間（40業務日）に対して 標期間（40業務日）に対 標期間（40業務日）に対 ａ：計画どおり実施した ％（2業務日）削減した。
10％短縮する。 して10％短縮させるた して10％短縮させるた ｂ：概ね計画どおり実施した

め、次に掲げる事項を推 め、次に掲げる事項を推 ｃ：計画どおり実施できなか
進する。 進する。 った

ｄ：計画どおり実施できず、
(ｱ) 有害成分ごとに、集中 (ｱ) 有害成分ごとに集中的 その要因は法人の著しく不 収去品の検査については、有害成分ごとに集

的に分析・鑑定を行うこ に分析・鑑定を行うこと 適切な対応にあった 中的に分析・鑑定を行うことにより、成分分析
とにより、検査の効率化 により、検査の効率化を 点数として12,044点実施した。さらに、検査の
を図る。 図る。また、汚泥肥料の 効率化を図るため、このうち、汚泥肥料の原料
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原料を本部に集約して溶 の溶出試験（51試料、969点）を本部で集中し
出試験の分析を実施す て実施した。
る。

(ｲ) 専門技術的知見の必要 (ｲ) 専門技術的知見の必要 ICP質量分析法用標準液の調製のアウトソー
性が低い作業等について 性が低い作業等について シングを実施した。
アウトソーシングを推進 はアウトソーシングを推
することにより、業務の 進することにより業務の
合理化を図る。 合理化を図る。

、(ｳ) 最新の分析・鑑定手法 (ｳ) 分析・鑑定業務の効率 日本土壌肥料学会等9件に延べ16名が参加し
の導入に努め、分析・鑑 化を図るため、最新の分 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収
定業務の効率化を図る。 析・鑑定手法に関する文 集を行った。

献・報文の収集を行う。

(ｴ) LANの活用により、本 (ｴ) LAN等の活用により、 立入検査実施計画等について、インターネッ
部への報告等事務処理の 本部への報告等事務処理 トVPNへの掲載様式を定め、活用した。
効率化を図る。 の効率化を図る。

イ 有害成分に汚染された イ 有害成分に汚染された イ 有害成分に汚染された ◇緊急時において 立入検査 【業務実績報告書の記述】、 、
肥料の生産・流通等によ 肥料の生産・流通等によ 肥料の生産・流通等によ 収去品の分析、原因究明及び 緊急時における農林水産大臣からの指示は11
り、肥料に起因する人畜 り、肥料に起因する人畜 り肥料に起因する人畜に 結果報告を迅速かつ効率的に 件あり、立入検査及び収去品の分析・鑑定につ ａ
の被害が生ずるおそれが の被害が生ずるおそれが 被害を生ずるおそれが生 行うとともに、緊急立入検査 いて、本部及び事務所間の情報の共有や分析・
生じた場合等の緊急時に 生じた場合等の緊急時に じた場合等の緊急時にお マニュアルの見直しを行っ 鑑定のクロスチェック等、事務所横断的な緊急
おいて、汚染された肥料 おいて、汚染された肥料 いて、汚染された肥料の た。 検査体制による迅速な対応を実施し、速やかに
の流通の防止を図るた の流通の防止を図るた 流通の防止を図るため、 ｓ：計画どおり実施し、特に 農林水産大臣に結果を報告した。
め、農林水産大臣からの め、農林水産大臣からの 農林水産大臣からの指示 優れた成果が得られた
指示に従い、機動的かつ 指示に従い、緊急検査体 に対しては、事務所横断 ａ：計画どおり実施した ・無登録肥料の生産・流通に係るもの 6件
柔軟な組織体制をとるな 制による対応を一層強化 的な緊急検査体制による ｂ：概ね計画どおり実施した ・牛海綿状脳症の発生に伴うと畜場汚泥に係
ど、迅速かつ効率的に立 し、機動的かつ柔軟な組 対応を一層強化し、機動 ｃ：計画どおり実施できなか るもの 1件
入検査、収去品の分析等 織体制をとるなど、迅速 的かつ柔軟な組織体制を った ・異物混入の疑いがある肥料に係るもの 4件
を実施するとともに、速 かつ効率的に立入検査、 とるなど、迅速かつ効率 ｄ：計画どおり実施できず、
やかに原因究明等を行 収去品の分析等を実施す 的に立入検査、収去品の その要因は法人の著しく不
う。 るとともに、速やかに原 分析等を実施するととも 適切な対応にあった

因等の究明等を行い、農 に、速やかに原因の究明
林水産大臣に結果を報告 等を行い、農林水産大臣
する。 に結果を報告する。

、「 」 、また、以上の取組を推 また、以上の取組を推 また 緊急立入検査マニュアル を見直し
進するため、緊急立入検 進するため、緊急立入検 緊急検査体制における対応の強化と機動的かつ
査マニュアル（仮称）を 査マニュアルの見直しを 効率的な実施の推進を図った。
整備する。 行う。

【業務実績報告書の記述】
上記の業務のほか、農林水産省からの要請に

基づき、肥料に関する次の調査を実施し、その
結果を報告した。

・し尿及び焼成汚泥肥料の原料・入手先に関
する調査

・家庭園芸用複合肥料の原料・宣伝パンフレ
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ットの調査
・下水汚泥を利用した肥料（登録肥料）の調

査

(2) 農薬関係業務 (2) 農薬関係業務 (2) 農薬関係業務 ○農薬関係業務
Ａ

指標の総数 ：14
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：14×２点＝28点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 28点
(28／28＝100％)

① 農薬の検査等業務 ① 農薬の検査等業務 ① 農薬の検査等業務

ア 農薬検査の迅速化 ア 農薬検査の迅速化 ア 農薬検査の迅速化 ◇農薬検査の迅速化を図るた 【業務実績報告書の記述】
農薬の登録申請に係る 農薬の登録申請に係る 農薬の登録申請に係る めに必要な取組を行った。 農薬の登録申請に係る検査の実施について

検査の実施については、 検査の実施については、 検査の実施については、 ｓ：計画どおり実施し、特に は、GLP制度に基づいて実施することを求めて ａ
GLP制度に基づいて実施 GLP制度に基づいて実施 GLP制度に基づいて実施 優れた成果が得られた いる試験項目の検査について、当該試験の信頼
することを求めている試 することを求めている試 することを求めている試 ａ：計画どおり実施した 性に係る検査項目等について平成18年度に作成
験項目について、当該試 験項目の検査について、 験項目の検査について、 ｂ：概ね計画どおり実施した したチェックリストを活用し効率化を図るとと
験の信頼性に係る検査を 当該試験の信頼性に係る 当該試験の信頼性に係る ｃ：計画どおり実施できなか もに、次の措置を講じた。
定型化することにより、 検査項目等の定型化を図 検査項目等の定型化を図 った 平成19年度は、農林水産大臣から継続分を含
検査精度の維持を図りつ る等、効率的かつ効果的 る等、効率的かつ効果的 ｄ：計画どおり実施できず、 め3,012件（平成18年度比16.2％減）の検査指
つ検査を効率的かつ効果 に実施することにより、 に実施することにより、 その要因は法人の著しく不 示があった。
的に実施することとす 旧農薬検の前中期目標に 旧農薬検の前中期目標に 適切な対応にあった
る。これにより、旧農薬 おいて目標とした検査期 おいて目標とした検査期
検の前中期目標において 間を、中期目標期間中に 間を、この中期目標期間
目標とした検査期間を、 更に5％程度短縮するこ 中に更に5％程度短縮す

、 、この中期目標期間中にさ ととし、具体的には、次 ることとし 具体的には
らに5％程度短縮するこ に掲げる目標期間内に検 次に掲げる目標期間内に
ととし、具体的には、次 査を完了させる ため、 検査を完了させる（注）(注)

に掲げる目標期間内 次に掲げる(ｱ)から(ｶ)の ため、次の(ｱ)から(ｶ)ま（注１）

に検査を完了させる。 措置を講ずる。 での措置を講ずる。
(ｱ) 農薬取締法第3条第1項

第4号から第7号までのい ａ 農薬取締法第3条第1 ａ 農薬取締法第3条第1 基準設定必要農薬の検査指示は321件（平成
ずれかに掲げる場合に該 項第4号から第7号まで 項第4号から第7号まで 18年度比19.3％増）であったが、平成 19年度
当するかどうかの基準の のいずれかに掲げる場 のいずれかに掲げる場 内に検査が完了した105件のうち、迅速化に係
設定が必要な農薬の検査 合に該当するかどうか 合に該当するかどうか る目標期間である1年4か月以内に検査を完了し
については、1年4か月以 の基準の設定が必要な の基準の設定が必要な たものは97件（検査完了件数に対する割合：
内 農薬の検査について 農薬の検査について 92.4％）であった。

(ｲ) (ｱ)以外の農薬の検査 は、1年4か月以内 は、1年4か月以内 基準必要農薬で目標を達成できなかった8件
については、10.5か月以 ｂ ａ以外の農薬の検査 は、同じ有効成分で先行して申請している農薬
内 については、10.5か月 がある場合においては、当該農薬の残留農薬基

（注1）検査の過程で追加 以内 準が告示（あるいは確定）されるまでの間は、
試験成績等の提出が必要 （注）検査の過程で追加試験 関係資料を農林水産省に送付できないこととな
な場合における当該追加 成績等の提出が必要な場合 っているためである。
試験成績等が提出される における当該追加試験成績
までの期間及び登録申請 等が提出されるまでの期間
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された農薬のＡＤＩ等が 及び登録申請された農薬の ｂ ａ以外の農薬の検査 基準設定不要農薬の検査指示は2,691件（平
設定されるまでに要する ＡＤＩ等が設定されるまで については10.5か月以 成18年度比19.1％減）であったが、平成19年度
期間は、検査期間に含ま に要する期間は、検査期間 内 内に検査を完了した1,592件のうち、迅速化に
ないものとする。 に含まないものとする。 （注）検査の過程で追加試験 係る目標期間である10.5か月以内に検査を完了

成績等の提出が必要な場合 したものは1,524件（検査完了件数に対する割
における当該追加試験成績 合：95.7％）であった。
等が提出されるまでの期間 基準設定不要農薬で目標を達成できなかった
及び登録申請された農薬の 68件は、防除現場での混乱を防止し、円滑な防
ＡＤＩ等が設定されるまで 除指導を行うため、異なる時期の申請について
に要する期間は、検査期間 登録時期を合わせる必要があったこと等による
に含まないものとする。 ものであった。

表４ 平成19年度における目標期間の達成
状況（再掲）

基準 指示件 検査完 目標達 目標達成
）数 注 了件数 成件数 率 注２

１）
必要 321 105 97 92.4％
不要 2,691 1,592 1,524 95.7％
注１）平成19年度＋継続分。
注２）対検査完了件数比。

その他、1,129件の農薬について再登録に係
る検査を行った。

(ｱ) 検査業務の進行管理の (ｱ) 検査業務の進行管理の 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、その
充実 充実 結果を踏まえ、検査進行管理会議を3か月毎（5
検査を行うに当たり、 登録検査に係る農薬に ・8・11・2月）に行うことにより検査進行状況

検査進行管理表に基づき ついて、検査進行管理表 の定期的点検及び検査の遅延要因把握を行うと
各検査の進捗状況を総合 を作成し、これに基づき ともに、検査遅延防止のため、毎月1回、各検
的かつ定期的に点検し、 概ね3か月に1回の頻度で 査担当課において検査進行状況を確認するなど
検査の遅延の要因を分析 検査進行管理会議を開催 により検査の迅速化に努めた。なお、検査に遅
て 検査の迅速化を図る し、検査の遅延の要因を 延は見られなかった。、 。
具体的には、 分析し、適切な措置を講 さらに、
ａ 検査全体の進捗状況 ずる。また、検査遅延防
を検査職員全員が随時 止のため、毎月1回、各
把握できるよう、LAN 検査担当課において検査
システムを改良する。 進行状況を確認し、遅延

ｂ 農薬取締法第3条第1 がある場合は適切な措置
項第4号から第7号まで を講ずる。さらに、
いずれかに掲げる場合 ａ 検査進行状況の把握 ａ 現状を分析し、現行システムの改良すべ
に該当するかどうかの 及び管理の効率化を図 き点を明らかにした。
基準の設定が必要な農 るため、現状を分析の
薬の検査については、 上システム化を検討す

(a) 農林水産大臣からの る。
検査指示から、基準の ｂ 検査進行状況の把握 ｂ 四半期ごとに検査が完了した農薬につい
設定等を行う厚生労働 及び遅延の要因分析に て検査期間を検査指示から食品安全委員会
省、環境省及びリスク 資するため、検査期間 送付までの検査期間及び全検査期間別に把
評価を行う食品安全委 を検査指示から食品安 握、整理を行った。
員会に対して必要な資 全委員会送付までの検
料を送付するまで 査期間及び全検査期間
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、 。(b) 農林水産大臣からの 別に把握 整理を行う
検査指示から、同大臣
に対する検査結果の報
告までの検査期間につ
いて、きめ細かく検査
の進捗状況を把握し、
検査期間の削減を図
る。

(ｲ) 微生物農薬の登録検査 (ｲ) 微生物農薬の登録検査 微生物農薬検討会を2回開催し、3件の農薬に
の迅速化 の迅速化 ついて検討を行った。開催時期については登録
微生物農薬の検査を迅 微生物農薬の登録検査 申請状況を考慮して柔軟に対応した。

速化するため、微生物農 を迅速化するため、微生
薬検討会の開催時期・回 物農薬検討会を、登録申
数を、登録申請状況に応 請状況に応じて柔軟に開
じて柔軟化する。 催する。

(ｳ) 農薬使用者の安全性の (ｳ) 農薬使用者の安全性の 農薬使用時安全性検討会を3回開催し、21件
確保に係る登録検査の迅 確保に係る登録検査の迅 の農薬について検討を行った。開催時期につい
速化 速化 ては登録申請状況を考慮して柔軟に対応した。
農薬使用者の安全性の 農薬使用者の安全性の

確保に係る検査を迅速化 確保に係る登録検査を迅
するため、農薬使用時安 速化するため、農薬使用
全性検討会の開催時期・ 時安全性検討会を、登録
回数を、登録申請状況に 申請状況に応じて柔軟に
応じて柔軟化する。 開催する。

(ｴ) 事務処理の迅速化 (ｴ) 事務処理の迅速化 平成18年度に定めた検査に係る決裁の運用
通常の検査業務につい 通常の検査業務につい を、平成19年度においても文書で役職員に更な
て、決裁等の事務処理の て、決裁等事務処理の迅 る周知、徹底を図った。
迅速化を図る。 速化を図るため、決裁関

係規程の一層適切な運用
を役職員へ周知する等改
善策を講ずる。

(ｵ) 職員に対する研修カリ (ｵ) 職員に対する研修の実 登録検査に要求される毒性及び残留性等に関
キュラムの策定及び研修 施 する高度の専門知識の涵養を行うため、平成18
の実施 前事業年度に策定した 年度に策定した体系的な研修カリキュラムを見
農薬の検査を行う職員 体系的な研修カリキュラ 直すとともに、見直されたカリキュラムに基づ

は、毒性及び残留性等に ムを見直すとともに、見 き13回（80名）の研修を実施した。また、内部
関する高度の専門的知識 直されたカリキュラムに 研修で習得が難しい技術、知識等については9
が要求されることから、 基づいて研修を実施す 件の外部研修を活用し、19名の職員を参加させ
内部研修に加え、外部研 る。 た。
修に参加させることによ
り、職員の資質の向上を
図る。

(ｶ) 検査マニュアルの見直 (ｶ) 検査マニュアルの見直 農薬による水質汚濁を未然に防止する観点及
し し び土壌への農薬の残留に起因する農作物の汚染
試験項目の増加及び各 試験項目の増加及び各 を未然に防止する観点から、平成19年4月2日付

検査の検査内容の高度化 検査の検査内容の高度化 で「農薬の登録申請に係る試験成績について」
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・複雑化に対応するた ・複雑化に対応するた （平成12年農産第8147号農林水産省農産園芸局
め、必要に応じ、検査マ め、必要に応じ、検査マ 長通知）等が改正されたことを踏まえ、検査マ
ニュアルの見直しを行 ニュアルの見直しを行 ニュアルについて、所要の見直しを行った。
う。 う。

【検査業務の進行管理の充実（中期計画第1の2
(1)の②のア(ｲ)）に関する業務実績報告書の記
述】
「検査進行管理表」は毎月2回作成し、その

結果を踏まえ、検査進行管理会議を3か月毎（5
・8・11・2月）に行うことにより検査進行状況
の定期的点検及び検査の遅延要因把握を行うと
ともに、検査遅延防止のため、毎月1回、各検
査担当課において検査進行状況を確認するなど
により検査の迅速化に努めた。なお、検査に遅
延は見られなかった。
さらに、

ａ 現状を分析し、現行システムの改良すべ
き点を明らかにした。

ｂ 四半期ごとに検査が完了した農薬につい
て検査期間を検査指示から食品安全委員会
送付までの検査期間及び全検査期間別に把
握、整理を行った。

【職員に対する研修のカリキュラムの策定及び
研修の実施（中期計画第1の2(1)の②のア(ｴ)）
に関する業務実績報告書の記述】
登録検査に要求される毒性及び残留性等に関

する高度の専門知識の涵養を行うため、平成18
年度に策定した体系的な研修カリキュラムを見
直すとともに、見直されたカリキュラムに基づ
き13回（80名）の研修を実施した。また、内部
研修で習得が難しい技術、知識等については9
件の外部研修を活用し、19名の職員を参加させ
た。

【その他の特記事項】
「中期計画第1の2(1)の②のア(ｲ)検査業務の

進行管理の充実及び(ｴ)職員に対する研修のカ
（ ）」リキュラムの策定及び研修の実施 21ページ

に関する取組ついては、当指標において評価す
る。

イ 登録農薬データの適正 イ 登録農薬データの適正 イ 登録農薬データの適正 ◇登録申請の際に提出される 【業務実績報告書の記述】
な管理 な管理 な管理 試験成績等の情報の保護を徹 情報機器・媒体も対象として、次に掲げる取
登録申請の際に提出さ 登録申請の際に提出さ 登録申請時に提出され 底し、登録農薬データを適正 組を行うことにより、登録申請時に提出された ａ

れる試験成績等の情報の れる試験成績等の情報の た試験成績等の情報の保 に管理するための取組を行っ 試験成績等の情報の保護を徹底した結果、不正
保護を徹底するため、事 保護を徹底するため、次 護を徹底するため、情報 た。 アクセス等は発生しなかった。
務室等のセキュリティを に掲げる取組を実施す 機器・媒体も対象とし ｓ：計画どおり行い、特に優
確保するとともに、情報 る。 て、次に掲げる取組を行 れた成果が得られた
管理に万全を期するもの う。 ａ：計画どおり行った
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とする。 ｂ：概ね計画どおり行った
(ｱ) 当該データ等の保管場 (ｱ) 前事業年度に措置し ｃ：計画どおり行わなかった 平成18年度に設置した不正侵入防止装置を適

所への不正侵入を防止す た、データ等の保管場所 ｄ：計画どおり行わず、その 正に運用した。
るための措置を強化す への不正進入を防止する 要因は法人の著しく不適切
る。 ための措置を適正に運用 な対応にあった

する。

(ｲ) 当該データ等の保護に (ｲ) 前事業年度に策定し CIOの統括の下、情報セキュリティに関する
関するマニュアルを策定 た、当該データ等に関す 規程に基づき、LAN上の農薬登録データベース
する。 る保護マニュアルを適正 の適正管理等に努めた。

に運用する。

(ｳ) CIOの統括の下で、LAN (ｳ) CIOの統括の下で、LAN CIOの統括の下、LAN上のデータベースを適正
上のデータベースに対す 上のデータベースの適正 に管理した。
る適正な管理を進める。 管理等を引き続き進め

る。

ウ 適切な技術的指導の実 ウ 適切な技術的指導の実 ウ 適切な技術的指導の実 ◇農薬の申請内容等に関する 【業務実績報告書の記述】
施 施 施 技術的指導及び相談を適切に 次に掲げる申請内容等に関する技術的指導・
効率的かつ効果的な農 農薬の検査の円滑化及 農薬の検査の円滑化及 行った。 助言を適切に実施することにより、農薬の検査 ａ

薬の検査に資するため、 び効率化に資するため、 び効率化に資するため、 ｓ：計画どおり行い、特に優 の円滑化及び効率化に努めた。
申請者から要望があった 次に掲げる申請内容等に 次に掲げる申請内容等に れた成果が得られた
場合には、登録に必要な 関する技術的指導を適切 関する技術的指導・助言 ａ：計画どおり行った
試験成績の内容等につい に実施する。 を適切に実施する。 ｂ：概ね計画どおり行った
て技術的指導を実施す ｃ：計画どおり行わなかった
る。 (ｱ) 農薬の登録検査におい (ｱ) 農薬の登録検査におい ｄ：計画どおり行わず、その 注意事項の変更、処方変更、原体製造場の変

て要求される試験項目数 て要求される試験項目数 要因は法人の著しく不適切 更、試験成績の受入、容器・包装の変更等の申
が増加し、各試験の内容 が増加し、各試験の内容 な対応にあった 請者からの要望による技術的相談について次の
も高度化・複雑化する中 も高度化・複雑化する中 とおり対応した。平成18年度繰越件数を含む平
で、農薬の登録検査を円 で、農薬の登録検査を円 成19年度の受付件数922件のうち対応が終了し
滑に行うため、申請者か 滑に行うため、申請者か た相談は746件（80.9％）であり、その平均処
らの要望による技術的指 らの要望による技術的指 理期間は、58日（1.9か月）であった。
導について、迅速に対応 導・助言について、迅速
する。 に対応する。 表６ 平成19年度における申請者からの要

望による技術的相談
受付件 終了 未了 平均処
数(注) 件数 件数 理期間

注意事項の 574 485 89 36
変更
処方変更 173 127 46 94

原体製造場 41 31 10 112
の変更
試験成績の 77 63 14 114
受入
容器・包装 9 9 0 48
の変更
その他 48 31 17 104
合計 922 746 176 58
注）受付件数は、平成18年度繰越件数＋平成

19年度受付件数－取り下げ件数を指す。
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(ｲ) 特に、農薬の新規有効 (ｲ) 特に、農薬の新規有効 新規に申請される農薬の有効成分について申
（ ）成分の登録申請に関する 成分の登録申請に関する 請者の要望に応じて技術的相談を11回 計14剤

技術的指導について迅速 技術的指導について迅速 実施し、平成19年度内に回答した11剤の平均処
に対応する。 に対応する。 理期間は、60日（2か月）であった。

(ｳ) 農薬の安全な使用を確 (ｳ) 農薬の安全な使用を確 平成19年度においては、ラベル表示について
保するためのラベル表示 保するためのラベル表示 の相談事例はなかった。
の重要性が増す中で、相 の重要性が増す中で、相
談者からのラベル表示に 談者からのラベル表示に
ついての相談に適切に対 ついての相談に適切に対
応する。 応する。

エ 今後、新たに見込まれ エ 新規業務等への適切な エ 新規業務等への適切な ◇年度計画に基づき、新規業 【業務実績報告書の記述】
る、 対応 対応 務等への対応を適切に行っ 中期目標に挙げられている新たに見込まれる
(ｱ) 残留農薬基準のポジ 中期目標に挙げられて 中期目標に挙げられて た。 事項等については、社会情勢を踏まえ、農林水 ａ

、 。ティブリスト化やそれ いる新たに見込まれる事 いる新たに見込まれる事 ｓ：計画どおり行い、特に優 産省からの要請に基づき 次の業務に対応した
に伴うADIの設定のた 項等については、社会情 項等については、社会情 れた成果が得られた
めの既登録農薬の再評 勢を踏まえ、農林水産大 勢を踏まえ、農林水産大 ａ：計画どおり行った
価 臣からの指示に基づき、 臣からの指示に基づき、 ｂ：概ね計画どおり行った

(ｲ) 水質汚濁に係る登録 適切実施するものとす 適切に実施するものと ｃ：計画どおり行わなかった
保留基準の強化 る。 し 次の業務に対応する ｄ：計画どおり行わず、その、 。

(ｳ) 生産量の少ない作物 要因は法人の著しく不適切
への農薬登録の促進に (ｱ) 平成18年5月から導 な対応にあった 平成18年5月に施行された食品衛生法に基づ
関する農作物のグルー 入された残留農薬基準 く、残留農薬基準のポジティブリスト制度への
プ化の促進 のポジティブリスト化 移行に伴う次の技術支援要請に適切に対応し

(ｴ) 遺伝子組換え生物農 に伴い発生する事項の た。
薬の適切な検査方法の 技術的検討
確立等の行政措置等に ａ 魚介類に対する残留農薬基準の設定に対
対する対応について、 する協力
適切に実施するものと シジミにおける農薬残留問題に対応した
する。 魚介類の残留農薬基準設定に関し、基準設

定に必要な資料の検討を行うとともに、対
象農薬の資料の妥当性について技術的検討
を行った。

ｂ 土壌処理農薬の土壌・作物残留試験
平成18年度に発生したイチゴ等における

残留農薬基準超過事例の原因究明に資する
ため、土壌・作物残留試験を行い、農薬残
留に影響を与える要因について緊急的に調
査した。

(ｲ) 生産量の少ない作物 生産量の少ない農作物への農薬登録の促進の
への農薬登録の促進 ため、登録に必要な作物残留試験について、試

験設計の審査及び助言等を行った（審査5件、
助言5件 。）

その他
ａ 農薬の毒性に関する試験の適正実施に係

る制度（農薬GLP制度）の適用対象試験に
「農作物への残留性に関する試験」を追加
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することに係る検討 作物残留試験へのGLP（
制度の適用）

「規制改革・民間開放の推進に関する第
3次答申（平成18年12月 」を受け、登録申）
請に用いる試験成績のうち作物残留試験を
含めた薬効・薬害試験等の民間開放に向
け、同試験施設の基準を「農薬GLP基準に

」 。適合した施設 に改正されることとなった
このため、作物残留試験に関するGLP基

準及び査察の実施方法等の検討を行い、関
係通知の改正作業等を支援した。

ｂ 農薬の疑いのある資材（疑義資材）の分
析

4種類（31点）の疑義資材について、農
薬の有効成分が含まれているか否かの分析
を行い、結果を報告した。

② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務

ア 農薬GLP適合確認業務 ア 農薬GLP適合確認業務 ア 農薬GLP適合確認業務 ◇農薬GLP適合確認業務につ 【業務実績報告書の記述】
の迅速化 の迅速化 の迅速化 いて、GLP査察のためのマニ 平成19年度における試験施設への査察は、農
農薬の安全性に関する 農薬の安全性に関する 農薬の安全性に関する ュアルを見直し及び職員の資 林水産省からの要請に基づき、申請のあった15 ａ

試験成績の信頼性を確保 試験成績の信頼性を確保 試験成績の信頼性を確保 質の向上を図ることにより、 試験施設について実施した。
するため、農薬GLP制度 するため、農薬GLP制度 するため、農薬GLP制度 査察の実施後6週間以内に農 査察を実施した試験施設についての試験の分
の適用対象試験の範囲が の適用対象試験の範囲が の適用対象試験の範囲が 林水産省消費・安全局長に査 野別の内訳は次のとおりであった（一部重複を
拡大し、農薬GLP適合確 拡大し、農薬GLP適合確 拡大し、農薬GLP適合確 察結果を報告した。 含む 。）
認業務の内容の高度化・ 認業務の内容の高度化・ 認業務の内容の高度化・ ｓ：達成度合は100％以上で
複雑化及び適合確認件数 複雑化及び適合確認件数 複雑化及び適合確認件数 あり、特に優れた成果が得 〔試験分野別の査察実施状況〕
の増加が見込まれること の増加が見込まれること の増加が見込まれること られた ・毒性試験 4施設
から、GLPの審査・査察 から、GLPの審査・査察 から、査察実施後6週間 ａ：達成度合は90％以上であ ・物理的化学的性状試験 8施設
に係る体制整備を行うこ に係る体制整備を行うこ 以内にGLP適合確認の査 った ・水産動植物影響試験 6施設
とにより、業務の迅速化 とにより業務の迅速化を 察結果を農林水産省消費 ｂ：達成度合は50％以上90％ ・生体内等運命試験 2施設
を図る。具体的には、査 図り、査察の実施後6週 ・安全局長に報告するこ 未満であった
察の実施後6週間以内に 間以内に農林水産省消費 とができるよう、次に掲 ｃ：達成度合は50％未満であ また、次の措置を講ずることにより、査察を、
農林水産省消費・安全局 ・安全局長に査察結果を げる措置を講ずる。 った 行った全試験施設について目標期間である6週
長に対し、査察結果を報 報告することができるよ ｄ：達成度合は50％未満であ 間以内（最大5.4週、平均4.0週）に査察結果を
告するものとする。 う、次に掲げる措置を講 り、その要因は法人の著し 報告した。

ずる。 く不適切な対応にあった
【その他の特記事項】
達成度合：100％（15件／15件）

(ｱ) GLP査察のためのマニ (ｱ) GLP査察実施後、部内 ◇GLP査察を迅速に実施する 【業務実績報告書の記述】
ュアルを見直し、必要に に設置する評価会議にお ため、査察マニュアルの適切 査察実施後に開催した評価会議において、現
応じて改訂する。 いて、旧農薬検の前中期 性に関する意見聴取、査察員 行マニュアルについて検討を行ったところ、改 ａ

目標期間中に改訂された に対する研修等の取組を行っ 訂を要する事項はなかった。
現行マニュアルの適切性 た。
について意見聴取を行 ｓ：計画どおり行い、特に優
い、必要に応じて、改訂 れた成果が得られた
版を作成する。 ａ：計画どおり行った

ｂ：概ね計画どおり行った
(ｲ) GLP査察を行う職員は (ｲ) 査察員の資質の向上に ｃ：計画どおり行わなかった 平成19年度15回の査察のうち7回について、、
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各種試験の実施方法に関 努めるため、定期的な内 ｄ：計画どおり行わず、その 査察の経験が少ない者を7名同行させ実地研修
する高度の専門的な知 部研修を行うとともに、 要因は法人の著しく不適切 を行った。また外部機関が主催するGLPに関す
識、経験が要求されるこ 外部機関が主催するGLP な対応にあった る研究会に延べ8名、GLPに関する内部研修に6

、 。とから､定期的な研修、 に関する研究会等に職員 名の職員を参加させ 職員の資質向上を図った
実地査察への参加等を行 を積極的に参加させる。
うことにより、職員の資 また、新たに査察員と
質の向上を図る。 なる職員については、経

験豊富な職員と実地査察
に参加させる等により、
職員の資質向上を図る。

(ｳ) 査察の実施後、原則と (ｳ) 査察実施後、速やかに ◇GLP査察の実施後3週間以内 【業務実績報告書の記述】
して3週間以内に査察結 査察結果を取りまとめ、 に評価会議を開催した。 平成19年度査察を実施した15試験施設のすべ
果を取りまとめ、その結 その結果をもとに3週間 ｓ：達成度合は100％以上で てについて､目標期間である査察実施後3週間以 ａ
果を基に、評価会議を適 以内に農薬GLP中核職員 あり、特に優れた成果が得 内に査察結果を取りまとめ､その結果を基に､農
時開催し、迅速な評価を 等からなる評価会議を開 られた 薬検査部内に設置する評価会議を10回開催し
行う。 催し、迅速かつ的確な評 ａ：達成度合は90％以上であ た。

価を行う。 った 査察実施から会議開催までの平均期間は1.6
ｂ：達成度合は50％以上90％ 週間、最大で2.4週間であった。

未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であ 【事業報告書の記述】

った 達成度合：100％（15件／15件）
ｄ：達成度合は50％未満であ

り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

イ 国際調和の推進 イ 国際調和の推進 イ 国際調和の推進 ◇OECDのテストガイドライン 【業務実績報告書の記述】
今後、 新たなOECDのテストガ 新たなOECDのテストガ の策定、コーデックス食品規 新たなOECDのテストガイドラインの策定等の

(ｱ) OECDにおける新たなテ イドライン等の策定、外 イドラインの策定等の国 格委員会における残留農薬に 国際調和業務、外国・地域との間における農薬 ａ
ストガイドライン等の策 国・地域との間における 際調和業務、外国・地域 関する国際規格の設定及び農 GLP制度の相互承認に係る協定及び2国間取決め
定 農薬GLP制度の相互承認 との間における農薬GLP 薬GLP制度の相互承認協定等 に対して技術的に貢献するため、国との連携・

(ｲ) コーデックス食品規格 に係る協定及び2国間取 制度の相互承認に係る協 に対して技術的に貢献するた 協力の下、次に掲げる取組を実施した。
委員会（Codex Alimenta 決めの増加が予想される 定及び2国間取決めに対 めに必要な取組を行った。
rius Commission)におけ ことから、これらに対し して技術的に貢献するた ｓ：必要な取組を行い、特に
る残留農薬に関する国際 て技術的に貢献するた め、国との連携・協力の 優れた成果が得られた
規格の設定 め、国との連携・協力の 下、次に掲げる取組を実 ａ：必要な取組を行った

(ｳ) 外国・地域との間にお 下、次に掲げる取組を実 施する。 ｂ：必要な取組を行わなかっ
ける農薬GLP制度の相互 施する。 た事例があった
承認に係る協定及び2国 ｃ：取組を行わなかった
間取決めの実施等の支援 (ｱ) OECD環境政策委員会農 (ｱ) OECD農薬作業部会及び ｄ：取組を行わず、その要因 OECD農薬作業部会1回に職員を1名派遣した。
等の業務の増加が見込ま 薬作業部会、同GLP作業 同GLP作業部会等の会議 は法人の著しく不適切な対 また、農薬残留テストガイドライン専門家会
れることから、これらに 部会等の会議に必要に応 に、必要に応じて職員を 応にあった 合に職員2名を、GLP作業部会に職員1名を専門
対して技術的に貢献する じ参加し、農薬登録制度 派遣するほか、国際的な 家として登録し、農薬残留専門家会合1回に職
ため、必要に応じ、国際 に係る国際調和に貢献す 議論に貢献するため、専 員1名を派遣した。
会議等に職員を派遣す る。 門家会議に職員を登録す さらに、2件のOECDテストガイドラインに係
る。 る。 る意見を農林水産省及び専門家会合へ提出し

た。

(ｲ) コーデックス食品規格 (ｲ) コーデックス食品規格 コーデックス食品規格委員会（Codex Alimen
委員会（Codex Alimenta 委員会（Codex Alimenta tarius Commission）残留農薬部会（Codex
rius Commission）残留 rius Commission）残留 Committee on Pesticide Residues）の会議1
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農薬部会(Codex Committ 農薬部会（Codex Commit 回に職員を1名派遣し、コーデックス作物分類
ee on Pesticide Residu tee on Pesticide Resid に関する1件の意見を農林水産省へ提出した。
es)等の会議に必要に応 ues）等の会議に、必要 この他、FAO主催のマイナー使用における農
じ参加し、国際的な農薬 に応じて職員を派遣す 薬登録促進国際ハイレベル会合（FAOグローバ
残留に係る基準の設定に る。 ルマイナーユースサミット）1回に役職員2名を
貢献する。 派遣した。

(ｳ) 上記会議に積極的に貢 (ｳ) 上記会議での検討事項 各会議での検討事項に関して、日常的な検討
献するため、会期以外の に関して、日常的な検討 を行うため、農林水産省農産安全管理課に設置
期間においても、会議に を行うための体制整備を された国際対応検討チーム（毒性、残留、ドシ
おける論点につき、日常 行う。この中で、引き続 エ・モノグラフ）に参画した。
的な検討を行うととも き、OECDのドシエ・モノ
に、必要に応じて各国の グラフ及び電子テンプレ
検査機関との間で情報交 ートの利用に関する国際
換を行う。 的動向につき、情報収集

を行う。
また、必要に応じて、 米国及びオーストラリアから来訪した農薬登

各国関係機関との情報交 録責任者と意見交換を行った。
換を行う。

(ｴ) 上記会議に関しては、 (ｴ) 上記会議に関して、関 OECDの農薬関係会議の課題及びFAOグローバ
関係団体等との協力が不 係団体等と意見交換会を ルマイナーユースサミットの結果について、農
可欠であることから、可 開催する。 薬工業会、日本植物防疫協会等の関係団体等と
能な範囲で、これらの者 の意見交換会を1回開催した。
との連携を強化する。

(ｵ) 日・ＥＵ等の農薬GLP (ｵ) 日・ＥＵ等の農薬GLP 日・EU相互承認協定（GLP分野）に基づき、
に係る相互承認協定の履 に係る相互承認協定の履 平成18年度に査察した農薬GLP試験施設のリス
行に貢献するため、日本 行に貢献するため、日本 トを農林水産省に報告した。
における農薬GLP適合確 における農薬GLP適合確
認施設のリストを作成す 認施設のリストを作成し
る。 国へ報告する。

ウ 調査研究の重点化 ウ 調査研究の重点化 ウ 調査研究の重点化 ◇年度計画に基づき、調査研 【業務実績報告書の記述】
検査検定を主たる業務 検査検定を主たる業務 (ｱ) 調査研究課題の選定等 究を実施した。 全調査研究費41百万円のうち、ａ及びｂに該

として実施する法人にふ として実施する法人にふ 次のａからｃまでに掲 ｓ：計画どおり実施し、特に 当する調査研究経費は、39百万円であり、全調 ａ
さわしいものとして、次 さわしいものとして、中 げる調査研究課題に取り 優れた成果が得られた 査研究費の95.1％をこれらに配分した。
に掲げる調査研究を重点 期目標第３の２(2)の② 組むこととし、このうち ａ：計画どおり実施した
的に実施し、その結果を のウの(ｱ)及び(ｲ)に即し ａ及びｂの調査研究課題 ｂ：概ね計画どおり実施した
迅速に公表する。具体的 た調査研究課題を設定す に対しては農薬に関する ｃ：計画どおり実施できなか
には、農薬に関する業務 るとともに、農薬に関す 業務に係る調査研究経費 った
に係る調査研究経費中に る業務に係る調査研究経 の80％以上を重点配分す ｄ：計画どおり実施できず、
占める次に掲げる調査研 費中に占める当該調査研 る。 その要因は法人の著しく不
究課題に係る調査研究経 究課題に係る調査研究経 適切な対応にあった
費の割合を80％以上とす 費の割合を80％以上と ａ 農薬登録に係るOECD 農薬登録に係るOECDテストガイドライン等の
る。 し、次に掲げる措置を講 テストガイドライン等 国際的枠組の策定に当たり、これが我が国へ導

(ｱ) 農薬登録に係るOECDテ ずる。 の国際的枠組の策定に 入された場合の可否の検証
ストガイドライン等の国 (ｱ) 調査研究の実施期間中 当たり、これが我が国 ・水産動植物への影響評価に係るテストガイ
際的枠組みの策定に当た において、経費及び人的 へ導入された場合の可 ドラインの開発・検証
り、これが我が国へ導入 資源につき、適切な進行 否の検証： （課題名：幼若ホルモン様農薬のミジンコ
された場合の可否の検証 管理を行う。 ・水産動植物への影響 類に対する影響調査）



- 70 -

(ｲ) 残留農薬基準の対象品 (ｲ) 調査研究の結果につい 評価に係るテストガ OECDテストガイドライン211号（オオミ
目の拡大等に対応した新 ては、外部の有識者によ イドラインの開発・ ジンコ繁殖試験）に、幼若ホルモン様作用
たな検査手法の開発 る評価を行うとともに、 検証 を検出するための観察事項の追加を主体と

調査研究の結果を迅速に ・作物残留試験に係る する試験法の改訂案が提出されていること
公表する。 テストガイドライン から、試験法の検証のため、被験物質を除

(ｳ) 外部の有識者による評 の改善・整備 去した後の回復性、作用機序の異なる農薬
価が著しく低い調査研究 を供試した雌雄比等の変化、他生物種での
については、実施期間中 雄化作用に関する調査を実施した 平成20。（
であっても、打ち切りを 年度継続）
含めて抜本的に見直す。

・作物残留試験に係るテストガイドラインの
改善・整備
（課題名：農作物の加工調理による農薬の

残留量の変化について）
より精密な農薬の暴露量推定のため、加

工調理による農薬の残留量の変化を把握
し、加工調理に関するガイドライン案を作
成するための基礎資料の作成・収集を行う
こととし、精米及び炊飯条件の違いによる
農薬残留量の変動について調査した （平。
成19年度終了）

ｂ 残留農薬基準の対象 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応した
品目の拡大等に対応し 新たな検査手法の開発
た新たな検査手法の開 ・補助成分に含まれる有害成分の検査手法の
発： 開発
・補助成分に含まれる （課題名：農薬製剤中におけるダイオキシ

有害成分の検査手法 ン類の分析法の確立）
の開発 第1期中期計画において実施した農薬中

のダイオキシン類の分析に適した前処理法
の検討結果を参考にして、ベンゼン環に塩
素が結合している化学構造をもつ6種類の
補助成分（防黴剤、安定化剤等）について
前処理操作（抽出、精製等）の検討を行う

、 。とともに ダイオキシン類の定量を行った
（平成19年度終了）

ｃ その他研究課題： その他研究課題
・農業資材を経由した ・農業資材を経由した農薬汚染防止対策

農薬汚染防止対策 （課題名：クロピラリドの作物体残留量の把
・長期残留性農薬の土 握）

壌中での動態把握 先端技術を活用した農林水産高度化事業
「飼料及び堆肥に残留する除草剤の簡易判
定法と被害軽減対策の確立」に参画し、ク
ロピラリド残留堆肥を施用した土壌でほう
れんそう及びかぶ（葉・根）を栽培し、収
穫物を分析し、結果を畜産草地研究所に報
告した （平成20年度継続）。

・長期残留性農薬の土壌中での動態把握
（課題名：ヘプタクロル類の土壌中での動



- 71 -

態把握）
先端技術を活用した農林水産高度化事業

「ヘプタクロル類の土壌及び作物への残留
予測と吸収抑制技術の開発」に参画し、4
種類の異なる土壌にヘプタクロルを添加し
た試料と2種類のヘプタクロル含有土壌を
用い、異なる温度条件下における減衰を調
査し、結果を農業環境技術研究所に報告し
た （平成19年度終了）。

【その他の特記事項】
「研究費の重点配分」については 「中期計、

画第1の2(1)の②イ附帯業務（22ページ 」にお）
いて評価するため、当指標においては評価しな
い。

(ｲ) 調査研究実施中におけ ◇調査研究の進行管理、外部 【業務実績報告書の記述】
る措置 の有識者による事前・事後評 調査研究推進委員会を3回開催し、平成19年
ａ 調査研究の実施期間 価及び調査研究結果の公表を 度計画についての外部評価委員指摘事項に対す ａ

、 、中において、経費及び 適切に行った。 る対応 調査研究の進捗状況と推進上の問題点
人的資源につき、適切 ｓ：適切に行い、特に優れた 平成19年度調査研究成果及び平成20年度調査研
な進行管理を行うた 成果が得られた 究計画案について検討を行い必要に応じ修正等
め、調査研究推進委員 ａ：適切に行った を行った。
会（仮称）において定 ｂ：概ね適切に行った
期的に検討を行う。 ｃ：行わなかった

ｄ：行わず、その要因は法人
ｂ 原則として、すべて の著しく不適切な対応にあ 平成20年3月に本年度の調査研究成果につい

の調査研究結果につい った て外部評価委員による中間評価及び事後評価を
ては、事業年度内に外 実施した（ただし、課題名「クロピラリドの作
部の有識者による事後 物体残留量の把握」及び「ヘプタクロル類の土
（中間）評価を行うと 壌中での動態把握」は、別途委託者において評
ともに、調査研究の結 価されることから対象外とした 。その結果、A）
果を迅速に公表する。 からDの4段階評価で評価委員2名中1名が1課題

（課題名：幼若ホルモン様農薬のミジンコ類に
対する影響調査）をCと評価したが、その他はA

。 、 、又はBの評価であった なお 調査研究結果は
迅速に公表することとしている。

ｃ 外部の有識者による 上記外部評価委員による評価において、実施
評価が著しく低い調査 期間中の調査研究に対する中間評価及び平成20
研究については、実施 年度の調査研究計画（案）に対する事前評価を
期間中であっても、打 実施した。その結果、中間評価において、調査
ち切りを含めて抜本的 研究を打ち切るような評価が著しく低いものは
に見直す。併せて、次 なかった。また、計画（案）についても評価が
の事業年度の調査研究 著しく低いものはなく、計画（案）どおり了承
計画 案 についても された。（ ） 、
上記外部有識者による
事前評価を行う。

エ 情報の適正な収集・分 エ 情報の適正な収集・分 エ 情報の適正な収集・分 ◇コーデックス食品規格委員 【業務実績報告書の記述】
析等 析等 析等 会又はOECD加盟国で作成され 情報収集については、平成19年度は農薬の検
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農薬の検査を的確に行 コーデックス食品規格 (ｱ) 農薬の検査を適切に行 ているモノグラフ及び農薬に 査に関連する分野として 「毒性 「環境（化 ａ、 」、
うため、コーデックス食 委員会又はOECDの加盟国 うため、コーデックス食 関する文献を整理・活用し 学系 生物系 品質 効果及び薬害 残、 ）」、「 」、「 」、「
品規格委員会又はOECDの において作成されている 品規格委員会又はOECDの た。 留農薬」及び「その他」の6分野に分類し、次
加盟国において作成され 評価概要書 モノグラフ 加盟国において作成され ｓ：整理・活用し、特に優れ のとおり文献又は学術誌を収集、整理、抄録作（ ）
ている農薬の毒性及び残 等を積極的に入手し、分 ている評価概要書（モノ た成果が得られた 成を行った。
留性に関する評価概要書 析するとともに、体系的 グラフ 、国内外の農薬 ａ：整理・活用した）
（モノグラフ 、国内外 に分類・整理・保管し、 に関する文献情報等を積 ｃ：整理・活用しなかった 表７ 文献又は学術誌の収集、整理、抄）
の農薬に関する文献・情 今後の効率的かつ効果的 極的に入手し分析すると ｄ：整理・活用せず、その要 録
報等を積極的に入手し、 な農薬の検査の検討に資 ともに、体系的に分類・ 因は法人の著しく不適切な 分 野 文献等の 抄録作成
分析するとともに、体系 する。 整理・保管を行う。 対応にあった 種類
的に分類・整理・保管す 毒 性 4種類 4タイトル
る。 環 境 25種類 20タイトル

品 質 11種類 5タイトル
効果及び薬害 6種類 17タイトル
残留農薬 5種類 82タイトル
そ の 他 9種類 7タイトル
合 計 60種類 135タイトル

また、平成19年にEUで評価された11化合物の
農薬の毒性及び残留性の評価概要を収集した。

(ｲ) 農薬の安全性等に関す 平成18年5月より開始した農薬登録情報（登
る情報提供の推進 録番号、用途（殺虫、殺菌、除草等 、農薬の）

、 、 、 、ａ ホームページ上の農 種類 農薬の名称 作物名 適用病害虫雑草名
薬の登録及び失効に関 使用目的、使用時期、使用液量、本剤の使用回
する情報を更新するほ 数、使用方法、適用場所等全17項目）が一覧可
か、ホームページ上で 能なダウンロード形式でのデータ提供を平成19
従来提供してきた農薬 年度も引き続き実施し、農薬に関する情報提供
登録情報の提供形式に の推進を図った。
ついて、ユーザーの利
便性の観点から見直し 平成19年4月から平成20年3月までにダウンロ
を検討する。 ードページに対するアクセス数は計48,140件、

月平均4,012件あり、ダウンロードされた農薬
情報については、基本情報が月平均2,070件、
詳細情報は月平均1,232件であった。

また、ダウンロードデータの二次利用（私的
使用又は引用等著作権法上認められた行為以外
の引用、転載、複製、改変等（再配信を含む）
及び商業目的での利用）の要望が13件あった。

ｂ 消費者、生産者、事 ホームページの「ご意見・お問い合わせ」の
業者等からの問い合わ 「農薬の登録情報等に関するお問い合わせ」の
せに適切に対応する。 コーナーにおいて消費者、生産者、事業者等か

らの問い合わせ143件（平成19年度計138件及び
平成18年度未回答の5件）のうち140件（対象外
の3件を除く）について適切に回答した。
問い合わせがあってから回答までの期間は2

週間以内と定め、期間内に回答した問い合わせ
は133件（95.0％）であった。
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ｃ 消費者、生産者、事 各四半期ごとに寄せられた質問、意見のとり
業者等からホームペー まとめを行い、ホームページの「ご意見・お問
ジに寄せられた意見を い合わせ」の「農薬の登録情報等に関するお問
検討するとともに、必 い合わせ」のコーナーの「よくある質問」を追
要に応じ、情報提供業 加・更新した。
務の改善を図る。 また次の要望に対応した。

(a) 農薬登録情報のダウンロード形式での
、 、データ提供は Excel形式で行っているが

Excel以外の形式でも提供して欲しい旨要
望があったので、平成19年11月よりcsv形
式ファイルについてもダウンロード形式で
の提供を行うよう対応した。

(b) 農薬の毒性に関する試験の適正実施に
ついて（平成11年10月1日付11農産第6283
号農林水産省農産園芸局長通知）の英訳を
ホームページの「農薬検査関係」のコーナ
ーに掲載した。

(c) 農薬取締法（昭和23年7月1日法律第82
号）の英訳をホームページの「農薬検査関
係」のコーナーに掲載した。

(d) 国内のGLP試験施設の要望に応じて、国
内農薬GLP適合確認施設一覧をホームペー
ジの「農薬検査関係」のコーナーに掲載し
た。

(e) 食品安全委員会において評価された21
農薬の資料概要をホームページの「農薬検
査関係」のコーナーに掲載した。

【その他の特記事項】
(ｲ)の取組内容については 「中期計画第2の1、

(2)の①ア情報提供業務の一元化 38ページ 39（ 、
ページ）において評価するため、当指標におい
ては評価しない。

オ アンケート調査の実施 オ アンケート調査の実施 オ アンケート調査の実施 ◇農薬の検査等の業務につい 【業務実績報告書の記述】
センターが行う農薬の 業務の質及びサービス センターの業務の質及 て、業務の質及びサービスの 行政サービスの改善について、農薬登録申請

登録及び適用病害虫等の の一層の向上を図るた びサービスの一層の向上 一層の向上を図るためのアン 者及び国内管理人(総計174者)に対し、郵送に ａ
変更の登録に係る農薬の め、センターが行う農薬 を図るため、農薬登録申 ケート調査を実施した。 よるアンケート調査を行った。

（ ）検査等の業務について、 の検査等の業務につい 請者及び国内管理人に対 ｓ：実施し、特に優れた成果 アンケートの総回収数は79件 回収率45.4％
。 （ ） 、申請者及び国内管理人に て、次に掲げるとおりア してアンケート調査を実 が得られた であった 複数あった要望 指摘 については

、 。 、対しアンケート調査を行 ンケート調査を実施す 施する。 ａ：実施した 改善措置を検討し 業務の改善を図った また
い、その結果を分析する る。 ｃ：実施しなかった アンケート結果及び改善措置について、申請者
とともに、当該業務の質 (ｱ) 農薬登録申請者及び ｄ：実施せず、その要因は法 及び国内管理人あて送付した。
の向上を図る。 国内管理人に対するア 人の著しく不適切な対応に

ンケート調査 あった
(ｲ) 農薬登録情報利用者
に対するアンケート調
査

③ 農薬取締法に基づく立入 ③ 農薬取締法に基づく立入 ③ 農薬取締法に基づく立入
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検査及び集取業務 検査及び集取業務 検査及び集取業務

農薬取締法第13条の2及 農薬取締法第13条の2及 農薬取締法第13条の2及 ◇農薬取締法に基づく立入検 【業務実績報告書の記述】
び第15条の3の規定に基づ び第15条の3の規定に基づ び第15条の3の規定に基づ 査等の結果を立入検査等の終 ○ 製造場に対する立入検査等
く農薬等の集取及び立入検 く農薬等の集取及び立入検 く農薬等の集取及び立入検 了後1か月以内に報告した。 農林水産大臣から指示のあった、28都道府県 ａ
査を行うに当たっては、農 査を行うに当たっては、そ 査を行うに当たっては、そ ｓ：1か月以内に報告した件 下の87製造場に対して立入検査を実施するとと

、 、 。林水産大臣の指示に従い適 れらの実施後、その結果を れらの実施後、検査の結果 数は100％であり、特に優 もに 検査のため34点の農薬を集取 分析した
切かつ迅速に実施する。 農林水産大臣に1か月以内 を農林水産大臣に1か月以 れた成果が得られた

具体的には、集取及び立 に報告するため、次に掲げ 内に報告するため、次に掲 ａ：1か月以内に報告した件 農林水産大臣から指示のあった新規化合物農
入検査実施後、その結果を る取組を実施する ただし げる取組を実施する。 数は90％以上であった 薬を製造している製造場及び近年検査を実施し。 、
1か月以内に農林水産大臣 集取農薬の検査に時間を要 ただし、集取農薬の検査 ｂ：1か月以内に報告した件 ていない製造場を対象に、農薬の製造及び品質
に報告するものとする する場合には、当該検査結 に時間を要する場合には、 数は50％以上90％未満であ 管理状況、法定事項の遵守事項等の検査を実施。（注２）

（注2）集取対象農薬の検 果が得られ次第、その結果 当該検査結果が得られ次 った するとともに、農林水産省の依頼により事故災
査に時間を要する場合に を農林水産大臣に報告する 第、その結果を農林水産大 ｃ：1か月以内に報告した件 害防止に対する調査を行った。
は、当該検査結果が得られ ものとする。 臣に報告するものとする。 数は50％未満であった
次第、その結果を農林水産 ｄ：1か月以内に報告した件 農林水産大臣からの9件（87製造場）の立入
大臣に報告するものとす 数は50％未満であり、その 検査実施指示に対し、立入検査実施後、大臣へ
る。 要因は法人の著しく不適切 の結果報告に要した期間は次の措置を講じるこ

な対応にあった とにより、すべての検査で目標期間である1か
月以内（最大24日、平均11.2日）に報告した。

立入検査において集取した34点（平成19年度
分）について、有効成分の種類及び含有量、物
理的化学的性状、容器又は包装及びその表示事
項等について検査を行った。

○ 集取農薬等の検査結果
立入検査において集取した34点（平成19年度

分）について、有効成分の種類及び含有量、物
理的化学的性状、容器又は包装及びその表示事
項等について検査を行った。

【その他の特記事項】
達成度合：100％（87製造場／87製造場）

ア マニュアルの改善 ア マニュアルの改善 ◇農薬取締法に基づく立入検 【業務実績報告書の記述】
立入検査マニュアル及び (ｱ) 立入検査マニュアル 査等適切かつ迅速に実施する 平成19年度においては、マニュアル等の改訂
集取マニュアルについ について必要に応じて ための取組を行った。 を要する事項はなかった。 ａ
て、必要に応じて見直し 見直しを行う。 ｓ：計画どおり行い、特に優
を行い、集取した農薬等 (ｲ) 集取マニュアルにつ れた成果が得られた
の検査の迅速化を図る。 いて必要に応じて見直 ａ：計画どおり行った

しを行う。 ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった

イ 研修の実施等 イ 研修の実施等 ｄ：計画どおり行わず、その 立入検査について未経験の職員1名に対し研
集取及び立入検査につ 集取及び立入検査につ 要因は法人の著しく不適切 修を実施した。

いて未経験の職員又は経 いて未経験の職員又は経 な対応にあった
験数が少ない職員につい 験数が少ない職員につい
ては、的確かつ効率的な ては、的確かつ効率的な
検査が行えるよう、知識 検査が行えるよう、知識
及び技術の習得に必要な 及び技術の習得のため、
研修を実施する。 体系的な研修計画の中で
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研修するとともに、立入
検査に同行させる。

ウ 事務処理の迅速化 ウ 事務処理の迅速化 平成18年度に定めた立入検査に係る決裁等事
通常の立入検査につい 決裁等事務処理の迅速 務処理の運用を、平成19年度においても文書で

て、決裁等の事務処理の 化を図るため、決裁関係 役職員に更なる周知、徹底を図った。
迅速化を図る。 規程の一層適切な運用を

役職員へ周知する等改善
策を講ずる。

(3) 飼料及び飼料添加物関係 (3) 飼料及び飼料添加物関係 (3) 飼料及び飼料添加物関係 ○飼料及び飼料添加物関係業
業務 業務 業務 務 Ａ

指標の総数 ：17
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：16×２点＝32点
評価ｂの指標数：１×１点＝１点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 33点
(33／34＝ 97％)

① 飼料及び飼料添加物の検 ① 飼料及び飼料添加物の検 ① 飼料及び飼料添加物の検
査等業務 査等業務 査等業務

ア 飼料及び飼料添加物の ア 飼料及び飼料添加物の ア 飼料及び飼料添加物の ◇飼料又は飼料添加物に係る 【業務実績報告書の記述】
基準・規格等の設定に関 基準・規格等の設定に関 基準・規格等の設定に関 基準･規格等の設定に関する 次に掲げる調査を実施することにより、飼料
する調査飼料の安全性を する調査 する調査 調査を計画的に行った。 の安全性の向上に努めた。 ａ
向上させるため、次に掲 飼料及び飼料添加物の ｓ：計画どおり行い、特に優
げる飼料及び飼料添加物 基準・規格等の設定に関 れた成果が得られた
の基準・規格等の設定に する調査における情報の ａ：計画どおり行った
関する調査を行う。 収集・提供に当たって ｂ：概ね計画どおり行った

は、必要に応じて１(2) ｃ：計画どおり行わなかった
の情報提供業務と連携し ｄ：計画どおり行わず、その
つつ、次に掲げる取組を 要因は法人の著しく不適切
実施するものとする。 な対応にあった

(ｱ) 飼料又は飼料添加物の (ｱ) 飼料又は飼料添加物の (ｱ) 現在指定されている15 現在、飼料添加物に指定されている153品目
基準・規格等に関する最 基準・規格等に関する最 3品目のうち、15品目に のうちビタミン6品目、ミネラル6品目、色素3
新の科学的知見、諸外国 新の科学的知見を文献や ついて、基準・規格等に 品目の計15品目について、基準・規格等に関す
における規制の状況、関 インターネット等により 関する最新の科学的知見 る最新の科学的知見に関する文献を収集すると
係する他法令による規制 収集し、諸外国における を文献やインターネット ともに、諸外国における規制状況の情報を入手
の専門的・技術的な内容 規制の状況・情報を入手 等により収集し、外国に し、関係する他法令による諸規制の専門的・技
等の調査を実施し、当該 し、関係する他法令によ おける規制の状況・情報 術的な内容等の調査を行い、その結果を取りま
調査結果を事業年度ごと る規制の専門的・技術的 を入手し、関係する他法 とめた。
に取りまとめる。 な内容等の調査を実施 令による諸規制の専門的

し、当該調査結果を事業 ・技術的な内容等の調査
年度ごとに取りまとめ を実施し、調査結果を取
る。 りまとめる。

また、農林水産省から また、農林水産省から また、飼料添加物に新規指定申請されている
の要請により、農林水産 の要請により、農林水産 L-アスコルビン酸ナトリウム等3品目について
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省が検討を行っている飼 省が検討を行っている飼 農林水産省からの要請により、基準・規格、申
料又は飼料添加物の基準 料又は飼料添加物の基準 請資料等の妥当性について検討を行った。
・規格、検討資料等の妥 ・規格、検討資料等の妥
当性について検討を行 当性について検討を行
う。 う。

(ｲ) 飼料添加物の指定に係 (ｲ) 飼料添加物の指定に係 (ｲ) 飼料添加物の指定に係 飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に
る動物試験等の信頼性を る動物試験等の信頼性を る動物試験等の信頼性を 基づく検査は申請がなかったため実施しなかっ
確保するため、飼料添加 確保するため、飼料添加 確保するため、飼料添加 た。
物の動物試験の実施に関 物の動物試験の実施に関 物の動物試験の実施に関 なお、飼料添加物の動物試験の実施に関する
する基準に基づく検査を する基準に基づく検査を する基準に基づく検査を 基準についてOECD-GLPと飼料添加物GLPの相違
行う。 行う。 行う。 点等を調査し、取りまとめた。
また、飼料添加物の動 また、飼料添加物の動 また、飼料添加物の動

物試験の実施に関する基 物試験の実施に関する基 物試験の実施に関する基
準、OECD安全性試験実施 準、OECD安全性試験実施 準、OECD安全性試験実施
基準等、諸外国における 基準等、諸外国における 基準等、外国における規
規制の状況、関係する他 規制の状況、関係する他 制の状況、関係する他法
法令による規制の専門的 法令による規制の専門的 令による規制の専門的・
・技術的な内容等の調査 ・技術的な内容等の調査 技術的な内容等の調査を
を行い、当該調査結果を を行い、当該調査結果を 行い、当該調査結果を取
取りまとめる。 取りまとめる。 りまとめる。

(ｳ) 飼料及び飼料添加物の (ｳ) 飼料及び飼料添加物の (ｳ) 飼料及び飼料添加物の 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に資
分析法の公定法化に資す 分析法の公定法化に資す 分析法の公定法化に資す するため、年度計画に定めた5課題を含め、次
るため、分析法の開発・ るため、分析法の開発又 るため、次に掲げる分析 の12課題（22成分）の分析法の開発又は改良を
改良を中期目標期間中に は改良を行う成分を年度 法の開発又は改良を実施 行い、調査結果を「飼料研究報告」として取り
実施するとともに、分析 計画に定めて中期目標期 するとともに、その結果 まとめた。
法の解説書を作成する。 間中に30件以上の分析法 を取りまとめて公表す また、既存の分析法全般について見直しを行
分析法の開発・改良の結 の開発又は改良を実施す る。 い、飼料分析基準全面改正案を取りまとめた。
果は、事業年度ごとに取 るとともに、その結果を ａ アジンホスメチル等
りまとめて公表する。な 事業年度ごとに取りまと の同時分析法 ａ アジンホスメチル等の同時分析法（2成
お、分析法の開発・改良 めて公表する。なお、分 ｂ アメトリン等の同時 分）
に当たっては、必要に応 析法の開発・改良に当た 分析法 ｂ アメトリン等の同時分析法（3成分）
じて他の検査等業務で得 っては、必要に応じて他 ｃ マラカイトグリーン ｃ マラカイトグリーン等の同時分析法（2
られたノウハウや知見の の検査等業務で得られた 等の同時分析法 成分）
活用を図るものとする。 ノウハウや知見の活用を ｄ ナレド等の同時分析 ｄ ナレド等の同時分析法（2成分）

図るものとする。 法 ｅ 低濃度クロラムフェニコールの分析法 1（
また、中期目標期間中 ｅ 低濃度クロラムフェ 成分）

に分析法全般の解説書を ニコールの分析法 ｆ EPTC等の同時分析法（2成分）
作成する。 ｇ テブコナゾールの分析法（1成分）

ｈ サリノマイシンナトリウム等の一斉微量
定量法（5成分）

ｉ 反すう動物由来DNAの検出法（1成分）
ｊ 豚由来DNAの検出法（1成分）
ｋ 水分の定量法の改良（1成分）
ｌ 耐熱性α-アミラーゼ処理中性デタージ

ェント繊維の分析法の改良（1成分）

(ｴ) 飼料等に関する基準・ (ｴ) 飼料等に関する基準・ (ｴ) 飼料等に関する基準・ 飼料等に関する基準・規格等の改善に資する
規格等の改善に資するた 規格等の改善に資するた 規格等の改善に資するた ため、次に掲げる業務を行った。
め、飼料等に関する国際 め、ISO/TC34/SC10の国 め、次に掲げる業務を実
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機関の基準・規格等の策 内審議団体として、規格 施する。
定に参画する。 基準等の策定に参画する

とともに、必要に応じて ａ 国際基準との比較検 カルシウム、マグネシウム、カリウム及びナ
その他の国際会議等に参 討 トリウムについて、我が国の公定法（飼料分析
画する。 基準）と国際基準（ISO）法との定量値の差異

の原因を確認するための検討を行った。

ｂ 国際基準設定のため 国際基準設定のための共同試験については、
の共同試験への参加 該当する試験が実施されなかった。

ｃ 必要に応じてISO会 ISO会議については、開催されなかった。ま
議に参加するととも た、国際規格案等への意見照会はなかった。
に、国際規格案等への
意見の提出

イ モニタリング検査 イ モニタリング検査 イ モニタリング検査 【業務実績報告書の記述】
飼料の安全性を向上さ 飼料の安全性を向上さ 飼料の安全性を向上さ モニタリング検査について計画を策定して次

せるため、次に掲げるモ せるため、事業年度ごと せるため、モニタリング に掲げるとおり実施し、飼料の安全性の向上に
ニタリング検査を行う。 にモニタリング検査計画 検査計画を策定し、次に 努めた。

を策定し、次に掲げるモ 掲げるモニタリング検査
ニタリング検査を行う。 を行う。
その際、プロジェクトチ
ームを活用して、検査等
業務と連携してモニタリ
ング検査計画の策定を行
うとともに、必要に応じ
てモニタリング検査結果
について４のリスク管理
に資するための有害物質
の分析業務との共有を図
るものとする。

(ｱ) 飼料中の飼料添加物、 (ｱ) 飼料中の飼料添加物、 (ｱ) 飼料中の飼料添加物、 ◇年度計画に基づき、飼料の 【業務実績報告書の記述】
飼料又は飼料添加物中の 飼料又は飼料添加物中の 飼料又は飼料添加物中の 安全性の向上に資するための 飼料中の飼料添加物、飼料又は飼料添加物中
有害物質、病原微生物、 有害物質、残留農薬、病 有害物質、病原微生物、 モニタリング検査を実施し の有害物質、病原微生物、肉骨粉等及び遺伝子 ａ
肉骨粉等及び遺伝子組換 原微生物、肉骨粉等及び 肉骨粉等及び遺伝子組換 た。 組換え体のモニタリング検査については、次の
え体のモニタリング検査 遺伝子組換え体のモニタ え体のモニタリング検査 ｓ：計画値の達成度合は100 とおり実施し、いずれも年度計画に定めた目標
を実施し、その結果を事 リング検査については、 については、次に掲げる ％以上であり、特に優れた を達成した。
業年度ごとに取りまとめ 輸入飼料中の有害物質の モニタリング検査項目及 成果が得られた
て公表する。 混入等、飼料の安全性に び成分点数を目標として ａ：計画値の達成度合は90％ 飼料及び飼料添加物中の飼料添加物の基準・
また、このうち特に広 関する課題を勘案し、検 実施する。 以上であった 規格適合検査として 606点

域的に流通する主要な輸 査の必要性に応じて重点 ａ 飼料及び飼料添加物 ｂ：計画値の達成度合は50％
入飼料穀物や乾牧草等の 化し、モニタリング検査 中の飼料添加物の基準 以上90％未満であった 飼料中の農薬、かび毒、有害金属等の有害物
有害物質等による汚染状 項目及び成分点数を年度 ・規格適合検査とし ｃ：計画値の達成度合は50％ 質の基準適合検査として 78,911点
況については、四半期ご 計画に定めて実施する。 て、500点 未満であった
とに取りまとめて公表す ｂ 飼料中の農薬、かび ｄ：計画値の達成度合は50％ 飼料中の病原微生物の基準・規格適合検査と
る。 毒、有害金属等の有害 未満であり、その要因は法 して 296点

物質の基準適合査とし 人の著しく不適切な対応に
て、50,000点 あった 飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定として 1,378

ｃ 飼料中の病原微生物 点
の基準・規格適合検査
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として、250点 【その他の特記事項】
ｄ 飼料中の肉骨粉等の 達成度合：156％（81,191点／51,750点）

分析・鑑定として、
1,000点

モニタリング検査結果 モニタリング検査結果 ◇モニタリング検査結果を事 【業務実績報告書の記述】
は、事業年度ごとに取り は、事業年度ごとに取り 業年度ごと又は四半期ごとに モニタリング検査結果については、事業年度
まとめ、ホームページに まとめ、ホームページに とりまとめてホームページに ごとに取りまとめ、ホームページに公表した。 ａ
公表するとともに、この 公表するとともに、この 公表した。 このうち特に広域的に流通する主要な輸入飼料
うち特に広域的に流通す うち特に広域的に流通す ｓ：公表し、特に優れた成果 穀物や乾牧草等の有害物質等による汚染状況に

、 。る主要な輸入飼料穀物や る主要な輸入飼料穀物や が得られた ついては 四半期ごとに取りまとめて公表した
乾牧草等の有害物質等に 乾牧草等の有害物質等に ａ：公表した
よる汚染状況について よる汚染状況について ｃ：公表しなかった
は、四半期ごとに取りま は、四半期ごとに取りま ｄ：公表せず、その要因は法
とめて公表する。 とめて公表する。 人の著しく不適切な対応に

あった

このほか、農林水産省 このほか、農林水産省 このほか、農林水産省 【業務実績報告書の記述】
が策定する「サーベイラ が策定する「サーベイラ が策定する「サーベイラ このうち農林水産省が策定する「サーベイラ
ンス・モニタリング計 ンス・モニタリング計 ンス・モニタリング計 ンス・モニタリング年次計画」に含まれる有害
画」に含まれる有害化学 画」に含まれる有害化学 画」に含まれる有害化学 化学物質／品目についての検査を実施する際
物質・品目についての検 物質・品目についての検 物質・品目についての検 は、農林水産省が定めている「サーベイランス
査を実施する際には サ 査を実施する際には サ 査を実施する際には、農 ・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・、「 、「
ーベイランス・モニタリ ーベイランス・モニタリ 林水産省が定めている 公表に関するガイドライン （平成17年6月7日」
ングの計画・実施及び結 ングの計画・実施及び結 「サーベイランス・モニ 付け17消安第2330号農林水産省消費・安全局長
果の評価・公表に関する 果の評価・公表に関する タリングの計画・実施及 通知）に従って迅速かつ的確に行い、その結果
ガイドライン （平成17 ガイドライン （平成17 び結果の評価・公表に関 を農林水産省に報告した。」 」
年6月7日付け17消安第23 年6月7日付け17消安第23 するガイドライン （平」
30号農林水産省消費・安 30号農林水産省消費・安 成17年6月7日付け17消安 【その他の特記事項】
全局長通知。以下「評価 全局長通知。以下「評価 第2330号農林水産省消費 「サーベイランス・モニタリング年次計画」
・公表ガイドライン」と ・公表ガイドライン」と ・安全局長通知）に従っ に含まれる有害化学物質／品目についての検査
いう ）に従って迅速か いう ）に従って迅速か て迅速かつ的確に行い、 については 「中期計画第2の4(1)リスク管理に。 。 、

（ ）」つ的確に行い、その結果 つ的確に行い、その結果 その結果を農林水産省に 資するための有害物質の分析業務 114ページ
を農林水産省に報告す を農林水産省に報告す 報告する。 において評価する。
る。 る。

(ｲ) 抗菌性飼料添加物を含 (ｲ) 抗菌性飼料添加物を含 (ｲ) 抗菌性飼料添加物を含 ◇抗菌性飼料添加物の耐性菌 【業務実績報告書の記述】
有する飼料の適正な使用 有する飼料の適正な使用 有する飼料の適正な使用 発現モニタリング調査を実施 動物医薬品検査所及び都道府県と連帯して畜
に資するため、畜産農家 に資するため、畜産農家 に資するため、畜産農家 し その結果を取りまとめた 産農家等における抗菌性飼料添加物の耐性菌発 ａ、 。
等における抗菌性飼料添 等における抗菌性飼料添 等における抗菌性飼料添 ｓ：調査し、その結果を取り 現モニタリング調査を実施した。また、動物医
加物の耐性菌発現モニタ 加物の耐性菌発現モニタ 加物の耐性菌発現モニタ まとめ、特に優れた成果が 薬品検査所と共同で調査結果を取りまとめた。
リング調査を動物医薬品 リング調査を動物医薬品 リング調査を動物医薬品 得られた なお、結果は家畜衛生週報（農林水産省消費
検査所及び都道府県と連 検査所及び都道府県と連 検査所及び都道府県と連 ａ：調査し、その結果を取り ・安全局畜水産安全管理課、動物衛生課発行）
携して実施し、その結果 携して実施し、その結果 携して実施し、取りまと まとめた に掲載した。
を事業年度ごとに取りま を事業年度ごとに取りま めて公表する。 ｂ：調査結果を取りまとめな
とめて公表する。 とめて公表する。 かった

ｃ：調査しなかった
ｄ：調査せず、その要因は法

人の著しく不適切な対応に
あった
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ウ 飼料の使用に起因する ウ 飼料の使用に起因する ウ 飼料の使用に起因する ◇飼料の使用に起因する家畜 【業務実績報告書の記述】
家畜被害の発生時の対応 家畜被害の発生時の対応 家畜被害の発生時の対応 被害等が発生した場合、整備 飼料の使用に起因する有害畜産物の生産若し
飼料の使用に起因する 飼料の使用に起因する 飼料の使用に起因する したマニュアルに基づき有害 くは家畜等の被害発生又は有害な飼料の流通が ａ

有害畜産物の生産若しく 有害畜産物の生産若しく 有害畜産物の生産若しく な飼料の流通実態の把握、原 確認された場合における被害の拡大等を確実に
は家畜等の被害の発生又 は家畜等の被害の発生又 は家畜等の被害の発生又 因の究明等を行うため必要な 防止する観点から、農林水産省及び都道府県等
は有害な飼料の流通が確 は有害な飼料の流通が確 は有害な飼料の流通が確 検査等を迅速かつ効率的に実 と連携しつつ、スタッフ制を活用して機動的か
認された場合に被害の拡 認された場合に被害の拡 認された場合には、被害 施した。 つ柔軟な組織体制をとり、次に掲げる事項につ
大等を確実に防止する観 大等を確実に防止する観 の拡大等を確実に防止す ｓ：実施し、特に優れた成果 いて迅速かつ適切に対応した。
点から、農林水産省、都 点から、農林水産省、都 る観点から、農林水産省 が得られた
道府県等と連携しつつ、 道府県等と連携しつつ、 及び都道府県等と連携し ａ：迅速かつ効率的に実施し ・エンドファイト毒素による中毒が疑われる
機動的かつ柔軟な組織体 機動的かつ柔軟な組織体 つつ、機動的かつ柔軟な た 事例の原因究明のため、給与した飼料の分
制をとるなど、迅速かつ 制をとるなど、迅速かつ 組織体制をとるなど、迅 ｂ：概ね迅速かつ効率的に実 析（4件、4点）
効率的に有害な飼料の流 効率的に有害な飼料の流 速かつ適切に有害な飼料 施した ・硝酸態窒素による中毒が疑われる事例の原

、 （ 、通実態の把握、原因の究 通実態の把握、原因の究 の流通実態の把握、原因 ｃ：実施しなかった 因究明のため 給与した飼料の分析 1件
明等を行う。 明等を行うため必要な検 の究明等を行うため必要 ｄ：実施せず、その要因は法 4点）

査等を行う。 な検査等を行う。 人の著しく不適切な対応に ・輸入魚粉中からメラミンが検出されたこと
また、家畜被害の発生 また、整備した緊急時 あった から、緊急にメラミンの分析法の検討及び

時の対応を迅速かつ適切 対応マニュアルを必要に 分析精度の検証を行い 輸入魚粉の分析 1、 （
に行えるよう、緊急時対 応じて、見直す。 件、17点）
応マニュアルの整備を行
う。 また、家畜被害等発生時の迅速かつ適切な対

応に資するため既定の緊急時対応マニュアルを
改正し、インターネットVPN等を活用した報告
体制を確立した。

エ 標準品等の指定 エ 標準品等の指定 エ 標準品等の指定 ◇抗生物質の常用標準品の指 【業務実績報告書の記述】
飼料及び飼料添加物の 飼料及び飼料添加物の 飼料及び飼料添加物の 定を必要に応じて行った。 21種類の抗生物質について常用標準品の指

成分規格等に関する省令 成分規格等に関する省令 成分規格等に関する省令 ｓ：指定を行い、特に優れた 定を行い 21種類の常用標準品499本について ａ、 、
。（昭和51年農林省令第35 （昭和51年農林省令第35 （昭和51年農林省令第35 成果が得られた 申請を受理した日から7業務日以内に配布した

号）の規定に基づく抗生 号）の規定に基づく抗生 号）の規定に基づく抗生 ａ：指定を行った
物質の常用標準品（抗菌 物質の常用標準品（抗菌 物質の常用標準品（抗菌 ｂ：必要な指定を行わなかっ 【その他の特記事項】
性物質の力価を定めるた 性物質の力価を定めるた 性物質の力価を定めるた た事例があった 達成度合：100％（499件／499件）
めの標準として、センタ めの標準として、センタ めの標準として、センタ ｃ：必要な指定を行わなかっ
ーが指定する特定製造番 ーが指定する特定製造番 ーが指定する特定製造番 た
号の抗菌性物質をいう 号の抗菌性物質をいう 号の抗菌性物質をいう ｄ：必要な指定を行わず、そ。） 。） 。）
の指定は、少なくとも2 の指定に当たっては、抗 の指定に当たっては、必 の要因は法人の著しく不適
年に1回以上行う。 生物質の試験に支障を生 要に応じて常用標準品の 切な対応にあった
なお、常用標準品の配 ずることのないよう留意 指定を行うとともに、常

布は、申請を受理した日 するとともに、少なくと 用標準品の配布について ◇常用標準品の配布につい
から7業務日以内に行う も2年に1回以上指定を行 は、事務処理の迅速化に て、申請を受理した日から7。

うものとする。 より申請を受理した日か 業務日以内に行った。 ａ
、なお、常用標準品の配 ら7業務日以内に行う。 ｓ：達成度合は100％であり

布については、事務処理 特に優れた成果が得られた
の迅速化により、申請を ａ：達成度合は90％以上であ
受理した日から7業務日 った
以内に行う。 ｂ：達成度合は50％以上90％

未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であ

った
ｄ：達成度合は50％未満であ

り、その要因は法人の著し
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く不適切な対応にあった

オ 調査研究 オ 調査研究 オ 調査研究 ◇飼料の安全性及び品質に関 【業務実績報告書の記述】
飼料の安全性及び品質 飼料の安全性及び品質 農林水産省等からの次 する分析法等を開発又は実用 次に掲げる調査を実施し、結果を取りまとめ

を向上させるため、必要 を向上させるため、飼料 に掲げる委託事業等につ 化し、若しくは結果が次年度 ることにより、飼料の安全性及び品質の向上に ａ
に応じて飼料の安全性及 の安全性及び品質の改善 いて調査研究を行うとと の調査研究に活用できる成果 努めた。
び品質に関する調査等を に関する調査研究のうち もに、緊急時等の農林水 が得られた。
実施し、調査結果を取り 専門的・技術的事項に重 産省からの要請を優先し ｓ：達成し、特に優れた成果
まとめる。 点化し、農林水産省の要 て調査研究を実施し、調 が得られた

請を優先して調査研究を 査研究の結果を取りまと ａ：達成した
実施し、調査研究の結果 める。 ｂ：概ね達成した
を取りまとめる。 ｃ：達成されなかった

(ｱ) 飼料中のダイオキシ ｄ：達成されず、その要因は 飼料中のダイオキシン型物質のスクリーニン
ン型物質のスクリーニ 法人の著しく不適切な対応 グ分析手法の開発
ング分析手法の開発 にあった 【成果；農林水産研究高度化事業「飼料中の

ダイオキシン型物質のスクリーニング分析
手法の開発 （平成17年度から継続）とし」
て、飼料原料（魚油、魚粉、動物性油脂及
び肉骨粉）37検体の収集及び分析並びに事
業中核機関である動物衛生研究所への検体

】（ ）の提供及び結果の報告 平成19年度終了

(ｲ) エンドファイト毒素 エンドファイト毒素の牛への影響及び畜産物
の牛に対する影響及び 残留性の検討
畜産物残留性の解明 【成果；農林水産研究高度化事業「エンドフ

ァイト毒素の牛への影響及び畜産物残留性
の検討 （平成17年度から継続）として、」
飼養試験に用いた乾牧草中のロリトレムＢ
59点及び飼養試験終了後の牛組織中のロリ
トレムＢ90点の分析並びに中核機関である
動物衛生研究所への結果の報告 （平成19】
年度終了）

(ｳ) 飼料及び堆肥に残留 飼料及び堆肥に残留する除草剤の簡易判定法
する除草剤の簡易判定 と被害軽減対策の確立
法と被害軽減対策の確 【成果；農林水産研究高度化事業「飼料及び
立 堆肥に残留する除草剤の簡易判定法と被害

軽減対策の確立」として、平成17年度に確
立した飼料用乾牧草中の残留除草剤クロピ
ラリドの分析法の共同試験の実施による分
析法の妥当性の確認並びに乾牧草3種類8点
の分析及び畜産草地研究所への結果の報
告 （平成20年度継続）】

(ｴ) 自給飼料のマイコト 自給飼料のマイコトキシン汚染実態調査と簡
キシン汚染実態調査と 易分析方法の確立
簡易分析法の確立 成果；農林水産省委託プロジェクト研究 粗【 「

飼料多給による日本型家畜飼養技術の開
発」の一環として、デオキシニバレノール
及びゼアラレノンの簡易分析法の共同試験
の実施及び9種類のマイコトキシンについ
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てトウモロコシサイレージ150点の調査並
びに動物衛生研究所への結果の報告 （平】
成20年度継続）

〔 〕(ｵ) 動物由来たん白質の 動物由来たん白質の検出法の開発 共同研究
検出法（ｴﾗｲｻﾞ法及びｲ 【成果；PCRによる飼料中の動物由来たん白
ﾑﾉｸﾛﾏﾄ法）の開発 質等の検出法について農業生物資源研究所

と共同で以下の研究を実施した。本研究は
、 。職務発明に認定され 国内特許を出願した

① 動物グループを特異的に検出するプラ
イマーを設計するためのプログラムソフ
トを開発した。

② 反すう動物由来DNAを特異的に検出す
るプライマーを開発し、飼料分析基準に
収載し、実用化した。

③ 豚由来DNAを特異的に検出するプライ
マーを開発し、飼料分析基準に収載し、
実用化した。

④ 本法の共同分析を5試験室で実施し、
分析法の妥当性を確認した （平成20年。】
度継続）

麦類等のかび毒汚染実態調査
【成果；厚生労働省の「食品の安心・安全
確保推進研究事業（食品のカビ毒汚染実態
に関する研究 」に参画して、トウモロコ）
シ3点、コーンフレーク20点、スイートコ
ーン14点、コーングリッツ8点、コーンス
ターチ10点、枝豆10点、雑穀米20点、米10
点の分析及び厚生労働省への結果の報告】
（平成20年度継続）

飼料原料として使用されるソルガム中のゼア
ラレノン及びその代謝物について汚染状況調査
〔共同研究〕
【 、成果；東京家政大学との共同研究を実施し

ソルガムにおけるゼアラレノンの汚染状況
及び汚染原因菌を明らかにした （平成20。】
年度継続）

カ 牛海綿状脳症の発生の カ 牛海綿状脳症の発生の カ 牛海綿状脳症の発生の ◇牛海綿状脳症の発生に関す 【業務実績報告書の記述】
防止のための対応 防止のための対応 防止のための対応 る感染源及び感染経路の究明 牛海綿状脳症の発生に関する感染源及び感染
我が国において牛海綿 我が国において牛海綿 我が国において牛海綿 のための国内及び海外の飼料 経路の究明のための国内及び海外の飼料工場等 －

状脳症が発生したことを 状脳症が発生したことを 状脳症が発生したことを 工場等に対する飼料の流通経 に対する飼料の流通経路等の調査については、
踏まえ、牛海綿状脳症の 踏まえ、牛海綿状脳症の 踏まえ、牛海綿状脳症の 路等の調査を必要に応じて行 農林水産省からの要請がなかったため、実施し
発生の防止を万全なもの 発生の防止を万全なもの 発生の防止を万全なもの った。 なかった。
とするため、牛海綿状脳 とするため、牛海綿状脳 とするため、牛海綿状脳 ｓ：必要な調査を行い、特に
症の発生に関する感染源 症の発生に関する感染源 症の発生に関する感染源 優れた成果が得られた 【その他の特記事項】
及び感染経路の究明のた 及び感染経路の究明のた 及び感染経路の究明のた ａ：必要な調査を行った 実績がないため、評価しない。
めの国内及び海外の飼料 めの国内及び海外の飼料 めの国内及び海外の飼料 ｃ：必要な調査を行わなかっ
工場等に対する飼料の流 工場等に対する飼料の流 工場等に対する飼料の流 た事例があった
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通経路等の調査を必要に 通経路等の調査を必要に 通経路等の調査を必要に ｄ：必要な調査を行わなかっ
応じて行う。 応じて行う。 応じて行う。 た事例があり、その要因は

法人の著しく不適切な対応
にあった

② 飼料及び飼料添加物の検 ② 飼料及び飼料添加物の検 ② 飼料及び飼料添加物の検 ◇飼料添加物の検定及び表示 【業務実績報告書の記述】
定及び表示に関する業務 定及び表示に関する業務 定及び表示に関する業務 の業務について、適正に実施 特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示

特定飼料等のうち飼料添 特定飼料等のうち飼料添 特定飼料等のうち飼料添 し、申請を受理した日から20 に関する業務324件を適正に実施した さらに ａ。 、
加物の検定及び表示の業務 加物の検定及び表示の業務 加物の検定及び表示の業務 業務日以内に処理した。 インターネットVPNを活用した事務処理等の効
は、申請のあった日から20 について、適正に実施する について、適正に実施する ｓ：達成度合は100％であり 率化により申請のあった日から20業務日以内に、
業務日以内に処理する。 とともに、事務処理の効率 とともに、事務処理の効率 特に優れた成果が得られた すべて処理した。

化により、申請を受理した 化により申請を受理した日 ａ：達成度合は90％以上であ
日から20業務日以内に処理 から20業務日以内に処理す った 【その他の特記事項】
する。 る。 ｂ：達成度合は50％以上90％ 達成度合：100％（324件／324件）

未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であ

った
ｄ：達成度合は50％未満であ

り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

③ 飼料について登録検定機 ③ 飼料について登録検定機 ③ 飼料について登録検定機 ◇検定実績のある全登録検定 【業務実績報告書の記述】
関が行う検定に関する技術 関が行う検定に関する技術 関が行う検定に関する技術 機関に対して技術上の調査を 検定実績のある登録検定機関（2機関）に対
上の調査及び指導の業務登 上の調査及び指導の業務 上の調査及び指導の業務 1回実施するとともに、必要 して分析技術の維持状況を調査するとともに、 ａ
録検定機関の行う検定業務 登録検定機関の行う検定 登録検定機関の行う検定 に応じて技術的指導を行っ 技術的な指導を行うことにより、登録検定機関
の適切な実施に資するた 業務の適切な実施に資する 業務の適切な実施に資する た。 による検定業務の適切な実施を推進した。
め、検定実績のある登録検 ため、検定実績のある登録 ため、検定実績のある登録 ｓ：計画値の達成度合は100
定機関に対して毎事業年度 検定機関に対して毎事業年 検定機関に対して年1回調 ％であり、特に優れた成果 【その他の特記事項】
1回調査を実施するととも 度1回調査を実施するとと 査を実施するとともに、必 が得られた 達成度合：100％（2機関／2機関）
に、検定精度の管理等につ もに、必要に応じて検定精 要に応じて検定精度の管理 ａ：計画値の達成度合は90％
いて技術的指導を行う。 度の管理等について技術的 等について技術的な指導を 以上であった

指導を行う。 行う。 ｂ：計画値の達成度合は50％
以上90％未満であった

ｃ：計画値の達成度合は50％
未満であった

ｄ：計画値の達成度合は50％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

また、登録検定機関を対 また、登録検定機関を対 ◇登録検定機関を対象として 【業務実績報告書の記述】
象として共通試料による共 象として共通試料による共 共通試料による共同試験を1 共通試料を用いた登録検定機関の技術水準の
同試験を毎事業年度1回実 同試験を年1回実施し、検 回実施するとともに、必要に 確認試験を7機関（10事業所）に対して実施す ａ
施し、検定業務に係る技術 定業務に係る技術水準を確 応じて技術的指導を行った。 ることにより、検定業務に係る技術水準の維持
水準を確認するとともに必 認するとともに、必要に応 ｓ：実施し、特に優れた成果 ・向上を図った。
要に応じて検査技術につい じて検査技術について技術 が得られた なお、検定機関の登録更新にあたり5機関（7
て技術的指導を行う。 的指導を行う。 ａ：実施した 事業所）に対して技術上の調査を実施した。

ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法

人の著しく不適切な対応に
あった
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④ 飼料及び飼料添加物の製 ④ 飼料及び飼料添加物の製 ④ 飼料及び飼料添加物の製 ◇特定飼料等製造業者（外国 【業務実績報告書の記述】
造設備、製造管理の方法等 造設備、製造管理の方法等 造設備、製造管理の方法等 特定飼料等製造業者を除く 特定飼料等製造業者の登録等の申請はなかっ。）
に関する検査等業務 に関する検査等業務 に関する検査等業務 又は規格設定飼料製造業者 た。 －
ア 特定飼料等製造業者の ア 特定飼料等製造業者の ア 特定飼料等製造業者の （外国規格設定飼料製造業者

登録等の申請に係る検査 登録等の申請に係る検査 登録等の申請に係る検査 を除く ）の登録等の申請に。
特定飼料等製造業者の登 特定飼料等製造業者 特定飼料等製造業者 係る検査について、事務処理
録等の申請に係る検査に （外国特定飼料等製造業 （外国特定飼料等製造業 の効率化を図ることにより、
ついては、検査に要する 者を除く ）の登録等の 者を除く ）の登録等の それぞれの標準処理期間内に。 。
標準処理期間を中期計画 申請に係る検査について 申請に係る検査について 検査を終了した。

、に定め、当該標準処理期 は、検査に要する標準処 は、検査に要する標準処 ｓ：達成度合は100％であり
間内に検査を終了するよ 理期間を50業務日と定 理期間を50業務日と定 特に優れた成果が得られた
う努める。 め、事務処理の効率化を め、事務処理の効率化を ａ：達成度合は90％以上であ

図り、当該標準処理期間 図り、当該標準処理期間 った
内に検査を終了するよう 内に検査を終了するよう ｂ：達成度合は50％以上90％
努める。 努める。 未満であった

ｃ：達成度合は50％未満であ
イ 規格設定飼料製造業者 イ 規格設定飼料製造業者 イ 規格設定飼料製造業者 った 規格設定飼料製造業者の登録等の申請はなか

の登録等の申請に係る検 の登録等の申請に係る検 の登録等の申請に係る検 ｄ：達成度合は50％未満であ った。
査規格設定飼料製造業者 査 査 り、その要因は法人の著し
の登録等の申請に係る検 規格設定飼料製造業者 規格設定飼料製造業者 く不適切な対応にあった 【その他の特記事項】
査については、検査に要 （外国規格設定飼料製造 （外国規格設定飼料製造 実績がないため、評価しない。
する標準処理期間を中期 業者を除く ）の登録等 業者を除く ）の登録等。 。
計画に定め、当該標準処 の申請に係る検査につい の申請に係る検査につい
理期間内に検査を終了す ては、検査に要する標準 ては、検査に要する標準
るよう努める。 処理期間を40業務日と定 処理期間を40業務日と定

め、事務処理の効率化を め、事務処理の効率化を
図ることにより、当該標 図り、当該標準処理期間
準処理期間内に検査を終 内に検査を終了するよう
了するよう努める。 努める。

ウ 飼料及び飼料添加物の ウ 飼料及び飼料添加物の ウ 飼料及び飼料添加物の ◇飼料及び飼料添加物の製造 【業務実績報告書の記述】
製造・品質管理の高度化 製造・品質管理の高度化 製造・品質管理の高度化 ・品質管理の高度化に関する 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の方法
に関する調査 に関する調査 に関する調査 調査を実施した。 等に関する調査として、次の業務を実施した。 ａ

(ｱ) 有害物質又は病原微生 (ｱ) 有害物質又は病原微生 (ｱ) 有害物質又は病原微生 ｓ：計画どおり行い、特に優
物による飼料の汚染及び 物による飼料の汚染及び 物による飼料の汚染、反 れた成果が得られた 牛等用飼料に肉骨粉等が混入することを防止
反すう動物用飼料への肉 反すう動物用飼料への肉 すう動物用飼料への肉骨 ａ：計画どおり行った するため、牛等用飼料等を製造する事業場443
骨粉等の混入等による有 骨粉等の混入等による有 粉等の混入及び抗菌性物 ｂ：概ね計画どおり行った 箇所に対して検査を実施し、肉骨粉等の交差汚
害な飼料の流通を未然に 害な飼料の流通を未然に 質に関する基準・規格等 ｃ：計画どおり行わなかった 染防止に係る製造・品質管理の高度化に係る技
防止する観点から、飼料 防止する観点から、飼料 を逸脱した飼料及び飼料 ｄ：計画どおり行わず、その 術的指導を行った。
及び飼料添加物の製造設 及び飼料添加物の製造設 添加物による有害な飼料 要因は法人の著しく不適切 また、検査及び技術的指導に活用するため、
備、製造・品質管理の方 備、製造・品質管理の方 の流通を未然に防止する な対応にあった 製造管理等の実施状況を確認するチェックリス
法等に関する調査を実施 法等に関する調査を実施 観点から、飼料及び飼料 トを作成してデータベース化した。
し、その管理の高度化に し、その管理の高度化に 添加物の製造設備、製造
係る技術的指導を行う。 係る技術的指導を行う。 ・品質管理の方法等に関 抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼

また、製造管理等の状 する調査を実施し、その 料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関
況をデータベース化し、 管理の高度化に係る技術 するガイドラインに基づき、配合飼料20事業場
技術的指導の高度化に活 的指導を行う。 及び飼料添加物9事業場について確認検査を実
用する。 また、製造管理等の状 施し、製造事業場確認証を発給した。

況をデータベース化し、
技術的指導の高度化に活
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用する。

(ｲ) 収去品の検査の結果、 (ｲ) 収去品の検査の結果、 (ｲ) 収去品の検査の結果、 収去品の検査の結果、基準規格等に抵触する
基準・規格等に抵触する 基準・規格等に抵触する 基準・規格等に抵触する 事例が2件認められたことから、製造・品質管
事例等が認められた場合 事例等が認められた場合 事例等が認められた場合 理の方法等の改善に資するためセンターの専門
には、製造・品質管理の には、製造・品質管理の には、製造・品質管理の 的知見による技術的指導及び情報の提供を行っ
方法等の改善について技 方法等の改善について、 方法等の改善について、 た。
術的指導及び情報の提供 センターの専門的知見か センターの専門的知見か
を行う。 ら技術的指導及び情報の ら技術的指導及び情報の

提供を行う。 提供を行う。

(ｳ) 牛海綿状脳症の発生の (ｳ) 牛海綿状脳症の発生の (ｳ) 牛海綿状脳症の発生の 動物由来たん白質、動物性油脂及びペットフ
防止に万全を期する観点 防止に万全を期する観点 防止に万全を期する観点 ードの製造事業場の設備、製造・品質管理の方

、 、 、 、 、 、 、 。から 動物由来たん白質 から 動物由来たん白質 から 動物由来たん白質 法等に関する調査として 次の業務を実施した
動物性油脂及びペットフ 動物性油脂及びペットフ 動物性油脂及びペットフ
ードの製造事業場の製造 ードの製造事業場の製造 ードの製造事業場の製造 農林水産大臣の確認を要する動物由来たん白
設備、製造・品質管理の 設備、製造・品質管理の 設備、製造・品質管理の 質及び動物性油脂を製造するすべての事業場
方法等に関する調査を実 方法等に関する調査を実 方法等に関する調査を実 （245箇所）について、製造・品質管理状況を
施し、製造基準に適合す 施し、製造基準に適合す 施し、製造基準に適合す 確認し、そのうち新たに大臣確認を受けた製造
るものであると認めた製 るものであると認めた製 るものであると認めた製 事業場19箇所をホームページに公表した。
造事業場を公表する。 造事業場を公表する。 造事業場を公表する。

輸入魚粉等の輸入業者及び輸入先の製造事業
場の管理状況を333件確認した。

ペットフード等の製造事業場からの申請に応
じ製造基準適合確認検査を18件実施し、製造基
準に適合すると認められた事業場をホームペー
ジに公表した。

(ｴ) 飼料を海外に輸出する (ｴ) 飼料を海外に輸出する (ｴ) 飼料を海外に輸出する 飼料を海外に輸出する業者からの要請に基づ
業者等からの要請に基づ 業者等からの要請に基づ 業者等からの要請に基づ き、動物検疫所の輸出証明書の発行要件となる
き、当該飼料の製造事業 き、当該飼料の製造事業 き、当該飼料の製造事業 肉骨粉等の使用に関する製造基準適合確認検査
場の製造設備、製造・品 場の製造設備、製造・品 場の製造設備、製造・品 を17件実施した。
質管理の方法等に関する 質管理の方法等に関する 質管理の方法等に関する
調査を実施し、輸出先国 調査を実施し、輸出先国 調査を実施し、輸出先国
の製造基準等への適否を の製造基準等への適否を の製造基準等への適否を
確認する。 確認する。 確認する。

⑤ ①から④までの業務に附 ⑤ ①から④までの業務に附 ⑤ ①から④までの業務に附 ◇都道府県、畜産農家等から 【業務実績報告書の記述】
帯する業務 帯する業務 帯する業務 の飼料及び飼料添加物の依頼 飼料の安全性及び品質の向上に資する観点か

飼料の安全性及び品質を 飼料の安全性及び品質の 飼料の安全性及び品質の 分析について、分析技術の高 ら都道府県、畜産農家等からの飼料等の依頼分 ａ
向上させるため 都道府県 向上に資する観点から、都 向上に資する観点から、都 度化、事務手続の合理化を図 析については、5件（49成分点数）実施した。、 、
畜産農家等からの飼料及び 道府県、畜産農家等からの 道府県、畜産農家等からの ることにより、標準処理期間
飼料添加物の依頼分析につ 飼料及び飼料添加物の依頼 飼料及び飼料添加物の依頼 内に適切に処理した。

、いては、①から③まで及び 分析については、①から③ 分析については、業務に支 ｓ：達成度合は100％であり
⑥並びに５の業務に支障の まで及び⑥並びに５の業務 障のない範囲内で実施す 特に優れた成果が得られた
ない範囲内で実施する。 に支障のない範囲内で実施 る。 ａ：達成度合は90％以上であ

する。 った
ｂ：達成度合は50％以上90％

また、次に掲げる依頼検 また、次に掲げる依頼分 未満であった また、実施に当たっては、分析法の開発等分
査の内容に応じて標準処理 析の内容に応じて標準処理 ｃ：達成度合は50％未満であ 析技術の高度化及び決裁等の事務の簡素化によ
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期間を定め、その期間内に 期間を定め、その期間内に った る事務手続きの合理化を図ることにより、依頼
適切に処理する。 適切に処理する。 ｄ：達成度合は50％未満であ 分析の内容に応じて標準処理期間内に適切に処
(ｱ) 化学分析 (ｳ)を除く (ｱ) 化学分析 (ｳ)を除く り、その要因は法人の著し 理した。（ 。） （ 。）

30業務日 30業務日 く不適切な対応にあった
(ｲ) 生物分析 30業務日 (ｲ) 生物分析 30業務日 【その他の特記事項】
(ｳ) ダイオキシン類分析 (ｳ) ダイオキシン類分析 依頼のあった5件は、化学分析であった。

60業務日 60業務日
標準処理期間内に適切に 標準処理期間内に上記の 達成度合：100％（5件／5件）

処理するため、分析技術の 依頼分析を適切に処理する
高度化、事務手続の合理化 ため、分析技術の高度化、
を図る。 事務手続の合理化を図る。

⑥ 飼料安全法に基づく立入 ⑥ 飼料安全法に基づく立入 ⑥ 飼料安全法に基づく立入 【業務実績報告書の記述】
検査等業務 検査等業務 検査等業務 立入検査及び質問の結果の報告については、
ア 飼料安全法に基づく立 ア 飼料安全法に基づく立 ア 飼料安全法に基づく立 ◇飼料安全法に基づく立入検 業務の効率化により立入検査実施後の事務処理 ａ

入検査を行うに当たって 入検査を行うに当たって 入検査を行うに当たって 査等の結果について、現行の 等の迅速化を図り、立入検査の日からすべて30
は、農林水産大臣の指示 は、農林水産大臣の指示 は、農林水産大臣の指示 報告期間内に農林水産大臣へ 業務日以内に農林水産大臣に報告した。
に従い適正に実施すると に従い適正に実施すると に従い適正に実施すると 報告するとともに、報告期間
ともに、立入検査及び質 ともに、立入検査及び質 ともに、立入検査及び質 を短縮するための取組を行っ
問の結果については、立 問の結果の報告について 問の結果の報告について た。
入検査を実施した日から は、立入検査を実施した は、立入検査等を実施し ｓ：計画どおり行い、特に優
30業務日以内に農林水産 日から30業務日以内に農 た日から30業務日以内に れた成果が得られた
大臣に報告する。 林水産大臣に報告する。 農林水産大臣に報告す ａ：計画どおり行った

る。 ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった

また、農林水産大臣へ また、農林水産大臣へ また、農林水産大臣へ ｄ：計画どおり行わず、その また、立入検査等の結果の農林水産大臣への
の報告までに要する期間 の報告までに要する期間 の報告までに要する期間 要因は法人の著しく不適切 報告については、事務処理に係る既存の規程の
については、中期目標期 については、中期目標期 の短縮に資するため LAN な対応にあった 改訂を行い、インターネットVPNを活用した本、
間の最終事業年度までに 間の最終事業年度までに 等を活用して本部及び各 部及び各事務所間における報告事務の簡素化
5業務日短縮する。 事務処理の効率化により 地方組織間の報告を電子 等、報告に要する期間の短縮に努めた。

5業務日短縮する。 媒体で送付することによ
り簡素化する。 【その他の特記事項】

達成度合：100％（551件／551件）

イ 収去品の試験結果につ イ 収去品の試験結果の報 イ 収去品の試験結果の報 ◇飼料安全法に基づく収去品 【業務実績報告書の記述】
いては、飼料及び飼料添 告については、飼料及び 告については、飼料及び の分析・鑑定試験を20業務日 収去品の試験については、標準処理期間（20
加物の分析・鑑定試験に 飼料添加物の分析・鑑定 飼料添加物の分析・鑑定 以内に終了させた。 業務日）内にすべて終了した。 ａ

、要する標準処理期間を中 試験に要する標準処理期 試験に要する標準処理期 ｓ：達成度合は100％であり
期計画に定め、当該標準 間を収去した日から20業 間を収去した日から20業 特に優れた成果が得られた 【その他の特記事項】
処理期間内に終了するよ 務日と定め、当該標準処 務日以内と定め、当該標 ａ：達成度合は90％以上であ 達成度合：100％（1,022件／1,022件）
う努めるとともに、試験 理期間内に試験を終了す 準処理期間内に試験を終 った
が終了した日から20業務 るように努めるととも 了するように努めるとと ｂ：達成度合は50％以上90％
日以内に農林水産大臣に に、試験が終了した日か もに、試験が終了した日 未満であった
報告する。 ら20業務日以内に農林水 から20業務日以内に農林 ｃ：達成度合は50％未満であ
また、農林水産大臣へ 産大臣に報告する。 水産大臣に報告する。 った

の報告までに要する期間 また、農林水産大臣へ また、農林水産大臣へ ｄ：達成度合は50％未満であ
については、中期目標期 の報告までに要する期間 の報告までに要する期間 り、その要因は法人の著し
間の最終事業年度までに については、中期目標期 の短縮に資するため LAN く不適切な対応にあった、
5業務日短縮する。 間の最終事業年度までに 等を活用して本部及び各

事務処理の効率化により 地方組織間の報告を電子 ◇飼料安全法に基づく収去品 【業務実績報告書の記述】
5業務日短縮する。 媒体で送付することによ の試験結果について、現行の 収去品の試験結果の農林水産大臣への報告
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簡素化する。 報告期間内に農林水産大臣へ は、1,022件中1,021件について20業務日以内に ｂ
報告するとともに、報告期間 報告した。
を短縮するための取組を行っ また、収去品の試験結果の農林水産大臣への
た。 報告については、事務処理に係る既存の規程改
ｓ：計画どおり行い、特に優 訂を行い、インターネットVPNを活用した本部

れた成果が得られた 及び各事務所間における報告事務の簡素化等、
ａ：計画どおり行った 報告に要する期間の短縮に努めた。
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった 【その他の特記事項】
ｄ：計画どおり行わず、その 達成度合：99.9％（1,021件／1,022件）

要因は法人の著しく不適切
な対応にあった

ウ 収去品等の試験結果の ウ 収去品等の試験結果の ウ 収去品等の試験結果の ◇信頼性保証体制及び試験操 【業務実績報告書の記述】
信頼性を確保する観点か 信頼性を確保する観点か 信頼性を客観的に確保す 作手順書に基づき、収去品等 収去品等の試験結果の信頼性を確保する観点
ら、信頼性保証部門等か ら、前期中期目標期間中 る観点から、前期中期目 の試験を円滑に実施した。 から、信頼性保証体制及び試験操作手順書に基 ａ
ら構成する信頼性保証体 に整備した試験責任者、 標期間中に整備した試験 ｓ：円滑に実施し、特に優れ づき試験を円滑に実施するとともに、試験結果
制及び試験操作手順書に 信頼性保証部門等から構 責任者、信頼性保証部門 た成果が得られた 報告書に係る査察を毎月実施(66件)した。
基づき、試験施設におい 成する信頼性保証体制及 等から構成する信頼性保 ａ：円滑に実施した また、試験の精度を適正に保つため、次に掲
て試験を円滑に実施す び試験操作手順書に基づ 証体制及び試験操作手順 ｂ：概ね円滑に実施した げる外部精度管理を実施した。
る。 き、試験を円滑に実施す 書に基づき、試験を円滑 ｃ：円滑に実施しなかった

る。 に実施する。 ｄ：円滑に実施せず、その要 ・FAPAS（英国）主催 2回（アフラトキシン
また、試験の精度を適 因は法人の著しく不適切な 類、ゼアラレノン）

正に保つため、外部機関 対応にあった ・(財)食品薬品安全センター主催 1回（デオ
における精度管理を行 キシニバレノール及びニバレノール）
い、信頼性保証部門によ ・食品総合研究所主催 1回（精米中のカドミ
る試験の点検、確認を行 ウム）
う。

【業務実績報告書の記述】
上記の業務のほか、農林水産省からの指示・

要請に基づき、次の業務を実施し、その結果を
報告した。

米国において、中国産原料を用いたペットフ
ードからメラミンが検出されたことから、国内
流通品（並行輸入品）の調査分析を1件（2点）
実施した。

職員を海外に派遣し、飼料等の製造施設等の
調査を次のとおり実施した。
・飼料製造工場等の現地調査（カナダ）
・豚由来血粉の製造施設の現地調査（米国）
・遺伝子組換え作物の実態調査（米国）
・トウモロコシ中のアフラトキシン管理の実

態調査（米国）
・海外のペットフードの法体系に関する調査

（EU、オーストラリア）

(4) 土壌改良資材関係業務 (4) 土壌改良資材関係業務 (4) 土壌改良資材関係業務 ○土壌改良資材関係業務
Ａ
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指標の総数 ：２
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：２×２点＝４点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

① 土壌改良資材の検査等業 ① 土壌改良資材の検査等業 ① 土壌改良資材の検査等業 ◇土壌改良資材の品質に関す 【業務実績報告書の記述】
務 務 務 る表示の内容が実際の品質と 土壌改良資材の品質に関する表示の内容が実
ア 土壌改良資材の表示の ア 土壌改良資材の表示の ア 土壌改良資材の表示の 一致しているか否かについて 際の品質と一致しているか否かについての検査 ａ

内容に係る品質の検査 内容に係る品質の検査 内容に係る品質の検査 の検査を実施した。 を32件実施し、品質に関する表示の適正化を図
土壌改良資材の品質に 土壌改良資材の品質に 土壌改良資材の品質に ｓ：実施し、特に優れた成果 った。

関する表示の適正化を図 関する表示の適正化を図 関する表示の適正化を図 が得られた
るため、当該品質に関す るため、当該品質に関す るため、当該品質に関す ａ：実施した
る表示の内容が実際の品 る表示の内容が実際の品 る表示の内容が実際の品 ｃ：実施しなかった
質と一致しているか否か 質と一致しているか否か 質と一致しているか否か ｄ：実施せず、その要因は法
についての検査を実施す についての検査を実施す についての検査を実施す 人の著しく不適切な対応に
る。 る。 る。 あった

イ 土壌改良資材及びその イ 土壌改良資材及びその イ 土壌改良資材及びその ◇都道府県、農業者等からの 【業務実績報告書の記述】
原料の試験の受託 原料の試験の受託 原料の試験の受託 依頼による土壌改良資材等の 土壌改良資材の試験の依頼はなかった。
土壌改良資材の品質の 土壌改良資材の品質の 土壌改良資材の品質の 依頼試験について、標準処理 －

保全に資するため、都道 保全に資するため、都道 保全に資するため、都道 期間内に適切に処理した。 【その他の特記事項】
府県、農業者等からの依 府県、農業者等からの依 府県、農業者等からの依 ｓ：達成度合は100％であり 実績がないため、評価しない。、
頼を受けて、土壌改良資 頼を受けて、土壌改良資 頼試験については、業務 特に優れた成果が得られた
材等の試験を実施すると 材等の試験を極力実施す に支障のない範囲で実施 ａ：達成度合は90％以上であ
ともに、センターにおい ることとし、次に掲げる することとし、次に掲げ った
て当該試験の内容に応じ 標準処理期間内に適切に る標準処理期間内に適切 ｂ：達成度合は50％以上90％
て標準処理期間を定め、 処理する。 に処理する。 未満であった
当該標準処理期間内に適 (ｱ) 一般試験 30業務日 (ｱ) 一般試験 30業務日 ｃ：達成度合は50％未満であ
切に処理する。 (ｲ) VA菌根菌資材試験 (ｲ) VA菌根菌資材試験 った

60業務日 60業務日 ｄ：達成度合は50％未満であ
り、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった

② 地力増進法に基づく立入 ② 地力増進法に基づく立入 ② 地力増進法に基づく立入 ◇地力増進法基づく立入検査 【業務実績報告書の記述】
検査業務 検査業務 検査業務 結果を農林水産大臣へ報告ま 地力増進法に基づく立入検査については、過

地力増進法に基づく立入 地力増進法に基づく立入 地力増進法に基づく立入 での期間を短縮するための取 去5か年間の立入検査結果を踏まえ、表示が不 ａ
検査を行うに当たっては、 検査を行うに当たっては、 検査を行うに当たっては、 組を行った。 適切な製造業者、新規業者等32件に対する立入
農林水産大臣の指示に従い 農林水産大臣の指示に従い 農林水産大臣の指示に従い ｓ：計画どおり行い、特に優 検査業務の重点化を図り、効率的かつ効果的に
適正に実施するとともに、 適正に実施するとともに、 適正に実施するとともに、 れた成果が得られた 実施した。また、結果の報告については、電子
立入検査の結果の報告につ 立入検査の結果の報告につ 立入検査の結果の報告につ ａ：計画どおり行った 媒体を用いた各地域センターからの報告事務の
いては 中期目標期間中に いては 中期目標期間中に いては、農林水産大臣の指 ｂ：概ね計画どおり行った 簡素化を行い、平成17年度を基準として7業務、 、 、 、
農林水産大臣の指示から報 農林水産大臣の指示から報 示から報告までに要する期 ｃ：計画どおり行わなかった 日短縮し33業務日以内に農林水産大臣へ報告し
告までに要する期間を、VA 告までに要する期間を、VA 間を VA菌根菌資材を除き ｄ：計画どおり行わず、その た。、 、
菌根菌資材を除き、30業務 菌根菌資材を除き、30業務 現行の目標期間 40業務日 要因は法人の著しく不適切（ ）
日に短縮する。 日に短縮する。 に対して、7業務日短縮す な対応にあった

るため、集中的な検査と同
資材の集中試験による迅速
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化とともに、稟議手続きの
合理化等事務処理の効率化
を行う。

３ 農林水産物等の品質及び ３ 農林水産物等の品質及び ３ 農林水産物等の品質及び
表示の適正化に関する業務 表示の適正化に関する業務 表示の適正化に関する業務

(1) 食品表示監視業務 (1) 食品表示監視業務 (1) 食品表示監視業務 ○食品表示監視業務
Ａ

指標の総数 ：９
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：９×２点＝18点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 18点
(18／18＝100％)

① 食品表示の監視業務につ ① 食品表示の監視業務につ ① 食品表示の監視業務につ ◇食品表示の真正性の検査を 【業務実績報告書の記述】
いては、DNA解析技術、微 いては、DNA解析技術、微 いては、DNA解析技術、微 6,000件以上実施した。 食品表示の監視業務については、科学的手法
量成分の検査分析技術等の 量成分の検査分析技術等の 量成分の検査分析技術等の ｓ：計画値の達成度合は100 を用いた食品表示の真正性の検査を加工食品に ａ
科学的手法を用いた食品表 科学的手法を用いた食品表 科学的手法を用いた食品表 ％以上であり、特に優れた ついて5,370件、生鮮食品について685件、合計
示の真正性の検査を毎事業 示の真正性の検査を、以下 示の真正性の検査6,000件 成果が得られた 6,055件実施した。
年度6,000件以上行い、偽 により、毎事業年度6,000 以上を適切に実施するた ａ：計画値の達成度合は100
装の疑いが生じた場合に 件以上行う。 め、次に掲げる措置を講ず ％以上であった その結果、加工食品については、不適正な表
は、農林水産省からの指示 る。 ｂ：計画値の達成度合は70％ 示が認められた370件について、製造業者等に
に基づき、速やかに立入検 以上100％未満であった 対して文書による是正指導を行うとともに、農
査又は任意調査を実施す ｃ：計画値の達成度合は70％ 林水産省による行政指導が必要と思われる重大
る。 未満であった な不適合（116件）について、農林水産省に報

ｄ：計画値の達成度合は70％ 告した。
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に また、生鮮食品については、不適正な表示が
あった 認められた55件について、検査結果を農林水産

省に報告した。

上記のほか、JAS規格の定期見直しに係る調
査分析等において不適正な表示が認められた8
件について、製造業者等に対して文書による是
正指導を行った。

【その他の特記事項】
改善報告は原則として指導後1か月以内を期

限として提出させ、早期の改善確認に努めてい
る。

、 、指導を行った370件のうち 350件については
平成19年度中に改善報告が提出され、適正に改
善されたことを確認した。また、残る20件につ
いては、早期に改善の確認ができるよう、引き
続き製造業者等を指導している。

達成度合：100.9％（6,055件／6,000件）
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ア 前事業年度の検査で不 ア 平成18年度の検査で不 ◇前年度の検査において不適 【業務実績報告書の記述】
適合の多かった品目につ 適合の多かった「農産物 合の多かった品目の検査件数 平成18年度の検査において不適合率の高かっ
いては、検査件数を増加 漬物 「塩蔵わかめ」等 を前年度に比べて増加させ た品目について、次のとおり検査件数を平成18 ａ」、
させる。 の検査件数を増加する。 た。 年度より増加させた。

ｓ：増加させ、特に優れた成
果が得られた 品 目 平成18年度 平成19年度

ａ：増加させた 検査件数 検査件数
ｃ：増加させなかった ・農産物漬物 157（2.6） 175（2.9）
ｄ：増加させず、その要因は ・塩蔵わかめ 63（1.0） 103（1.7）

法人の著しく不適切な対応 ・ジャム類 216（3.6） 231（3.8）
にあった 注： ）内の数値は、各年度の検査件数に（

占める割合（％）である。

イ 消費者の関心の高い品 イ 消費者の関心の高い品 ◇消費者の関心の高い品目を 【業務実績報告書の記述】
目を対象に、毎事業年度 目を対象とした重点的な 対象とした重点的な検査を4 消費者の関心の高い品目について、次のとお
4回以上の重点的な検査 検査を行うに当たって 回以上実施した。 り本部及び各地域センターで一斉に重点的な検 ａ
を行う。 は、調査事項、実施期間 ｓ：計画値の達成度合は100 査を5回行った。

を調整し、各センターで ％以上であり、特に優れた
一斉に行う等の効率的な 成果が得られた 〔農林水産省関係部局と連携して行った調査〕
対応に努めることにより ａ：計画値の達成度合は100 ・アサリの表示に関する特別調査 52件
4回以上行う。 ％以上であった ・牛挽肉加工品の表示に関する緊急調査 110件

また、検査の計画及び ｂ：計画値の達成度合は70％ ・牛肉及び牛肉加工品の表示に関する特別調査
実施に当たっては、農林 以上100％未満であった 牛肉 157件
水産省関係部局と連携し ｃ：計画値の達成度合は70％ 牛肉加工品 82件
て行う。 未満であった

ｄ：計画値の達成度合は70％ 〔センターが独自で行った調査〕
未満であり、その要因は法 ・はちみつの表示に関する重点調査 304件
人の著しく不適切な対応に ・牛挽肉加工品の表示に関する緊急調査に追
あった 加して実施した食肉加工品の表示に関する

重点調査 218件

【その他の特記事項】
達成度合：125％（5回／4回）

ウ 遺伝子組換えに係る表 ウ 遺伝子組換えに係る表 ◇遺伝子組換えに係る表示が 【業務実績報告書の記述】
示が行われている食品の 示が行われている食品の 行われている食品の検査を50 遺伝子組換えに係る表示が行われている食品
検査を毎事業年度500件 検査については、製造業 0件以上実施した。 の検査については、製造業者等の事業規模、地 ａ
以上行うとともに、表示 者等の事業規模、地域バ ｓ：計画値の達成度合は100 域バランス等を勘案して501件実施した （加工。
に疑義が生じた場合に ランス等を勘案して対象 ％以上であり、特に優れた 食品473件、生鮮品28件）
は、分別生産流通管理に 製品を選定し、500件以 成果が得られた
係る調査を行う。 上の検査を適切に行う。 ａ：計画値の達成度合は100 【その他の特記事項】

％以上であった 達成度合：100.2％（501件／500件）
ｂ：計画値の達成度合は70％

以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％

未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった
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なお、分別生産流通管 ◇検査の結果に基づき、必要 【業務実績報告書の記述】
理の実施に疑義があった に応じて製造業者等に対し分 検査の結果、組換え遺伝子が検出されたもの
場合には、製造業者、流 別生産流通管理に係る調査を 等156件のうち、分別生産流通管理の実施状況 ａ
通業者等に対する分別生 行った。 等の調査を155件行った。また、平成18年度に
産流通管理の実施状況等 ｓ：必要な調査を行い、特に 実施した遺伝子組換え食品の検査のうち、分別
の調査を行うとともに、 優れた成果が得られた 生産流通管理の調査未了分3件についても調査
可能な範囲において、原 ａ：必要な調査を行った を行った。さらに、可能な範囲において、原料
料農産物を入手し、遺伝 ｃ：必要な調査を行わなかっ 農産物を入手し、遺伝子組換え体の混入率につ
子組換え体の混入率につ た事例があった いて検査分析を行った。以上の調査の結果、不
いて検査分析を行う。 ｄ：必要な調査を行わなかっ 適切な管理が認められた案件はなかった。

た事例があり、その要因は
法人の著しく不適切な対応 なお、分別生産流通管理の調査を実施しなか
にあった った1件については、調査対象となる製造業者

が廃業していたため、調査の対象外とした。

エ 食品の産地表示に関す エ 食品の産地表示に関す ◇食品の産地表示に関する検 【業務実績報告書の記述】
る検査を毎事業年度600 る検査については、産地 査を600件以上実施した。 食品の産地表示に関する検査については、産
件以上行う。 ごとの食品の流通状況等 ｓ：計画値の達成度合は100 地ごとの食品の流通状況等を勘案し、検査を行 ａ

を勘案し、検査を行うセ ％以上であり、特に優れた うセンター、実施時期等を調整して911件実施
ンター、実施時期等を調 成果が得られた した （加工食品471件、生鮮品440件）。
整して600件以上を適切 ａ：計画値の達成度合は100
に行う。 ％以上であった その結果、不適正な表示が認められた加工食

ｂ：計画値の達成度合は70％ 品25件について、製造業者等に対して文書によ
以上100％未満であった る是正指導を行うとともに、農林水産省による

（ ）ｃ：計画値の達成度合は70％ 行政指導が必要と思われる重大な不適合 26件
未満であった について、農林水産省に報告した。

ｄ：計画値の達成度合は70％
未満であり、その要因は法 また、不適正な表示が認められた生鮮食品46

、 。人の著しく不適切な対応に 件について 検査結果を農林水産省に報告した
あった

表８ 食品の産地表示に関する検査件数
品 目 件 数

加工食品 471
乾しいたけ 178
農産物漬物 梅漬物 81（ ）
アジ・サバ加工品 212

生鮮食品 440
アサリ 72
マグロ 116
シジミ 32
黒大豆 22
ネギ 108
タマネギ 90
合 計 911

【その他の特記事項】
達成度合：151.8％（911件／600件）

オ 検査結果については、 オ 検査結果については、 ◇検査結果を取りまとめ、公 【業務実績報告書の記述】
結果を取りまとめ毎事業 早急に結果を取りまと 表した。 平成18年度の加工食品の表示の真正性に係る
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年度公表する。 め、農林水産省関係部局 ｓ：公表し、特に優れた成果 検査結果について、農林水産省関係部局と連携 ａ
と連携し、報道発表等に が得られた し、プレスリリースを行うとともに、ホームペ
より公表する。 ａ：公表した ージ上で公表した。

ｃ：公表しなかった
ｄ：公表せず、その要因は法

人の著しく不適切な対応に
あった

その結果、偽装の疑いが カ 食品表示の真正性の検 ◇立入検査等の結果を立入検 【業務実績報告書の記述】
生じた場合には、農林水産 査の結果、偽装の疑いが 査等の終了後3業務日以内 た 農林水産省からの指示等に基づき、食品表示（
省からの指示に基づき、製 生じ、製造業者、販売業 だし、特段の理由がある案件 監視業務に係る立入検査等を適切に実施すると ａ
造業者、販売業者、輸入業 者、輸入業者等に対する を除く ）に報告した。 ともに、立入検査等の終了後3業務日以内に報。
者等に対し立入検査又は任 立入検査又は任意調査 ｓ：3業務日以内に報告した 告するため、次に掲げる取組を行った。
意調査（以下３の(1)にお （以下「立入検査等」と 件数は100％以上であり、
いて 立入検査等 という いう ）を農林水産省か 特に優れた成果が得られた「 」 。） 。
を実施し、立入検査等の終 らの指示により実施する ａ：3業務日以内に報告した
了後原則3業務日以内に報 場合には、適切に実施す 件数は90％以上であった
告する。 るととともに、立入検査 ｂ：3業務日以内に報告した

なお、立入検査等を行う 等の終了後原則3業務日 件数は50％以上90％未満で
に当たっては、立入検査等 以内に報告するために、 あった
を行う職員に資格要件を設 次に掲げる措置を講ず ｃ：3業務日以内に報告した
け、検査能力等の資質、検 る。 件数は50％未満であった
査経験等を勘案した立入検 ｄ：3業務日以内に報告した
査等職員の適切な人選を行 ○ 立入検査等を行うに 件数は50％未満であり、そ 立入検査等に関する基準文書に基づき、立入
い、立入検査等に関する基 当たっては、立入検査 の要因は法人の著しく不適 検査を2件（4事業所 、任意調査を112件（157）
準文書に基づき厳正に実施 等に関する基準文書に 切な対応にあった 事業所 、計114件（161事業所）実施し、すべ）
する。 基づき厳正に実施す ての案件について3業務日以内に報告した。

る。
また、立入検査等のほか、農林水産省が指示

又は指導を行った事業者に対する改善状況の確
認調査を25件（29事業所）実施し、都道府県か
らの要請により、19件（21事業所）の立入検査
等に協力した。

また、基準文書は必 なお、基準文書の見直しを行った結果、改正
要に応じて見直しを行 を要する事項はなかった。

、 。い 内容の充実を図る

○ 立入検査等の終了後 立入検査等の終了後の報告は、すべての案件
の報告が3業務日を超 について3業務日以内に報告した。
えた場合には、その都
度その原因を究明し、 【その他の特記事項】
以後の立入検査等の業 達成度合：100％（114件／114件）
務改善に活用する。

キ 農林水産省又は都道府 【業務実績報告書の記述】
県が行う食品表示の真正 農林水産省又は都道府県が行う食品表示の真
性の検査又は調査におい 正性の検査又は調査において、協力要請又は技
て、協力要請又は技術支 術支援等の要請があった305件について適正に
援等の要請があった場合 対応した。

、 。には 可能な限り応じる



- 92 -

② 食品表示110番を通じて ② 食品表示110番等を通じ ② 食品表示110番等を通じ ◇食品表示110番により収集 【業務実績報告書の記述】
消費者等から寄せられる不 て収集した不正表示に関す て収集した不正表示に関す した情報に基づき、必要に応 食品表示110番等を通じて収集した不正表示
正表示や違法なJASマーク る情報は、速やかに農林水 る情報の農林水産省関係部 じて事実関係の確認のための に関する情報について、事務処理手順書に基づ ａ
表示に関する情報の収集を 産省関係部局等に通報する 局等への通報及び必要に応 調査等を行った。 き、次のとおり迅速かつ的確に対応した。
行い、当該情報を食品表示 とともに、必要に応じて事 じた事実関係の確認のため ｓ：必要な調査等を行い、特
の監視業務等に活用する。 実関係の確認のための調 の調査 分析等については に優れた成果が得られた センターが受け付けた情報及び農林水産省等、 、

査、分析等を行う。 事務処理手順書に基づき迅 ａ：必要な調査等を行った から回付された27件の情報に基づき、事実関係
速かつ的確に行う。 ｃ：必要な調査等を行わなか の確認のための買上検査を66件行い、表示の確

、 。また、事務処理手順書は った 認を行うとともに 20件について分析を行った
必要に応じて見直す。 ｄ：必要な調査等を行わず、 買上検査の結果については、農林水産省に報告

その要因は法人の著しく不 するとともに、不適合が確認された15件につい
適切な業務運営にあった て文書による是正指導を行った。

農林水産省からの依頼により、食品表示110
番等の情報提供に基づく立入検査等を63件（88
事業所）実施し、都道府県の実施する3件（3事
業所）の立入検査等に協力した。

なお、食品表示110番に係る事務処理手順書
は、農林水産省の定める「食品表示110番対応
マニュアル」が改正されたことたことを受け、
所要の改正を行った。

【その他の特記事項】
不正表示に関する情報は584件。

(2) 登録認定機関、認定事業 (2) 登録認定機関、認定事業 (2) 登録認定機関、認定事業 ○登録認定機関、認定事業者
者に対する指導・監督業務 者に対する指導・監督業務 者に対する指導・監督業務 に対する指導・監督業務 Ａ

指標の総数 ：11
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：11×２点＝22点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 22点
(22／22＝100％)

① 農林物資の規格化及び品 ① 農林物資の規格化及び品 ① 農林物資の規格化及び品 【業務実績報告書の記述】
質表示の適正化に関する法 質表示の適正化に関する法 質表示の適正化に関する法 次の措置を講ずることにより、JAS法に基づ
律の一部を改正する法律 律の一部を改正する法律 律 昭和25年法律第175号 きセンターが行う技術上の調査及び定期的調査（ 。
（平成17年法律第67号）に （平成17年法律第67号）に 以下「JAS法」という ）に を適切に実施した。。
よる改正後のJAS法（以下 よる改正後の農林物資の規 基づきセンターが行う技術
「改正JAS法」という ）に 格化及び品質表示の適正化 上の調査並びに登録後にお。
より、センターの業務に登 に関する法律（昭和25年法 いて登録認定機関が引き続
録認定機関の登録及びその 律第175号。以下「JAS法」 き登録基準に適合している
更新の申請時における調査 という ）により、センタ か否かを確認するための定。
が追加されたことから 「I ーの業務に追加された登録 期的な調査（以下「定期的、
SO/IEC17011適合性評価機 認定機関の登録及びその更 調査」という ）を適切に。
関の認定を行う機関に対す 新の申請時における調査 実施するため、次に掲げる
る一般要求事項 （以下「I （以下「技術上の調査」と 措置を講ずる。」
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SO/IEC17011」という ）に いう ）については 「ISO/ ○ 適切に技術上の調査及。 。 、
基づき、登録認定機関の登 IEC17011適合性評価機関の び定期的調査を遂行する
録及びその更新の申請時に 認定を行う機関に対する一 ため 「ISO/IEC17011適、
おける技術上の調査（以下 般要求事項 （以下「ISO/I 合性評価機関の認定を行」
技術上の調査 という EC17011」という ）に基づ う機関に対する一般要求「 」 。） 。

を実施し、農林水産省の調 き実施し、農林水産省から 事項 （以下「ISO/IEC」
査指示から報告までの目標 の調査指示から報告までの 17011」という ）に基づ。
期間（30業務日）内に結果 目標期間（30業務日）内に く業務執行体制を維持
を報告する。 結果を報告する。 し、基準文書を必要に応

じて見直す。

○ 技術上の調査を行うに ◇ISO/IEC17011に基づき技術 【業務実績報告書の記述】
当たっては、農林水産省 上の調査を実施し、年度計画 ISO/IEC17011に基づく業務執行体制を維持す
からの調査指示から報告 に定めた目標期間内に農林水 るとともに 「登録認定機関等の調査等業務に ａ、
までの目標期間（30業務 産省へ結果を報告した。 係る要員の資格基準」及び「技術委員会設置運
日）内に結果を報告する ｓ：目標期間内に報告した件 営要領」等の基準文書の見直しを行った。
ため、調査の進行管理を 数は100％であり、特に優
的確に行う。 れた成果が得られた 技術上の調査を次のとおり実施し、進行管理

○ 技術上の調査の公平 ａ：目標期間内に報告した件 を的確に行うことにより、調査を行った436件
性、信頼性を確保するた 数は90％以上であった すべてについて目標期間（30業務日）内に農林
め、職員で構成する技術 ｂ：目標期間内に報告した件 水産省へ調査結果を報告した。
委員会（当該調査を行っ 数は50％以上90％未満であ
た者を除く ）において った 表９ 技術上の調査件数。
調査結果をレビューす ｃ：目標期間内に報告した件 新規 変更 合計
る。 数は50％未満であった 登録認定機関 10 383 393

ｄ：目標期間内に報告した件 登録外国認定機関 3 40 43
数は50％未満であり、その 13 423 436
要因は法人の著しく不適切
な対応にあった 技術上の調査結果については、当該調査を行

（注：日数は実労働日数） った者を除く職員で構成する技術委員会におい
て調査結果を審査することにより、調査の公平
性、信頼性を確保した。

【その他の特記事項】
達成度合：100％（436件／436件）

また、登録後において登 また、登録後において登 ○ 定期的調査は、登録認 【業務実績報告書の記述】
録認定機関が引き続き登録 録認定機関が引き続き登録 定機関ごとにその認定事 事業所調査については、登録認定機関ごとに
基準に適合しているか否か 基準に適合しているか否か 業者数等を勘案した調査 その認定事業者数等を勘案した調査計画を作成

、 、 。を確認するための定期的な を確認するための定期的な 計画を作成し、計画的に し 進捗状況の把握に努め 計画的に実施した
調査（以下「定期的調査」 調査（以下「定期的調査」 行うとともに進捗状況を
という ）については、原 という ）については、原 常に把握する。。 。
則として登録認定機関ごと 則として登録認定機関（分
に毎事業年度1回以上実施 析業務の外部委託を行って ○ 定期的調査は、登録認 ◇定期的調査を全対象機関に 【業務実績報告書の記述】
する。 いる場合は、委託先の分析 定機関の認定を行う事業 ついて1回以上行った。 定期的調査を立会調査及び格付品検査と連動

機関も含む ）ごとに毎事 所における調査 以下 事 ｓ：計画値の達成度合は100 して次のとおりすべての対象機関である113機 ａ。 （ 「
業年度1回以上実施し、必 業所調査」という ）を ％以上であり、特に優れた 関（133事業所）に対して各1回実施した。。
要に応じて是正のための指 すべての対象機関につい 成果が得られた
導及び追加調査を行う。 て、原則として1回以上 ａ：計画値の達成度合は100 ・飲食料品 15機関（ 22事業所）

行う。 ％以上であった ・林産物 12機関（ 19事業所）
また、事業所調査は、 ｂ：計画値の達成度合は70％ ・生糸 1機関（ 1事業所）
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③に定める立会調査及び 以上100％未満であった ・生産情報公表 13機関（ 13事業所）
格付品検査と連動して行 ｃ：計画値の達成度合は70％ ・有機農産物等 72機関（ 78事業所）
う。 未満であった 計 113機関（133事業所）

○ 事業所調査、立会調査 ｄ：計画値の達成度合は70％
及び格付品検査の結果、 未満であり、その要因は法 また、農林水産省の指示により、センターの
必要がある場合は当該事 人の著しく不適切な対応に 実施する定期的調査以外の検査等により格付品
業所、認定事業者等及び あった に不適合が確認された認定事業者を認定した登
格付品についての追加の 録認定機関に対して、その認定業務の適合性を

。調査又は検査を実施す 確認するため臨時の事業所調査を2件実施した
る。

格付品検査の結果、不適合の疑義が生じた案
件について、適合性確認のため現地調査を9件
実施した。

【その他の特記事項】
製品検査を行っている登録認定機関等28機関

（55施設）に対しては、当該機関の製品検査施
設において製品検査が適正に行われているかを
確認するための調査を実施した。

達成度合：100％（113機関／113機関）

○ 事業所調査において適 ◇調査の結果に基づき、必要 【業務実績報告書の記述】
正でない事項を認めた場 に応じて是正のための指導を 登録認定機関等に対する事業所調査の結果、
合には、当該登録認定機 行った。 軽微な問題点については、現地で指摘を行うと ａ

、 、関に対して是正のための ｓ：指導を行い、特に優れた ともに 不適合が認められた80機関に対しては
指導を行う。 成果が得られた 文書により是正指導を行った。

なお、調査結果及び是 ａ：指導を行った、又は指導 なお、調査結果及び是正指導に伴う改善状況
正指導に伴う改善状況に を行う事例がなかった については、速やかに農林水産省関係部局へ報
ついては、速やかに農林 ｃ：必要な指導を行わなかっ 告した。
水産省関係部局へ報告す た事例があった
る。 ｄ：必要な指導を行わなかっ 【その他の特記事項】

た事例があり、その要因は 指導を行った80機関のうち67機関から年度内
法人の著しく不適切な対応 に是正報告があり、適正に是正されたことを確
にあった 認した。残る13機関については、次年度に是正

報告が提出される見込みである。

なお、技術上の調査及び ○ 技術上の調査及び定期 ◇調査を行う職員の資格要件 【業務実績報告書の記述】
定期的調査を中立かつ厳正 的調査を中立かつ厳正に を設け、必要に応じて見直し 技術上の調査及び定期的調査については、調
に実施するため、調査を行 実施するため、調査を行 た。 査を行う職員の資格要件であるISO9000審査員 ａ
う職員に資格要件を設け う職員の資格要件である ｓ：資格要件を設け、又は必 研修コース修了者又はISO／IEC17011等に関す
る。 ISO9000審査員研修コー 要な見直しを行い、特に優 る調査員内部研修修了者2名以上によるチーム

ス修了者又はISO/IEC れた成果が得られた を編成し、中立かつ厳正に実施した。
17011等に関する内部研 ａ：資格要件を設けた、又は また、調査を行う職員の資格要件の見直しを
修修了者2名以上による 必要な見直しを行った、若 行い、改正した。
チームを編成して調査を しくは見直しを行う必要が
行う。 なかった

なお、調査を行う職員 ｃ：資格要件を設けなかっ
の資格要件は、必要に応 た、又は必要な見直しを行
じて見直す。 わなかった

ｄ：資格要件を設けず、又は
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必要な見直しを行わず、そ
の要因は法人の著しく不適
切な対応にあった

② ISO/IEC17011に基づく技 ② 技術上の調査及び定期的 ② 技術上の調査及び定期的 【業務実績報告書の記述】
術上の調査のための有資格 調査におけるデータの質の 調査におけるデータの質の 次に掲げる措置を講ずることにより、技術上
者を中期目標期間中に20名 向上を図るため、以下の措 向上を図るため、次に掲げ の調査及び定期的調査の質の向上を図った。
以上養成する。 置を講ずる。 る措置を講ずる。

ア 職員技術研修計画に基 ア (財)日本適合性認定協 ◇年度計画に基づいてISO/IE 【業務実績報告書の記述】
づき、調査を行う職員に 会の認定するISO9000審 C17011に基づく調査のための (財）日本適合性認定協会が認定するISO9000
（財）日本適合性認定協 査員研修コースを受講さ 有資格者を養成した。 審査員研修コースを6名に受講させ、ISO／IEC ａ
会の認定するISO9000審 せ、ISO/IEC17011に基づ ｓ：計画値の達成度合は100 17011に基づく調査のための有資格者を養成し
査員研修コースを受講さ く調査のための有資格者 ％以上であり、特に優れた た （総数47名）。
せ、ISO/IEC17011に基づ を、4名以上養成する。 成果が得られた
く調査のための有資格者 ａ：計画値の達成度合は90％ 【その他の特記事項】
を毎事業年度に4名程度 以上であった 達成度合：150％（6名／4名）
養成する。 ｂ：計画値の達成度合は50％

以上90％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は50％

未満であった
ｄ：計画値の達成度合は50％

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

イ 調査を行う職員の資格 イ 技術上の調査及び定期 ◇職員技術研修計画に基づき 【業務実績報告書の記述】
要件を満たす職員を養成 的調査を行う職員として ISO/IEC17011等に関する研修 職員技術研修中期計画に基づき、ISO/IEC
するため、職員技術研修 の資格要件を満たす職員 を実施し、調査担当職員に定 17011等に関する調査員内部研修を、新たに対 ａ
計画に基づきISO/IEC を確保するとともに、調 期的な受講を義務付け、必要 象者となった者及び前回の受講時から2年を過
17011等に関する研修を 査技術の維持・向上を図 な教育を行った。 ぎた者等を対象に、計2回（26名）実施し、技
開催し、担当職員に対し るため、ISO/IEC17011等 ｓ：研修を実施し、必要な教 術上の調査及び定期的調査を行う職員としての
3年に1回以上の受講を義 に関する内部研修を実施 育を行い、特に優れた成果 資格要件を満たす職員を確保するとともに、調
務付ける。 する。 が得られた 査技術の維持・向上を図った。

ａ：研修を実施し、必要な教
育を行った 【その他の特記事項】

ｃ：研修を実施せず、必要な 調査担当職員に対しては、調査員内部研修の
教育を行わなかった 受講を3年に1回以上義務付けている。

ｄ：研修を実施せず、必要な
教育を行わず、その要因は
法人の著しく不適切な対応
にあった

③ 登録認定機関に対する定 ③ 登録認定機関に対する定 ③ 登録認定機関に対する定 【業務実績報告書の記述】
期的調査においては、登録 期的調査においては、登録 期的調査に資するため、登 登録認定機関に対する定期的調査に資するた
認定機関により認定された 認定機関により認定された 録認定機関の認定事業者が め、登録認定機関が適切に認定事業者を指導し
認定事業者が行う格付に対 認定事業者が行う格付に対 行う格付に対する指導を適 ているか否かを確認するための検査等を、次の
する登録認定機関の指導が する登録認定機関の指導が 切に実施しているか否かを とおり実施した。
適切に行われているか否か 適切に行われているか否か 確認するためのJAS製品の
を確認するため、JAS製品 確認するため、以下の検査 検査（以下「格付品検査」
の検査を毎事業年度700件 等を行う。 という ）及び登録認定機。
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以上行うこととする。 関が適正に認定に関する業
務を行っているか否かを確
認するための認定等の業務
実施現場に立ち会って行う
実施状況調査（以下「立会
調査」という ）を行う。。

また、定期的調査に資す
るために行う検査等は、以
下により実施するととも
に、検査等の結果、適正で
ない事項を認めた場合に
は、必要な是正措置及び是
正状況の確認を行う。

ア JAS製品の検査を毎事 ア 格付品検査は、各登録 ◇JAS製品の検査を700件以上 【業務実績報告書の記述】
業年度700件以上行うこ 認定機関の認定事業者数 実施した。 格付品検査を各登録認定機関の認定事業者数
ととし、検査を行うに当 等を勘案して各登録認定 ｓ：計画値の達成度合は100 等を勘案して726件実施し、不適合があった36 ａ
たっては、各登録認定機 機関ごとの検査件数を配 ％以上であり、特に優れた 件については、関係する登録認定機関に対して
関の認定事業者数等を勘 分することを基本としつ 成果が得られた 文書により是正指導を行った。
案して登録認定機関ごと つ、700件以上の検査を ａ：計画値の達成度合は100 なお、平成18年度の定期的調査で不適合があ
の検査件数を配分するこ 実施する。 ％以上であった った登録認定機関について、通常の格付品検査
とを基本としつつ、前年 なお、前事業年度の定 ｂ：計画値の達成度合は70％ 件数の1.2倍程度の検査を実施した。
度の定期的調査又は追加 期的調査又は追加調査で 以上100％未満であった
調査で不適合があった登 不適合があった登録認定 ｃ：計画値の達成度合は70％ ・飲食料品 217件
録認定機関については、 機関については、通常の 未満であった ・林産物 126件
検査を重点的に実施す 格付品検査件数の1.2倍 ｄ：計画値の達成度合は70％ ・生産情報公表 4件
る。 程度の検査を実施する。 未満であり、その要因は法 ・有機農産物等 379件

人の著しく不適切な対応に 計 726件
あった

さらに、次の格付品の検査を実施し、合計
1,033件となった。

農林水産省からの要請に基づき、構造用集成
材について10件及び有機加工食品について11
件、計21件（不適合はなし）の格付品検査を実
施した。

有機農産物の認定生産行程管理者に係る調査
の一環として 有機農産物の残留農薬分析を286、
件（不適合はなし）実施した。

【その他の特記事項】
指導を行った36件のうち、35件については、

事業所調査時等に適正に是正されていることを
確認した。残る1件の改善確認は、次年度に予
定している。

達成度合：103.7％（726件／700件）

イ 認定事業者に対する調 イ 立会調査は、各登録認 ◇認定事業者に対する調査を 【業務実績報告書の記述】
査を登録認定機関の規模 定機関の認定事業者数等 350件以上実施した。 立会調査を各登録認定機関の認定事業者数等
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に応じて毎事業年度350 を勘案して各登録認定機 ｓ：計画値の達成度合は100 を勘案して417件実施し、不適合があった43件 ａ
件以上行うこととし、調 関ごとの調査件数を配分 ％以上であり、特に優れた については、関係する登録認定機関に対して文
査を行うに当たっては、 することを基本としつ 成果が得られた 書により是正指導を行った。
各登録認定機関の認定事 つ、350件以上の調査を ａ：計画値の達成度合は100
業者数等を勘案して登録 実施する。 ％以上であった ・飲食料品 104件
認定機関ごとの調査件数 なお、前事業年度の定 ｂ：計画値の達成度合は70％ ・林産物 53件
を配分することを基本と 期的調査又は追加調査で 以上100％未満であった ・生産情報公表 11件
しつつ、前事業年度の定 不適合があった登録認定 ｃ：計画値の達成度合は70％ ・有機農産物等 249件
期的調査又は追加調査で 機関については、通常の 未満であった 計 417件
不適合があった登録認定 立会調査件数の1.2倍程 ｄ：計画値の達成度合は70％
機関については、調査を 度の調査を実施する。 未満であり、その要因は法 また、農林水産省からの協力要請により、
重点的に実施する。 人の著しく不適切な対応に JAS法に基づく経過措置による旧JAS法上の認定

あった 事業者に対する確認調査を1件実施した。

さらに、平成19年度途中で有機農産物の認定
事業者が不適正な格付を行っていた事案が発生
し、その原因として指摘された登録認定機関が
行う認定に係る調査の適合性について確認する
ため、農林水産省からの要請に基づく特別調査
を、有機農産物の登録認定機関に対する立会調
査（55件）及び事業所調査（41件）時に実施し
た （この特別調査件数は立会調査及び事業所。
調査件数の内数である ）。

なお、平成18年度の定期的調査で不適合があ
った登録認定機関に対して、立会調査を通常の
件数の1.2倍程度実施した。

【その他の特記事項】
指導を行った43件については、事業所調査時

にすべて適正に是正されたことを確認した。

達成度合：119％（417件／350件）

④ 改正JAS法第20条の2第1 ④ 登録認定機関及び認定事 ④ 登録認定機関及び認定事 ◇立入検査等の結果を立入検 【業務実績報告書の記述】
項及び第2項の規定による 業者に対する指導・監督業 業者に対する指導・監督業 査等の終了後3業務日以内 た 農林水産省からの指示等に基づき、認定事業（
立入検査を行うに当たって 務の結果、違法なJASマー 務の結果、違法なJASマー だし、特段の理由がある案件 者に対する指導・監督業務に係る立入検査を適 ａ
は、 クの表示の疑いが生じた場 クの表示の疑いが生じ、登 を除く ）に報告した。 切に実施するとともに、立入検査等の終了後3。
ア 検査能力等の資質、経 合には、農林水産省からの 録認定機関及び認定事業者 ｓ：3業務日以内に報告した 業務日以内に報告するため、次に掲げる取組を

験等を勘案した立入検査 指示に基づき、登録認定機 に対する立入検査等を実施 件数は100％以上であり、 行った。
職員の適切な人選 関、認定事業者に対し立入 する場合には、適切に実施 特に優れた成果が得られた

イ 農林水産大臣から指示 検査又は任意調査（以下④ するとともに、立入検査等 ａ：3業務日以内に報告した 立入検査等に関する基準文書に基づき、立入
された調査事項の的確な 及び⑤において「立入検査 の終了後原則3業務日以内 件数は90％以上であった 検査を3件（4事業所 、任意調査を24件（39事）
実施 等」という ）を実施し、 に報告するため、(1)の① ｂ：3業務日以内に報告した 業所 、計27件（43事業所）実施し、すべての。 ）

ウ 農林水産大臣への迅速 立入検査等の終了後原則3 のカと同様の措置を講ず 件数は50％以上90％未満で 案件について、3業務日以内に報告した。
かつ正確な報告等に留意 業務日以内に報告する。 る。 あった また、立入検査等のほか、農林水産省が指示
し厳正に実施する。 また、立入検査等を行う ｃ：3業務日以内に報告した 又は指導を行った事業者に対する改善状況の確

に当たっては、立入検査等 件数は50％未満であった 認調査を9件（9事業所）実施し、都道府県から
なお、改正JAS法第19条 を行う職員に資格要件を設 ｄ：3業務日以内に報告した の要請により、1件（3事業所）の立入検査等に

の9第2項第6号に規定する け、検査能力等の資質、検 件数は50％未満であり、そ 協力した。
登録外国認定機関に対して 査経験等を勘案した立入検 の要因は法人の著しく不適 なお、基準文書については、表示監視業務に



- 98 -

行う検査についても上記の 査等職員の適切な人選を行 切な対応にあった おける立入検査等業務の基準文書との整合性を
留意点を踏まえて実施す い、立入検査等に関する基 図るために改正し、内容の充実を図った。
る。 準文書に基づき厳正に実施

する。 立入検査等の終了後の報告は、すべての案件
について3業務日以内に報告した。

【その他の特記事項】
達成度合：100％（27件／27件）

⑤ なお、今般のJAS法の改 ⑤ なお、今般のJAS法の改 ⑤ JAS法改正により、なお ◇登録格付機関に対する指導 【業務実績報告書の記述】
正により、登録格付機関制 正により、登録格付機関制 その効力を有する登録格付 ・監督業務及び農林水産省か 次に掲げる措置を講ずることにより、改正前
度が廃止されることになっ 度が廃止されることになっ 機関について、指導・監督 らの指示による認定事業者に のJAS法に基づく登録格付機関に対する指導・ ａ
たが、平成21年2月28日ま たが、平成21年2月28日ま 業務及び農林水産省からの 対する立入検査等の業務を適 監督業務等を適正に行った。
での間は、改正前のJAS法 での間は、改正前のJAS法 指示による認定事業者に対 正に行った。
における登録格付機関に関 における登録格付機関に関 する立入検査等の業務を適 ｓ：適正に行い、特に優れた
する規定の一部がなおその する規定の一部がなおその 正に行うため、次に掲げる 成果が得られた
効力を有することとされて 効力を有することとされて 措置を講ずる。 ａ：適正に行った
いることから、同日までの いることから、同日までの ｂ：一部不適正に行った
間は、登録格付機関に対す 間は、以下により、登録格 ｃ：適正に行わなかった
る指導・監督業務及び農林 付機関に対する指導・監督 ｄ：適正に行わず、その要因
水産省からの指示による認 業務及び農林水産省からの は法人の著しく不適切な対
定事業者に対する立入検 指示による認定事業者に対 応にあった
査、任意調査等の業務を適 する立入検査等の業務を適 【平成20年度までの指標】
正に行う。 正に行う。

ア 登録格付機関の登録後 ア 登録格付機関の格付業 登録格付機関に対する調査を次のとおり4機
において格付業務が適切 務の実施体制が適正維持 関（116事業所）に対して各1回実施し、調査の
に行われていることを確 されていることを確認す 結果、不適合が認められた2機関（2事業所）に
認するための、各登録格 るため、以下の対象機関 対して、文書により是正指導を行った。
付機関に対する毎事業年 について格付を行う事業

（ ）度1回以上の定期的な調 所における調査を1回以 ・飲食料品及び油脂 2機関 21事業所
（ ）査の実施 上行う。 ・林産物 2機関 95事業所
（ ）〔登録格付機関〕 計 4機関 116事業所

・飲食料品及び油脂：2機
関

・その他の農林物資：2機 格付品の検査を3件、格付現場に立ち会って
（ ） 。関 行う実施状況調査 立会調査 を9件実施した

イ 登録格付機関による格
付業務が適切に行われて 格付品検査 立会調査
いることを確認するため イ 登録格付機関が適正に ・林産物 3件 9件
の、登録格付機関が格付 格付を行っていることを
を行ったJAS製品の検査 確認するため、格付品の
及び格付業務の調査の実 検査及び格付業務（試料
施 の抽出等）を行っている

格付現場に立ち会って行
う実施状況調査を行う。

ウ 農林水産省からの指示 ウ 農林水産省からの指示 改正前のJAS法に係る認定事業者に対する農
により認定事業者に対す により認定事業者に対す 林水産省からの立入検査等の指示はなかった。
る立入検査等を実施し、 る立入検査等を実施し、
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立入検査等の終了後原則 立入検査等の終了後原則
。3業務日以内に報告 3業務日以内に報告する

⑥ 食品表示110番を通じて ⑥ 食品表示110番等を通じ ⑥ 食品表示110番等を通じ ◇食品表示110番により収集 【業務実績報告書の記述】
収集した情報のうち違法な て収集した違法なJASマー て収集した違法なJASマー した情報に基づき、必要に応 食品表示110番等を通じて収集した違法なJAS
JASマーク表示に関する情 ク表示に関する情報は、速 ク表示に関する情報につい じて事実関係の確認のための マーク表示に関する情報について、事務処理手 ａ
報をJAS規格の監視業務等 やかに農林水産省関係部局 ては、(1)の②と同様の措 調査等を行った。 順書に基づき、次のとおり迅速かつ的確に対応
に活用する。 等に通報するとともに、必 置を講ずる。 ｓ：必要な調査等を行い、特 した。

要に応じて事実関係の確認 に優れた成果が得られた
のための調査、分析等を行 ａ：必要な調査等を行った センターが受け付けた情報及び農林水産省等
う。 ｃ：必要な調査等を行わなか から回付された情報に基づく事実関係の確認の

った ための格付品の買上検査は、対応すべき案件が
ｄ：必要な調査等を行わず、 なかったことから実施しなかった。

その要因は法人の著しく不
適切な業務運営にあった 農林水産省からの依頼により、食品表示110

番等の情報提供に基づく立入検査等を21件（35
事業所）実施し、都道府県の実施する1件（3事
業所）の立入検査に協力した。

なお、食品表示110番に係る事務処理手順書
は、農林水産省の定める「食品表示110番対応
マニュアル」が改正されたことを受け、所要の
改正を行った。

【その他の特記事項】
違法なJASマーク表示に関する情報は15件。

(3) JAS規格及び品質表示基 (3) JAS規格及び品質表示基 (3) JAS規格及び品質表示基 ○JAS規格及び品質表示基準
準の見直し等に係る業務 準の見直し等に係る業務 準の見直し等に係る業務 の見直し等に係る業務 Ａ

指標の総数 ：５
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：５×２点＝10点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 10点
(10／10＝100％)

JAS規格及び品質表示基 ① JAS規格の見直しに当た ① JAS規格の見直しに当た 【業務実績報告書の記述】
準の見直しに係る作業にお っては、以下の調査、検査 っては、次に掲げる調査、 農林水産省から要請のあったJAS規格につい
いては、消費者ニーズ等に 等を行い、それらの結果を 検査等を行い、それらの結 て、次に掲げる定期見直しに係る調査及び検査
即した適切な見直しを行う 反映させた見直し内容の素 果を反映させた見直し内容 等を実施し、飲食料品22品目（42規格 、林産）
ため、以下の調査、検査等 案を取りまとめる。 の素案を取りまとめる。 物3品目(11規格）について意見書を作成し、農
を行い、それらの結果を活 林水産省へ報告した。
用して見直し内容の素案に
ついて取りまとめる。

① 消費者、製造業者等の ア 消費者、製造業者、実 ア 消費者、製造業者、実 ◇JAS規格の見直しに当たっ 【業務実績報告書の記述】
見直しに関する要望等を 需者等のJAS規格利用状 需者等のJAS規格利用状 ては、見直し内容の素案を取 消費者等に対するアンケート又はヒアリング
把握するためのアンケー 況及び見直しに関する要 況及び見直しに関する要 りまとめるために必要な調査 による利用実態調査を、次のとおり実施した。 ａ
ト調査 望を把握するためのアン 望を把握するため、アン 等を実施した。
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② JAS規格の見直しにあ ケート調査 ケート等による調査を実 ｓ：必要な調査等を実施し、 ・消費者団体 11品目（21規格）
っては、JAS規格の対象 イ JAS規格の対象品又は 施する。 特に優れた成果が得られた ・実需者 11品目（24規格）
品又は関連する製品の品 関連する製品の品質実態 イ JAS規格の対象品又は ａ：必要な調査、検査等を実 ・製造業者等 14品目（28規格）
質実態を適切に把握する を適切に把握するための 関連する製品の品質実態 施した ・流通業者等 11品目（24規格）
ための市販品検査（1規 市販品検査（1規格当た を適切に把握するための ｂ：必要な調査、検査等を実
格当たりおおむね20件以 りおおむね20件以上） 市販品検査（1規格当た 施しなかった事例があった 市販品検査を、次の品目について、計448件

。 、 、上） ウ JAS規格と国際規格の り概ね20件以上）を実施 ｃ：必要な調査、検査等を実 実施した また 検査を実施した27規格のうち
③ 品質表示基準の見直し 整合性を確認するため する。 施しなかった 9規格については、1規格当たり20件以上の検査

にあっては、品質表示基 の、国際規格及び市販品 また、センターにおけ ｄ：必要な調査、検査等を実 を実施した。18規格については市場流通量が少
準の対象品又は類似する の品質実態に関する調査 る農林物資の検査及びそ 施せず、その要因は法人の ない等の理由から、1規格あたり20件以上の検
製品の品質実態を適切に エ 消費者、製造業者、実 の他の調査等により、当 著しく不適切な対応にあっ 査を実施できなかった。
把握するための市販品検 需者等から見直しに対す 該品目に係る必要な情報 た

（ 、 ）査（1基準当たりおおむ る意見を聴取するための が得られる場合には、調 ・飲食料品 11品目 21規格 398件
（ 、 ）ね20件以上） ワーキンググループの開 査件数の調整を図る。 ◇規格見直しに係る市販品検 ・林産物 2品目 6規格 50件

④ 国際規格との整合性を 催 ウ JAS規格と国際規格の 査を1規格当たり20件以上 特（
把握するための、国際規 オ JAS規格の分析法の改 整合性を確認するため 段の理由がある場合を除く 国際規格の内容についての調査及び国際規格 ａ。）
格及び市販品の品質実態 善並びに分析値の信頼性 の、国際規格及び市販品 行った。 に対応する市販品の品質実態に関する調査を次
に関する調査 の確保のための分析法及 の品質実態に関する調査 ｓ：計画値の達成度合は100 の品目について実施した。

⑤ 消費者及び製造業者等 び格付サンプリング法の を実施する。 ％以上であり、特に優れた
（ 、 ）から見直しに対する意見 妥当性確認 エ 消費者、製造業者、実 成果が得られた ・飲食料品 4品目 4規格 78件

を聴取するためのワーキ 需者等からJAS規格見直 ａ：計画値の達成度合は90％
ンググループの開催 しに対する意見を聴取す 以上であった 消費者団体に対する説明会を4回、消費者団

⑥ JAS規格の見直しにあ るため、必要に応じて消 ｂ：計画値の達成度合は50％ 体及び業界団体等をメンバーとしたワーキング
っては、JAS規格の分析 費者説明会や関係者を対 以上90％未満であった グループを13回開催した。
法の改善並びに分析値の 象としたワーキンググル ｃ：計画値の達成度合は50％
信頼性の確保のための分 ープによる検討会を開催 未満であった 分析法及び格付サンプリング法について情報
析法及び格付サンプリン する。 ｄ：計画値の達成度合は50％ 収集を行うとともに、妥当性確認試験及び従来
グ法の妥当性確認 オ JAS規格の分析法の改 未満であり、その要因は法 手法と新たな手法の同等性確認試験を次のとお

善並びに分析値の信頼性 人の著しく不適切な対応に り実施した。
また、農林水産省関係部 の確保のための分析法及 あった

局の要請に基づき、JAS規 び格付サンプリング法の ・文献調査
格の制定等のために必要な 妥当性確認を行う。 飲食料品 10品目（10項目）
調査等を行う。 林産物 5品目（31項目）

・ヒアリング
飲食料品 19品目（28回）
林産物 2品目（ 3回）

・妥当性確認のための共同分析試験
飲食料品 9品目（ 9項目）

・測定方法確認のための分析試験
飲食料品 1品目（ 1項目）
林産物 5品目（ 2項目）

・従来手法と新たな手法の同等性確認
飲食料品 4品目（ 5項目）

また、学識経験者、業界関係者等で構成する
分析手法又はサンプリング方法に関する妥当性
確認検討委員会を8回開催し、分析方法の妥当
性確認試験設計及びその試験結果並びにサンプ
リング手法の妥当性について検討を行った。

【その他の特記事項】
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達成度合：100％（9規格／9規格）

② 品質表示基準の見直しに ② 品質表示基準の見直しに 【業務実績報告書の記述】
当たっては、以下の調査、 当たっては、次に掲げる調 農林水産省から要請のあった品質表示基準に
検査等を行い、それらの結 査、検査等を行い、それら ついて、次に掲げる見直しに係る調査及び検査
果を反映した見直し内容の の結果を反映させた見直し 等を実施し、15基準について意見書を作成し、
素案を作成する。 内容の素案を取りまとめ 農林水産省へ報告した。

る。

ア 消費者、製造業者等の ア 消費者、製造業者等の ◇品質表示基準の見直しに当 【業務実績報告書の記述】
品質表示基準の見直しの 品質表示基準認知の状況 たっては、見直し内容の素案 製造業者に対するヒアリングを7基準につい
要望を把握するためのア 及び見直しに関する要望 を取りまとめるために必要な て行った。 ａ
ンケート調査 を把握するため、アンケ 調査、検査等を実施した。

イ 品質表示基準の対象品 ート等による調査を実施 ｓ：必要な調査等を実施し、 市販品検査を、7基準について計340件実施し
又は類似する製品の品質 する。 特に優れた成果が得られた た。また、検査を実施した7基準のうち、5基準
実態を適切に把握するた イ 品質表示基準の対象品 ａ：必要な調査、検査等を実 については、1基準当たり20件以上の検査を実
めの市販品検査（1基準 又は類似する製品の品質 施した 施した。2基準については市場流通量が少ない
当たりおおむね20件以 実態を適切に把握するた ｂ：必要な調査、検査等を実 等の理由から、1基準当たり20件以上の検査を
上） めの市販品検査（1基準 施しなかった事例があった 実施できなかった。

ウ 品質表示基準と国際規 ごとに概ね20件以上）を ｃ：必要な調査、検査等を実
格との整合性を確認する 実施する。 施しなかった 国際規格の内容についての調査及び国際規格
ための、国際規格及び市 また、物資の検査及び ｄ：必要な調査、検査等を実 に対応する市販品の品質実態に関する調査を3
販品の品質実態に関する その他の調査等により、 施せず、その要因は法人の 基準（177件）について実施した。
調査 当該品目に係る必要な情 著しく不適切な対応にあっ

エ 消費者、製造業者等か 報が得られる場合には、 た 消費者団体に対する説明会を4回、消費者団
ら見直しに対する意見を 調査件数の調整を図る。 体及び業界団体等をメンバーとしたワーキング
聴取するためのワーキン ウ 品質表示基準と国際規 ◇品質表示基準見直しに係る グループを4回開催した。
ググループの開催 格の整合性を確認するた 市販品検査を1基準当たり20

めの、国際規格及び市販 件以上（特段の理由がある場 【その他の特記事項】 ａ
品の品質実態に関する調 合を除く ）行った。 達成度合：100％（5基準／5基準）。
査を実施する。 ｓ：計画値の達成度合は100

エ 消費者、製造業者等か ％以上であり、特に優れた
ら品質表示基準見直しに 成果が得られた
対する意見を聴取するた ａ：計画値の達成度合は90％
め、必要に応じて消費者 以上であった
説明会や関係者を対象と ｂ：計画値の達成度合は50以
したワーキンググループ 上90％未満であった
による検討会を開催す ｃ：計画値の達成度合は50％
る。 未満であった

ｄ：計画値の達成度合は50％
未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

③ 農林水産省関係部局の要 ③ 農林水産省関係部局の要 ◇JAS規格の制定等のために 【業務実績報告書の記述】
請に基づき、JAS規格の制 請に基づき、JAS規格制定 必要な調査を行った。 農林水産省の要請に基づき、品質表示基準の
定等のために必要な調査等 等のために必要な調査を行 ｓ：調査した品目数は、要請 見直しに係る調査として、牛由来原材料を使用 ａ
を行う。 う。 された品目数の100％であ した加工食品の実態調査として、表示確認調査

り、特に優れた成果が得ら を264件実施した。
れた

ａ：調査した品目数は、要請 【その他の特記事項】
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された品目数の90％以上で JAS規格制定のための調査については、要請
あった がなかった。

ｂ：調査した品目数は、要請
された品目数の50％以上90 達成度合：100％（1品目／1品目）
％未満であった

ｃ：調査した品目数は、要請
された品目数の50％未満で
あった

ｄ：調査した品目数は、要請
された品目数の50％未満で
あり、その要因は法人の著
しく不適切な対応にあった

④ ①から③に係るパブリッ ④ ①から③までに係るパブ ◇パブリックコメントの募集 【業務実績報告書の記述】
クコメントの募集及びその リックコメントの募集及び 及びその結果に係る説明会を 農林水産省が行ったJAS規格及び品質表示基
結果に係る説明会を行う。 その結果について説明会を 行った。 準の見直しに関するパブリックコメントの募集 －

行う。 ｓ：行い、特に優れた成果が 及び募集結果に係る説明会について希望者を募
得られた ったところ、参加希望者がいない又は少人数で

ａ：行った あったため、説明会を開催せず、参加希望者に
ｃ：行わなかった は個別対応により見直しの内容の説明を行っ
ｄ：行わず、その要因は法人 た。

の著しく不適切な対応にあ
った 【その他の特記事項】

、 。開催すべき事案がなかったため 評価しない

⑤ ①から④までに係る調査 【業務実績報告書の記述】
等の結果については、必要 上記に係る調査等の結果について、センター
に応じて広報誌、インター が公表すべき案件はなかった。
ネット等により公表する。

(4) 農林物資の格付業務 (4) 農林物資の格付業務 (4) 農林物資の格付業務 ○農林物資の格付業務
Ａ

指標の総数 ：１
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

今般のJAS法の改正によ センターが自ら行う生糸 センターが自ら行う生糸 ◇センターが自ら行う生糸の 【業務実績報告書の記述】
り、センターが自ら行う生 の格付業務については、生 の格付業務については、生 格付に係る検査について、基 センターが自ら行う生糸の格付業務について
糸の格付業務が廃止される 糸の格付に関する基準文書 糸の格付に関する基準文書 準文書に従い適正に行った。 は、生糸の格付に関する基準文書に従い適正に ａ
ことになったが、平成21年 に従い適正に行う。 に従い適切に実施する。 ｓ：適正に行い、特に優れた 16件実施した。

、 。2月28日までの間は、当該 また、検査の結果につい 成果が得られた また 検査の結果については厳正に管理した
業務を行うこととされてい ては厳正に管理する。 ａ：適正に行った
ることから、同日までの間 ｂ：一部不適正に行った
は 当該業務を適正に行う ｃ：適正に行わなかった、 。

ｄ：適正に行わず、その要因
は法人の著しく不適切な対
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応にあった
（ ）平成20年度までの評価指標

(5) 国際規格に係る業務 (5) 国際規格に係る業務 (5) 国際規格に係る業務 ○国際規格に係る業務
Ａ

指標の総数 ：２
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：２×２点＝４点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ４点
(４／４＝100％)

ISO（国際標準化機構） ISO（国際標準化機構） 国際規格に我が国の意見 【業務実績報告書の記述】
のTC34、TC89/SC3及びTC21 のTC34、TC89/SC3及びTC21 を反映させるため、次に掲 次に掲げる措置を講ずることにより、国際規
8の国内審議団体として情 8の国内審議団体として国 げる措置を講ずる。 格に我が国の意見を反映させるよう努めた。
報の収集、国内の意見集約 際標準作成に関する活動を
等の国際標準作成に関する 行うため、必要に応じて外 ① ISO（国際標準化機構） ◇外部有識者等からなる委員 【業務実績報告書の記述】
活動を行う。 部有識者等からなる委員会 のTC34、TC89/SC3及びTC21 会を設置し、情報の収集、国 ISO（国際標準化機構）のTC34（食品専門委

また、農林水産省の要請 を設置し、情報の収集、国 8の国内審議団体として国 内の意見集約等の国際標準作 員会 、TC34／SC12（官能検査分科会 、TC89／ ａ） ）
（ ）があった場合には、食品、 内の意見集約等行う。 際標準作成に関する活動を 成に関する活動を行った。 SC3 木質パネル専門委員会／合板分科委員会

林産物等の分析の専門家と また、農林水産省から各 行うため、以下の措置を講 ｓ：行い、特に優れた成果が 及びISO／TC218（木材専門委員会）の国内審議
して、各種の国際会議に出 種の国際会議への出席要請 ずる。 得られた 団体事務局として、次のとおり国内委員会等の
席する。 が行われる場合に備え、各 ○ 必要に応じて外部有識 ａ：行った 開催及び国際会議への職員の派遣を行うととも

種情報の収集・整理、国際 者等からなる委員会を設 ｃ：行わなかった に、各委員会で検討されている案件についての
規格に関する知見の蓄積等 置し、情報の収集、国内 ｄ：行わず、その要因は法人 情報の収集を行い、委員へ提供する等、国際標
に努める。 の意見集約等を行う。 の著しく不適切な対応にあ 準作成に資するための活動を行った。

○ 必要に応じて、国際会 った
議に職員等を派遣する。 〔TC34〕

・WG9（飼料及び食品チェーンにおけるトレ
ーサビリティに係る作業部会）

国内委員会 1回開催
・WG12（農業へのISO9001:2000の適用に係る

作業部会）
国内検討会 1回開催
国際会議 1回出席（1名）

〔TC89／SC3及びISO／TC218〕
国内委員会 2回開催
国際会議 2回出席（2名）

② 農林水産省から各種の国 ◇農林水産省からの国際会議 【業務実績報告書の記述】
際会議への対応要請に備 への対応要請に備え、国際規 農林水産省からの国際会議への対応要請に備
え、次に掲げる措置を講ず 格及び各国規格に関する情報 え、次に掲げる取組を行った。 ａ
る。 の収集、整理等の活動を行っ

た。
○ 国際規格及び各国規格 ｓ：行い、特に優れた成果が 国際的に流通している食品等の海外における

に関する情報を収集、整 得られた 製造技術、国際規格、各国規格等に関する情報
理する。 ａ：行った を収集、整理した。

、 （ ）ｃ：行わなかった また コーデックス食品規格委員会 Codex
ｄ：行わず、その要因は法人 関連の国内会議に13回出席し、Codex委員会総
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の著しく不適切な対応にあ 会及び各部会等で検討されている食品規格の分
った 析法及び検討状況等の情報を収集、整理した。

、○ 必要に応じ、国際的に Codexに提案されている国際規格案について
流通している食品等の品 当該規格案の品質要件及び分析法を検討するた
質及び表示の調査分析を め、市販品の調査分析を次のとおり行い、結果
行う。 を取りまとめ、農林水産省に報告した。

・発酵大豆ペースト（Fermented soybean
paste（注1 ） 75件）

・非発酵大豆製品（Non-Fermented soybean
products（注2 ） 47件）

注1：みそに相当
注2：豆腐、油揚げ等に相当

【その他の特記事項】
コーデックスアジア地域調整部会における発

酵大豆ペースト規格及び非発酵大豆製品規格に
関する検討状況や提案されている分析法による
国内の味噌、豆腐等の分析結果を取りまとめ、
「平成19年度国際食品（Codex)に関する分析法
等の検討結果」を作成し、業務参考資料として
農林水産省及び関係機関に配付した。

(6) 農林物資の検査技術に関 (6) 農林物資の検査技術に関 (6) 農林物資の検査技術に関 ○農林物資の検査技術に関す
する調査研究業務 する調査及び研究業務 する調査及び研究業務 る調査及び研究業務 Ａ

指標の総数 ：４
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：４×２点＝８点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ８点
(８／８＝100％)

① 農林物資の検査技術に関 ① 農林物資の検査技術に関 ① 農林物資の検査技術に関 【業務実績報告書の記述】
する調査研究については、 する調査及び研究について する調査及び研究について 農林物資の検査技術に関する調査及び研究に

、 、現在必要とされている次の は、現在必要とされている は、現在必要とされている ついては 次に掲げる措置を講ずることにより
ような偽装表示の監視・取 次のような偽装表示の監視 偽装表示の取締りのための 現在必要とされている偽装表示の取締りのため
締りのための検査技術の開 ・取締りのための検査技術 検査技術の開発に重点化を の検査技術の開発に重点化を図るとともに、質
発を積極的に行うととも の開発に重点化する。 図るとともに、質の向上並 の向上並びに課題の選定、実施方法及び成果に
に、大学又は研究機関との また 必要に応じて大学 びに課題の選定、実施方法 ついての適正な点検・評価を行った。、 、
共同試験等により、調査研 試験研究機関、分析機関等 及び成果についての適正な
究の質の向上を図る。 との共同試験等を実施する 点検・評価を行うため、次 16課題について、試験研究機関等と共同で調

ことにより調査及び研究の に掲げる措置を講ずる。 査研究を実施するとともに、次の2課題につい
質の向上を図るとともに、 また、調査研究の質の向 て、他機関で開発された判別技術の導入を行う
他機関で開発された判別技 上を図るため、必要に応じ ことにより、調査研究の水準の向上を図った。
術の中で検査に活用できる て大学、試験研究機関、分
と考えられるものについて 析機関等との共同試験等を ・畜産物の食品表示のための科学的分析法の
は積極的に技術導入を図 実施することにより調査及 妥当性確認
り、検査に活用する。 び研究の質の向上を図ると ・FRIP法を用いた魚介類の簡易種判別法の検
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ともに、他機関で開発され 討
た判別技術の中で検査に活
用できると考えられるもの さらに 「PCR法を用いた肉種鑑別法の検討」、
については積極的に技術導 を行い、飼料の肉骨粉で確立されていた畜種判
入を図る。 別法を食肉及び食肉加工品に活用した。

○ 食品等の検査技術に関 調査研究の実施に当たっては、次の取組を行
する技術開発の動向等を うことにより、食品等の検査技術に関する技術
把握するため、調査研究 開発の動向等の把握に努めた。
に係る試験研究機関の連
絡会、各種学会等へ積極 ・食品等の検査技術に関するニーズ、技術開
的に参加するほか、行政 発の動向等を把握するため、学会誌、試験
部局のニーズを把握する 研究機関の研究報告書等から必要な情報を
ために農林水産省の各種 入手した。
会議に参加し、情報収集 ・食品総合研究所及び中央水産研究所等の主

、を行う。 催する試験研究推進会議等に計5回参画し
また、各種学会に10回参加し、学会発表を
行うとともに情報収集を行った。

【その他の特記事項】
大学 試験研究機関等との共同試験等は 中、 、「

期計画第2の1(4)検査・分析能力の継続的向上
（50ページ 」において評価する。）

○ 農林物資の検査技術に ◇調査研究課題を20課題以上 【業務実績報告書の記述】
関する調査研究課題は20 実施した。 調査研究を次のとおり24課題実施した。この
課題以上とし、そのうち ｓ：計画値の達成度合は100 うち中期目標に定められた3分野に関する課題 ａ
中期目標に示された次に ％以上であり、特に優れた は22課題（うち生鮮食品13課題、加工食品6課
掲げる3分野等の偽装表 成果が得られた 題、遺伝子組換え食品3課題）であり、全課題
示の監視・取締りのため ａ：計画値の達成度合は100 に占める割合を91.7％とした。
の検査技術の開発に関す ％以上であった また、調査研究の予備調査として、事前調査
る課題が全課題に占める ｂ：計画値の達成度合は70％ 研究を3課題実施した。
割合を80％以上とする。 以上100％未満であった

なお、年度途中で緊急 ｃ：計画値の達成度合は70％ 【その他の特記事項】
に実施すべき課題が発生 未満であった 達成度合：120％（24課題／20課題）
した場合には、課題件数 ｄ：計画値の達成度合は70％
に留意しつつ、必要に応 未満であり、その要因は法
じて実施する課題の調整 人の著しく不適切な対応に
を行う。 あった

ア 生鮮食品については、 ア 生鮮食品については、 ・生鮮食品については、青 ◇農林物資の検査技術に関す 【業務実績報告書の記述】
品種及び原産地の判別技 青果物や魚類等のうち外 果物や魚類等のうち外観 る調査研究について、偽装表 生鮮食品については、次のとおり13課題実施
術の開発 観から容易に判別がつか から容易に判別がつかな 示の監視・取締りのための判 した。 ａ

ないものについて品種及 いタマネギの原産地、ブ 別技術等を開発又は実用化
び原産地の判別技術の開 リ等の種等の判別技術 し、若しくは結果が次年度の 無機分析による生鮮農産物の原産国スクリー
発 調査研究に活用できる成果が ニング判別法の開発

得られた。 【成果；国産60件、外国産60件のゴボウにつ
ｓ：達成し、特に優れた成果 いて、ICP-AES及びICP-MSを用いて27元素

が得られた を測定し、5元素濃度から成るスクリーニ
ａ：達成した ング判別法として活用可能と思われる精度
ｂ：概ね達成した の判別関数 判別率95％ を構築した 平（ ） 。】（
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ｃ：達成されなかった 成20年度継続）
ｄ：達成されず、その要因は

法人の著しく不適切な対応 無機分析によるニンニクの原産国判別法の開
にあった 発〔共同研究〕

【成果；平成18年度に構築した国産及び中国
産の判別関数を基にマニュアル案を作成
し、3試験室で妥当性確認を行った結果、
すべての試料について正しく判定された。
事前運用試験の結果により明らかになった
問題点を修正した上でマニュアルを完成さ
せ、ホームページに掲載した （平成19年。】
度終了）

無機分析によるショウガの原産国判別法の開
発〔共同研究〕
【成果；平成18年度に構築した国産及び中国

産の判別関数を基にマニュアル案を作成
し、3試験室で妥当性確認を行った結果、
すべての試料について正しく判定された。
事前運用試験の結果により明らかになった
問題点を修正した上でマニュアルを完成さ
せ、ホームページに掲載した （平成19年。】
度終了）

無機分析によるタマネギの原産国判別法の開
発〔共同研究〕
【成果；国産279件、外国産74件のタマネギ

について、ICP-AES及びICP-MSにより27元
、 。 、素を測定し 判別分析を行った その結果

11元素濃度から成る判別関数（判別率；国
産97％、外国産82％）を構築した （平成。】
19年度終了）

無機分析によるカボチャの原産国判別法の開
発〔共同研究〕
【成果；トンガ産11件、メキシコ産16件、ニ

ュージーランド産14件、国産13件のカボチ
ャについて、ICP-AES及びICP-MSにより、
平成18年度に特定した産地判別の指標とな
る3元素も含めて26元素を測定し、判別関
数を構築するためのデータを収集した 】。
（平成20年度継続）

窒素安定同位体比を用いた化学肥料使用判別
法の開発
【成果；化学肥料使用の有無が窒素安定同位

体比に及ぼす影響について検討するため、
有機農産物と化学肥料使用農作物の安定同
位体比を測定し、統計処理を行った。その
結果、化学肥料使用の有無及び地域による
有意差が認められた （平成19年度終了）。】
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照射食品の検知技術の開発及び妥当性確認
〔共同研究〕
【成果；照射食品の検知方法である熱ルミネ

ッセンス法（TL法）の再照射線源であるγ
線の代替としてX線が利用可能かどうか検
討するため、平成18年度に開発した小型の
X線照射装置を用いて、試験法の妥当性確
認を行った。その結果、単一試験室におけ

。】（ ）る妥当性が確認された 平成20年度継続

畜産物の食品表示のための科学的分析法の妥
当性確認〔共同研究〕
【成果；神戸大学で開発された国産と豪州産

牛肉の判別法の有効性を検証するため、黒
毛和種311件、国産ホルスタイン種304件、
豪州産300件分析し、その結果4種のマーカ
ーにより判別が可能であることを確認し
た。さらに、平成20年度に複数機関で妥当
性確認試験を実施するに当たって、より判
別精度を高めるために分析方法を改変し
た （平成20年度継続）。】

ブリ近縁種及び類似魚類の種判別法の開発
〔共同研究〕
【成果；メダイ、イボダイについてミトコン

ドリアDNAチトクロムb遺伝子の塩基配列の
解析を行った。この解析結果と平成18年度
に解析した塩基配列を基に、ブリ属4種、
Seriolella属3種、メダイ及びスギの計9
魚種を判別できる方法を開発した （平成。】
20年度継続）

〔 〕マグロ属の凍結履歴判別法の検討 共同研究
【成果；平成18年度のハンディタイプ近赤外

分光分析計を用いた調査研究において「凍
結」と「非凍結」サンプル間の波長につい
て有意差が見られたため、平成19年度は汎
用型近赤外分光分析計による測定条件の検
討を行った。その結果、測定した吸光度の
二次微分値から判別関数を作成した （平。】
成19年度終了）

魚類の名称ガイドライン記載種を中心とした
DNA解析及び種判別法の検討〔共同研究〕
【成果；魚介類39種のミトコンドリアDNAチ

トクロムb遺伝子の部分配列及び貝類、頭
足類及び甲殻類のミトコンドリアDNA16Sr
RNA遺伝子の部分配列を解析し、国際的な
DNAデータベースに登録した。さらに国際
的なDNAデータベースから収集したデータ
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を用いて、魚類の名称ガイドライン記載種
の推定法の案を作成した （平成20年度継。】
続）

FRIP法を用いた魚介類の簡易種判別法の検討
〔共同研究〕
【成果；九州大学で開発された3種のクモガ

（ 、 、ニ科甲殻類 ズワイガニ ベニズワイガニ
オオズワイガニ）の判別法であるFRIP法に
ついて、過去の調査研究で解析済みのデー
タを基に、表示監視業務で使用可能か検討
を行った結果、実用化の可能性が示唆され
た （平成20年度継続）。】

無機分析による貝類の原産国判別法の開発
〔共同研究〕
【成果；国産43件、中国産13件、韓国産15件

の貝類の殻について、ICP-MSにより14元素
を測定したところ、3元素が判別に有用な
元素であることが確認された （平成20年。】
度継続）

イ 加工食品については、 イ 加工食品については、 ・加工食品については、消 加工食品については、次のとおり6課題実施
原材料表示の真正性、原 消費者の関心が高い品目 費者の関心が高い魚肉練 した。
材料の原産地等の判別技 を中心に原材料表示の真 り製品等の原材料表示の
術の開発 正性、原材料の原産地等 真正性、昆布等の原料原 超高感度エネルギー分散型蛍光X線分析装置

の判別技術の開発 産地等の判別技術 を用いた食品のスクリーニング産地判別の簡易
・迅速測定法の検討
【成果；新型蛍光X線分析装置（新型EDXRF）

、 、 、を用いて 国産原木39件 中国産原木36件
中国産菌床31件の乾しいたけについて13元
素を測定した。その結果、ICP-AES及びICP
-MSで測定困難なBr,S,Clを新型EDXRFで測
定することにより、ICP測定時よりも高い
精度の判別関数（判別率93～100%）を構築
した （平成20年度継続）。】

PCR法を用いた肉種鑑別法の検討
【成果；センターが特許を出願した飼料中の

動物由来のDNA検出用プライマーを用いて
肉種鑑別法を検討した結果、高度に加工さ
れた食品においても肉種鑑別が可能である
ことが確認された。なお、平成19年6月に
発生した牛挽肉加工品偽造表示事案の際に
は、検討結果を基に作成した暫定マニュア
ルを用いて緊急に肉種鑑別を実施した 】。
（平成19年度終了）

無機分析によるうなぎ加工品の原料原産地判
別法の開発
【成果；加工の影響が少ないと考えられるう



- 109 -

なぎ蒲焼試料の肉間骨を分析対象部位と
し、国産蒲焼19件、中国産蒲焼15件につい
て、ICP-MSを用いて9元素を測定した。そ
の結果5元素濃度から成る判別関数（判別
率91%）を構築した （平成20年度継続）。】

無機分析による昆布の原料原産地判別法の開
発
【成果；国産80件、中国産70件のマコンブに

ついて、ICP-MSで13元素を測定し、判別分
析を行った。その結果、3元素濃度から成
る判別関数 判別率100% を構築した 平（ ） 。】（
成20年度継続）

加工食品の原料魚種判別法の開発～タラ類以
外のすり身原料魚種～〔共同研究〕
【成果；練り製品に使用される可能性がある

20種類の魚種について、ミトコンドリア
DNAの一部塩基配列を解析した。また、平
成19年度に開発したハモ、イトヨリダイ属
3種及び平成18年度に開発したスケトウダ
ラ、ミナミダラ及びホキの特異的検出PCR
法を26魚種に対して実施したところ、7魚
種の特異性が確認された （平成20年度継。】
続）

辛子めんたいこの原料魚種判別法の開発〔共
同研究〕
【 、成果；平成18年度に開発したスケトウダラ

マダラ属2種及びミナミダラを特異的に検
出するプライマーセットを改良し、マニュ
アル案を作成した。このマニュアル案を用
いて3試験室で事前運用試験を行い、その
結果を基に再度特異的検出プライマーの改
良及びマニュアル案の変更を検討した 】。
（平成20年度継続）

ウ 遺伝子組換え食品につ ウ 遺伝子組換え食品につ ・遺伝子組換え食品につい 遺伝子組換え食品については、次のとおり3
いては、遺伝子組換え原 いては、新たに遺伝子組 ては、新たに遺伝子組換 課題実施した。
材料の定性及び定量分析 換えに係る表示が義務付 えに係る表示が義務付け
技術の開発 けられた食品等、判別技 られた、又は表示の義務 農産物からの遺伝子組換え体の検知技術の開

術が確立されていないも 付けが見込まれる新規承 発＜新規承認組換え農産物の検知技術＞
のを中心に遺伝子組換え 認組換え農産物について 【成果；GMアルファルファDNAの定性検知感
原材料の定性及び定量分 の遺伝子組換え体の検知 度を明らかにするため、GMアルファルファ
析技術の開発 技術 の特異的塩基配列を含む計5種のDNA配列を

同一のプラスミド上に組込んだGM様のプラ
スミド及び計2種の内在性DNA配列を同一の
プラスミド上に組込んだnon GM様のプラス
ミドを構築した。これらのプラスミドから
プラスミド混合試料を作製し、定性下限を
確認した （平成19年度終了）。】
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農産物からの遺伝子組換え体の定量分析技術
の確立＜GMトウモロコシのスクリーニング定量
分析法＞〔共同研究〕
【成果；妥当性確認試験を実施するための事

前検討として、3機関による予備試験を行
い、これらの試験結果を受けて共同試験用
の実験プロトコルを作製した。また妥当性
確認試験用のブラインド試料の作製に必要

。】（ ）なサンプルを確保した 平成20年度継続

農産物からの遺伝子組換え体の定性分析技術
の確立＜GMトウモロコシの定性分析法＞〔共同
研究〕
【成果；妥当性確認試験のために抽出方法に

ついて検討し、前処理方法を確定した。そ
の結果を基に、共同試験用の実験プロトコ
ルを作成した （平成20年度継続）。】

重点3分野以外の調査研究を、次のとおり2課
題実施した。

生糸機械検査システムの開発に関する研究
【成果；平成18年度に開発した縦型実用検査

装置の改良を行った。また、国際的な生糸
電子検査基準の策定に協力するために、日
本及び中国において同一試料による比較試
験を行った。なお、この調査研究の成果に
より、平成19年7月27日付けで「生糸のず
る節検出方法及び装置」の特許を取得し
た （平成19年度終了）。】

主要な食用水産動植物とその加工食品に存在
するヒ素の形態別濃度の解明〔共同研究〕
【成果；6種の水産生鮮品及び6種の水産加工

品について、ICP-MSにより総ヒ素濃度及び
7種の形態別ヒ素加工物濃度を測定した結
果、生鮮品及び加工品ともに検出されたヒ
素の形態は毒性の低い化合物が多く、食品
としての危険性はきわめて低いことが確認
された （平成19年度終了）。】

事前調査研究を次のとおり3課題実施した。

波長分散型蛍光X線分析装置を用いた農水産
物の原産国判別法の検討
【成果；国産44件、韓国産22件、北朝鮮産22

件、中国産28件、トルコ産15件及びメキシ
コ産4件のマツタケについて、波長分散型

。蛍光X線分析装置により18元素を測定した
その結果、日本と東アジア（韓国、北朝鮮
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及び中国）産を判別する、7元素濃度から
成る判別関数（判別率82％）を構築し、マ
ツタケの原産国判別の可能性が示唆され
た （平成19年度終了）。】

安定同位体比を用いた畜産物の原産国判別法
の検討
【成果；畜産物について、酸素安定同位体比

の測定が可能かどうか検討した結果、試料
の吸湿性等の影響で測定困難であることが
明らかになった。また炭素及び窒素の安定
同位体比測定による豚肉及び鶏肉の原産国
判別の可能性を検討した結果、豚肉につい
て、炭素安定同位体比による原産国判別の
可能性が示唆された （平成20年度調査研。】
究として継続）

近赤外分光法によるそば粉と小麦粉の混合割
合の推定法の検討
【成果；近赤外分光法により、そば粉及び小

麦粉の各タンパク質に特異的な吸収領域を
検出した結果、各波長領域における2次微
分値において有意差が認められたことか
ら、そば粉と小麦粉の識別の可能性が明ら
かになった。この結果により、そば粉と小
麦粉の混合試料を用いて配合割合を定量可
能か検討したところ、そば粉と小麦粉の混

。】合割合を推定できる可能性が示唆された
（平成20年度調査研究として継続）

また、課題の選定に当た また、課題の選定・評価 ○ 必要性の高い調査研究課 ◇外部の有識者を含めた委員 【業務実績報告書の記述】
っては、外部の有識者から に当たっては、外部有識者 題の選定、実施方法及び成 会を設置し、検討の結果を踏 外部の有識者を含む調査研究総合評価委員会
の客観的な意見を踏まえて からの客観的な意見を踏ま 果について適正な点検・評 まえて、必要性の高い課題を を平成20年3月に開催し、平成19年度調査研究 ａ
決定する。 えて行い、毎事業年度20課 価を行い、その結果を業務 選定した。 成果の評価を行うとともに、平成20年度の調査

題以上実施する。 運営に反映させるため、外 ｓ：選定し、特に優れた成果 研究課題として「DNA分析を使用した牛肉の雌
部の有識者を含めた調査研 が得られた 雄判別法の検討 「安定同位体比を用いた豚の」、
究総合評価委員会（仮称） ａ：選定した 原産国判別法の検討 「近赤外分光法によるそ」、
を開催する。 ｃ：選定しなかった ば粉と小麦粉の混合割合推定法の検討」等23課

また、調査研究の適切な ｄ：選定せず、その要因は法 題を選定した。
進行管理及び内部評価に基 人の著しく不適切な対応に
づく計画変更の指示等を効 あった また、本部、横浜事務所及び神戸センターに
率的に行うため調査研究推 おいて調査研究推進委員会を計3回開催し、平
進委員会（仮称）を開催す 成19年度における調査研究の実行計画について
る。 検討する等、調査研究の進行管理等を行った。

なお、検討の結果、計画変更を要する課題はな
かった。

② 調査研究の成果について ② 調査研究の成果について ② 調査研究の成果を積極的 ◇調査研究成果を公開発表会 【業務実績報告書の記述】
は、公開発表会を毎事業年 は、毎事業年度1回以上の に公表するため、次に掲げ の開催、調査研究報告書の作 次に掲げる措置を講ずることにより、調査研
度1回以上実施するととも 公開発表会を開催するとと る措置を講ずる。 成及びホームページへの掲載 究の成果を積極的に公表した。 ａ
に、検査・分析業務等に迅 もに、調査研究報告書、イ により公表するとともに、検



- 112 -

速に活用する。 ンターネット等により広く ○ 調査研究報告書を作成 査・分析のためのマニュアル 平成18年度の調査研究の成果について「食品
一般に公開する。 し、関係機関へ配布する に反映した。 関係等調査研究報告第31号」を作成し、公表す
また、調査研究の成果に とともに、インターネッ ｓ：公表・反映し、特に優れ るとともに、調査研究結果の概要をホームペー

ついては、検査・分析のた ト等により広く一般に公 た成果が得られた ジに掲載した。
めのマニュアルに反映し、 表する。 ａ：公表・反映した また、公開調査研究発表会を平成19年11月に
検査・分析業務等に迅速に また、公開発表会を開 ｂ：公表しなかった、又は反 開催し 「DNA分析による国産牛と豪州産牛の判、
活用する。 催する。 映しなかった 別法の検討 「無機元素分析によるマコンブの」、

ｃ：公表・反映しなかった 原料原産地判別法の開発」等11課題について発
ｄ：公表・反映せず、その要 表した （外部からの参加者82名）。

因は法人の著しく不適切な
○ 調査研究の成果を検査 対応にあった 「ショウガの原産国判別マニュアル 「ニン」、

分析等業務に迅速に活用 ニクの原産国判別マニュアル 「サバ属魚類の」、
するため、検査・分析マ 魚種判別マニュアル」及び「マアジとニシマア
ニュアルの作成等を行 ジの魚種判別マニュアル」を作成し、ホームペ
う。 ージに掲載した。

(7) 依頼検査 (7) 依頼検査 (7) 依頼検査 ○依頼検査
Ａ

指標の総数 ：１
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

製造業者等から依頼され 製造業者等から依頼され 製造業者等から依頼され ◇依頼された農林物資の検査 【業務実績報告書の記述】
た農林物資の品質、成分等 た農林物資の検査を適切に た農林物資の検査を適切に について、基準文書に基づく 依頼検査に関する基準文書の見直しを行うと
に関する検査を適切に行 行うため、依頼検査に関す 行うため、依頼検査に関す 適切な検査及び検査結果の厳 ともに 製造業者等から依頼された 林産物 1 ａ、 、 （
う。 る基準文書を作成するとと る基準文書を作成するとと 正な管理を行った。 件）及び生糸（46件）に係る依頼検査を基準文

もに、依頼者の機密保持を もに、必要に応じて見直し ｓ：行い、特に優れた成果が 書に基づき適切に実施した。
図るため検査結果の厳正な を行う。 得られた また、依頼者の機密保持を図るため、検査結
管理を行う。 また、依頼者の機密保持 ａ：行った 果の厳正な管理を行った。

を図るため検査結果の厳正 ｃ：行わなかった
な管理を行う。 ｄ：行わず、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあ
った

(8) 緊急時の要請に関する業 (8) 緊急時の要請に関する業 (8) 緊急時の要請に関する業 ○緊急時の要請に関する業務
務 務 務 Ａ

指標の総数 ：１
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

農林水産大臣から独立行 独立行政法人農林水産消 農林水産大臣から独立行 【業務実績報告書の記述】
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政法人農林水産消費安全技 費安全技術センター法（平 政法人農林水産消費安全技 次に掲げる措置を講ずることにより、農林水
術センター法（平成11年法 成11年法律第183号）第12 術センター法（平成11年法 産大臣から独立行政法人農林水産消費安全技術
律第183号）第12条の規定 条の規定に基づく緊急時の 律第183号）第12条の規定 センター法第12条の規定に基づき、調査、分析
に基づき調査、分析又は検 調査等については、農林水 に基づき調査、分析又は検 又は検査を緊急に実施するよう要請のあったと

、 。査を緊急に実施するよう要 産大臣からの要請に従い、 査を緊急に実施するよう農 きに 迅速かつ的確に対応する体制を整備した
請があったときは、機動的 機動的かつ柔軟な組織体制 林水産大臣から要請があっ
かつ柔軟な組織体制をとる をとるなど、最優先で迅速 たときに、迅速かつ的確に
など、最優先で組織的に取 かつ的確に実施し、その結 対応することができるよ
り組み、必要な調査、分析 果を速やかに農林水産大臣 う、次に掲げる措置を講ず
又は検査の迅速かつ正確な に報告する。 る。
実施に努めるとともに、そ
の結果について農林水産大 必要な分析方法、データ ○ 調査研究結果及び緊急 ◇調査研究結果及び緊急時に 【業務実績報告書の記述】
臣に迅速に報告する。 を効率よく検索できるよ 時に活用する可能性の高 活用する可能性の高い研究論 要請が想定される事案ごとに研究論文及び分

う、調査研究結果や研究論 い研究論文等を整理し、 文等を体系的に整理し、随時 析方法等を整理し、また、外部からの提供情報 ａ
文等の情報を収集し、体系 必要に応じた分析方法、 更新・再整理した。 を含め、日々入手した情報の蓄積と整理を引き
的に整理する。 データを効率的に検索で ｓ：整理し、又は再整理し、 続き行い、情報管理体制の充実に努めた。

きる情報管理体制を維持 特に優れた成果が得られた
するとともに、緊急要請 ａ：整理し、又は再整理した また、平成19年度の3法人統合に伴い緊急調
に迅速に対応できるよう ｃ：整理せず、又は再整理し 査の実施体制を見直し、関係する規程を改正す
要請が想定される事案に なかった るとともに、同規程に基づく緊急時における指
ついてそれぞれの専門家 ｄ：整理せず、又は再整理せ 示・連絡体制等の対応マニュアルを策定した。
を登録し、必要に応じて ず、その要因は法人の著し また、想定される要因及びその内容別分類ごと
見直す。 く不適切な対応にあった に専門的知見を有する職員及び機器を登録した

名簿を見直し、更新した。

○ 農林水産大臣から要請 ◇農林水産大臣からの要請さ 平成19年度については、独立行政法人農林水
があった場合には、プロ れた調査等を迅速かつ的確に 産消費安全技術センター法第12条の規定に基づ
ジェクトチームを設置す 実施し、調査結果を速やかに く農林水産大臣からの緊急時の調査、分析又は －
る等により、他の業務に 報告した。 検査の要請はなかった。
優先して要請された調 ｓ：迅速かつ的確に実施し、
査、分析又は検査の迅速 調査結果を速やかに報告 【その他の特記事項】
かつ正確な実施に努める し、特に優れた成果が得ら 農林水産大臣からの要請に基づく緊急調査に
とともに、調査結果を速 れた ついては実績がないため、評価しない。
やかに報告する。 ａ：迅速かつ的確に実施し、

調査結果を速やかに報告し 要請に対して迅速かつ的確に対応するため、
た 想定される緊急調査分析項目毎に使用見込みの

ｃ：迅速かつ的確に実施しな 機器を整理し、また、専門的知見を有する職員
かった、又は調査結果の報 を平成19年度末現在で延べ48名登録している。
告が遅滞した

ｄ：迅速かつ的確に実施せ
ず、又は調査結果の報告が
遅滞し、その要因は法人の
著しく不適切な対応にあっ
た

４ リスク管理に資するため ４ リスク管理に資するため ４ リスク管理に資するため ○リスク管理に資するための
の有害物質の分析業務 の有害物質の分析業務 の有害物質の分析業務 有害物質の分析業務 Ａ

指標の総数 ：４
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：４×２点＝８点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
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評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ８点
(８／８＝100％)

農林水産省が行う科学的 (1) 農林水産省が行うリスク (1) 農林水産省が行う食品の 【業務実績報告書の記述】
知見に基づく食品安全行政 管理に資するための有害物 安全性に関するリスク管理 農林水産省が行う食品の安全性に関するリス
に資するため、食品等に含 質の分析については、農林 について、その的確な実施 ク管理について、有害化学物質の分析に当たっ
まれる有害物質の分析を実 水産省が策定する「サーベ に資するため、有害化学物 ては、次に掲げる措置を講ずることにより、的
施するものとする。 イランス・モニタリング計 質の分析に当たっては、次 確な実施に努めた。

その実施に当たっては、 画」に含まれる有害化学物 に掲げる措置を講ずる。
農林水産省が策定する「サ 質・品目についての実態調
ーベイランス・モニタリン 査を優先的に実施する。 ○ 農林水産省が策定する ◇「サーベイランス・モニタ 農林水産省が策定する「サーベイランス・
グ計画」に含まれる有害化 「サーベイランス・モニ リング計画」に含まれる有害 モニタリング年次計画」に含まれる有害化学
学物質・品目についての実 タリング計画」に含まれ 物質の分析について、農林 物質／品目についての実態調査を優先的に実 ａ
態調査を実施する際には、 る有害化学物質・品目に 水産省関係部局との調整の上 施した。
評価・公表ガイドラインに ついての実態調査を優先 で策定した計画検体数の実態
従って迅速かつ的確に行 的に実施する。 調査を実施し、その結果を農 〔農産物〕
い、その結果を農林水産省 ○ 新たに顕在化したリス 林水産省に報告した （ただ ・残留農薬 2,038検体。
に報告する。 クに機動的に対応し得る し、農林水産省関係部局から ・かび毒（注1） 210検体

その際、肥料、農薬、飼 よう、必要に応じて対象 サンプルが送付されなかった 注1：デオキシニバレノール（DON 、ニバ）
料及び飼料添加物並びに土 有害化学物質及び実施検 場合を除く ） レノール及びゼアラレノン。
壌改良資材の検査等業務と 体数の調整を図るものと ｓ：調査・報告した検体数
連携・調整を図るととも する。 は、計画検体数の100％で 〔飼料〕
に、当該業務を通じて蓄積 あり、特に優れた成果が得 ・かび毒（注2） 1,137検体
された知見等を活用し、生 られた ・有害金属（注3） 783検体
産現場等におけるリスク低 ａ：調査・報告した検体数 ・残留農薬 662検体
減対策の支援等に資するよ は、計画検体数の90％以上 ・ダイオキシン類 37検体

、 、う、これらの資材の特性や であった 注2：オクラトキシンA アフラトキシン類
使用実態等を踏まえつつ、 ｂ：調査・報告した検体数 ゼアラレノン及びDON
農林水産省が策定する「サ は、計画検体数の50％以上 注3：カドミウム、無機ヒ素、水銀及び鉛
ーベイランス・モニタリン 90％未満であった
グ計画」の下で分析対象を ｃ：調査・報告した検体数 新たに顕在化したリスクで、センターが対応
選定するなど、中期目標期 は、計画検体数の50％未満 すべき事案はなかった。
間中に4件以上の課題につ であった
いてテーマを設定するとと ｄ：調査・報告した検体数 【サーベイランス・モニタリング計画に含まれ
もに、その結果について取 は、計画検体数の50％未満 る有害化学物質／品目についての検査（中期計
りまとめる。 であり、その要因は法人の 画第2の2(3)の①のイ）に関する業務実績報告

さらに、分析結果の信頼 著しく不適切な対応にあっ 書の記述】
性を客観的に保証すること た 農林水産省が策定する「サーベイランス・モ
ができるシステムを確立す ニタリング年次計画」に含まれる有害化学物質
るものとする。 ／品目についての検査を実施する際は、農林水

産省が定めている「サーベイランス・モニタリ
ングの計画・実施及び結果の評価・公表に関す
るガイドライン （平成17年6月7日付け17消安」
第2330号農林水産省消費・安全局長通知）に従
って迅速かつ的確に行い、その結果を農林水産
省に報告した。

【有害物質の分析結果の報告（中期計画第2の4
(3)）に関する業務実績報告書の記述】
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有害物質の分析の実施に当たっては、農林
水産省が定めている評価・公表ガイドラインの
要件に従って迅速かつ的確に実施し、その結
果を農林水産大臣に報告した。

【その他の特記事項】
農林水産省関係部局との調整の上で策定した

農産物の計画検体数は2,309検体であったが、
生育状況等の関係から地方農政事務所によるサ
ンプリングができなかった農産物が61件あった
ため、計画検体数に満たなかった。

「中期計画第2の2(3)の①のイ「サーベイラ
ンス・モニタリング年次計画」に含まれる有害
化学物質／品目についての検査（78ページ 」）
については、当指標において評価する。

「中期計画第2の4(3)有害物質の分析結果の
報告（116ページ 」については、当指標におい）
て評価する。

《農産物》
達成度合：100％（2,248件／2,248件）

《飼 料》
達成度合：120％（2,619件／2,180件）

(2) その際、検査等業務に従 (2) 次の①～④に掲げる課題 ◇生産現場等におけるリスク 【業務実績報告書の記述】
事する職員から成るプロジ など比較的リスクが高いお 低減対策の支援等に資するよ 農薬が残留するおそれの高い作物について、
ェクトチームを毎事業年度 それのある農産物等につい うに、必要な課題を設定して 次のとおり有害物質の分析を行うことにより、 ａ
設置し、それぞれの情報や て、1テーマ以上を設定し 有害物質の分析を行った。 生産現場等におけるリスク低減策の支援等に寄
知見の活用、テーマの検討 て次により有害物質の分析 ｓ：計画どおり行い、特に優 与した。
等を行うことにより 肥料 を行う。 れた成果が得られた、 、
農薬、飼料及び飼料添加物 ａ：計画どおり行った
並びに土壌改良資材の検査 ○ 検査等業務に従事する ｂ：概ね計画どおり行った ポジティブリスト制度が導入された中で、前
等業務と連携・調整を図る 職員からなるプロジェク ｃ：計画どおり行わなかった 作の作物に使用した農薬の作物残留に係るリス
とともに、当該業務を通じ トチームを設置し、検査 ｄ：計画どおり行わず、その ク低減に資するためのデータを得ることを目的
て蓄積された知見等を活用 等業務を行う各部門が有 要因は法人の著しく不適切 として、食品検査業務及び農薬検査業務に従事
し、生産現場等におけるリ するデータを活用して分 な対応にあった する職員からなる「前作に使用された農薬の残
スク低減対策の支援等に資 析対象や分析方法等の選 留分析プロジェクトチーム」を設置し、検査等
するよう、これらの資材の 定を行う。 業務を行う各部門が有するデータを活用して、
特性や使用実態等を踏まえ 分析対象や分析方法等を選定した。
つつ、農林水産省が策定す
る「サーベイランス・モニ
タリング計画」の下で分析
対象を選定する。 ○ 肥料、農薬、飼料、及 生産現場におけるリスク低減対策の支援に資
具体的には、肥料、農薬、 び飼料添加物並びに土壌 するよう、前作の農作物に使用した農薬の残留
飼料及び飼料添加物並びに 改良資材の検査等業務と 状況について調査を行うため、農林水産省が策
土壌改良資材の検査等業務 連携・調整を図るととも 定した「平成19年度食品の安全性に関する有害
の有する生産資材の特性や に、当該業務を通じて蓄 物質のサーベイランス・モニタリング年次計
使用実態等の情報を活用し 積された知見等を活用 画」に基づく国産野菜の残留農薬分析の実施に
つつ、 し、生産現場等における 当たっては、通常の検査に加え、農薬検査部門
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① 農薬が残留するおそれ リスク低減対策の支援等 が有する土壌半減期の長い農薬等に関する知見
の高い作物 に資するよう、これらの を活用して選定した分析対象農薬を、食品検査

② 汚泥肥料の施用等によ 資材の特性や使用実態等 部門において効率的かつ効果的に101件分析し
り有害重金属を含むおそ を踏まえつつ、農林水産 た。
れのある作物 省が策定する「サーベイ

③ カビ毒の発生する可能 ランス・モニタリング計
性の高い地域の作物 画」に基づき実施するも

④ 上記に掲げるもののほ のとする。
か、生産現場等における ① 農薬が残留するおそ
リスク低減対策の観点か れの高い作物
ら必要な課題等、4件以 ② 汚泥肥料の施用等に
上の課題について、中期 より有害重金属を含む
目標期間中にテーマを設 おそれのある作物
定して実施する。 ③ カビ毒の含有のリス

クが高い作物
④ 上記に掲げるものの

ほか、生産現場等にお
けるリスク低減対策の
観点から必要な課題

(3) 有害物質の分析の実施に (3) 有害物質の分析の実施に 【業務実績報告書の記述】
当たっては、評価・公表ガ 当たっては、農林水産省が 有害物質の分析の実施に当たっては、農林
イドラインに従って迅速か 定めている評価・公表ガイ 水産省が定めている評価・公表ガイドラインの
つ的確に行い、その結果を ドラインの要件に従って迅 要件に従って迅速かつ的確に実施し、その結
農林水産省に報告する。 速かつ的確に実施し、その 果を農林水産大臣に報告した。

結果を農林水産省に報告す
る。 【その他の特記事項】

当該事項は 「中期計画第2の4(1)リスク管理、
に資するための有害物質の分析業務 （115ペー」
ジ 」において評価する。）

(4) 分析結果の信頼性を客観 (4) 分析結果の信頼性を客観 ◇精度管理、分析法の妥当性 【業務実績報告書の記述】
的に保証するため、精度管 的に保証するため ISO/IEC 確認等を的確に実施した。 分析結果の信頼性を客観的に保証するため、、
理、分析法の妥当性の確認 17025及びGLPの考え方に基 ｓ：的確に実施し、特に優れ 次に掲げる取組を行った。 ａ
等を的確に実施する。 づく精度管理、国際的プロ た成果が得られた

トコルの考え方に基づく分 ａ：的確に実施した 内部精度管理として、分析の都度、添加回収
析法の妥当性の確認等を的 ｂ：一部不的確に実施した 試験等を行うことにより分析の精確さを管理す
確に実施する。 ｃ：実施しなかった るとともに、外部精度管理として、分析担当者

ｄ：実施せず、その要因は法 に対して担当試験に係る外部技能試験に1回以
人の著しく不適切な対応に 上参加させた。
あった また、野菜・果実の残留農薬に係る分析法を

改良したことに伴う当該分析法の妥当性確認試
験を行い、その妥当性について確認した。

「 」また、当該業務に従事す また、当該業務に従事す ◇リスク管理のための有害 リスク管理分析担当者資格認定マニュアル
る要員の資格要件を定め、 る要員の資格要件を定め、 物質の分析業務に従事する において当該業務に従事する要員の資格要件を
必要な教育及び訓練を行 分析機器の操作等の分析技 要員の資格要件に基づき、 定めるとともに、分析技術及び分析試験業務の ａ
う。 術に関する教育及び訓練を 必要な教育訓練を行った。 品質管理・品質保証に関する教育訓練を実施し

行う。 ｓ：行い、特に優れた成果が た。
得られた

ａ：行った
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ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人

の著しく不適切な業務運営
にあった

５ カルタヘナ担保法関係業 ５ カルタヘナ担保法関係業 ５ カルタヘナ担保法関係業 ○カルタヘナ担保法関係業務
務 務 務 －

指標の総数 ：
評価ｓの指標数
評価ａの指標数
評価ｂの指標数
評価ｃの指標数
評価ｄの指標数

合 計

遺伝子組換え生物等の使 遺伝子組換え生物等の使 遺伝子組換え生物等の使 ◇立入り、質問、検査及び収 【業務実績報告書の記述】
用等の規制による生物の多 用等の規制による生物の多 用等の規制による生物の多 去を的確に実施し、その結果 次に掲げる措置を講ずることにより、カルタ
様性の確保に関する法律 様性の確保に関する法律 様性の確保に関する法律 を速やかに農林水産大臣に報 ヘナ担保法第32条の規定に基づき、同条第2項 －
（平成15年法律第97号）第 （平成15年法律第97号）第 （平成15年法律第97号。以 告した。 の農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、
32条第1項の規定に基づき 32条第1項の規定に基づき 下「カルタヘナ担保法」と ｓ：的確に実施し、速やかに 検査及び収去を的確に実施する体制を整備し、 、
同条第2項の農林水産大臣 同条第2項の農林水産大臣 いう ）第32条第1項の規定 報告し、特に優れた成果が た。。
の指示に従い、立入り、質 の指示に従い、立入り、質 に基づき、同条第2項の農 得られた
問、検査及び収去を的確に 問、検査及び収去を的確に 林水産大臣の指示に従い、 ａ：的確に実施し、速やかに なお、農林水産大臣から立入り、質問、検査
実施し、その結果を速やか 実施し、その結果を速やか 立入り、質問、検査及び収 報告した 及び収去の指示はなかった。
に農林水産大臣に報告す に農林水産大臣に報告す 去を的確に実施するため、 ｂ：報告事項の不備、又は報
る。 る。 次に掲げる措置を講ずる。 告の遅滞があった

また、立入り、質問、検 ｃ：報告事項の不備、及び報
査及び収去を実施した場合 告の遅滞があった
には、その結果を速やかに ｄ：報告事項の不備、及び報
農林水産大臣に報告する。 告の遅滞があり、その要因

は法人の著しく不適切な対
○ 立入検査等を行うため 応にあった 立入検査等を行うための規程類については、

の規程等を必要に応じて 立入検査等の要員の資格を規定する等の改正を
見直す。 行った。

○ 農林水産大臣からカル 農林水産大臣からカルタヘナ担保法第31条第
タヘナ担保法第31条第1 1項の規定に基づき収去した遺伝子組換え生物
項の規定に基づき収去し 等の検査の依頼はなかった。
た遺伝子組換え生物等の
検査の依頼があった場合 【その他の特記事項】
は適切に実施する。 実績がないため、評価しない。

６ 国際協力業務 ６ 国際協力業務 ６ 国際協力業務 ○国際協力業務
Ａ

指標の総数 ：１
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
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(２／２＝100％)

可能な範囲において、研 可能な範囲において、セ 農林水産省、独立行政法 ◇可能な範囲において、海 【業務実績報告書の記述】
修生の受入れ、海外への専 ンターの技術力を活用した 人国際協力機構等の関係機 外からの研修生の受入れ、 国際協力機構等からの国際技術協力等の要請
門家の派遣等の国際協力を 専門家の海外派遣及び海外 関からの国際技術協力等の 専門家の海外派遣等の活動 を踏まえ、次の取組を行った。 ａ
行う。 からの研修生の受入れを行 要請については、可能な範 を行った。

う。 囲において、開発途上国等 ｓ：行い、特に優れた成果が 国際協力機構（JICA）から技術団員の派遣要
からの技術支援要請に対応 得られた 請があり、職員を1回（1名）派遣した。
するため、国内活動及び専 ａ：行った
門家の海外派遣を行うとと ｃ：行わなかった JICAから技術協力専門家の派遣要請があり、
もに、海外からの研修員の ｄ：行わず、その要因は法人 役職員を講師として2回（2名）派遣した。
受入れを行う。 の著しく不適切な対応にあ

った JICA等からの要請により海外からの研修員を
受入れ、JAS制度、日本の飼料安全制度、食品
及び飼料等の分析技術等に関する研修を7回 延（
べ16か国、46名）実施した。

また、必要に応じて独立 また、環境省環境調査研修所の主催する海外
行政法人国際協力機構の主 研修生指導者研修及び国際獣疫事務局（OIE）
催する研修等に職員を派遣 の主催する獣医行政実績評価研修にそれぞれ役
する。 職員（2名）を派遣した。

第４ 財務内容の改善に関す 第３ 予算（人件費の見積り 第３ 予算（人件費の見積も ◎予算、収支計画及び資金計
る事項 を含む 、収支計画及び資 りを含む 、収支計画及び 画 Ａ。） 。）

金計画 資金計画 中項目の総数 ：３
評価Ｓの中項目数：０×３点＝０点
評価Ａの中項目数：３×２点＝６点
評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点
評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点
評価Ｄの中項目数：０×-1点＝０点

合 計 ６点
(６／６＝100％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

① 法人からの自己評価等の関係資料の提出や
業務実績等に関するヒアリングをもとに、法
人の中期計画項目である「１ 経費節減に係
る取組 「２ 法人運営における資金の配分」、

」 「 」状況 及び ３ 自己収入の増額に係る取組
、について評価基準に基づき評価を行った結果

すべての中項目についてＡ評価となったこと
から、大項目の評価はＡ評価とする。なお、
中項目の評価については、各小項目の達成状
況及びその他の要因を分析した結果、Ｓ評価
とする項目はなかった。

② 随意契約見直し計画に基づき、従来、随意
契約を行っていた複写機の保守業務等の契約
を見直し、平成18年度は35件であった競争性
のある契約件数を平成19年度は82件に増加し
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ている。また、30万円以上の入札及び契約に
係る文書を、決裁終了後に監事に回付するよ
う関係規程類を改正するとともに、契約に係
る情報の公表について、契約事務取扱規程を
改正し、国と同じ基準・様式により公表して
おり、入札及び契約を適正に実施していると
認められるが、引き続き、随意契約見直し計
画に基づき契約の適正化が図られることが期
待される。

③ 法人運営における資金の配分状況について
は、年度当初から業務が円滑かつ効率的に取
り組めるよう所要額を配分し、年度途中にお
いては、業務の進捗状況を把握しつつ、業務

。の達成に必要な資金を効果的に配分している
④ 検査・検定手数料、講習事業収入等により
当期総利益が発生していたが、これは当該法
人が行う業務範囲内での利益計上であること
から、運営費交付金残額と合わせた当期総利
益について、目的積立金として申請していな
いことは妥当と評価できる。

適切な業務運営を行うこ 自己収入（JAS法に基づ 本事業年度の予算（人件 ○経費（業務経費及び一般管
とにより、収支の均衡を図 く格付業務及び飼料安全法 費の見積もりを含む 、収 理費）節減に係る取組 Ａ。）
る。 に基づく特定飼料の検定業 支計画及び資金計画は、別 指標の総数 ：１

また、自己収入（JAS法 務に係る収入等を除く ） 表1、2及び3に定めるとお 評価ｓの指標数：０×３点＝０点。
に基づく格付業務及び飼料 を平成18年度予算を基準と りとする。 評価ａの指標数：１×２点＝２点
安全法に基づく特定飼料の して、毎事業年度1％以上 また、平成18年度予算を 評価ｂの指標数：０×１点＝０点
検定業務に係る収入等を除 の増額を図る。 基準として、1％以上の自 評価ｃの指標数：０×０点＝０点
く ）の増額を図る。 己収入（JAS法に基づく格 評価ｄの指標数：０×-1点＝０点。

〔略〕 付業務及び飼料安全法に基 合 計 ２点
づく特定飼料の検定業務に (２／２＝100％)
係る収入等を除く ）の増。
額を図るための取組を行 ◇経費（業務経費及び一般管 【業務実績報告書の記述】
う。 理費）節減に係る取組みは十 平成19年度においても予算の執行を適切に

分であった。 行い、平成18年度に引き続き、業務経費、一 ａ
〔略〕 ｓ：十分であり、特に優れた 般管理費の削減に取り組んだ。

成果が得られた
ａ：十分であった 執行に当たって、30万円以上の入札及び契約
ｂ：やや不十分であった に係る文書にあっては、決裁終了後に監事に回
ｃ：不十分であった 付するよう関係規程類を改正し、入札及び契約
ｄ：不十分であり、その要因 を適正に実施した。また、契約に係る情報の公

は法人の著しく不適切な対 表について、契約事務取扱規程を改正し、国と
応にあった 同じ様式により公表した。

（なお、本指標の評価に当た
っては 中期計画に定める 業 【その他の特記事項】、 「
務運営の効率化による経費の 入札、随意契約等に関する調達情報及び契約
抑制」の評価結果に十分配慮 に関する規程をホームページ上で公表すること
するものとする ） により、その透明性を確保した上で、経費の削。

減に取り組んでいる。

○法人運営における資金の配
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分状況 Ａ
指標の総数 ：１

評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

◇法人運営における資金の配 【業務実績報告書の記述】
分状況は、十分であった。 年度当初及び年度途中において必要に応じた
ｓ：十分であり、特に優れた 予算配付を行うことにより、適切かつ効果的な ａ

成果が得られた 資金配分を行った。
ａ：十分であった
ｂ：やや不十分であった
ｃ：不十分であった
ｄ：不十分であり、その要因

は法人の著しく不適切な対
応にあった

○自己収入の増額に係る取組
Ａ

指標の総数 ：１
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

◇自己収入（JAS法に基づく 【業務実績報告書の記述】
格付業務及び飼料安全法に基 自己収入（JAS法に基づく格付業務及び飼料
づく特定飼料の検定業務に係 安全法に基づく特定飼料の検定業務に係る収入 ａ
る収入等を除く ）を平成18 等を除く ）について、講師派遣の要請に積極。 。
年度予算を基準として、各事 的に対応する等の自己収入の増額のための取組
業年度ごとの計画値を達成し を行った結果、平成19年度予算額を上回る自己
た （各事業年度ごとの計画 収入（9,086,496円）を得た。。
値：平成18事業年度は予算
額。以降は、前事業年度の予 なお、センターは運営費交付金を主な財源と
算額に101％を乗じて得られ して運営しており、これによっては利益は生じ
る額 ） ない。この他、検査・検定手数料、講習事業収。
ｓ：計画値の達成度合は100 入等により当期利益が生じているが、これは通

。 、％以上であり、特に優れた 常の業務範囲内での利益計上である このため
成果が得られた 中期目標期間終了後、運営費交付金残額と合わ

ａ：計画値の達成度合は100 せた利益金は、国庫に返納することとして、特
％以上であった に目的積立金として申請していない。

ｂ：計画値の達成度合は70％
以上100％未満であった 【その他の特記事項】

（ ）ｃ：計画値の達成度合は70％ 達成度合：200.6％ 9,086千円／4,529千円



- 121 -

未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％

未満であり、その要因は法
人の著しく不適切な対応に
あった

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 ◎短期借入金の限度額
－

中項目の総数
評価Ｓの中項目数
評価Ａの中項目数
評価Ｂの中項目数
評価Ｃの中項目数
評価Ｄの中項目数

合 計

【特記事項】
運営費交付金の受入れの遅延等の短期借入を

行う事案はなかったため評価の対象外とした。

平成18年度：7億円 平成19年度：13億円 ○法人の借入金について、借
平成19年度～平成22年度 入に至った理由及び使途、 －
：13億円 金額及び金利、返済の見込 指標の総数

み 評価ｓの指標数
（想定される理由） （想定される理由） 評価ａの指標数

運営費交付金の受入れが 運営費交付金の受入れが 評価ｂの指標数
遅延 遅延 評価ｃの指標数
公務災害及び通勤災害が 公務災害及び通勤災害が 評価ｄの指標数

発生した場合の災害補償費 発生した場合の災害補償費 合 計
の借入れ の借入れ
神戸センターの移転・新 神戸センターの移転新築 ◇法人の短期借入金につい 【業務実績報告書の記述】

築の際、現庁舎の跡地の売 の際、現庁舎の跡地の売却 て、借入に至った理由及び使 運営費交付金の受入れの遅延等の短期借入を
却収入が発生するまでの 収入が発生するまでの間、 途、金額及び金利、返済の見 行う事案はなかった。 －
間、一時的に資金が不足し 一時的に資金が不足した場 込みに関しては適切であっ
た場合に業務活動に充当す 合に業務活動に充当する経 た。 【その他の特記事項】
る経費及び移転・新築等に 費及び移転新築等に係る経 ｓ：適切であり、特に優れた 実績がないため、評価しない。
係る経費の借入れ 費の借入れ 成果が得られた

ａ：適切であった
ｂ：やや不適切であった
ｃ：不適切であった
ｄ：不適切であり、不利益が

生じた
（借入がなかった場合は、本
項目の評価は行わない ）。

第５ 重要な財産を譲渡し、 第５ 重要な財産を譲渡し、 ◎重要な財産を譲渡し、又は
又は担保に供しようとする 又は担保に供しようとする 担保に供しようとするとき －
ときは、その計画 ときは、その計画 は、その計画 中項目の総数

評価方法：大項目に含まれる 評価Ｓの中項目数
中項目数が1項目の場合は 評価Ａの中項目数、
当該中項目の評価結果を大 評価Ｂの中項目数
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項目の評価結果とする。 評価Ｃの中項目数
評価Ｄの中項目数

合 計

【特記事項】
① 重要な財産の譲渡及び担保に供する事案は
なかったため評価の対象外とした。

② センターが所有する重要な資産として、庁
舎及びその敷地、ほ場を所有しているが、こ
れらの資産については引き続きセンターが実
施する事務・事業に必要な資産であり、遊休
資産にはなっていないと認められる。

神戸センターの移転・新 神戸センターの移転・新 ○重要な財産の譲渡又は担保
築に伴い不要となる現庁舎 築に伴い不要となる現庁舎 に関する計画 －
及び土地については処分す 及び土地の処分について、 評価方法：中項目に含まれる 指標の総数
る。その際、①庁舎の解体 ①庁舎の解体・撤去を行っ 小項目数が1項目の場合は 評価ｓの指標数、
・撤去を行った上で土地を た上で土地を売却する、② 当該小項目の評価結果を中 評価ａの指標数
売却する、②庁舎の解体・ 庁舎の解体・撤去を行わ 項目の評価結果とする。 評価ｂの指標数
撤去を行わず、庁舎と一体 ず、庁舎と一体で土地を売 評価ｃの指標数
で土地を売却する、のいず 却する、のいずれかの方法 評価ｄの指標数
れかの方法によるものと によるものとし、より有利 合計
し、より有利な売却を図る な売却を図ることができる
ことができるよう、十分に よう、十分に検討を行う。 ◇重要な財産の譲渡又は担保 【業務実績報告書の記述】
検討を行う。なお、現庁舎 なお、第４に記述したと に関する計画について、譲渡 重要な財産の譲渡及び担保に供する事案はな
等を処分したことによる当 おり、当該売却収入が発生 等を行う目的及び譲渡等によ かった。 －
該売却収入については、移 するまでの間、一時的に資 り得た資金の使途は適切であ

、 、転新築費用の一部に充当す 金が不足した場合には、短 った。 なお センターが所有する重要な資産として
る。 期借入れを実施することと ｓ：適切であり、特に優れた 庁舎及びその敷地、ほ場を所有しているが、庁
土地：兵庫県神戸市中央区 し、当該短期借入れの担保 成果が得られた 舎については、センターが実施するすべての検

小野浜町1-4 として現庁舎の土地及び建 ａ：適切であった 査等業務に、ほ場については、肥料の公定規格
（面積:7,292.12m ） 物を供する。 ｂ：やや不適切であった の改正等に資する調査研究業務に使用してい２

建物：旧館 ｃ：不適切であった る。
昭和2年築、RC-4-1造 ｄ：不適切であり、不利益が これらの資産は、引き続き事務・事業に必要
延べ床面積4,401.18m 生じた。 な資産であり、遊休資産にはなっていない。２

新館 （計画がなかった場合は、本
昭和6年築、SRC-4-1造 項目の評価は行わない ） 【その他の特記事項】。
延べ床面積11,623.26m 実績がないため、評価しない。
２

（注）土地の面積、建物の
延べ床面積については、
独立行政法人への移行時
に国から出資された面積
を記載
なお、第４に記述したと

おり、当該売却収入が発生
するまでの間、一時的に資
金が不足した場合には、短
期借入れを実施することと
し、当該短期借入れの担保
として現庁舎の土地及び建
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物を供する。

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途
－

中項目の総数
評価Ｓの中項目数
評価Ａの中項目数
評価Ｂの中項目数
評価Ｃの中項目数
評価Ｄの中項目数

合 計

【特記事項】
① 剰余金を使用する事案はなかったため評価
の対象外とした。

② 平成19年度においては、利益剰余金34,399
千円が生じているが、検査・検定手数料、講
習事業収入等の自己収入のほか、前中期目標
期間繰越積立金、統合前の旧肥飼料検査所及
び旧農薬検査所の中期目標期間終了時の会計
処理による収益化等によるものであった。

検査検定業務に係る業務 検査検定業務に係る業務 ○剰余金の使途について、中
運営の効率化及び業務の質 運営の効率化及び業務の質 期計画に定めた使途に当て －
の向上を図るための分析機 の向上を図るための分析機 た結果、当該事業年度に得 指標の総数
器の購入の経費に充当す 器の購入の経費に充当す られた成果 評価ｓの指標数
る。 る。 評価ａの指標数

評価ｂの指標数
評価ｃの指標数
評価ｄの指標数

合計

◇剰余金の使途について、中 【業務実績報告書の記述】
期計画に定めた使途に充てた 剰余金を使用する事案はなかった。
結果、当該事業年度に得られ なお、利益剰余金（34,399,080円）は生じて －
た成果は、十分であった。 いるが、これは、検査・検定手数料、講習事業
ｓ：特に優れた成果が得られ 収入等の他、前中期目標期間繰越積立金（自己

た 収入取得資産の減価償却費、棚卸し資産等に充
）、 。ａ：十分であった 当したものの残額 積立金によるものである

ｂ：やや不十分であった
ｃ：不十分であった 【その他の特記事項】
ｄ：不十分であり、その要因 実績がないため、評価しない。

は法人の著しく不適切な対
応にあった

（中期計画に定めた剰余金の
使途に充てた年度のみ評価を
行う ）。

第５ その他業務運営に関す 第７ その他主務省令で定め 第７ その他主務省令で定め ◎その他主務省令で定める業
る事項 る業務運営に関する事項 る業務運営に関する事項 務運営に関する事項 Ａ

中項目の総数 ：３
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なし 評価Ｓの中項目数：０×３点＝０点
評価Ａの中項目数：３×２点＝６点
評価Ｂの中項目数：０×１点＝０点
評価Ｃの中項目数：０×０点＝０点
評価Ｄの中項目数：０×-1点＝０点

合 計 ６点
(６／６＝100％)

【特記事項】
当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

① 法人からの自己評価等の関係資料の提出や
業務実績等に関するヒアリングをもとに、法
人の中期計画項目である「１ 施設及び設備
に関する計画 「２ 職員の人事に関する計」、
画」及び「３ 積立金の処分に関する事項」

、について評価基準に基づき評価を行った結果
すべての中項目についてＡ評価となったこと
から、大項目の評価はＡ評価とする。なお、
中項目の評価については、各小項目の達成状
況及びその他の要因を分析した結果、Ｓ評価
とする項目はなかった。

② 食品、肥飼料、農薬の各検査等業務間の人
事交流に努めるとともに、共通部門である一
般管理、企画調整、情報提供の各業務に適正
な人員配置が行われている。

１ 施設及び設備に関する計 １ 施設及び設備に関する計 ○施設及び設備に関する計画
画 画 Ａ

指標の総数 ：１
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

業務の適切な実施を確保 業務の適切かつ効率的な ◇中期計画に定められている 【業務実績報告書の記述】
するため、老朽化が著しく 実施を確保するため、平成 施設及び設備について、当該 本部（農薬検査部）の農薬散布棟改修工事及
耐震上問題のある神戸セン 20年度の竣工に向け神戸セ 事業年度における改修・整備 び仙台センターの検査設備等改修工事を実施し ａ
ターの現庁舎について、移 ンター新庁舎の建設を行う 前後の業務運営の改善の成果 た。また、神戸センター新庁舎建築工事におい
転・新築することとし、併 とともに、業務実施上の必 は十分であった。 ては進行管理に努め、平成20年度の竣工に向け
せて新築時に大阪及び岡山 要性及び既存の施設・設備 ｓ：特に優れた改善の成果が 3か年度計画の2年目として基礎工事及び躯体工
の両事務所の業務を移管 の老朽化等に伴う施設及び 得られた 事を実施した。
し、これらの事務所を廃止 設備の整備・改修等を計画 ａ：十分であった さらに、平成19年度補正予算により措置され
する。 的に行う。 ｂ：やや不十分であった た本部及び福岡センターの遺伝子分析検査設備
また、業務実施上の必要 所名 整備内容 ｃ：不十分であった 拡充工事に着手した。

性及び既存の施設・設備の 本部 農薬散布棟改修工事 ｄ：改善の成果が得られなか
老朽化等に伴う施設及び設 仙台 検査設備等改修工事 った 【その他の特記事項】
備の整備・改修等を計画的 神戸 新庁舎建設工事 施設及び設備の改修の結果、検査分析作業の
に行う。 迅速化及び効率化並びに作業に従事する職員の
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〔略〕 労働安全衛生の向上等が図られた。

２ 職員の人事に関する計画 ２ 職員の人事に関する計画 ○職員の人事に関する計画
（人員及び人件費の効率化 （人員及び人件費の効率化 （人員及び人件費の効率化 Ａ
に関する目標を含む ） に関する目標を含む ） に関する目標を含む ） 指標の総数 ：３。 。 。

評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：３×２点＝６点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ６点
(６／６＝100％)

(1) 方針 (1) 方針 ◇食品、肥飼料、農薬の各検 【業務実績報告書の記述】
業務の適切かつ効率的な 業務の適切かつ効率的な 査等業務間の人事交流及び共 食品、肥飼料、農薬の各検査等業務間の人

実施を確保するため 食品 実施を確保するため 食品 通部門である一般管理、企画 事交流に努めるとともに、次のとおり共通部門 ａ、 、 、 、
肥飼料、農薬の各検査等業 肥飼料、農薬の各検査等業 調整、情報提供の各業務に適 である一般管理、企画調整、情報提供の各業務
務間の人事交流に努めると 務間の人事交流に努めると 正な人員配置を行った。 に適正な人員配置を行うことにより、業務の
ともに、共通部門である一 ともに、共通部門である一 ｓ：適正な人員配置を行い、 適切かつ効率的な実施の確保に努めた。
般管理、企画調整、情報提 般管理、企画調整、情報提 特に優れた成果が得られた
供の各業務に適正な人員配 供の各業務に適正な人員配 ａ：適正な人員配置を行った 地方組織の一般管理部門（総務課、会計課）
置を行う。 置を行う。 ｂ：一部不適正な人員配置を は各地域センターのみに設置し、本部横浜事務

行った 所及び各地域センターの事務所には設置せず、
ｃ：不適正な人員配置を行っ 一般管理部門の合理化を図った。

た
ｄ：不適正な人員配置を行 旧3法人にそれぞれ設置していた企画調整部

い、その要因は法人の著し 門をさいたま本部の企画調整部に一元化し、合
く不適切な対応にあった 理化を図った。

肥飼料、農薬等の生産資材や食品等に関する
情報を消費者、生産者、事業者等へ一元的に提
供できるよう、各部門の担当者を情報提供部門
に配置し、情報提供体制の整備を行った。

【専門的知見を有する職員の配置（中期計画第
2の1(2)の①ア）に関する業務実績報告書の記
述】

、 、情報提供業務部門や相談窓口等に肥料 農薬
飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の品質
及び安全性等に関して専門的知見を有する職員
を配置し、これらと併せて食品の品質及び表示
等に関する消費者、生産者、事業者等からの相
談に次のとおり適切に対応した。

【その他の特記事項】
「中期計画第2の1(2)の①ア専門的知見を有

する職員の配置（38ページ 」に関する取組に）
ついては、当指標において評価する。

(2) 人員に関する指標 (2) 人員に関する指標 【業務実績報告書の記述】
簡素で効率的な政府を実 業務の効率化を図り、人 業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1
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現するための行政改革の推 員を削減することにより、 日時点（注）の常勤職員722名から688名（平
進に関する法律に基づき、 人件費（退職金及び福利厚 成20年1月1日時点）と34名削減することによ
平成18年度以降の5年間に 生費（法定福利費及び法定 り、平成17年度決算額を基準として人件費（退
おいて、センター全体の人 外福利費）並びに非常勤職 職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福
件費（退職金及び福利厚生 員給与及び人事院勧告を踏 利費）並びに非常勤職員給与及び人事院勧告を
費（法定福利費及び法定外 まえた給与改定部分を除 踏まえた給与改定部分を除く ）を4.8％削減。
福利費）並びに非常勤役職 く ）について、平成17年 した。。
員給与及び人事院勧告を踏 度決算額を基準として2％
まえた給与改定部分を除 以上の削減を行うととも 注：独立行政法人通則法第60条の規定による
。 。 、く ）について5％以上の削 に、第１の１(5)の1.5％相 常勤職員数の国会報告基準日である なお

減を行うとともに、第１の 当額の抑制を行うに当た 平成18年1月1日における職員数は旧3法人
１(5)の10％相当額の抑制 り、一般管理部門の統合等 の職員数を合算したものである。
を行うに当たり、一般管理 による管理部門の合理化等
部門の統合等による管理部 の統合メリットを発現する なお、平成19年度において、センターの給与
門の合理化等の統合メリッ ことにより、更なる人件費 体系は国と同一であったものの、国に比べて地
トを発現することにより、 の削減を行う。 域手当の異動保障を受給する者の割合が高かっ
更なる人件費の削減を行 また、国家公務員の給与 たことから、給与水準が国と比べて高くなった
う。 構造改革に併せ、人事院勧 （ラスパイレス指数100.1）ところであるが、
また、国家公務員の給与 告を踏まえて、役職員の給 人件費抑制に向けた人員削減を行っていくに当

構造改革に併せ、人事院勧 与について必要な見直し たり、組織の見直しの際に併せて管理職数も合
告を踏まえて、役職員の給 を進める。更に 「経済 理化していくことで、今後解消を図る見通しで、
与について必要な見直しを 財政運営と構造改革に関 ある。
進める。さらに 「経済財 する基本方針2006」に基、
政運営と構造改革に関する づき、国家公務員の給与構 また、国家公務員の給与構造改革に併せ、
基本方針2006」に基づき、 造改革を踏まえ、人件費改 人事院勧告及び「経済財政運営と構造改革に関
国家公務員の給与構造改革 革を進めるものとする。 する基本方針2006」を踏まえ、平成18年度に
を踏まえ、人件費改革を平 おいて見直した俸給表を引き続き職員給与規
成23年度まで継続する。 程において適用するとともに、地域手当の支給

割合の改定等を行い、人件費改革を進めた。
（参考）
平成17年度の人件費 【その他の特記事項】

5,175 百万円 当該事項は 「中期計画第1の1(6)人件費の削、
期初の常勤職員数 減（13ページ 」において評価する。）

742 人
(注)平成19年4月1日に統合

した旧肥飼検及び旧農薬
検の平成17年度の人件費
及び期 初の常勤職員数
（ 、旧肥飼検1,081百万円
149人、旧農薬検540百万
、 ） 。 、円 72人 を含む なお

平成19年4月1日の統合時
における常勤職員数は、
700人である。

平成22年度の人件費見込み
4,641 百万円

期末の常勤職員数
680 人

ただし、上記の額は、
役員報酬並びに職員基本
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給、職員諸手当、超過勤
務手当、休職者給与及び
国際機関等派遣職員給与
に相当する範囲の費用で
あり、今後の人事院勧告
を踏まえた給与改定分は
含んでいない。

(3) 人材の確保についての計 (3) 人材の確保・育成 ◇行政部局との人事交流を円 【業務実績報告書の記述】
画 滑に実施した。 次に掲げる措置を講ずることにより、農林水
農林水産行政と連携した 農林水産行政との連携を ｓ：実施し、特に優れた成果 産行政との連携を図り、センターの業務に必要 ａ

業務運営を推進するため、 図り、センターの業務に必 が得られた な人材を確保した。
業務上密接な関連を有する 要な人材を確保するため、 ａ：実施した
消費・安全局を中心とした 次に掲げる措置を講ずる。 ｃ：実施しなかった 農林水産省消費・安全局等と人事交流（転出
行政部局との円滑な人事交 ○ 人事交流については、 ｄ：実施せず、その要因は法 42名、転入54名）を実施した。
流を行う。 農林水産省の行政部局等 人の著しく不適切な対応に

と計画的に実施すること あった
とし、一方に偏らないよ
う諸事情に即し、双方が
出し合うことを基本とす
る。

また、職員の採用に当た ○ 職員の採用に当たって ◇業務を遂行する上で必要と 【業務実績報告書の記述】
っては、業務を遂行する上 は、業務の円滑な推進を される分析の基礎的能力等を 農学、水産等の試験区分の国家公務員試験等
で必要とされる分析の基礎 図るため、分析の基礎的 有する農学、化学等及び行政 の合格者の中から5名を採用し、必要な人材を ａ
的能力、農林水産物や食品 能力 農林水産物や食品 の試験区分の国家公務員試験 確保した。、 、
及び生産資材に関する専門 生産資材の専門的知識等 合格者を中心として採用し
的知識等を有する農学、化 を有する農学、化学等及 た。 採用情報については、インターネット等を
学等及び行政の試験区分の び行政の試験区分の国家 ｓ：採用し、特に優れた成果 活用した広報活動を行い、優秀な人材の確保
国家公務員試験合格者を中 公務員試験合格者等から が得られた に努めた。
心として採用する。 採用する。 ａ：採用した

○ 採用情報については、 ｃ：採用しなかった
インターネット等を活用 ｄ：採用せず、その要因は法
した広報活動により、優 人の著しく不適切な対応に
秀な人材の確保に努め あった
る。

３ 積立金の処分に関する事 ３ 積立金の処分に関する事 ○積立金の処分に関する事項
項 項 Ａ

指標の総数 ：１
評価ｓの指標数：０×３点＝０点
評価ａの指標数：１×２点＝２点
評価ｂの指標数：０×１点＝０点
評価ｃの指標数：０×０点＝０点
評価ｄの指標数：０×-1点＝０点

合 計 ２点
(２／２＝100％)

前期中期目標期間繰越積 前期中期目標期間中の繰 ◇繰越積立金の処分につい 【業務実績報告書の記述】
立金は、前期中期目標期間 越積立金は、前期中期目標 て、取得の財源及び使用目的 前中期目標期間中の繰越積立金は、計画に基
中に自己収入財源で取得 期間中に自己収入財源で取 は適切であった。 づき前中期目標期間中に支払っている前払費用 ａ
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し、当期中期目標期間へ繰 得し、当期中期目標期間へ ｓ：適切であり、特に優れた 等の平成19年度相当額（18,299,747円）を取り
り越した有形固定資産の減 繰り越した有形固定資産の 成果が得られた 崩した。
価償却等に要する費用に充 減価償却等に要する費用に ａ：適切であった
当する。 充当する。 ｂ：やや不適切であった 【その他の特記事項】

ｃ：不適切であった 繰越積立金残高は1,819,028円。
ｄ：不適切であり、その要因 別紙「自己評価シート」指標188参照

は法人の著しく不適切な対
応にあった




